
琉球大学学術リポジトリ

沖縄首里方言におけるヴォイスと利益性の記述文法
研究

言語: 

出版者: 琉球大学

公開日: 2016-05-13

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 當山, 奈那, Toyama, Nana

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/30817URL



 

沖縄首里方言におけるヴォイスと

利益性の記述文法研究 
平成 26 年度 博士論文 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

當山 奈那 
 
 
 

  



1 
 
 
 
 
 

目次 

 
要旨 ....................................................................................................................................................... 5 
表記について ........................................................................................................................................ 6 
第１章 はじめに ................................................................................................................................ 9 

第１節 本研究の目的 .................................................................................................................... 9 
第２節 本研究の方法 ................................................................................................................... 11 
第３節 本研究であつかう「首里方言」について－首里方言のなかの地域方言と社会方言24 

第２章 形態論概観 ...........................................................................................................................36 
第３章 自他動詞と他動性 ...............................................................................................................79 

第１節 はじめに ...........................................................................................................................79 
第２節 自他動詞の派生関係と他動性 ........................................................................................81 
第３節 使役動詞と他動性－他動詞派生接尾辞と使役動詞派生接尾辞－ ..............................86 

第４章 使役構文－基本的な使役構文と派生的な使役構文－ .....................................................95 
第５章 受動構文－受動文の意味構造と利益性－ ...................................................................... 107 
第６章 授受動詞と授受構文 ......................................................................................................... 119 

第１節 はじめに ......................................................................................................................... 119 
第２節 動詞の語彙体系のなかの授受動詞 .............................................................................. 123 
第３節 授受動詞の補助動詞用法 .............................................................................................. 144 

終章 .................................................................................................................................................... 158 
第１節 各章のまとめ ................................................................................................................. 158 
第２節 ヴォイスと利益性 ......................................................................................................... 164 
第３節 むすび ............................................................................................................................. 169 

参考文献一覧 ..................................................................................................................................... 171 
用例の出典について ......................................................................................................................... 175 

 
  



2 
 
 
 
 
 

細目 

要旨 ....................................................................................................................................................... 5 
表記について ........................................................................................................................................ 6 
 
第１章 はじめに ................................................................................................................................ 9 

第１節 本研究の目的 .................................................................................................................... 9 
第２節 本研究の方法 ................................................................................................................... 11 

１. ヴォイスに関する諸研究の概観と本研究の立場 ............................................................ 11 
２. 章構成と考察の前提となる枠組み ...................................................................................22 

第３節 本研究であつかう「首里方言」について－首里方言のなかの地域方言と社会方言24 
０. はじめに ..............................................................................................................................24 
１. 首里地域の概要 ..................................................................................................................25 
２. 人口構成からみた首里方言 ...............................................................................................26 
３. 首里階層方言 ......................................................................................................................26 
４. 首里地域方言 ......................................................................................................................29 
５. 首里那覇社会方言 ..............................................................................................................30 
６. 首里階層方言と標準語化の問題 .......................................................................................32 
７. 首里階層方言による修正に関する問題 ...........................................................................33 
８. 首里方言は危機言語か？ ...................................................................................................33 
９. 屋取方言にみる威信方言としての首里方言－killer language としての側面－ ............34 
１０. 「言語」か「方言」か ...................................................................................................34 
１１. 本研究で対象にする方言 ...............................................................................................35 

 
第２章 形態論概観 ...........................................................................................................................36 
 
第３章 自他動詞と他動性 ...............................................................................................................79 

第１節 はじめに ...........................................................................................................................79 
第２節 自他動詞の派生関係と他動性 ........................................................................................81 

０. はじめに ..............................................................................................................................81 
１. 有対自他動詞と無対自他動詞の派生関係 .......................................................................81 
２. 有対自他動詞の派生のタイプ ...........................................................................................82 
３. 動詞の形つくりの特徴と派生との関係 ...........................................................................82 
４. 自動詞から他動詞を派生させるタイプ（Causative） ....................................................83 
５. 他動詞から自動詞を派生させるタイプ（Anticausative） ..............................................84 
６. どちらがもとになったかわからないタイプ（Equipollent） .........................................84 
７. 補充形によるタイプ（Suppletive） ..................................................................................84 



3 
 
 
 
 
 

８. 無対他動詞 ..........................................................................................................................85 
９. 無対自動詞 ..........................................................................................................................85 
１０. まとめ ..............................................................................................................................85 

第３節 使役動詞と他動性－他動詞派生接尾辞と使役動詞派生接尾辞－ ..............................86 
０. はじめに ..............................................................................................................................86 
１. 第一使役の派生の制限.......................................................................................................86 
２. 使役動詞の派生と使役文があらわす意味構造 ................................................................86 
３. 他動詞と使役動詞 ..............................................................................................................88 
４. 自動詞使役文と他動詞文（主体動作客体変化動詞） ....................................................90 
５. 間接的な使役文 ..................................................................................................................92 
６. 先行研究に見る他の琉球方言の他動詞と使役動詞 ........................................................93 
７. まとめ ..................................................................................................................................93 

 
第４章 使役構文－基本的な使役構文と派生的な使役構文－ .....................................................95 

０. はじめに ..............................................................................................................................95 
１. 自他動詞と使役動詞の派生 ...............................................................................................95 
２. 先行研究と本研究の関わり ...............................................................................................96 
３. 第一使役と第二使役があらわす基本的な意味構造 ........................................................97 
４. 第三使役を述語にすえた場合の意味構造 .......................................................................99 
５. 第二使役があらわす派生的な意味構造 ......................................................................... 101 
６. 第三使役があらわす派生的な意味構造 ......................................................................... 103 
７. まとめ ................................................................................................................................ 104 

 
第５章 受動構文－受動文の意味構造と利益性－ ...................................................................... 107 

０. はじめに ............................................................................................................................ 107 
１. 先行研究 ............................................................................................................................ 107 
２. 分析 .................................................................................................................................... 108 
３. まとめ ................................................................................................................................ 118 

 
第６章 授受動詞と授受構文 ......................................................................................................... 119 

第１節 はじめに ......................................................................................................................... 119 
第２節 動詞の語彙体系のなかの授受動詞 .............................................................................. 123 

０. はじめに ............................................................................................................................ 123 
１. 首里方言の授受動詞の分類 ............................................................................................. 126 
２. 本論 .................................................................................................................................... 127 
３. まとめ ................................................................................................................................ 142 

第３節 授受動詞の補助動詞用法 .............................................................................................. 144 



4 
 
 
 
 
 

０. はじめに ............................................................................................................................ 144 
１. 授受動詞 ............................................................................................................................ 145 
２. 授受動詞の補助動詞用法 ................................................................................................. 148 
３. 受動文と利益性 ................................................................................................................ 153 
４. 使役文と利益性 ................................................................................................................ 154 
５. まとめ ................................................................................................................................ 156 

 
終章 .................................................................................................................................................... 158 

第１節 各章のまとめ ................................................................................................................. 158 
第２節 ヴォイスと利益性 ......................................................................................................... 164 
第３節 むすび ............................................................................................................................. 169 

 
参考文献一覧 ..................................................................................................................................... 171 
用例の出典について ......................................................................................................................... 175 
 
 
 



5 
 
 
 
 
 

要旨 
 

本論文は，北琉球語に属する沖縄島首里方言（以下，首里方言）における，主にフィール

ドワーク調査に基づいた記述文法である。1 章はじめに，2 章形態論の概観，3 章自他動詞と

他動性，4 章使役構文－基本的な使役構文と派生的な使役構文，5 章受動構文－受動文の意味

構造と利益性－，6 章授受動詞と授受構文，終章の７章から構成される。 
1 章は導入である。首里方言の話されている地域の地理的位置や産業，歴史についてみて 

いく。社会言語学な手法や用語を援用しながら，これまで「首里方言」とのみ括られてきた

方言には，「首里地域方言」，「首里階層方言」，「首里那覇社会方言」の 3 つが存在することを

示した。 
2 章は，形態論について概観した。主に琉球大学琉球語音声 DB から用例を抽出し，単語

の①文中で実現する意味，②どのような形態論的な体系を有するか，③文中での機能につい

て分析し，各品詞の形態論的な特徴について述べた。 
3 章では首里方言の他動性の特徴について，自他対応の特徴や他動詞構文と使役構文の連 

続性から述べた。 
4 章から 6 章はヴォイスに関する諸構文と，それぞれにまつわる利益性について扱った。 
4 章は，使役動詞が複数存在し形式的に発達した首里方言の各使役形式を述語に据えた構 

文について述べ，それらが特定の条件下で受益表現にずれていく有様を示した。 
5 章は，受動動詞の形式を述語にすえた文は意味構造上利益性に関して中立であることを

明らかにし，それがシテモラウ相当形式の欠如によることと，利益性がなかったことが第三

者主語受動文を発達させなかった要因であることを示した。 
6 章は，授受動詞について，動詞の語彙体系のなかで捉え意味記述を行った。また，補助

動詞としての授受動詞を分析し，授受のカテゴリーとして未発達であることを明らかにした。 
終章では，1 章から 6 章の議論について他動性，使役性，利益性の観点からまとめた。 
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表記について 
 
 本論文における表記に関わるさまざまについては，以下のように統一している。例外があ

る場合は，本文中にその都度説明を挿入している。 

 
（１）本論文で用いる「首里方言」とは，社会方言としての「首里階層方言」の後継の方言，

又は「首里那覇社会方言」のことを指す。「首里方言」という用語の設定については，第 1
章第３節を参照されたい。 

 
（２）本論文に用いられる方言表記については次の通りに行っている。 
（２－１） 首里方言については，用例はすべて音韻表記を用いている。ただし，引用など，

文中では，適宜カナ表記や音声表記で示している。次ページに首里方言のモーラ一覧表を示

す。 
（２－２） 首里方言の用例には，擬似的な標準語訳をつける。発話の場面を提示する必要

がある際には，場面内容を（）で補う。 
（２－３） 本論文の用例は，筆者による面接調査によって得られたものと，琉球大学付属

図書館琉球方言音声データベース，沖縄語辞典，沖縄芝居の脚本からそれぞれ得たものとが

ある。それぞれの用例がどこからの出典かわかるように，用例には全て［］で出典を記す。

（「用例の出典について」も参照。） 
  面接調査は，首里出身の男性 2 名（1925 年生，1933 年生）に実施した。 
 
（３）標準語の用例をだす際は，漢字カナ交じり表記で提示する。 
 
（４）用例を提示する際，下線を数種類引いている。各章節内で問題とすべきことがちがう

ため，節ごとに下線についての説明を適宜行っている。 
 
（５）用例番号は節ごとにふる。 



7 
 
 
 
 
 

【表1】 首里方言のモーラ（短音節）一覧 

/ʔi/ /ʔe/ /ʔa/ /ʔo/ /ʔu/      

[ʔi] [ʔe] [ʔa] [ʔo] [ʔu]      

          

/’i/ /’e/  /’o/ /’u/      

[’i~ji] [’e~je]  [’o] [’u~wu]      

          

/ki/ /ke/ /ka/ /ko/ /ku/ /kwi/ /kwe/ /kwa/   

[ki] [ke] [ka] [ko] [ku] [kwi] [kwe] [kwa]   

          

/ɡi/ /ɡe/ /ɡa/ /ɡo/ /ɡu/ /ɡwi/ /ɡwe/ /ɡwa/   

[ɡi] [ɡe] [ɡa] [ɡo] [ɡu] [ɡwi] [ɡwe] [ɡwa]   

          

/si/ /se/ /sa/ /so/ /su/ /sji/ /sje/ /sja/ /sjo/ /sju/ 

[si] [se] [sa] [so] [su] [ʃi] [ʃe] [ʃa] [ʃo] [ʃu] 

          

/zi/ /ｚe/ /za/ /zo/ /zu/ /zji/ /zje/ /zja/ /zjo/ /zju/ 

[ʣi] [ʣe] [ʣa] [ʣo] [ʣu] [ʤi] [ʤe] [ʤa] [ʤo] [ʤu] 

          

/ti/ /te/ /ta/ /to/ /tu/      

[ti] [te] [ta] [ta] [ta]      

          

/di/ /de/ /da/ /do/ /du/      

[di] [de] [da] [do] [du]      

          

/ci/ /ce/ /ca/ /co/ /cu/ /cji/ /cje/ /cja/ /cjo/ /cju/ 

[ʦi] [ʦe] [ʦa] [ʦo] [ʦu] [ʧi] [ʧe] [ʧa] [ʧo] [ʧu] 

          

/ni/ /ne/ /na/ /no/ /nu/   /nja/  /nju/ 

[ɲi] [ne] [na] [no] [nu]   [ɲa]  [ɲu] 

          

/hi/ (/he/) /ha/ /ho/ /hu/   /hja/ /hjo/ /hju/ 

[çi] ([he]) [ha] [ho] [ɸu]   [ça] [ço] [çu] 
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     /hwi/ /hwe/ /hwa/   

     [ɸi] [ɸe] [ɸa]   

          

/bi/ /be/ /ba/ /bo/ /bu/   /bja/ /bjo/ /bju/ 

[bi] [be] [ba] [bo] [bu]   [bja] [bjo] [bju] 

          

/pi/ /pe/ /pa/ /po/ /pu/   /pja/  /pju/ 

[pi] [pe] [pa] [po] [pu]   [pja]  [pju] 

          

/mi/ /me/ /ma/ /mo/ /mu/   /mja/ /mjo/ /mju/ 

[mi] [me] [ma] [mo] [mu]   [mja] [mjo] [mju] 

          

/ri/ /re/ /ra/ /ro/ /ru/      

[ri] [re] [ra] [ro] [ru]      

          

       /ʔja/ /ʔjo/ /ʔju/ 

       [ʔja] [ʔjo] [ʔju] 

          

       /ʼja/ /ʼjo/ /ʼju/ 

       [ja] [jo] [ju] 

          

     /ʔwi/ /ʔwe/ /ʔwa/   

     
 [ʔwi] [ʔwe] [ʔwa]   

          

     /ʼwi/ /ʼwe/ /ʼwa/   

     
 [wi] [we] [wa]   

 
 
 
 
 

 

 

/ʔɴ/ /ʼɴ/  /Q/ 

[ʔm, ʔn, ʔŋ] [m, n, ŋ]  [ʃ, t, k] 
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第１章 はじめに 
 
第１節 本研究の目的 
 

本研究では，2009 年ユネスコが消滅の危機に瀕する言語と認定した琉球語の下位方言であ

る首里方言（以下，首里方言）を対象に，特に受動文，使役文，授受文など文法的カテゴリ

ーとしてのヴォイスに関するフィールド調査・研究を行った。琉球語とは，琉球列島，すな

わち奄美・沖縄・宮古・八重山の四群島で話されてきた諸方言の総称である。琉球語はこれ

まで琉球方言と呼ばれ，日本語の方言と見なされてきたが，琉球諸島は長い間本土とは異な

った歴史を歩んだため本土方言との言語差は極めて大きく，近年は琉球語と呼ばれるのが一

般的である。琉球語は，大きく北の奄美沖縄諸方言と南の宮古八重山諸方言に区分すること

ができる。2009 年ユネスコは，消滅の危機に瀕する世界の諸言語のうち特に重要な 2400 の

言語を挙げたが，琉球語（ユネスコは奄美語，国頭語，沖縄語，宮古語，八重山語，与那国

語に分割）もその中に含まれる。ユネスコは，これら 6 つの方言群のいずれもが絶滅の危機

に瀕していると指摘する。ただし，琉球列島には約 800 の伝統的な集落があり，その全ての

方言がそれぞれ固有の言語体系を持つ。 
琉球語文法に関するこれまでの調査・研究には，大きく分けて次の 3 つのタイプがみられ

る。 
 

(1)琉球列島の広域に渡る諸方言について音韻・語彙・活用についての調査がなされた研究 
(2)特定の文法現象について特定の方言を取り上げて分析がなされた研究 
(3)一つの言語体系としての方言を包括的に記述する研究 
 
(1)は，日本語の一方言として日本語方言研究の枠組みのなかで成されたものが多い。これ

は，日本語との対応における歴史的音韻変化の研究に特に成果を残している。しかし，活用

について音韻変化の分析はなされても，その形式が文の中で現す文法的な意味についての詳

しい分析はない。 
(2)は，特定の方言で特徴的な文法形式に注目して，その分析を行ったものが多い。現代日

本語以上に方言が多くの形態論的形式を有し，複雑な事象を現しわけることを示している。

しかし，特殊な形式のみを抽出し分析する要素主義的な研究ともいえる。特に，地域方言は

日本語のように大量の実例の収集を短期間で行うことが困難なため，極端な場合は一つの用

例のみで周辺的な現象の分析がなされていることもあり，分析自体に疑問が残る研究もある。 
(3)は，日本語以外の諸言語との比較研究や類型論的研究にも利用できるような，より一般

言語学的な観点からの研究である。近年，琉球語研究ではこのような総合的な記述研究が活

発である。Shimoji Michinori（2008）“A Grammar of Irabu, a Southern Ryukyuan Language”（オ

ーストラリア国立大学，博士論文）や，林由華（2013）『南琉球宮古語池間方言の文法』（京

都大学，博士論文）等がある。また，「消滅危機言語としての琉球諸語・八丈語の文法記述に
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関する基礎的研究」（科研基盤（A）狩俣繁久代表）では，琉球語（喜界島から与那国まで）

と八丈語の諸方言において一定の方針に基づいた(3)の記述文法研究を行うことを目的とし

ており，筆者も研究協力者として研究に参加し，沖縄語に属する沖縄中南部方言の下位方言

である平安座島方言の調査記述を進めている。しかし，これら琉球語の記述文法研究は，多

様な文法事象を扱うため，記述が浅くなってしまう。また，活用や文法形式のみを取り上げ

る形態論的研究がほとんどであり，文の構造を扱う構文論の詳しい研究はなされていない。

つまり，概括的で形式重視の記述にならざるを得なかった。 
上述した背景と問題点をふまえ，筆者は沖縄語に属する首里方言を対象に(3)のような総合

的かつ包括的な記述研究を行いながら，琉球語研究の中で研究が最も遅れているヴォイスの

カテゴリーについて，特に，受動，使役，授受の調査記述を行った。琉球列島における中央

語としての首里方言の研究は，他の下位方言に比べて比較的多くなされおり，また，約 1 万

5000 語の語彙を収録する国立国語研究所（1963）『沖縄語辞典』もある。『沖縄語辞典』の全

収録語彙を音声化した音声データベース（DB）が琉球大学附属図書館のサイト上で公開され

ているなど方言資料も充実している。本研究文では，DB や方言資料から大量の自然談話デ

ータを収集する方法と，話者に場面や状況を説明した上で調査票の日本語を方言に訳しても

らって収集する方法を併用することで大量のデータに基づいた分析を行った。  
本研究の分析では，受動，使役，授受，自動詞，他動詞の各動詞形式が述語に据えられた

文について， 
(ⅰ)各構文での特異な文法現象のみの要素主義的な抽出と記述ではなく，日本語や他の方

言とも共通する側面を含めて漏れなく記述し， 
(ⅱ)自然談話の観察から，内省では気づきにくい質的現象や量的分布の違いを精密に記述

することと面接調査による検証を並行して行い，  
(ⅲ)各文法形式を述語にもつ構文の意味構造の個別的記述に留まるのではなく，各構造が

利益性を介して相関する有様を記述する， 
このような点で，「体系的」で「詳細な」ヴォイス研究を目指した。 
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第２節 本研究の方法 
 
１. ヴォイスに関する諸研究の概観と本研究の立場 

本研究では，第４章から第６章までにかけてヴォイスとされる言語現象のなかで，特に利

益性と関わりがあると考えられる受動，使役に授受を加え，それぞれの構文と利益性につい

てみていく。ここでは，本研究の理論的立場を示すとともに，問題にすべきことをあげる。 
本研究で特に検討する点は次のことである。 

 
（１）受動，使役と受益表現の連続性 
（２）（１）と関連して生じる利益性と授受構文の問題 
（３）首里方言のヴォイスにおける使役構文と授受構文の位置づけ 

 
1.1. 受動，使役と受益表現の連続性 
 （１）について，まず，具体的な例をとりあげながら，使役文，受動文，授受文の関連に

ついてみていくことにする。 
 現代日本語では，受動文，使役文，シテモラウ文はそれぞれ異なったデキゴトをあらわす

文である1。 
使役文  ː 親が子供に食器を洗わせる。 監督は選手を公園まで走らせた。  
     先生は園児たちを好きなだけ遊ばせた。  
受身文  ː 花子が次郎に殴られる。 太郎は先生に作文をほめられた。  
  生徒たちが校庭で雨に降られた。  
シテモラウ文 ː  次郎が友達に辞書を貸してもらう。 明は先輩に仕事を教えてもらった。  
        太郎は弟に銀行へ行ってもらった。 
 
 しかし，上とちがって，述語の動詞をとりかえても意味がほとんど変わらないような文も

存在する2。 
1) おばあさんは孫に肩を｛揉ませてː揉まれてː揉んでもらって｝，気持ちよさそうにニコニコ

していた。  
 a おばあさんが 孫に 肩を 揉ませる。  
 b おばあさんが 孫に 肩を 揉んでもらう。 
 c おばあさんが 孫に 肩を 揉まれる。  
 
 もちろん，述語をおきかえることができるといっても，a～c のどの文で述べるかによって

文のニュアンスには違いがある。 

                                                   
1 用例は早津（2012）より引用。 
2 同上。 
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 だが，このような例をみてみると，使役文，受動文，シテモラウ文の間にはなにか共通点

がありそうに思える。上の a，b，c の文を改めてみてみると，〈孫が おばあさんの肩を もむ〉

という動作が行われている。そして，そのデキゴトが「おばあさん」の立場から，ある気持

ちを込めて述べられている，という点で共通している。 
 文の構造という観点からみると，この 3 つの文は述語動詞のあらわす動作の主体ではない

人を主語にして描写することができる文だという点で共通している。動作対象である「肩」

は主語にあらわれる「おばあさん」の体の部分であり，動作主体の「孫」が「おばあさん」

の「肩」にはたらきかけた結果，主語の「おばあさん」が影響をうけとることを表現してい

る。使役文・受動文・シテモラウ文のどれを選ぶかによって，主語の「おばあさん」の立場

から，デキゴトについてどのように捉えるかをあらわしわけることができる。 
 次に，首里方言の使役文，受動文，授受文の特徴について現代日本語とくらべながらみて

みる。 
首里方言は，他の多くの琉球語と同様に現代日本語の「～シテモラウ」に対応する形式が

欠けている。また，受動文について，「生徒たちが校庭で雨に降られた。」（自動詞受身文＝迷

惑の受身文）のような自動詞が受動の形をとって主語の人間が迷惑を被ることをあらわす文

は首里方言にはない。さらに，受動文はものが主語になりにくく，「橋のロープが太郎に切ら

れた」というようなこともいいにくい傾向がある。しかし，そもそも「シテモラウ文」のよ

うな文は世界的にみてもまれ
、、

で，「～シテモラウ」に相当する表現をもつ言語はカザフ語など

ごく少数である3。また，自動詞で受動文をつくったり，受動文の主語に「もの」名詞がたつ

ことも多くの言語では不可能であり4，日本語に特徴的な受動文といえる。 
一方で，首里方言の使役動詞は現代日本語より発達しており，アスン形式，アシミーン（ア

シミユン）形式，アシミラスン形式の 3 つの形式をもっている。形式が多い分，現代日本語

よりもさまざまなデキゴトをあらわしわけうることが考えられる。 
なお，鷲尾龍一（1997）はヴォイスをとらえるための視点について，日本語と英語の比較

研究のなかで，次のようなことを述べている。 
 

一方の言語に許される形式が，独立の理由により他方では許されない場合，後者は，

それに代わる「補充形式」を有することが多く，ヴォイスの体系全体を見れば，ほぼ釣

り合いが取れている。（p.6） 
異なる言語においてヴォイスの形式が 1 対 1 に対応することはむしろ希であり，それ

ぞれの言語は，形式の移行などによって，ギャップを埋めながら，全体としてほぼ同じ

ような体系を構成しているものと考えられる。（p.100） 
 
 琉球語を含めたこれまでの日本の方言研究をみてみると，現代日本語にはなくて，その方

言にだけ「ある」特徴的な形式のみをとりあげた研究が多かった。しかし，「ない」という情

                                                   
3 山田敏弘他（2011） 
4  鷲尾（1997） 
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報も重要である。当該の表現がないというより，他の形式がその役割を担っていると考える

べきであり，どの形式がどのような意味構造のなかで当該の表現を実現するのかを明らかに

することが大切だろう。そうすることによって，形式の中心的な用法だけでなく周辺的な用

法についてもみていくことができ，細かな用法の記述が可能になる。 
 (1)の例にもみるように，現代日本語においてはこれまで多くの研究のなかで，受動文と使

役文がシテモラウ文を介しながら連続性をなしていることが示されてきた5。 
 村上（1986）では，「動詞のカテゴリーの体系のなかで，動作の主体・客体関係を問題にす

る voice のカテゴリーと，動作にともなう利益・不利益を問題にするやりもらいのカテゴリ

ーとは隣接するカテゴリーとして領域を分担しあい，おぎないあいながら存在しているのだ

ろう」とのべる。また佐藤里美（1986）では，「使役構造の文では本来，利害授受の意味は前

面にでてこないのだが，使役主体の目的を実現するために相手にはたらきかける《指令》の

文や《変化のひきおこし》の文のなかには，その目的の実現によって使役主体が利益をうけ

とるばあいがある。これらの文は，「～してもらう」文と構造的にも意味的にもかさなる。」

とのべる。このような研究からみえてくるのは，受動構文と使役構文が利益・不利益を介し

ながらシテモラウ構文と相補的な関係をなしていくということである。いいかえれば，受動

構文と使役構文は，シテモラウ構文とかかわりあいながら連続的なありさまをなしていると

もいえよう。 
 さらに，野田尚史（1991）では，現代日本語において，受動構文と使役構文が互いに反対

の働きをもったものであるという「対称性」を示しながらも，つぎのような人の体の部分が

動作の直接対象になるような受動構文，使役構文のばあいは，「文の構造は基本的には同じで

あり，新しい主格が影響を受けるほうであるか影響を与えるほうであるかという点だけが対

称的である」とのべており，受動構文と使役構文には類似する構造があることを指摘してい

る。 
 
１. (a) 山本が  私の手を    たたく。（能動構文） 
      動作主体 動作客体 
 
 (b) 私が  山本に  手を   たたかれる。（受動構文） 
      動作あい手 動作主体 直接対象 
 
２. (a) 山本が  私の手を    たたく。（能動構文） 
      動作主体  動作客体  
 
 (b) 私が  山本に  手を   たたかせる。（使役構文） 
      動作あい手 動作主体 直接対象 

                                                   
5 宮地（1965），村上（1986），村木（1991b），益岡（1991），仁田（1991），山田（1999），
早津（2006，2012）など。 
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      使役主体 使役あい手  
  
 日本語以外でも，鷲尾龍一（1997）が指摘するように，英語の have＋過去分詞構文や韓国

語のヴォイスでは，使役構文と受動構文が形態的に完全に分離されておらず文脈によってど

ちらの解釈もうけるようである。 
 「シテモラウ」に相当する形式をもたず，また，自動詞の受動文が基本的には許されない

とされる首里方言では，複数の形式をもつ使役動詞を述語にすえた使役文が形式的な境界を

もちながらも，受動的な，あるいは授受的な役割をにないながら，形式の欠如によるギャッ

プを埋め，首里方言のヴォイス体系をなしていると思われる。 
 
1.2. 利益性と授受構文の問題 
 現代日本語の研究では，動詞に後接する補助動詞の形式で「やりもらい」「あげもらい」「く

れもらい」などの名称を用いて，対応する本動詞「やる」「くれる」「もらう」の延長上にお

いてまとめてとらえられているか，「受給（表現）補助動詞」「授受補助動詞」としてひとま

とまり的に扱われるのが一般的であった。このような形式について山田敏弘（2004）は，「ベ

ネファクティブ形式」と総称している。ベネファクティブという用語は，特に類型論的な研

究において，「受益者格（benefactive case），動詞の形態的な接辞（benefactive suffix），あるい

はこれらの格や接辞を含む構文（benefactive construction）を指して用いられる6」。現代日

本語の「シテクレル」「シテヤル」「シテモラウ」が述語にあらわれて，参与者に利益をもた

らすことを表現する文のことを山田はベネファクティブととらえているのである。 
 ただし，ベネファクティブという用語を用いるのには問題もある。一番の問題は，モダリ

ティとの関係である。ベネファクティブをモダリティのカテゴリーなかに入るのか，それと

も切り離して考えるかということについては，山田も特にふれてはいない。このことについ

ては，今後の課題としたい。 
現代日本語において，あるいは，方言研究において，ベネファクティブという用語を用い

て分析することには次のような利点がある。ベネファクティブ形式に共通する文法的意味を

積極的に認めることによって，他の文法的カテゴリーに属する形式のベネファクティブにつ

いてもみていくことができる。たとえば，第４章の使役構文で述べるが，特定の意味構造に

おいては，「ベネファクティブ性」をもっているとみなせるものがある。それは使役動詞がも

っているのではなく，限られた条件下の構造のなかで発現している。首里方言においてどの

ような文法形式，あるいは意味構造，動詞の語彙的な意味，文脈がベネファクティブを実現

するのかという問題まで広げて考察することができる。 
しかし，本研究の結論を先取りすると，実際には，首里方言のベネファクティブは現代日

本語のように発達しておらず，使役文の一部や動詞の語彙的な意味，文脈によって実現され

ている。特に文脈で判断されるようなものについて，ベネファクティブと認めて良いのか，

ということもある（管見の限り，認めないほうが一般的である）。首里方言の利益性は，文法

                                                   
6 山田（2004）pp.2 
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的意味というよりも語い的意味の側面のほうが強いのである。 
このことと，日本語の研究においても「ベネファクティブ」という用語がまだ一般的では

ないことと，上記のカテゴリーの問題を加えて，本研究ではベネファクティブという用語を

用いず便宜的にではあるが，「利益性」とよぶことにする。形式，意味構造，動詞の語彙的な

意味，文脈，首里方言ではどのような要因で「利益」や「不利益」の意味が生じてくるのか

ということを広くみていくためである。 
 
1.3.  首里方言のヴォイスにおける使役構文と授受構文の位置づけ 
 
 ヴォイスの定義については，さまざまな立場がある。たとえば，『言語学大事典』には，次

のように定義づけられている。 
 

態（たい）voice 
 態は，印欧語の動詞の文法範疇の一つであり，英語などでは能動態（active voice）と受

動態（passive voice，被動態ともいう）の区別として表されている。これは，動詞の表す

動作と，その動作を起こす者（動作主 agent），および，その動作を受ける者（受動者 

patient）との関わり合いを示すもので，その動作を起こす者が主語となる場合は，その動

詞は能動態の形をとり，どの動詞は受動態の形をとる。たとえば，英語で Jack hit Paul.
「ジャックはポールをなぐった」の hit は能動形（active form），Paul was hit by Jack「ポ

ールはジャックになぐられた」の was hit は受動形（passive form）である。この 2 つの表

現は，同じ事態，すなわち，ジャックがポールをなぐったことを述べているが，主語の

選択が違っており，受動態では，能動態の目的語が主語に転換している。 －（後略）（p.865） 
 

 この定義は，ヴォイスとは，能動態と受動態の対立にほかならない，という立場にたって

いる。あとに，「態の一種として，もう一つ考えられるもの」として使動態（causative）があ

げられているが，詳しい解説はなされていない。また，同じできごとを表現することができ

るということがヴォイスの性質であるととらえられている。このようなとらえかたは伝統的

な英語の研究においてよくみられる。一方で，『国語学辞典』には時枝誠記によって，つぎの

ような定義がなされている。 
 

 相《文法》voice 
 動詞によって表される動作の性質。態とも。一般的に，自動・他動・受身・可能・敬

譲・使役等の事実をさす。三矢重松は，自他を動詞の「性」，受身・可能・使役・敬譲を

「相」，と名づけ，それぞれ被役相・可能相・使役相・敬相とし－（後略） 
 

ふたつをくらべるとあきらかだが，日本語におけるヴォイスの範疇はひろくとらえられる

傾向にある。それは，早津（2005）や，鷲尾（1996）でのべられているように，「-（サ）レ



16 
 
 
 
 
 

ル」と「-（ラ）レル」の分析が受動や使役だけではなく，自発，可能，尊敬などの概念にお

よぶこと，他のいわゆる助動詞との相違が顕著であることが，時枝のように，「自動・他動・

受身・敬譲・使役等の事実」を関連づけながら考察していくことを可能にしたのだろう。そ

こではむしろ，「-（ラ）レル」の形だけを「-スル」と対立させて，《能動－受動》をヴォイ

スの中心とする根拠や必要性はとぼしい。しかし，伝統的な日本語研究においては，英語研

究とは逆に，「《能動－受動》のみを「相」としたり，「相」の中心とみなしたりということは

されてこなかった7」。 
鷲尾（1996）は，時枝のようなヴォイスのとらえ方は，英語学の伝統にはなじまないが，

「日本語研究や諸言語の比較に携わる者にとって，これは際めて有効な概念である」とし，

ヴォイスの範囲を「ある行為・出来事を認識し，言語化する際，どのような観点からそれを

行うか－行為者が何をおこなったか（窓を割った／He broke the window）という観点からか，

対象が何をされたか（窓が割られた／The window was broken by him）という観点からか，あ

るいは，行為者が何を引き起こしたか（窓を割らせた／He made him break the window）とい

う観点からか－などに関わる言語形式と意味の問題は，すべて〈ヴォイス的なもの〉と扱う」

と設定している。時枝などにみられる伝統的な日本語のとらえ方は，英語や他の言語にも拡

張できることをのべているのである。 
たしかに，鷲尾（1996）のようなヴォイスの広いとらえかたは，言語の実相を体系的にと

らえる上でも，他の言語との比較の上でも有効であるかもしれない。ただし，このようにヴ

ォイスを定義づけると，「表現される事態の同一性8」がヴォイスの性質として重視されるこ

とになる。「-（ラ）レル」による表現のうち，直接受動構文のみをヴォイスとしてとらえる

のではなく，「「含み含まれる」のような関係9」をあらわす間接受動構文もヴォイスととらえ

る考え方は，現代日本語のヴォイス研究においても多くみられる。そして，間接受動文をヴ

ォイスとみなすならば，「含み含まれるという点で似た性質をもつ使役，さらには対応自他動

などにもヴォイス性を認め10」ることができる。授受構文や相互動作をヴォイスに含める立

場も，「表現される事態の同一性」を重視したものだろう。 
しかし，このように，同一事態の表現であることがヴォイスの重要な性質とする立場では，

動詞の文法的カテゴリーとしてのヴォイスということからは離れてしまうことになるのでは

ないかと早津（2005）は指摘している。早津は，動詞のあらわす動作，変化，感情，種々の

作用に対して主語がどのような関係にたつのかという見方にたち，ヴォイスを動詞の文法的

カテゴリーととらえる。そして，あくまでも《能動－直接受身》をヴォイスの典型としなが

ら，他の現象にもヴォイス性を認め，《能動》《受動》《使役》《対応自他動》《可能》《自発》

《授受》《シテアル》を文法的カテゴリーとしてのヴォイスとみなしている。このなかでも《能

動》《受動》《使役》を「中心的なヴォイス」とし，その他の現象を中心的なヴォイスよりは

「ヴォイス性が低い」と述べ，「周辺的なヴォイス」としている。 
                                                   
7 早津恵美子（2005） 
8 早津恵美子（2005） 
9 野村剛史（1990） 
10 早津恵美子（2005） 
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本研究では，早津（2005）らのような，中心から周辺，というヴォイスの考え方を重視し

考察をおこなっていく。今度は「中心的なヴォイス」とは何かということを考える必要があ

る。早津は中心的なヴォイスとして能動と受動，そして使役も認めている。早津によるヴォ

イスの定義は，鈴木重幸（1980），奥田靖雄（1979），高橋太郎（1977，1985）をふまえてい

るものと思われる。特に鈴木の能動－受動のヴォイス定義は厳密であり，まさに上述した伝

統的な英語学のように能動と受動の対立がヴォイス（たちば）であると述べている。また，

鈴木は，奥田（1975）「連用，終止，連体･･････」，奥田（1979）「意味と機能」の構想にした

がって能動構造とうけみ構造の内部構造のちがいについて述べる。重要な考え方だと思うの

でそのまま引用する。 
 

 文は，現実のできごとをただ反映しているだけでなく，それを通達するという機能を

もっている。こうした機能に応じて，文は，現実のできごとの構造とは相対的に独立し

た独自の構造をもつ。すなわち，主語・述語などを要素とする文の構造は，現実の構造

を反映した意味的な構造（構文・意味的なむすびつき）と，通達の機能にもとづいた機

能的な構造（構文・機能的なむすびつき）という二つの側面の統一としての意味・機能

的な構造である。奥田はさらに《要素の文法的な機能が要素の文法的な意味を規定して

かかるのであるから》，《原則的には，文における機能的な構造と意味的な構造とのあい

だには，一対一的な対応関係はないとしても，法則的なむすびつきがあるとみなさなけ

ればならないだろう。》という。 
能動構造とうけみ構造のちがいは，こうした意味的な構造と機能的な構造との対応関

係のあり方のちがいである。（pp.22 傍線は筆者） 
 

能動構造 
例文   二郎が  さち子を なぐった。 
文の構造  主語――― 補語――― 述語 
（意味的な構造 主体――― 客体――― 動作） 
（機能的な構造 のべられ――― おぎない――― のべ） 
 
うけみ構造 
例文   さち子が 二郎に  なぐられた。 
文の構造  主語――― 補語――― 述語 
（意味的な構造 客体――― 主体――― 動作） 
（機能的な構造 のべられ――― おぎない――― のべ） 
 
 こうした意味的な構造と機能的な構造の二つのことなる対応関係（のべられ＝主体，

のべられ＝客体）をとりもつ役わり，あるいは機能をはたすのが，述語動詞の「なぐっ

た」と「なぐられた」である。 
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 「なぐる，なぐった・・・」と「なぐられる，なぐられた・・・」は語い的に同一の

動作をさししめす同一の単語であって，「なぐる」は，文の述語になって，のべられ＝主

体という対応関係をしめす能動構造の文をつくるための形態論的な形であり，「なぐられ

る」は，のべられ＝客体という対応関係をしめすうけみ構造の文をつくるための形態論

的な形である。単語／なぐる／は，文のなかで，「なぐる，なぐった・・・」という系列

か，「なぐられる，なぐられた・・・」という系列かのいずれかの系列であらわれる。こ

うした二つの系列はパラディグマチックに対立していて，一つの形態論的なカテゴリー

を構成している。このカテゴリーをあらたに「たちば（態，voice）」とよぼう。これはヨ

ーロッパの伝統的な文法論でいう voice の本来の意味でもある。「なぐる，なぐった・・・」

は，はたらきかけのたちばの動詞ではなく，はたらきかけのたちばの形（能動形，能動

態）であり，同様にして「なぐられる，なぐられた・・・」はうけみのたちばの形（受

動形，受動態）である。 
 
 この二つの形の，ことなる文法的な意味が，「のべられとしてさしだされる同一の実体と，

のべとしてさしだされる同一の動作とを，〈主体――動作〉〈客体――動作〉ということなる

意味的な関係でむすびつけるのにちがいない。（pp.23）」と述べ，鈴木は，その文法的な意味

を奥田の構文論の適用と A・V・ボンダルコ 1987 に従って説明する。 
 

〈主体――（直接的な）客体―――動作〉という意味的な構造のなかにある動作は，二

つの実体（主体と客体）に対してことなる方向性をもってかかわっている。すなわち，

主体に対しては，それから発する動作として，いわば遠心的な方向性でかかわっている

し，客体に対しては，それにむかう動作として，いわば求心的な方向性でかかわってい

る。このような動作をさししめす動詞が述語になって（のべとしてさしだされて），主

語（のべられ）として主格の名詞でさしだされた実体についてのべるさいに，その実体

に対し，はたらきかけの形は，それから発する動作としてかかわり，うけみの形は，そ

れにむかう動作としてかかわる。したがって，たちば（voice）という形態論的なカテゴ

リーは，のべとしてさしだされる動作（終止形の他動詞）が，のべられとしてさしださ

れる実体（主格の名詞）に対してとるこうした方向性のちがいをあらわすカテゴリーで

ある。はたらきかけの形は，のべられとしてさしだされる実体（主格の名詞）に対し，

遠心的な方向性をあらわし，うけみの形は，その実体に対し，求心的な方向性をあらわ

す。こうした二つの方向性が二つの形の文法的な意味であろう。たちばがあらわす方向

性のちがいによって，能動構造の文では，のべられは，意味的に動作の主体をあらわし，

うけみ構造の文では，客体をあらわすことになる。このような意味をとおして，たちば

の形は，のべられ＝主体，のべられ＝客体という対応関係をとりもつ機能をはたすこと

ができる。そうだとすれば，たちばとは，このような方向性という文法的な意味によっ

て，このような意味的な構造と機能的な構造との対応関係をとりもつ機能をもったカテ

ゴリーであるということができるだろう。（pp.23 傍線は筆者） 
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 奥田（1979）は構文・機能的な関係と構文・意味的な関係を区別しながらも，そのきりは

なしには反対し，その統一をといていて，鈴木はそれをうけているのだと思われる。ここで

鈴木が述べている重要なことは，文のあらわす意味は，文を構成する要素のただの総和では

なく，意味的な構造と機能的な構造とが相互に影響しあっており，その結果，統合的な体系

をうみだしているということである。 
 本研究においては，構文論について，奥田や鈴木のようなたちばをとる。受動動詞の形や

使役動詞を述語にとる文について，その主語，動作主，動詞の語い的な意味といった文の構

造的特徴を分析し，さまざまな意味構造のタイプをとりだしていく。このひとつひとつの意

味構造のタイプは異なる意味・機能をもっており，その意味・機能はそれぞれの受動文や使

役文の構造的特徴によって支えられていると考える。本研究では，このようにとりだされた

意味構造のタイプが，受動構文や使役構文のなかであらわれる他の意味構造のタイプとどの

ような相互関係をもっているのかということを考察する。 
また，鈴木は，ヴォイスをどうとらえるかということについて，「はたらきかけるたちば」

と「うけみのたちば」の対立関係のなかからヴォイスという文法的カテゴリーをとりだして

いる。使役動詞，可能動詞，めいわく動詞（第三者のうけみ）は，「接尾辞によって単語つく

り的に特徴付けられたタイプの，独自の結合能力をもつ語い＝文法的な種類」であるととら

えられいる。また，「独自の構造的なタイプの文をつくる結合能力をもった語い＝文法的な種

類」として，相互動詞や再帰動詞をあげている。このようなヴォイスのとらえ方は，村上三

寿（1986）にひきつがれている。 
その後，高橋（1985）は現代日本語のヴォイスを次のように定義する。 

 
ヴォイス（voice，たちば，態，相）とは，述語動詞のさししめす動作をめぐる，主体・

客体・対象などの動作メンバーと，主語・補語（対象語・目的語）などの文メンバーと

の関係にかかわる文法的なカテゴリーである。（p.141『動詞の研究－動詞の動詞らしさ

の発展と消失－』所収） 
 
高橋はヴォイスのカテゴリーに属するものとして，《能動》《受動》《使役》の他に，《相互

態》（reciprocal voice）11，《再帰態》（reflexive voice）12も含んで考察をしている。高橋のヴォ

イス定義においては《能動》《受動》を典型的なもの，中心的なものとしながらも，《使役》

と《受動》の関連から，《使役》も中心的なヴォイスともみなすようなことを述べている。早

                                                   
11 複数のものが相互に働きかけあい・関係し合ったりしているとき，その一つの事態を異な

る文で表現できることがある。語彙の問題ではあるが，構文的な性質にも関わるという点で

ヴォイスに似ている。 
例）A が B と結婚する－B が A と結婚する－A と B が結婚する 

12 自分自身またはその部分に対する動作のばあいのヴォイスを再帰態という。現代日本語で

は，形態論的なカテゴリーとしての再帰動詞は発達していないが，構文論的なカテゴリーと

しての再帰構文がある。 
 例）太郎が まどから くびを だした。 
 例）花子が あしを くじいた。 
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津（2005）においても，《使役》を中心的なヴォイスとみなすことの妥当性と必要性を論じて

いる。 
また，ヴォイスはテンス，アスペクト，ムードとともに動詞のカテゴリーとしてとりあげ

られることが多い。しかし，ヴォイスは何を主語とし，何を補語とするのかというような構

文の問題が関わる点で構文論的なカテゴリーであるということができる。そして，ヴォイス

はまた，受動構文では述語に受動動詞の形があらわれるように構文のなかで述語が一定の形

式をとる。そのため，動詞の形態論的なカテゴリーともいえる。したがって，ヴォイス研究

においては構文論的な側面と形態論的な側面の両方からみていかなければならないと考える。 
 本研究においては，早津や高橋のように，動詞の文法的カテゴリーとしてのヴォイスを重

視する立場をとる。そして，高橋（1985）や早津（2005）のヴォイス規定にのっとり，仮に

首里方言における《能動－受動》《使役》を中心的なヴォイスとしてみなし，分析・考察を行

うことにする。これらを中心的なヴォイスと設定したのは，首里方言においては，これらが，

現代日本語以上に密接にかかわりあっている可能性があるからである。次に，ヴォイス体系

における授受構文の位置づけをみていきながら，その可能性のありかと，問題とすべきとこ

ろをのべる。 
 
 授受構文のヴォイス的特徴について言及しているのは，管見の限り，宮地裕（1965）が最

初である13。宮地は，「受給補助動詞「～テやる・くれる・もらう」を述語末尾に持つ構文の

基本は，右の受給動詞述語の構文にあると見るべきではあるが，それだけでなく，ちょうど

受身の格の助動詞が構成した格関係と対応的な，内的な複雑さが加わると思われる。」と述べ，

受動構文との比較においてシテモラウ構文をとりあげている。また，本動詞「やる」，「くれ

る」，「もらう」および，授受構文についてヴォイス的特徴を指摘している。そこで，とりわ

け，シテヤル構文およびシテクレル構文とシテモラウ構文の関係を「能動対受動の構文と対

応的」とのべており，そのヴォイス的対応を鮮明にとらえている。さらに宮地は，授受構文

において特徴的な恩恵という意味が待遇表現に大きく関わっていくことを指摘するなどの興

味深い考察をおこなっている。 
 最近の研究では，益岡隆志（1991）や仁田義雄（1991）などにみられるように，形態的な

有標性から受動構文との比較においてシテモラウ構文のみをとりあげて，ヴォイスの中に位

置づけようとする考え方がある。一方，この考え方に対して，村上三寿（1986）や村木新次

郎（1991）においては，能動構文と受動構文の対立をヴォイスとみるように，シテヤル構文・

シテクレル構文とシテモラウ構文が授受構文のなかでヴォイス的な対立をもつという立場に

たっている。 
 益岡（1991）や仁田（1991）は，特にシテモラウ構文を能動構文との対応のなかでヴォイ

スの範疇に取り込もうという立場という点で村上や村木とは異なっている。たとえば，仁田

（1991）は次のような対応関係をしめしている。 

                                                   
13 宮地の論文では松下大三郎（1928）の考察について言及があり，松下のほうがはやくヴォ

イス的特徴について指摘されているのかもしれないが未確認である。 
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１. (a) 先生-ガ  僕-ヲ  叱ッタ。（能動構文） 
    動作主体 動作客体 
 
   (b) 僕-ハ  先生-ニ  叱ッテ モラッタ。（シテモラウ構文） 
    動作客体 動作主体 
  
 このような能動構文とシテモラウ構文の関係は，次のような能動構文と受動構文の関係と

等しいとみなしている。 
 
２. (c) 先生-ガ  僕-ヲ   叱ッタ。（能動構文） 
    動作主体 動作客体 
 
   (d) 僕-ハ   先生-ニ  叱ラレタ。（受動構文） 
    動作客体 動作主体 
  
 つまり，例１，２において，(a)の能動構文では主語の位置にあらわれる動作主体が，(b)
のシテモラウ構文と受動構文では補語の位置にあらわれるという対応関係がみられるという

点で，能動構文とシテモラウ構文はヴォイス的な対立をなしているとみなせる。 
 しかし，山田（1999）でも指摘されているように，このようなとらえかたには問題がある

と思われる。 
 
   (a) 先生-ガ  僕-ヲ   叱ッタ。（能動構文） 
    動作主体   動作客体 
    
   (b) 僕ハ    先生ニ   叱ラレタ。（受動構文） 
    動作客体  動作主体 
 
   (c) 僕-ハ   先生-ニ   叱ッテ モラッタ。（シテモラウ構文） 
    動作客体  動作主体 
    利益の受け手  利益の与え手 
 
 シテモラウ構文の例(c)について，動詞に対する意味的な役割から観察したばあい，主語に

あらわれる名詞は動作客体であると同時に利益の与え手から何らかの利益を受け取る「利益

の受け手」なのである。さらに，「先生が僕を叱る」というできごとを，動作客体である「僕」

が恩恵的なできごととして認識しなければならないという点でも，シテモラウ構文は能動構

文－受動構文の対応とは異なっている。 
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 村上（1986）がのべるように，現代日本語においては，「voice が《動作そのものについて

のたちば》を問題にし，suru と sareru のかたちを対立させているとすれば，やりもらいのカ

テゴリーは，《利益，恩恵のうえでのたちば》を問題にし，site-yaru（site-kureru）と site-morau
のかたちを対立させている。その意味では，やりもらいのカテゴリーは voice のカテゴリー

と構造的によく似ていて，voice 的な体系をもっていることになる」ととらえた方が正しい。 
 つまり，授受構文をヴォイス的な観点からみたとき，現代日本語に関していえば，シテヤ

ル構文・シテクレル構文とシテモラウ構文における対応が，能動構文と受動構文の対応と並

行的にとらえられる，といえる。 
 村木（1991）も能動構文－受動構文に対応する形でシテヤル構文・シテクレル構文－シテ

モラウ構文という対立をとらえており， 
①文の意味構造ː主語の文法的役割の交替 
②名詞の統語形式ː格の交替 
③動詞の形態ː形態的に何らか付加されて派生する 
 以上の 3 つの特徴によってヴォイスをとらえ，シテヤル構文，シテクレル構文，シテモラ

ウ構文の 3 系列もその特徴の一部をもつとしてヴォイスの範囲のなかで考察をおこなってい

る。 
 山田（1999）は，村木（1991）らのような立場にたち，「同じ動作を仕手視点と受け手視点

から表現する能動と受動をヴォイス的交替の基本と考え，特にテモラウ受益文だけをヴォイ

スの範疇で扱うことはしない。」とのべている。 
首里方言において，授受構文のヴォイス体系における位置づけを考えたばあい，現代日本

語のシテモラウ形式に対応する形式が欠けており，現代日本語と同じようにとらえることは

できない。また，結論を先取りすると，首里方言の授受動詞の補助動詞用法は，利益性のカ

テゴリーとして（村上のいうやりもらいのカテゴリーとして）みてみると，非体系的である

といわざるをえない。むしろ，このように授受がヴォイスの観点からとらえられ問題とされ

るのは，まさに現代日本語の授受表現の特徴を物語っていて，授受表現の発達が現代日本語

の使役や受動なヴォイスのカテゴリーにまでふみこんで，影響を与えたのは間違いないだろ

う。 
 
２. 章構成と考察の前提となる枠組み 
 本研究の章ごとの考察の前提となる枠組みは次のようになっている。 
 第１章では，本研究で対象としている「首里方言」について，社会言語学上の用語を援用

しながら定義しなおす。首里方言の研究は，1895 年のチェンバレンの研究にはじまって，こ

れまでに数多くあるが，先行研究における「首里方言」の定義をみていくと，特定の階級の

男性のみが用いることができた言語である一方，琉球諸語内では「共通語的存在」であった

と定義されることが多い。先行研究では，他に「士族語」と「平民語」があるとされるが，

前者の定義が「士族語」，後者の定義が「平民語」と簡単にあてはめるわけにはいかない。 
 ここでは，社会言語学上の用語である「階層方言」と，より広い用語の「社会方言」，そし
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て「地域方言」について学びながら，これらの用語をつかって現実の「首里方言」について

整理する。 
 第２章では，首里方言の音韻および文法体系の概要を簡潔にまとめる。記述の観点として

は，かりまた（2013）にならっている。かりまたでは，「極めて深刻 Critically Endangerd」か

「消滅 Extint」の可能性がある硫黄鳥島方言についてのこされた方言資料をもとに文法記述

がどこまで可能かを試みている。首里方言資料を用いてできる限りの文法記述を行うと同時

に，現段階において，どのような研究が足りていないか，どのような資料がどのくらいの量・

質的に必要なのかがわかるような記述を行う。 
 第３章では，自他動詞の派生関係と使役動詞の派生から当該方言の他動性について述べる。 
自他動詞については，Haspelmath（1993）調査票を用いて調査をおこなった。日本語を含む

東アジアの言語は他動化の傾向が強くあらわれると類型論の先行研究ですでに述べられてい

るが，例えば同じ日本語に属する言語でも，現代日本語と首里方言とでは他動化の傾向に差

異がみられる。首里方言のほうが他動化がより顕著にあらわれるなら，その要因はどこにあ

るのかということを検討する。 
 第４章から第６章にかけて，使役，受動，授受のヴォイスに関わる構文の分析と利益性に

ついて述べる。現代日本語の使役については，特に佐藤（1986）と早津（2007）が詳細な分

析記述を行っている。受動，授受については，村上（1986），（1987）が同様に，どうしても

収集できるデータの質と量には限界がある方言でもなるべく細かな分析ができるような，類

型論的な観点もふまえた，首里方言を含む琉球諸語に近い言語である現代日本語についての

枠組みをすでに作ってくれている。大量の用例に基づき，使役，受動のもっとも中心的な用

法から，授受表現へと近づいていく用法まで網羅されているこのような諸研究の分析は方言

を調査分析する上でも有効であった。本研究の記述は，これら諸研究の枠組みを首里方言に

あてはめただけともいえるが，方言の文法研究にありがちな特異の現象のみを取り上げる要

素主義に陥ることなく，現代日本語を含め他の言語と共通する側面やそうでない側面を含め

て実態を体系的に記述することにつながる。このような各構文の細かい記述を行うことでは

じめて，構文間を横断することができ，終章のような考察を行うことが可能になる。 
終章では，各章のまとめと，第４章から第６章で述べてきたことについて，首里方言の授

受と利益性の発達の観点から捉えなおす。首里方言と現代日本語が日本語諸語のバラエティ

（変種）であり，日本語諸語のあるかもしれなかった言語という可能性のうちのひとつであ

るなら，方や授受が発達しなかった言語，方や授受が発達した言語として両者を対照するこ

とで，それがどのような要因によるものか明らかにすることができるだろう。特に，日本語

の授受や利益性については，古語から現代語にかけてすでに多くの緻密な研究がなされてい

る。それらの先行研究に学びながら首里方言の授受表現と利益性について考えることができ

る。同時に，日本語の先行研究にはさまざまな論考がさしだされているが，首里方言の言語

現象の記述によって，どの論考がより蓋然性の高いものかを提示することができるだろう。

それは，工藤のいう「方言から日本語を逆照射」することである。 
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第３節 本研究であつかう「首里方言」について－首里方言のなかの地域方言と

社会方言 
 

０. はじめに 
 方言学（dialectology）における術語としての「方言（dialect）」とは，地域方言以外に社

会方言（階層方言を含む）をも指している。しかし，これまでの琉球語の研究では，「方言」

とは，もっぱら地域方言を意味するものであった。 
もちろん，琉球語にも階層差や性差，年代差などに起因する社会集団差は存在している。

特に，首里方言は，渡辺友左（1977）や馬瀬良雄（1999）によって「階層方言」の存在がす

でに指摘されている。 
さらに，先行研究をみていくと，「首里方言」について，首里の地域で話されている士族

階級や貴族階級の人のことば，あるいはその子孫のことばであると定義されることが多い。

このように，限られたごく一部の人間が話すことばについて，一方では，沖縄の「共通語的

存在」「標準語」としてよく定義される。例えば，宮良（2000）は，「首里方言は王朝文化

の薫り高いことばであり，士族のことばであり，琉球圏内では書きことばとして標準語の役

割を果たしたことばである14」と述べ，柴田（1987）は，「首里は長く琉球の政治文化の中

心であったために，その方言は琉球諸島における共通語として広く通用した15」，「このよ

うな階級に基づく言語の使い分けがあるだけでなく，言語使用全体にわたって厳格な敬語の

規範がある16」と述べる。 
「階級性」と「共通性」，首里方言とはどんなことばかをみていくとき，先行研究におけ

るこのふたつの定義は一見矛盾しているようにみえる。 
ここでは，これまで曖昧であった「首里方言」という用語を定義しなおした上で，本論文

で用いる「首里方言」の用例がどのタイプに所属するのかをはっきりさせることを一番の目

的としている。「首里方言」を分析するにあたって，まず「首里方言」という用語を定義す

る必要があるということである。このような試み自体が，これまでなされてこなかった。 
本節では，「首里方言」について次のようなことを述べる。これまでの研究のなかから，

あるいは，首里方言話者，首里方言の周辺方言の話者の語りから，首里方言には地域方言と

社会方言が存在することを明らかにする。「首里方言」は，「首里階層方言」「首里地域方

言」「首里那覇社会方言」の 3 つに分類できることを述べる。筆者は社会言語学を専門とし

ていないが，社会言語学の用語を援用して説明する。 
なお，それぞれの「首里方言」をめぐる実態を述べた上で，「首里方言」がその特徴ゆえ

に内包している諸問題についてもとりあげていく。ひとつめは，首里階層方言のバラエティ

（変種）としての屋取方言について，特に沖縄島中南部において優勢言語としてはたらいて

                                                   
14 宮良信詳（2000）はしがき 
15 柴田武（1987）pp47. 
16 同上。 
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いる可能性も指摘することである。ふたつめは，首里那覇社会方言は危機言語とはみなせな

いということである。みっつめに，首里階層方言，あるいは首里那覇社会方言を標準語化す

ることの問題点を指摘する。 
 
１. 首里地域の概要 
 「首里」は沖縄島の一地域であり，那覇市の北東に位置し，西原町，南風原町，浦添市と

隣接している。沖縄島は，14 世紀まで「按司」「世の主」と称された群雄の割拠の時代がつ

づき，14 世紀から 15 世紀のはじめにかけて北山，中山，南山の王が対立する三山対立時代

となった。1406 年に中山に属する佐敷按司，尚巴志が首里に攻め入って中山をのっとり，1416
年に北山，1429 年に南山を滅ぼして沖縄島を統一した。以後，首里は琉球列島全体の政治と

文化の中心地となった。尚真王（1477～1526 年）の時代に中央集権制がととのい，首里は名

実ともに琉球王府の首都となった。 
1609 年に島津の琉球入りがおこり，琉球は事実上，島津の属国となった。明治維新により，

1829 年に那覇に置かれた内務省出張所が県庁となることにより，1879 年に沖縄県がもうけら

れ，那覇が首里にとってかわり政治の中心地となった。首里は，首里市や首里区という行政

区として存在していたが，1954 年（昭和 29 年）に那覇市の一部となった。 
現在の首里の町には，真和志町，池端町，山川町，寒川町，金城町，汀良町，赤平町，儀

保町，久場川町，桃原町，大中町，当蔵町，赤田町，崎山町，鳥堀町，平良町，大名町，末

吉町，石嶺町が存在するが，このうち，平良町，大名町，末吉町，石嶺町は旧西原村に属し

ていた。1906 年（明治 39 年）に平良町が，1934 年（大正 9 年）に字石嶺，字末吉，字大名

が当時の首里区に編入され，現在に至っている。 
【図 1】沖縄島における首里の位置と，那覇市における首里の位置17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
17 白地図専門店（http://www.freemap.jp/），ちずびと（http://chizubito.com）より加工し

て掲載。 



26 
 
 
 
 
 

 
２. 人口構成からみた首里方言 
 首里は，現在までに人の出入りが激しく，人口における年輩の方の割合と首里方言話者の

割合はかならずしも一致しない。首里各地域出身の 75 歳以上の方であれば首里方言を使用で

きると思われる。しかし，75 歳以上でも，年齢の差によって敬語を使い分けなければならな

いという考えが話者らにあり，この区別が難しいため，標準語を日常的に使用することのほ

うが多いという方もいる。また 50 代後半から 60 代以上なら方言を聞いておおむねその内容

を理解することができる。2010 年国勢調査結果を参考にして，首里の地域別の人口と 75 歳

以上の人口，および人口総数における 75 歳以上の割合を表に示す。旧西原村と三箇に属する

地域はわけた。上述したように，表における 75 歳以上の方すべてが首里各地域の出身とはい

えないし，それぞれの地域出身の方が戦後，別の首里の地域や那覇市，他の市町村に移住し

た可能性もある。 
 
【表】首里地区における人口（2010 年国勢調査結果を参考に作成） 

町名  
総数

（人） 

75 歳以

上（人） 

75 歳以上

の割合  
 町名  

 

総数

（人） 

 

75 歳以

上（人） 

75 歳以上の

割合  

赤平町  1134 127 11.19% 旧

西

原

村  

石嶺町  18759 1565 8.34% 

池端町  182 36 19.78% 大名町  4556 474 10.40% 

大中町  720 98 13.61% 末吉町  4048 329 8.12% 

金城町  2178 235 10.78% 平良町  1384 120 8.60% 

儀保町  1388 181 13.04% 
三

箇  

赤田町  956 104 10.87% 

久場川町  3321 340 10.23% 崎山町  1885 213 11.29% 

寒川町  1448 134 9.25% 鳥堀町  4558 408 8.95% 

汀良町  2070 222 10.72% 

 
    

当蔵町  1280 149 11.64% 

桃原町  825 92 11.15% 

真和志町  313 54 17.25% 

山川町  2434 265 10.88% 

 
３. 首里階層方言 
 上村幸雄（1963）によれば，尚真王時代にしかれた中央集権制によって，首里には「大名

（デーミョー）」，「侍（サムレー）」あるいは「ユカッチュ」とよばれる貴族階級，士族

階級と，「百姓（ヒャクショー）」とよばれる平民階級が存在するようになった。この階級

の区別は厳重であり，「言語も階級ごとに違いがあり，ことに士族と平民との間には目立っ
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た差異があった18」。上村は，士族の男子は成年になると，音素体系や親族呼称（，名称），

敬語表現を獲得したとのべている。また，加治工晋市（1983）では，「首里方言は平民語の

音韻体系を基盤として，それに意図的に学習して獲得された士族語の音韻が乗りかかり，音

の張りあい関係が統一されていたのである19」とのべる20。 
『言語学大辞典』では，「方言」は「一般に地域差を伴っているので，単に方言といえば

通常は「地域方言（regional dialect）」をさす21」と定義されている。また，「言語学にお

いては，「方言」をある地域の言語体系ととらえ22」ることによって，「地域語（regional 
speech）」，「地方語（vernacular）」という用語を用いることもあるとしている。この定義

にしたがって，方言の定義を地域的なことばの違いであるととらえた場合，加治工（1983）
のいう首里方言の「士族語」は「地域方言（regional dialect）」にはあてはまらない。通常

の「方言」ではないのである。 
一方で，「階層方言（class dialect）」という用語が存在する。「地域差ではなく，社会

階級ないし社会階層による言語差にも方言という用語を拡張して用いたときに，階層方言と

よぶ。社会方言（social dialect）ともよぶが，後者は性差や世代差なども含めたより広い概

念で用いられ23」る。すなわち，「階層方言」は，社会的に明確に分けられ，身分的に固定

している「階層」による差に限定して用いるのに対し，「社会方言」とは，「もっと連続的

で流動的な「階層」による差や男女差など，さまざまな成員差をも含めていうときは社会方

言という24」と定義されている。この定義から検討すると，尚真王時代にしかれた階級制度

にもとづき，個人の成長過程において訓練をうけ，一般の人々や士族の女性とは異なる発音

を自らの階級の目印として習得することで他の身分に属する人々と区別する首里の士族語

は，「階層方言（class dialect）」の特徴を備えているといえよう。服部四郎（1955）によ

れば，（音韻的）区別は長ずるに及んで後から習得するものであるために，高齢になってそ

の区別を失ってしまい，幼児期に習得した平民と同じタイプにもどっている人もいるという。

このことは，発音や親族名称など，一定の知識さえあればある程度の士族語を習得すること

が可能であることと，「士族語」が「地域方言」ではないことを示している。このように，

これまで「士族語」「貴族語」や「士族方言」「貴族方言」ととらえられてきたことばを次

節以降で述べる「首里地域方言」と対立させて「首里階層方言」とよぶことにする。 
首里階層方言とは，もちろん，社会方言のことであり，具体的には，「サムレー」「ユカッ

チュ」の成人男性が用いた士族方言のほかに，「デーミョー」すなわち，首里王家や地方から

                                                   
18 pp.19 
19 pp.33 
20 『那覇市史 那覇の民俗』（pp.849）では，首里方言を「上流語」「中流語」「庶民語」の

3 つにわけることができるとし，それぞれの親族名称のちがいや，敬語表現のちがいについ

て例をあげている。上流語は尚家（琉球王家の子孫）とその一族や，中流は士族，庶民語は

一般の平民が話すことばであるという。 
21 pp.1268 
22 同上。 
23 『言語学大辞典』（pp.179） 
24  同上。 
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集められた按司とその家族たちが用いた貴族方言がある。また，士族や貴族の女性が用いた

方言もここに分類される。 
中松竹雄（2004），比嘉成子（1987），伊豆山敦子編（2006）のような談話資料がこれにあ

てはまると思われる。 
 
３．１． 首里階層方言の特徴 
 ここでは，首里階層方言について，その音韻的な特徴と語彙的な特徴をみていく。用例・

記述に関して，『沖縄語辞典』を参考にして作成した25。 
 
１）音韻 

首里階層方言の母音フォネームは，短母音フォネームの／i,e,a,o,u／と長母音フォネームの

／iː,eː,aː,oː,uː／，そして，鼻母音の／ĩː,õː／の 12 個がみとめられる。 
子音フォネームには，次の 33 個がみとめられる。 

/h,Ɂ,’,k,ɡ,p,b,m,s,c,z,n,r,t,d,Ɂj,ʼj,Ɂw,ʼw,hj,pj,bj,mj,nj,hw,kw,ɡw,Q,ʼɴ,Ɂɴ, sj, cj, zj/ 

 

 このフォネームのうち，首里階層方言を特徴づけているのは次の 3 個のフォネームである。 
 

/s,c,z/ 

 
 /s/は母音 i,e を後接させ［si］，［se］になる。/c/は［ʦ］，/z/は［ʣ］である。これらのフォ

ネームは，かつては，特定の母音とむすびついた時に，/sj,cj,zj/とは区別して発音がなされて

いた（方言のかな表記については小川晋史編（2015）に準拠する）。 
 
 首里階層方言  那覇方言 
砂 すぃな /sina/  しな /sjina/ 
品 しな /sjina/  しな /sjina/ 
月 つぃち /cicji/  ちち /cjicji/ 
水 みづぃ /mizi/  みじ /mizji/ 
 
２） 語彙 

上村（1963）によれば，親族名称（呼称としても用いられる）が階層方言と地域方言とで

は次のように全く異なっている。この区別は，筆者の管見の限り，首里方言の話者や首里方

言について知っている人のなかでは，地域方言は「田舎の言い方」とされ，避けられる傾向

にある。したがって，現在の首里において，表のような「地域方言」の親族名称は使用され

なくなりつつある／使用されなくなっていると考える。 

                                                   
25 『沖縄語辞典』内の解説や本文の例は，首里階層方言を主としているが，丁寧によみこむ

と首里地域方言の輪郭もみえるため，両者のちがいを具体的に捉えるのに適している。 
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【表】首里階級方言の語い（上村 1963） 

 祖父 祖母 父 母 兄 姉 

階層方言 たんめー 'んめー たーりー 'あやー やっちー 'んみー 

地域方言 'うすめー はーめー しゅー 'あんまー 'あふぃー 'あんぐゎー 

 
親族語彙については，「首里の言い方」として首里階層方言のほうの習得の広がりがみら

れる。本来，士族のような中流階級に使用が限られていた語彙が現在では，首里方言の代表

的な語彙として定着した例である。言い換えると，地域方言が階層方言によって駆逐された

わかりやすい例である。 
 また，『沖縄語辞典』では，親族名称だけではなく，名詞や動詞において，Ɂuɴ-（おみ），

mi-（み），mjuɴ-（みおん），Ɂweː-（おや），Ɂumi-（おみ）のような接頭辞をつけて作られる

首里階層方言をみることができる。例をあげたあとに，（）内に訳と語構成を示す。 
 

mi-hwizji（髭・御
み

-ひげ），Ɂuɴ-zju（あなた・御
おん

-どう），Ɂuɴ-cjoːbi（顔・御御
お み

-こうべ），Ɂuɴ-cji

（顔・御御
お み

-ちら），Ɂumi-maɡa（お孫さん・御御
お み

-まご），nuɴ-cjoːbi（髪・御御御
み お み

-こうべ），

mjuɴ-cjoːbi（髪・御御御
み お み

-こうべ），mjuɴ-cji（顔・御御御
み お み

-ちら） 

Ɂweː-ʼjumi（お嫁さん・親
おや

-よめ），Ɂweː-sjimiseːɴ（おやすみになる・親
おや

-なさる）， 

 
 接頭辞「御」をつけてつくられた語彙が多いことがわかるが，これは，室町時代の女房詞

の特徴と共通している。 
このような首里階層方言がもつ特徴で重要なのは次の 3 点である。①支配者階級の言語と

して明治時代の廃藩置県までは有力な位置をしめていた。このことと加えて，②宮廷芸能で

ある組踊りや琉歌は首里階層方言が用いられたこと，そして，③『沖縄語辞典』という辞書

の刊行が，現在にわたって「あるべき姿」の言語をつくりあげていった。ある発話が正しい

かどうかは，文脈によって判断されるのではなく，辞書にのっているからであるとか，琉歌

や組踊りという「本物」の言語のなかで使用されるからというような事実によって決められ

るようになる。そこからずれた言語変種の発話は，例えば，新聞や雑誌のなかで上の事実を

根拠にまちがいだと非難される。このような首里階層方言による修正が現在の沖縄で起こっ

ていることを問題点として，８「首里方言は危機言語か？」でとりあげる。 
 
４. 首里地域方言 

首里における「地域方言（regional dialect）」は，「ヒャクショー」とよばれる平民階級
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が使用していた言語の後継である。しかし，筆者の調べによると，首里の「地域方言」の研

究はこれまでほとんどなされていない。上述した 19 の町によって地域差も存在している（し

ていた）可能性もあるが，これまでの研究からは方言差をうかがいしることはできない。王

府から泡盛の製造を許された赤田・崎山・鳥堀の三箇と称される地域の方言が他の地域の方

言とどのように違っているのかも不明である。もとは西原村に属していた平良・石嶺・末吉・

大名は，首里の他の地域とはかなり異なっていると聞くが，どのように異なっているのか先

行研究からはみえてこない。これらの方言は，「美しい」「純粋な」「標準的な」「共通語

的な」「規範的な」方言であると研究者に語られてきた首里階層方言によって，地域的な差

異も「平民語」「平民方言」「庶民語」の名称のもとにくくられ，おおいかくされてきた「地

域方言」ととらえられる。このような首里のことばを以降「首里地域方言」とよぶことにす

る。 
中松（1999）は，首里方言の言語と階級性について検討しているが，そこでは，首里地域

方言のことを「首里方言」とは認めない。「首里方言はいわば地域のない方言26」とはっき

り述べる。「士族語」を「地域方言」とよんでいるが，「地域方言」や「地域性」という用

語の定義が厳密にはなされていない。さらに，中松は「平民語」について，「首里方言を記

述するということは，士族の方言に変化が著しいものである以上，士族の方言を抜きにして

は，首里方言の特徴は失われるであろうから，すくなくとも士族の方言は記述しなければな

らないことがわかるだろう」と述べるように，「平民語」も「士族語」も消滅の危機にある

のなら，残すべきは「首里方言の特徴」をもっている「士族語」だという。 
これまでの研究において「首里方言」とされてきたものは，ほとんど「首里階層方言」の

ことを指している。あるいは，「階層方言」「地域方言」を含めて「首里方言」と呼んでは

いるものの，実際の分析の対象は「階層方言」である。 
 
５. 首里那覇社会方言 

最後に，「共通語」として語られる「首里方言」について整理する。「首里方言」は沖縄

島方言，あるいは琉球諸語において「共通語的」「標準語的」な存在であり，「規範性」を

もつとされる（加治工（1983），中松（2010），比嘉（1987），津波古（1997））。このよ

うな表現は首里方言が語られる際にはよくみられる。まず，ここでは「標準語」と「共通語」

とを区別することにする。 
『現代言語学辞典』では，「標準語」を次のように定義している。少し長くなるが引用す

る。 
 

「ある国おいて全国的に用いられ，洗練された規範的なものとして広く認められる言語。

一般に方言に対すると考えられ，その国の政治，経済，文化の中心で使われる言語変種

（variety）であることが多い。標準語は，主に書きことばとして法令・公文書・教科書・

新聞などに用いられるが，ラジオやテレビのニュース，公式の場における講演などにおい

                                                   
26 中松（1999）pp126. 
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ても使われ，いわゆる「正しい」または「よい」言語と考えられている。」 
 

「共通語」は，次のように定義される。 
 
  「言語を異にする人たちの間で，互いの意思疎通のために共通に用いられる言語のこと。

一つの言語内でも，方言（dialect）の話し手の間で意志疎通のできることばを，方言に対

して共通語という。」 
 

このように，「標準語」と「共通語」は異なる概念をあらわしている。日本語標準語は沖

縄県内においても「標準語」であるが，首里方言や那覇方言は「標準語」ではない。かりま

た（2013）は，沖縄地方において通用する共通はなしことばとしての共通語を「リンガフラ

ンカとしての共通語」とよぶ。戦前から戦後にかけて，都市化の進んだ首里那覇の方言は他

の地域方言に対して高い威信をもっていた。周辺の地域方言の話し手らが就職や進学のため

に都会の那覇に移住した場合，彼らの方言は首里那覇方言の話し手にとって「変わっている

ことば」とみなされた。あるいは，大都市に対して小都市出身である周辺方言の話し手たち

が「自分たちの方言は変だ」という認識をもたされた。一方で，首里那覇方言の話し手は自

分たちの話すことばを「変」と思うことはない。劣等感をかかえた周辺方言の話し手は自分

たちの話すことばを「首里那覇方言」に修正しようと努力する。沖縄島北部方言に属する奥

方言の話者，島田隆久さんは次のように述べている。「高校から村外に出た。奥の方言は独

特で恥ずかしいと思って，また共通性が低いから使わなくなった。かといって完全な那覇の

言葉も使えない。奥の言葉の様子が入った混合の言語を使っていた。奥の人が那覇で使う言

葉を「シマナカー」といった（沖縄タイムス 2013 年 9 月 8 日掲載）」。奥方言なまりの那覇

方言のことを，奥の人々は「シマナカー」と呼ぶ。「シマナカー」は，奥方言の話者が那覇

方言を目標言語（target language）にした言語習得過程に生じた中間言語とみなすことができ

る。「シマナカー」もリンガフランカとしての「共通語」のバラエティ（変種）のひとつで

ある。 
このような首里方言や那覇方言を目標言語にした中間言語は，「シマナカー」だけではな

く，戦前から戦後にかけて，数多く存在したと考える。これは定められた階級によるもので

はなく，経済的にも教育的にもアドバンテージをもつ先住民の都市エリートと，教育や職の

機会を得るために上京してきた地方住民との新たな階層化のなかで生まれた。これが先行研

究のいう「共通語」，すなわちリンガフランカとしての「首里方言」や「那覇方言」の実態

であろう。 
このようなリンガフランカは，各地の地域方言に対する威信的な地域の方言の不均衡な関

係から生じてきた。共通語的な方言の存在とは，諸方言のなかにおいても，マジョリティの

方言とマイノリティの方言が存在し，マジョリティの方言が威信的にはたらくことを示して

いる。個人や個性がみえない「共通語」は，首里の地域方言や那覇の地域方言を土台として

作り出されたものであったとしても，もはや地域方言とはみなせず，「社会方言」というべ
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きである。「共通語」の「規範性をもつ」という表現は奥方言のような地域方言との関係の

なかから構築された方言間の権力関係をまさにあらわすものと思われる。 
首里と隣接する那覇の方言は，アクセントと一部音韻，語いなどをのぞけば首里方言とよ

く似ている。このことと相まって，首里を吸収合併し，今日では都市化がもっとも進んだ那

覇市を中心に「沖縄方言」「沖縄語」や「うちなーぐち」とよばれるどこの集落のことばと

もいいがたい，言い換えると，地域方言の特徴をうしなった首里那覇共通語というべき方言

が形成された。以降，このような首里方言を「首里那覇社会方言」とよび，首里階層方言と

も首里地域方言とも区別する。 
そして，次より述べるが，この方言は，都心部の方言であることに加えて，首里階層方言

の特徴を少しずつ取り込みながら強い規範性をもつ威信方言を形成しつつある。 
 
６. 首里階層方言と標準語化の問題 
 首里階層方言は，チェンバレン（1895）の研究以来，これまで多くの研究者によって取り

上げられてきた。一方で，首里地域方言が取り上げられることはなかった。士族階級の話者

にとっても，研究者にとっても，首里地域方言は「首里方言」ではなかったのである。首里

階層方言は，一定のレベルの文法書，テキスト，そして辞書をもつ。現在，表記法の制定や

首里階層方言の標準語化の声も聞かれる。首里階層方言を標準語に選びたがる彼らの根拠は，

かつての王朝のお膝元の言語であることと，伝統的な芸能，すなわち組踊りや舞踊，琉歌な

どで用いられる言語であること，共通語として沖縄に広く通じる言語であることである27。

首里階層方言を沖縄県内の政策において標準語のひとつとして設定することは，難しいこと

ではない。 
標準語化（standardization）のために，表記法の制定は重要なプロセスになる。標準語化は

書きことばの存在に依存する。標準語は，「広範囲にわたる機能をはたすのに用いることが

できるように開発され，精巧につくられた，高度に体系化の進んだ言語変種」であり，規範

的な教授法をとる場合に，学習者が辞書や文法書を扱うための文字の書き方や文法の修正と

規則化を人為的に行うプロセスが必要になる。規則化とは，「ずれを排除し，ひとつの集団

にたいして統一されたひとつの制度を確立すること」で，スーザン・コメインは，「標準語

はヨーロッパが発明したものだと主張しても，正当化をもちうる」と述べ，「国民が共有す

べき目的や，国民としての自覚などといったイデオロギーの象徴として」発展したと指摘す

る。書きことばを導入することによって，首里方言は「正しい」「よい」言語としてさらに

権威をもつようになり，イデオロギーと絡み合いながら，話しことばしかもたない言語に，

読み書きができる力をもった都会の者たちが，自分達の言語の基準を他におしつけるように

なるだろう。教育現場で教えられるようになれば，そこにさらに拍車をかけるだろう。この

ようなおしつけは新聞の投書のなかですでにみられる。 
 

                                                   
27 「佐藤優のウチナー評論（297）」（沖縄タイムス 2013 年 10 月 5 日掲載） 
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７. 首里階層方言による修正に関する問題 
首里階層方言では声門破裂音/ʔ/は，ʔiɴ（犬）とʼiɴ（縁），ʔutu（音）とʼutu（夫）のように，

/’/と対立する弁別的特徴をもつ音素として認定されているといわれるが，花薗（2014）では，

聴取実験によって調査を行ったところ，声門破裂音の区別なしに首里方言話者がどちらの単

語も聞き分けることができるという報告をしている。すなわち，それがʔiɴ（犬）なのかʼiɴ
（縁）なのかは，声門破裂音の有無ではなく，実際には，文脈や発話状況のなかで判断され

ている。首里方言では，単語における語頭の母音や半母音に声門破裂音の有無による区別が

重要であるとされ，厳密なつかいわけを要求されるようなことがある。 
また，2012 年 4 月に那覇市がはじめた「ハイサイ・ハイタイ運動」で，市役所や市の公共

機関の窓口の対応に「ハイサイ」や「ハイタイ」を用いるようになった。この取り組みの当

初は，挨拶表現は男女で区別がなされ，女性は特に「ハイタイ」といわなければならないと

された。首里階層方言では，このような区別がなされていたかもしれないが，首里地域方言，

那覇方言では男女ともに「ハイサイ」であった可能性がある。少なくとも，首里や那覇方言

以外は，この区別はない。社会的地位が高いグループの威信的な標識を，規範としてもちこ

んでいる。そして，この区別をもたない地域女性が「ハイサイ」を使った場合は，「あんたは

間違っている」と修正を行うのである。これは，都会の地域方言に対する社会的な圧力が働

いているのであるが，同時に「女の子はハイタイだよ」のような発言が性差のおしつけであ

るという点にも留意しなければならない。 
 
８. 首里方言は危機言語か？ 

石原（2013）によると，首里方言の普及活動について，行政，NPO 法人，マスコミ等によ

るさまざまな取り組みがこれまでになされている。平成 18 年に沖縄県が「しまくとぅばの普

及促進に関する県条例」及び「しまくとぅばの日」を制定した。県は 10 年後の復帰 50 年に

「しまくとぅばの話者」を現在の 30％増をめざす「普及促進行動計画」を策定している。那

覇市は自治体にたいして「ハイサイ・ハイタイ運動」を実施し，今年度は教育委員会が市内

の小学校に読本を配布した。那覇市役所の採用試験では「うちなーぐち」の挨拶をとりいれ

るなど，県が主体になったさまざまな取り組みがなされている。市内の公民館，博物館や図

書館においても近年，方言講座の開設などさまざまな試みがみられる。首里那覇社会方言の

普及においてはかなり効果的であるといえよう。 
民間団体による方言保存活動については，方言の保存継承の取組を行う民間の組織の事業

を沖縄県が平成 24 年度から支援しはじめている。 
また，けっして充分とはいえないが，琉球方言に属する他の地域と比較すれば，一定水準

以上の文法書が存在し，辞書や音声資料，文字資料が存在している。新たに文字資料が作ら

れつつもある。 
したがって，首里階層方言，首里那覇社会方言は他の琉球方言にくらべると危機度が低い。 
首里階層方言は，ウンチョービのような士族の語彙が用いられなくなっているなど，衰退

しつつあるようにみえる。しかし，一般的に使用された首里階層方言は少しずつ変化しなが
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ら，現在もなお，都会部の威信的な方言として，脈々と受け継がれて使用されているのであ

る。言語が体系としてあるのなら，今後，形成されていく首里方言が階層方言の名残を残し

た威信方言であることは変わらない。このような「首里方言」は，これからも形を変えなが

ら受け継がれていくと予想する。 
 
９. 屋取方言にみる威信方言としての首里方言－killer language28としての側面－ 

屋取とは，18 世紀のはじめから 19 世紀にかけて，首里と那覇の士族が沖縄島の農村地域

各地に開拓，移住することによって形成された屋取集落のことと，また，集落を形成しない

までも開拓，移住した人々のことをいう。首里階層方言のバラエティ（変種）として，屋取

方言をあげることができる。 
沖縄島のなかには約 600 の集落があるが，そのうちの 150 近くが屋取起源の集落であると

いわれている29。これら屋取集落の方言の実態についても不明であるが，周辺の地域方言と

の接触によって変容していると思われる。田里友哲の表30をみてみると，屋取集落の分布に

は偏りがあり，現うるま市具志川（元具志川市）や，宜野湾市には屋取集落がかなり多いこ

とがわかる。このような地域において，屋取集落の方言が周辺の地域方言に対して優勢的な

言語としてはたらいている可能性がある。田代竜也（2012）は，旧具志川市の方言において

与格のあらわれ方のちがいについて，屋取集落と具志川の伝統的な集落にわけて分析を行っ

ている。そのなかで，伝統的な集落の方言が屋取集落の方言の影響をうけて，nakai 格を使用

するようになった可能性を指摘している。また，宜野湾市の大山集落は伝統的な集落である

が，「大山集落の方言は宜野湾の方言のなかで変わっている」としばしばいわれることがあ

る。しかし，大山集落のまわりには，屋取集落が多く存在している。これをふまえると，む

しろ大山方言が伝統的な宜野湾の方言を保持している可能性がある。  
なお，威信的な言語である首里階層方言が他の集落の言語に対して具体的に（語彙，音韻，

アクセント，文法などの面）どのような影響を与えたのか／与えなかったのかを考察した研

究は管見の限りない。 
 
１０. 「言語」か「方言」か 
 「琉球方言」なのか「琉球語」なのかという質問は専門家からも専門家以外からもよく受

ける。しかし，言語か方言かを決定するために，言語学的な基準がある程度その判断の要素

になるといっても，今の私にとっては，結局は，政治的な，社会的な要因で決められてしま

うように思える。少なくとも，現地の方にとって地域方言とは，例えば，「へんざぐち」，

「うくむにー」のように，「～ぐち」「～むに」「～ゆんた」「～ふつ」などと呼ばれるも

ので，それ以外の何物でもない。 
スーザン・ロメイン（1997）は，「言語」や「方言」という用語の概念にふれて，「ほか

                                                   
28 かりまたしげひさ（2013）による用語。 
29 田里友哲「屋取」の項目，『沖縄大百科事典』（1983），pp.730，沖縄タイムス社. 
30 同上。 
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とはっきりちがう言語などという概念自体が，おそらくは読み書き能力とか標準語化のよう

な過程によってつちかわれたヨーロッパの文化的人工物なのだろう。言語の数を数えるとい

うことは，意思疎通をはかる現実の営みを反映したものというよりは，むしろ人工的に分類

してしまおうという不自然な行為なのである31」と述べる。それが社会的事実にのっとった

根拠であるにしろ，言語学的事実にのっとった根拠であるにしろ，両者を区別しようとする

行為は，恣意的な側面から逃れることはできないと忠告していると捉える。このような用語

をめぐる問題と，これまでに述べてきた「首里方言」が内包している問題を考えると，上の

質問に対して，本研究の段階では答えを出すことはできない。しかし，琉球列島内の８００

の地域方言について，ひとつひとつを「XX 語」と今の研究段階でよぶことはできないのと

同じように，これまで述べてきたみっつの首里方言を「首里語」とよぶことはできない。言

語と方言にかわるラベルとして，自律的言語変種，他律的言語変種という用語を用いる言語

学者もいるが，この用語を琉球方言で適用するメリットが現在のところ不明であるため，消

極的であるが，「方言」で統一する。 
本研究で，「方言」とは，ある言語の地域的，社会的な変種であり，音声・語彙・文法な

どの点で，他の言語変種と区別できる特徴をもつ言語変種のことをよぶことにする。以降，

日本語のバラエティ（変種）としての「琉球方言」，その下位方言として「首里階層方言」

「首里地域方言」「首里那覇社会方言」やその他の地域方言が存在していると位置づける。

よって，「琉球語」は以降「琉球方言」と用語を統一することで，「言語」と「方言」とを

本稿のなかでは区別しない。（ここでいう「日本語」とは，日本語族のことをさしており，

日本語という言語が存在していることを示しているわけではない。標準語も，日本語族のひ

とつの地域的・社会的な言語変種にすぎない。） 
 
１１. 本研究で対象にする方言 

以上のことをふまえて，本研究で対象としている「首里方言」について言及しておく。本

研究で用いられている方言の用例は，「首里階層方言」の後継語（筆者の面接調査によるも

のや琉球語 DB），そして「首里那覇社会方言」（沖縄芝居）である。 
  

                                                   
31 スーザン・ロメイン pp.14 
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第２章 形態論概観 
 

０. 琉球方言における文法スケッチ 
 この章では，首里方言の音韻および文法体系の概要を簡単にではあるがまとめる。 
 下地理則（2013）が提案している「琉球諸語文法スケッチ章立て（執筆項目）案」の章立

てに従って記述を行った。下地が提案する章立ては，琉球方言の言語体系の概要を知る上で

最低限必要な執筆項目があげられている。そして，この文法スケッチの項目は，琉球方言の

文法記述に特化したものでありながらも，Languages of the World/Materials シリーズをはじめ，

その他さまざまな言語・語族の文法スケッチ集や，文法記述全般に関するガイドブックに基

づいた，琉球方言の言語地理学的・比較方言学的・類型論的研究をみすえた作りになってい

る。すでに，「消滅危機言語としての琉球諸語・八丈語の文法記述に関する基礎的研究」（科

研基盤（A）狩俣繁久代表）でも，同章立てに沿った文法記述を行っている。 
 もちろん，首里方言の実態に即して，適宜項目の追加・削除・調整を行うことにする。 
 特に，修正した箇所として，下地の章立てでは，形態論と構文論とで節がわけられていて

（本章では，形態論と構文論に節をわけて記述するまでに至らなかったのたが），このふたつ

は連続的である。工藤真由美（2014）は，そのありさまについて，「今日の形態論は昨日の構

文論」と Givon のことばを引用し，「形態論的な形式は，構文論的な意味・昨日の，単語のな

かへの固定化である32」と述べる。両者を区別しながらも，その連続性をみとめているので

ある。単語レベルであるところの形態論的なカテゴリーの考察においても，はなしあいの構

造のなかで文レベルであるところの構文論的なカテゴリーにふみこんでいく。本研究では，

工藤にしたがって，文法研究とは，文を対象とする〈構文論〉と，単語の文法的側面を対象

にする〈形態論〉からなるとみなす。 
 例えば，首里方言のアスペクト形式シテアル相当形式は，〈現在の客体結果と過去の動作主

体の推定〉をあらわすが，アスペクト的な側面からも，テンス的な側面からも解放された〈話

し手の意外性〉というモーダルな意味をあらわすこともできる。形態論的なカテゴリーがパ

ラディグマティックな対立のなかに存在しているなら，この用法はこの章立てにおいて，「形

態論」としてあつかうことができない。 
 
研究資料の量と質 
 記述の観点としては，かりまたしげひさ（2013）「記述文法の可能性と不可能性－火山噴火

避難の硫黄鳥島の方言から考える」にならっている。かりまた（2013）では，「極めて深刻

Critically Endangerd」か「消滅 Extint」の可能性がある硫黄鳥島方言についてのこされた方言

資料をもとに文法記述がどこまで可能かを試みている。 
 本章では，首里方言資料を用いてできる限りの文法記述を行うと同時に，現段階において，

どのような研究が足りていないか，どのような資料がどのくらいの量・質的に必要なのかが

                                                   
32 工藤真由美（2014）pp.634 
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わかるような記述を行った。  
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１. 音素目録 
1.1. 母音 

首里階層方言の母音フォネームは，短母音フォネームの／i,e,a,o,u／と長母音フォネームの

／iː,eː,aː,oː,uː／，そして，鼻母音の／ĩː,õː／の 12 個がみとめられる。 
 
1.2. 子音 

子音フォネームには，次の 33 個がみとめられる。 
/h,Ɂ,’,k,ɡ,p,b,m,s,c,z,n,r,t,d,Ɂj,ʼj,Ɂw,ʼw,hj,pj,bj,mj,nj,hw,kw,ɡw,Q,ʼɴ,Ɂɴ, sj, cj, zj/ 

 

 このフォネームのうち，首里階層方言を特徴づけているのは次の 3 個のフォネームである

が，筆者の面接調査においては観察されなかった。 
/s, c, z/ 

 
 /s/は母音 i,e を後接させ［si］，［se］になる。/c/は［ʦ］，/z/は［ʣ］である。これらのフォ

ネームは，かつては，/sj,cj,zj/とは区別して発音がなされていた（方言のかな表記については

小川晋史編（2014）に準拠する）。 
 
1.3. 音節構造とモーラ 
 首里方言のはねる音/Ɂɴ,ʼɴ/とつまる音/Q/は日本語とくらべると成節的である。これらのフ

ォネームは語頭にたつことができる。 
例）Ɂɴma（馬），Qcju（人） 

ただし，はねる音は語末にたつことができるが，つまる音は語末にたつことはできない。 
また，首里方言には１モーラの自立語はなく，標準語の１モーラの自立語はすべて首里方

言では 2 モーラになる。 
例）miː（目），taː（田），huː（帆） 
 各フォネームの組み合わせによって，129 個のモーラ（短母音）を構成することができる。 
 
1.4. アクセント 

首里方言のアクセントは平板型と下降型の 2 つにわかれる。平板型のアクセントをもつ単

語は，はじめ中程度のあるいはやや低い高さではじまり，おわりまでだいたい同じ高さを保

つ。下降型のアクセントをもつ単語は，平板型の単語よりも高くはじまり，かつ第 1 モーラ

は第 2 モーラ以下とくらべてやや強く発音される。3 モーラ以上の下降型の単語では，ふつ

う，第 2 モーラまでが高く，以下のモーラは低くおわりまで平らにつづく。 
 首里方言のアクセントは，九州西南部の二型アクセントとにている。金田一晴彦の類別法

にしたがえば，１，２類の名詞は下降型であらわれ，３，４，５類の名詞は平板型であらわ

れる。 
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２. 名詞 
代名詞，疑問詞，指示詞，数詞 

 首里方言では，人称代名詞の場合，聞き手を含める「私たち」すなわち，包括形（inclusive）
と聞き手を含めない「私たち」すなわち，排除形（exclusive）の区別をもたない。 
 単数 複数 

１人称 ʼwaː/ʼwaɴ（私）  ʼwaQtaː（私たち） 

２人称 Ɂjaː（お前） 

naː（あなた） 

Ɂuɴzju（あなた）  

ɁjaQtaː（お前たち） 

naQtaː（あなたたち） 

Ɂuɴzjunaː（あなたたち）  

３人称 Ɂari（彼，彼女） ɁaQtaː（彼ら，彼女ら） 

 
１人称代名詞 
 単数 複数 

はだか格 ʼwaː/ʼwaɴ ʼwaQtaː（私たち） 

NOM ʼwaːɡa（私が） ʼwaQtaːɡa（私たちが） 

GEN ʼwaː/ʼwaɴ（私の）  ʼwaQtaː（私たちの） 

ACC ʼwaː/ʼwaɴ（私を）  ʼwaQtaː（私たちを） 

 
1) ʼwaːɡa ʼwaQsaɴ.（わたしが 悪い。）［DB］ 
2) nuː    Ɂaɴsji   ʼwaQtaː  deɴtoːja kurasaru. 

どうして こんなに 私達の 電灯は 暗いのか。［DB］ 

 
２人称代名詞 
 単数 複数 

はだか格 Ɂjaː（お前） 

naː（あなた） 

Ɂuɴzju（あなた）  

ɁiQtaː（私たち） 

naQtaː（あなたたち） 

Ɂuɴzjunaː（あなたたち）  

NOM Ɂjaːɡa（お前が）  

naːɡa（あなたが） 

Ɂuɴzjuɡa（あなたが） 

ɁiQtaːɡa（私たちが）  

naQtaːɡa（あなたたちが） 

Ɂuɴzjunaːɡa（あなたたちが） 

GEN Ɂjaː（お前の） 

naː（あなたの） 

Ɂuɴzju（あなたの）  

ʼwaQtaː（私たちの） 

naQtaː（あなたたちの） 

Ɂuɴzjunaː（あなたたちの） 

ACC Ɂjaː（お前を） 

naː（あなたを） 

Ɂuɴzju（あなたを）  

ɁiQtaː（お前を） 

naQtaː（あなたたちを） 

Ɂuɴzjunaː（あなたたちを） 
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3) Ɂjaː munoː  bicjijaka   deːdakasaɴ. 

君の ものは 他よりも  値段が 高い。［DB］ 
4) Ɂaɴsji   ɁiQtaː   munoː  kwiːdakasaru. 

あんなに 君たちの ものは 声が高い。［DB］ 
5) Ɂuɴzjuɡa  tiːja  hwizjurusaɴ. 

あなたの 手は 冷たい。［DB］ 
 
３人称代名詞 
 単数 複数 

はだか格 Ɂari（彼，彼女） ɁaQtaː（彼ら，彼女ら） 

NOM Ɂariɡa（彼が，彼女が） ɁaQtaːɡa（彼らが，彼女らが） 

GEN Ɂanu（彼の，彼女の）  ɁaQtaː（彼らの，彼女らの） 

ACC Ɂari（彼を，彼女を） ɁaQtaː（彼らを，彼女らを） 

 
6) Ɂariɡa sjiːkata  ʼɴcjoːcjineː, Ɂabunasaɴjaː. 

彼の やり方を 見ると   危ないね。［DB］ 
 
不定称 
 単数 複数 

はだか格 taː（誰） taQtaː（誰） 

NOM taːɡa（誰が） taQtaːɡa（誰が） 

GEN taː（誰の） taQtaː（誰の） 

ACC taː（誰を） taQtaː（誰を） 

 
7) daː  taːɡa  sjicjuraːsaɡajaː. ɁuhwaQsji ʼɴda. 

どれ 誰が 重いかな。  おぶって みよう。［DB］ 
 
2.1. 名詞の格 
 名詞は，文の中の存在形式として格変化させることができ，他の単語に対することがら上

の関係をあらわす。名詞の文法的な形式である格形式は，名詞に格助辞=ɡa，=nu，=ni，=ɴkai
＝nakai，=saːni，=uti，=Qsji，=kara，=madi を後接させてあらわれる。格助辞のつかない形

式，すなわちはだかの形式も，ほかの格形式と対立しながら，格の体系をなしている。なお，

ɡa 格，nu 格・・・のようなよびかたは格の「形式面からの名づけ」である。主格，属格・・・

のようなよびかたは格の「意味面からの名づけ」である。 
 
2.1.1. ɡa 格 
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主格 
8) Ɂareː  Ɂaːraɴkaː ʼjakutu  Ɂariɡa  Ɂisjeː    maQtoːba 'jaɴ. 

あれは 正直者だから， 彼が  いうことは 正直だ。［DB］ 
9) taruːɡa  Ɂicjusa  Ɂaːcji  ʼwaɴniɴ Ɂicjusa. 

太郎が 行くのと同時に 私も  行くよ。［DB］ 
10) Ɂariɡa sjiːkata  'ɴncjoːcjineː, Ɂabunasaɴjaː. 

彼の やり方を 見ると    危ないね。［DB］ 
11) Ɂariɡa hazjimitoːru  ʼwazaː  mata ɁajaQsaɴdiɴdeː. 

彼が はじめている 仕事は また 危ないってよ。［DB］ 
12) naːcjirizjiri  natoːtaru     doːkjuːsjiːɡa  sjizjuːniɴburini suritaɴ. 

散り散りに なっていた 同級生が  ４０年ぶりに 集まった。［DB］ 
 
 属格 

ɡa 格を後接させた名詞は連体修飾語になって，後続する名詞を限定することができる。 
13) ɁaQtaː taiɡa     naːkaɴkaija taːɡaɴ Ɂijuːsaɴ. 

あの ふたりの 仲には  誰も 入れない。［DB］ 
 
2.1.2. nu 格 
 格助辞 nu を後接させた名詞は，属格としても主格としてもあらわれる。 
 属格 
14) hasjirunu Ɂaːkikara    suːmi sjuɴ. 

雨戸の すきまから 覗き見する。［DB］ 
15) hwiːraːja    haːjanu Ɂaːkinakaiɴ  ʼuɴ. 

ごきぶりは 柱の 割れ目にも いる。［DB］ 
16) manacjinu Ɂasjibaɴnu Ɂaːsanu  Ɂusjiroː maːsaɴ. 

真夏の  昼飯の  あおさの 汁は おいしい。［DB］ 
17) manacjinu Ɂasjibaɴnu Ɂaːsanu  Ɂusjiroː maːsaɴ. 

真夏の  昼飯の  あおさの 汁は おいしい。［DB］ 
18) Ɂaːsjeː Ɂikusajuːnu meːkara cjakubasanu tumaitukurunati subajaːja haneːcjoːtaɴ. 

泡瀬は 大戦の 前から 馬車挽きの 終点所で，そば屋が 繁盛していた。［DB］ 
19) Ɂaːsjeː Ɂikusajuːnu meːkara cjakubasanu tumaitukurunati subajaːja haneːcjoːtaɴ. 

泡瀬は 大戦の 前から 馬車挽きの 終点所で，そば屋が 繁盛していた。［DB］ 
20) Ɂatarasjiː nasjimuɴnu Qkwa. 

大事な 生みの  子。［DB］ 
21) naɴdeːsjinu nai kamaːni kucjinu hata  ɁiQpeː  murasacji natoːɴ. 

桑の    実を 食べて 口の  端が すごく 紫に  なっている。［DB］ 
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 主格 
22) Ɂicjanu kariti Ɂaːkijuɴ.  

板が  枯れて 割れる。［沖］ 
23) mumuɴkai niːbutaːnu Ɂizjijaːni Ɂaːtabai soːɴ.  

内股に  おできが できて，がに股歩きになっている。［DB］ 
24) naːɡati 'juːnu Ɂakijuɴ. 

やがて 夜が 明ける。［DB］ 
 
2.1.3. ni 格 
 人名詞，現象名詞に後接して，受動文の動作主体であることをあらわす。 
25) Qcjuni ʼwaraːQtosjiɴ       sjiraɴ   Ɂiːdataːsanu        kunumunoː. 

人に  笑われているとしても 知らない 言い方が大仰であるから この者は。［DB］ 
26) maɡisaru neːni   ɁusaːQti     tainu   Ɂuja Ɂusjinati  Ɂaɴsji     cjimuicjasaru. 

大きい 地震に おそわれて 2 人の 親を 失って まったく 気の毒だ。［DB］ 
 
 また，時間名詞に後接して述語動作のあらわす動作が行われる時間をあらわす。 
27) cjutuːcjini tuzjikara cjakusjimadi Ɂusjinati  cjaQsaɡa kurisara. 

一年に  妻から 嫡子まで  失って どんなに 苦しいことか。［DB］ 
 
2.1.4. ɴkai 格 
28) murazjiɴmi  sasjiɡa,     Ɂikutatiɴkai  Ɂaːkitaɴ. 

村の協議を したが （意見が）いくつに 割れた。［DB］ 
29) mumuɴkai niːbutaːnu Ɂizjijaːni  Ɂaːtabai soːɴ. 

内股に   おできが できて，がに股歩きになっている。［DB］ 

 
2.1.5. nakai 格 
 場所名詞に後接して，述語動作の存在のありかを示す。 
30) Ɂinu  suinakai  ʼ utiɴ  naɡeː   Ɂiːcjeː  sabiraɴ ʼjaːtai. 

同じ 首里に いても ながらく お会い いたしませんね。［DB］ 

 
2.1.6. saːni 格 
 格助辞 saːni を後接させた名詞は，道具，原因をあらわす。 
31) naːbeː Ɂiruiru   Ɂucjikawatoːsjiɡa,ʼɴkasjinu haɡamasaːni Ɂubuɴ  nicjimiːbusaɴ. 

鍋は  いろいろ 変わったが,  昔の   羽釜で  ごはんを 炊いてみたい。［DB］ 
32) kukurubeːsanu Ɂasjitusaːni sjiɡu Ɂukijuɴ. 

目ざめやすく，足音で すぐ 起きる。［DB］ 
 



43 
 
 
 
 
 

2.1.7. uti 格 
 場所名詞や空間名詞に後接して，述語動作が行われる場所を示す。 
33) Ɂasasaɴcji   Ɂanu  kumuiuti Ɂasjideː  naraɴdoː. 

浅いといって，あの 池で  遊んでは いけないよ。［DB］ 
34) zjiɴzjuːsaru  kwaisjauti  hataracjoːɴ. 

信用のある 会社で   働いている。［DB］ 
35) ʼɴnaɡa    meːuti Ɂakazjiraː  nasaQti. 

みんなの 前で 赤い顔に されて。［DB］ 

 
2.1.8. Qsji 格 
 Qsji 格の名詞は，修飾語としてはたらき，状態名詞は述語のあらわす動作や状態のようす

をあらわす。 
36) haɡoːɡisanu. nuːjarawaɴ   Ɂaɴsji  ʼjuɡurikaːQsji   ɁaQcjuɴnaː. 

きたならしい。なんだって あんな きたない格好で   歩きまわれるんだ。［辞典］ 
 
2.1.9. kara 格 
 kara 格の名詞は，間接対象の補語としてはたらき，移動動作の出発点，移動動作が行われ

る場所をあらわす。 
37) macjiɡatakara Qcjeː   ʼjaɴbaroː  sabiQsaɴ. 

町から     来たら 山原は さびしい。［DB］ 
38) hukakara dacjiaQcjakutu    boːzjaː   tiːja  ɁiQpeː  hwizjuruku natoːɴ. 

外から 抱いて歩いたから 赤ん坊は 手は  とても  冷たく なっている。［DB］ 
 
場所名詞に後接し，直接対象をとりはずす場所をあらわす。 

39) ʼjaːniɴzjunu Ɂikirasasjiɡaː macjijanu sjinamunoː sjicjunuːhusakutu macjijaɡwaːkara Ɂiradi  
家族は  少ないが  商店の 品物は   量が多いから  小さい店から 選んで 
koːisjeː masji. 
買ったほうがよい。［DB］ 

 
 また，次のように形容詞 butasaɴ（太っている）から準名詞形 butasasji（太いの）を派生さ

せて，そこに kara 格を後接させることもできる。ただし，この例は，現実にある同類のもの

ごとに対して，優先することをあらわすとりたての例といえるかもしれない。 
40) deːkuneː butasasjikara Ɂirabijoːjaː. 

大根は 太いのから 選びなさい。［DB］ 
 
2.1.10. madi 格 
 移動動作の到着点をあらわす。 
41) kiːnu suːramadi Ɂaɡati, haɴtasanu,      Ɂuriti  kuːni.  
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木の 梢まで 登って，あぶなっかしいので，下りて こないか。［DB］ 
 
2.1.11 tu 格 
 tu 格の後接した名詞は，相互動作の相手，一緒に行う仲間や比較の基準をあらわす。 
42) ʼjaQcjiːtu mazjuɴ Ɂicjuɴ.  

兄と  一緒に 行く。［辞典］ 
43) nuːtuɴ  kiraɴ.  

何とも かち合わない。［辞典］ 
44) Ɂunu hujaː Ɂjaː   hwisjatu  Ɂaːjumi. 

この 靴は おまえの 足と   合うか。［辞典］ 
 
2.1.12. ハダカ格 

名詞は格助辞を後接させないで文中でつかわれることもある。これを名詞のハダカ格とい

う。ハダカ格は基本的な格であって，格が後接していないこと（格助辞ゼロ）を形式上の特

徴としている。 
ハダカ格の名詞には，主格と対格と属格の用法とがある。主格になる場合は，動作や状態

のもち主をあらわし，対格の場合は動作の対象をあらわす。ハダカ格の名詞が属格としては

たらく場合，つづく名詞の所有先を表現する。 
対格 
 ハダカ格の名詞が対格としてはたらく場合は，述語になる他動詞のはたらきかけをうける

対象をあらわす。 
45) Ɂureː  Ɂaːkasjeː. 

これを はがせ。［DB］ 
46) ʼwarabiɴcjaː hwinaɡa hwiQcjiː Ɂaːkeːzjuː  tuti   Ɂasjidoːɴ. 

子供達は ひがな      とんぼを とって 遊んでいる。［DB］ 
47) kamadoːɡwaːja tusjiɡuru natoːsa.   karazjiɡwaː ʼjuːjaːni  Ɂaːsjikaɡaɴ soːsa. 

カマドは  年頃に なっているね。髪を   結って 合わせ鏡をしている。［DB］ 
48) kunu kumuiɡwaːja ɁaQsaɴ  Ɂɴma Ɂamisjiti  ʼwakajuɴ. 

この 池は  浅いよ， 馬を 浴びせて わかる。［DB］ 
49) Ɂariɡa sjiːkata  ʼɴcjoːcjineː,  Ɂabunasaɴjaː. 

彼の やり方を 見ると    危ないね。［DB］ 
50) saki numiːneː Ɂaraku naiɴ.  

酒を 飲むと 乱暴になる。［DB］ 
 
属格 

ハダカ格の名詞が属格としてはたらく場合，つづく名詞と組み合わさって規定的にはたら

く。 
51) ʼikiɡaʼwarabiɴcjaː Ɂasjibeː ɁajaQsaːɴjaː. 
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男の子の    遊びは 危ないね。［DB］ 
52) Ɂunu hujaː  Ɂjaː   hwisjatu  Ɂaːjumi. 

この 靴は  おまえの 足と  合うか。［DB］ 
53) Ɂasjibiː  ɁicjunasaQsji  taːriː   Ɂiːcjikiɴ   tuzjimijuːsaɴ. 

遊ぶのに 忙しくて， 父親の 言いつけも  やりきれない。［DB］ 
54) ɁaQtaː  taiɡa   naːkaɴkaija taːɡaɴ Ɂijuːsaɴ. 

あの ふたりの 仲には  誰も 入れない。［DB］ 
55) Ɂasasaɴcji   Ɂanu  kumui'uti Ɂasjideː naraɴdoː.   ɁaQtani hukaQtu nairu tukurunu   

浅いといって，あの 池で  遊んではいけないよ。急に 深く なっているところが  
Ɂaɴdoː. 
あるよ。［DB］ 

56) kunu  saɴsjinoː  taːriː katamiʼjasjini cjiːteː Ɂatarasaɴ. 
この 三味線は  父の 形見なので，   大切である。［DB］ 

 
主格 

ハダカ格の名詞が主格としてはたらく場合は，動作や状態のもち主をあらわす。 
57) ʼwarabiɴcjaː hwinaɡa hwiQcjiː Ɂaːkeːzjuː tuti   Ɂasjidoːɴ. 

子供達は ひがな    とんぼを とって 遊んでいる。［DB］ 
58) naɴdeːsjinu nai  kamaːni kucjinuhata ɁiQpeː murasacji natoːɴ. 

桑の  実を 食べて 口の端が すごく 紫に なっている。［DB］ 
 
（引用）ɴcji 

名詞の格として扱うべきかまだわからないが，引用，内容をしめす Ndi が名詞にくっつく

例をあげておく。 
59) cjinahwicjinu cjinaː  kariːnamuɴdi Ɂicji    ʼjudazjina cjijuɴ. 

綱引きの    綱は 縁起物だと いって 枝綱を 切る。［DB］ 
60) hweːreːjaː.  ʼɴkasji,  Ɂjaː   Ɂujakaraɴ  hweːreːɴdi   ɁjaQtaɴ.  

追い剥ぎね。 昔  お前の  親からも  追い剥ぎと  言われた。［多］ 
 
2.2. とりたて 
 名詞の格のうち，連用的な格には，そこに表現されているものごとが，現実にある同類の

ものごとに対してどのような関係にあるかを話し手の立場からあらわしわけるものがある。

このようにはたらく形式をとりたての形とよぶ。首里方言では，「ja（は）」「ɴ（も）」などの

ついた形がとりたてとして機能する。とりたてのつかない形は，とりたてをもっていない。 
 また，とりたての形は，主題の提示や文の部分を強調する機能をはたす。 
 
2.2.1. ja 
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 とりたて助辞 ja は，名詞に後接するとき，語末が短母音の場合は音融合をし，長母音であ

らわれる。長母音，二重母音のあとでは ja がそのままくっつく。 
kabi（紙） kabeː（紙は），Ɂuːbi（帯） Ɂuːbeː（帯は） 
cjimu（肝） cjimo:（肝は），suku（底） sukoː（底は） 
sjicja（舌） sicjaː（舌は），nama（今） namaː（今は） 
cjiɴ（着物） cjinoː（着物は） 
soː（竿） soːja（竿は） 
cjuː（今日） cjuːja（今日は） 
 
 特性をあらわす名詞述語文，形容詞述語文の特性のもちぬしをあらわす主語は，ja のつい

た形式であらわれる。 
61) Ɂareː   Ɂaːraɴkaː ʼjakutu  Ɂariɡa  Ɂisjeː     maQtoːba ʼjaɴ. 

あれは 正直者だから，  彼が  いうことは 正直だ。［DB］ 
62) kunu kubiːtaːja          Ɂacjisaɴdeː.  

この 壁板は  （普通のものより） 厚いよ。［DB］ 
63) kunu kumuiɡwaːja ɁaQsaɴ  Ɂɴma Ɂamisjiti  ʼwakajuɴ. 

この 池は   浅いよ， 馬を 浴びせて  わかる。［DB］ 
64) kunu ʼuːzjeː     ɁamasaibiːQsaː. 

この さとうきびは 甘いですね。［DB］ 
65) Ɂariɡa hazjimitoːru   ʼwazaː  mata ɁajaQsaɴdiɴdeː. 

彼が はじめている 仕事は また 危ないってよ。［DB］ 
66) kunu  kuːbuiricjiːja Ɂaɴdazjuːsaɴ. 

この 昆布炒めは 脂っこい。 
67) zjiruːja  tiːbeːsanu     duku    taɴcjinamuɴ nati naraɴsaː. 

次郎は 手が早くて， とても 短気で      だめだよ。［DB］ 
 
 動作の客体をあらわす名詞に ja を後接させて文頭に配置し，それを主題にして連語述語で

述べることができる。 
68) kusueː ʼɴzjasanu numaɴguːtuː sjuɴ.  

薬は 苦くて 飲みたがらない。［辞典］ 
69) biɴcjoːja sjiːbusjikoː neːɴkutu  saɴ.  

勉強は したくないから  しない。［辞典］ 
 
否定形を述語にもつ文の主語が ja を後接させる。 

70) hanakoː ʼwarabi  kurumaɴkai nusjiraɴɡutu  ʼjaːmadi ɁaQkacjaɴ.  
花子は 子供を 車に   のせないで， 家まで 歩かせた。［調査］ 
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 とりたて（対比）をあらわす。 
71) hwiːraːja   haːjanu Ɂaːkinakaiɴ ʼuɴ. 

ごきぶりは 柱の 割れ目にも いる。［DB］ 
72) Ɂaːsjeː Ɂikusajuːnu meːkara cjakubasanu tumaitukurunati  subajaːja  haneːcjoːtaɴ. 

泡瀬は 大戦の 前から 馬車挽きの 終点所で， そば屋は  繁盛していた。［DB］ 
73) Ɂaːsjeː Ɂikusajuːnu meːkara cjakubasanu tumaitukurunati  subajaːja  haneːcjoːtaɴ. 

泡瀬は 大戦の 前から 馬車挽きの 終点所で， そば屋は  繁盛していた。［DB］ 
74) Ɂanu  muraː  Ɂasibizjurasaɴ. 

あの 村は  演芸が うまい。［DB］ 
75) ɁaQtaː taiɡa     naːkaɴkaija taːɡaɴ Ɂijuːsaɴ. 

あの ふたりの 仲には  誰も 入れない。［DB］ 
 
2.2.2.  ɴ 
 ɴ がくっつく名詞でしめされる物や人，ことがらと同様のことが，他の物，人について成

り立つことをあらわす。 
76) taruːɡa  Ɂicjusa   Ɂaːcji  ʼwaɴniɴ Ɂicjusa. 

太郎が 行くのと 同時に 私も  行くよ。［DB］ 
77) Ɂasjibiː  cjunasaQsji  taːriː   Ɂiːcjikiɴ   tuzjimijuːsaɴ. 

遊ぶのに 忙しくて， 父親の 言いつけも やりきれないで。［DB］ 
78) ɁaQtaː taiɡa      naːkaɴkaija taːɡaɴ ijuːsaɴ. 

あの ふたりの 仲には   誰も 入れない。［DB］ 
 

疑問詞につく場合，全部の物事をあらわす。 
79) Ɂajaːkuːtoː   taːgaɴ  ʼɴːdaɴ.  

母以外には だれも 見ない。［辞典］ 
 
2.3. ならべ 
 ならべは，他の単語に対して同種の関係にある二つ以上の名詞の間の関係をあらわしてい

る。「tu（と）」と「ɴ（も）」などのついた形がならべとして機能する。 
 
2.3.1. tu 
 他の文の部分のしめすことがらと関係するものごとをあらわす名詞を並べ立てる時に使わ

れる。 
80) naːkaɴgeːkaɴgeːnu    Ɂujatu  Qkwa.  

それぞれの考えかたの違う 親と  子。 
 
2.3.2. ɴ 
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同時に同じことがなりたつ 2 つ以上の物や出来事が，同一の分のなかで並べ立てられる。 
81) niːbicjini  ciːteː   Ɂujaɴ Qkwaɴ  naːkaɴgeːkaɴgeː ʼjaɴ.  

結婚に ついては  親も  子も  考えが別別だ。［辞典］ 
82) karazjiɴ  cjinuɴ  cjaɴtu   Qsi  Ɂikeː. 

髪も  着物も きちんと して 行け。［辞典］ 
 
3. 動詞 

動詞は，動作，変化，状態などの具体的な運動を表現し，物の質，特性，関係も表現する

語彙的な意味の性格に基づいて，テンス・アスペクト・ムード形式を発達させ，モダリティ

においても中心的な役割を果たし，他の品詞に比べてさまざまな文法上の領域と関わってい

る。 
首里方言においても動詞は他の品詞より発達しており，語尾のとりかえや文法的な接尾辞

のくっつき，または補助的な単語との組み合わせで，さまざまな文法的な意味，機能をあら

わす。そして，動詞は，文の述語の成分となる重要な機能を担っており，語い的な意味の性

格や構文上の機能に基づいて文法的なカテゴリーを発達させている。形容詞や名詞も文のな

かで述語になることができるが，アスペクト，ヴォイス，やりもらい，もくろみのような文

法的なカテゴリーは動詞に固有のものである。 
 
3.1. 活用形の一覧 
kamuɴ（食べる） 
 

      テンス 

ムード 

非過去形 過去形／第二過去形 

直説法 非強調形 kamuɴ/kanuɴ（食べる）  kadaɴ（食べた）／kanutaɴ 

強調形 kamiru（食べるのだ）  kadaru（食べたのだ）／kanutaru 

質問法 肯否質問 kamumi/kanumi（食べるか） kadiː（食べたか）／kanutiː 

疑問詞質問 kamuɡa/kanuɡa（食べるか） kadaɡa（食べたか）／kanutaɡa 

疑い kanuɡajaː（食べるかな） kadaɡajaː（食べたかな） 

／kanutaɡajaː 

命令 kameː，kami（食べろ）  

勧誘 kama（食べよう）  

禁止 kamuna（食べるな）  

連体形 kanuru/kamuru（食べる）  kadaru（食べた）／kanutaru 

準名詞形 kamusji/kanusji（食べるの） kadasji（食べたの）／kanutasji 

連用形 中止形 kadi（食べて） 

並列形 kanui（食べるし）  kadai（食べたし）／kanutai 

同時形 kamaɡacjiː（食べながら），kamaɡanaː（食べながら） 
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先行形 kamaːni（食べて）  kadikara（食べてから） 

条件形 原因形 kanukutu（食べるから）  kadakutu（食べたから）  

条件形 kameː（食べれば）  

仮定条件形 kamaː（食べたら）  

契機形 kamiːneː（食べると） 

前提形 kanuraː（食べるなら）  

譲歩形 kadiɴ（食べても） 

うらめ条件 kamusoːti/kanusoːti（食べるのに） 

逆接形 kamusjiɡa/kanusjiɡa（食べるが） kadasjiɡa（食べたが）／ 

kanutasjuɡa 

目的形 kamiːɡa（食べに） 

 
3.2. 活用のタイプ 

首里方言の動詞は語幹と語尾のつくりから，規則変化動詞と特殊変化動詞にわけることが

できる。規則変化動詞はさらに，強変化動詞と混合変化動詞にわけることができる。 
強変化動詞は，基本語幹と連用語幹の末尾に子音があらわれ，音便語幹をもつ動詞である。

音便語幹には，促音便語幹と撥音便語幹と語幹末子音が脱落した脱落音便語幹の３つの変種

がある。   
混合変化動詞は，音便語幹をもたず，連用語幹と音便語幹の両方の末尾に母音があらわれ

る。あるいは，音便語幹末の末尾に母音があらわれる。また，基本語幹末に子音 r があらわ

れる。子音語幹と母音語幹の融合した形である。 
強変化動詞も混合変化動詞も語幹のつくりかたによって，それぞれに下位の変種がある。

強変化動詞は，基本語幹末にあらわれる子音のちがいにおうじて語幹の変種のあらわれかた

や語尾の変種のあらわれかたがことなるので，m 語幹動詞，s 語幹動詞のようになづけてよ

びわける。 
基本語幹は，命令形，勧誘形，同時形，条件形などにあらわれる。連用語幹は直接法と質

問法の非過去，連体形の非過去の活用形にあらわれる語幹で，歴史的には，語基に人の存在

をあらわれう uɴ（居る）が文法化して融合した形式にあらわれる。 
例えば，「書く」という動詞について，命令形，終止形，過去形をそれぞれあげると次のよ

うになる。 
ʼjum-i（読め／基本語幹ʼjum-），̓jun-uɴ（読む／連用語幹ʼjun-），̓jud-aɴ（読んだ／音便語幹ʼjud-） 

 
 この 3 つの形に含まれているʼjum-，ʼjun-，ʼjud-がそれぞれ基本語幹，連用語幹，音便語幹

である。語幹とは，「文法的な形のちがいにかかわりのない部分であって，原則的には，その

単語に共通する意味や性格のしるしになる部分33」であり，語尾をともなうことでさまざま

                                                   
33 鈴木重幸(1986)pp.150 
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な文法的な形をつくる。そのため，動詞の文法的な形はこの 3 つの語幹の形から推測できる。 
特殊変化動詞には，Ɂaɴ（ある）、 ̕uɴ（いる），neːɴ（ない），cjuːɴ（来る），Ɂjuɴ（言う）な

どが属している。このうち，存在動詞の Ɂaɴ（ある）、 ̕uɴ（いる），neːɴ（ない）は，他の動詞

とことなり、̕uɴ との複合が起こっていないため，あるいは，他の動詞と同様に起こっていな

いために活用が不規則になっている。また，neːɴ（ない）は，現代日本語の「ない」が形容

詞に分類されるのとことなり，形つくりの特徴から特殊変化動詞に含まれる。それ以外の特

殊変化動詞は、̕uɴ との複合は起こったが，その他の点で活用が不規則になっているものであ

る。 
 
3.2.1. 強変化動詞 

強変化動詞は，基本語幹と連用語幹の末尾に子音があらわれ，音便語幹をもつ動詞である。

音便語幹には，促音便語幹と撥音便語幹と語幹末子音が脱落した脱落音便語幹の３つの変種

がある。 
 

 基本語幹 連用語幹 音便語幹 

k kak-i（書け） kacj-uɴ（書く） ka-cji（書いて） 

t mat-i（待て） macj-uɴ（待つ） maQcji（待って） 

ɡ Ɂoːɡ-i（扇げ） Ɂoːzj-uɴ（扇ぐ） Ɂoː-zji（扇いで） 

s cjaːs-aɴ（消さない） cjaːs-uɴ（消す） cjaː-cji（消して） 

m num-i（飲め） num-uɴ（飲む） nu-di（飲んで） 

b tub-i（飛べ） tub-uɴ（飛ぶ） tu-bi（飛んで） 

n sjin-i（死ね） sjin-uɴ（死ぬ） sji-zji（死んで） 

d1 
d2 

kaɴd-i（被れ） 
kund-aɴ（くびらない） 

kaɴzj-uɴ（被る） 
kuɴzj-uɴ（くびる） 

kaɴ-ti（被って） 
kuɴ-cji（くびって） 

r tur-i（取れ） tuj-uɴ／tui-ɴ（取る） tu-ti（取って） 

 
3.2.2. 混合変化動詞 
 混合変化動詞は，連用語幹と音便語幹の両方の末尾に母音があらわれる。あるいは，音便

語幹末の末尾に母音があらわれる。また，基本語幹末に子音 r があらわれる。母音語幹と子

音語幹が混合したタイプである。 
 

 基本語幹 連用語幹 音便語幹 

 Ɂakir-aɴ（開けない） Ɂakiː-ɴ／akij-uɴ（開ける） Ɂaki-ti（開けて） 

sjitir-aɴ（捨てない） sjitiː-ɴ／sjitij-uɴ（捨てる） sjiti-ti（捨てて） 

kwir-aɴ（くれない） kwiː-ɴ／kwij-uɴ（くれる） kwi-ti（くれて） 

 koːr-i（買え） koːj-uɴ／koːi-ɴ（買う） koː-ti（買って） 

 ʼwarar-aɴ（笑わない） ʼwaraj-uɴ／ʼwara-iɴ（笑う） ʼwara-ti（笑って） 
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 Ɂukir-aɴ（起きない） Ɂukiː-ɴ／Ɂukij-uɴ（起きる） Ɂuki-ti（起きて） 

Ɂurir-aɴ（降りない） Ɂuriː-ɴ／Ɂurij-uɴ（降りる） Ɂuri-ti（降りて） 

Ɂutir-aɴ（落ちない） Ɂutiː-ɴ／Ɂurij-uɴ（落ちる） Ɂuti-ti（落ちて） 

 cjir-aɴ（着ない） cjiː-ɴ／cjij-uɴ（着る） cji-cji（着て） 

nir-aɴ（煮ない） niː-ɴ／nij-uɴ（煮る） ni-cji（煮て） 

 cjir-aɴ（切ない） cjiː-ɴ／cjij-uɴ（切る） cji-Qcji（切って） 

 
3.2.3. 特殊変化動詞 
 非存在をあらわす neːɴ（ない）も特殊変化動詞に分類される。 

基本語幹 連用語幹 音便語幹 

ʼur-aɴ（いない） Ɂakiː-ɴ／Ɂakij-uɴ（開ける） ka-cji（書いて） 

kuːɴ（こない） cjuːɴ（くる） Qcji（来て） 

saɴ（しない） suɴ／sjuɴ（する） Qsji（して） 

Ɂjaɴ（言わない） Ɂjuɴ（言う） Ɂicji（言って） 

ʼɴːdaɴ（見る） ʼɴːzjuɴ（見る） ʼɴː-cji（見て） 

 
3.3. 語幹ごとの文法的な形式のつくり方 

基本語幹，融合語幹，音便語幹の各語幹から作ることができるさまざまな動詞の形を強変

化動詞に属するʼjunuɴ（読む）をとりあげて，一覧にして示す。意志動詞か無意志動詞か，

主体動作客体変化動詞か主体動作動詞か主体変化動詞か，あるいは，状態動詞なのかなど，

動詞の語い的な意味によって作れる形には制限が生じるが，他の規則動詞についても，だい

たいは同様の形を類推して作ることができる。また，国立国語研究所（1980）『沖縄語辞典』

も参考にしたため，現在ではあまり用いられない形式や首里階層方言では用いられない形式，

すなわち首里地域方言と思われる形式もある。なお，ここにあげた形のなかには，その形が

さらにさまざまな形に活用できるものがある。 
基本語幹 ʼjum- 
１）総合的な形式 
ʼjum-aɴ（読まない）， ʼjum-a（読もう），̓jum-ai（ː読もうよ），̓jum-ana（読みたいな），̓jum-ajumaː
（読もう読もうと），̓ jum-a（ː-awa）（読んだら），̓ jum-e（ː読めば），̓ jum-eːja（ː読もうかな），

ʼjum-iwadu（読めばこそ），ʼjum-i（読め），ʼjum-eː（読めよ），ʼjum-uɡanaːsji（読めるだけ），

ʼjum-una（読むな）ʼjum-unakeː（読むなよ），ʼjum-uka（読むほど） 
 
ʼjumi-ɡa（読みに），ʼjumi-ineː（読むと），ʼjumi-ini（読む時に） 
 
2）派生による形式 
ʼjumi-busaɴ（読みたい），ʼjumi-ɡisaɴ（読むそうだ），ʼjumi-juːsuɴ（読むことが できる），

ʼjumi-miseːɴ（お読みに なる），ʼjum-arijuɴ（ʼjum-ariːɴ）（読まれる・受動形），ʼjum-arijuɴ
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（ ʼjum-ariːɴ）（読める・可能形）， ʼjum-asuɴ（読ませる）， ʼjum-asjimijuɴ（読ませる），

ʼjum-asjimirasuɴ（読まさせる）， 
 
連用語幹 ʼjun- 
１）総合的な形式 
① ̕uɴ（いる）との融合によるもの 
ʼjunu-ɡa（読むか），ʼjunu-kutu（読むので），ʼjunu-mi（読むか？），ʼjunu-ɴ（読む），ʼjunu-ru
（読む・強調形），̓junu-ruɴ（読むものだから），̓junu-sa（読むよ），̓junu-sjiɡa（読むが），̓junu-ra
（読むだろうか），ʼjunu-raː（読むのなら），ʼjunu-reː（読むならば），ʼjunu-i（読んでおり）， 
ʼjunu-iduɴ（読むのででも），ʼjunu-iduɴsjeː（読むのででもあれば），ʼjunu-ira（読んでいるだ

ろうか），ʼjunu-iraː（読んでいるのだったら），ʼjunu-ireː（読んでいるのなら），ʼjunu-taɴ（読

んでいた），ʼjunu-teːɴ（読んでいたのだ），ʼjunu-tiː（読んでいたか？） 
 
② ̕uɴ（いる）との融合以外のもの 
ʼjun-abiːɴ（読みます），ʼjun-aɡijuɴ（読みつつある），ʼjun-aɡacjiː（読みながら） 
 
２）派生による形式 
ʼjunu-iɡisaɴ（読んでいるそうだ） 
 
音便語幹 ʼjud- 
１）総合的な形式 
ʼjud-aɴ（読んだ）， ʼjud-ai（読んだり），ʼjud-i（読んで・第二中止形），ʼjud-iː（読んだか？），

ʼjud-iɴ（読んでも） 
 
２）派生による形式 
ʼjud-eːɴ（読んで ある）， ʼjud-oːcjuɴ（読んで おく），ʼjud-oːɴ（読んで いる） 
 
分析的な形式 
１）第一中止形ʼjumi と補助動詞との組み合わせによってつくられる分析的な形式一覧 
ʼjumi haɴsuɴ（読み そこなう），ʼjumi cjijuɴ（読み きる），ʼjumi hazjimijuɴ（読み は

じめる） 
 
２）第二中止形ʼjudi（読んで）を本動詞にしてつくられる分析的な形式一覧 
ʼjudi aQcjuɴ（読んで ばかりいる），̓ judi neːɴ（読んで しまった），̓ judiːcjuɴ（読んで 行

く），ʼjudi cjuːɴ（読んで 来る），ʼjudi tuːjuɴ（読んで とおる（読破する）），ʼjudi ̕uɴ
（読んで いるのだ），ʼjudi aɴ（読んで あるのだ），ʼjudi ̕ɴːzjuɴ（読んで みる），ʼjudi 

misjijuɴ（読んで みせる），̓ judi turasuɴ（読んで やる），̓ judi kwijuɴ（読んで くれる），
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ʼjudi taboːri（読んで ください），ʼjudeː ̕uraɴ（読んでは いない），ʼjudeː neːɴ（読んで

は ない） 
 
形式名詞 hazji  
ʼuɴ（居る）との融合によるもの 
ʼjunu-ra hazji（読むだろう），ʼjunu-ru hazji（読むだろう） 
 
3.4. 終止形 

終止形は，文の終わりに位置して文を締めくくり，述語として機能する形である。動詞の

終止形は，話し手のムードにしたがい，直説法，質問法，命令法，勧誘法がある。 
直説法は，〈非過去形〉と〈過去形〉のテンス対立があり，〈過去形〉は第一過去形と第二

過去形にわかれる。第一過去形は直接知覚を明示しないのに対し，第二過去形は直接知覚を

明示するエヴォデンシャリティー形式であるという点でことなる。第二過去形はふつう，話

し手（一人称）を主語にとることができない。質問法も，直説法と同じように，〈非過去形〉

と〈過去形〉にわかれ，〈過去形〉は第一過去形と第二過去形にわかれる。命令法，勧誘法は，

直説法のようなテンスによる対立はない。 
 

3.4.1. 直説法 
直説法は，動詞のあらわしている動作や変化や状態が現実においてどうであるかという，

話し手の判断をのべたてる形である。ふつう，ただ単に出来事についてのべているだけであ

り，直接的には聞き手のこたえや行動をもとめない。 
直説法は，ムードにしたがって，断定法と推量法にわけられる。断定法は，話し手がはっ

きりとわかっていることがらを断定してのべたてる。これに対し，推量法は，はっきりと断

定できないことがらを話し手が推量してのべたてる。 
 
3.4.1.1. 断定法 
3.4.1.1.1. 非過去形 

未来の動作や変化をあらわす形である。第一中止形に存在動詞ʼuɴ（居る)がくみあわさり，

音韻的に融合したものである。首里方言の動詞の非過去形は未来に実現する動作や変化をひ

とまとまり的にあらわすだけでなく，かつては，話し手が話しているアクチュアルな瞬間に

おける進行中の動作や変化もあらわすことができた34。しかし，動詞の語い的なタイプにも

よるのだが，最近はアクチュアルに進行している動作や変化はあらわしにくくなっているよ

うである。詳しくはアスペクトの項で述べることにする。 
主体動作客体変化動詞，主体動作動詞，主体変化動詞が叙述法・断定・現在未来の形をと

ると，これからはじまる出来事やまだおわっていない出来事をあらわす。また，話し手（一

人称）を主語にして話し手の意志をあらわすこともできる。 

                                                   
34 国立国語研究所（1980）『沖縄語辞典』 
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【主体動作客体変化動詞】 
83) karibaː  meːcjinu  Ɂatoː  mizji  kakiti   cjuraːku   cjaːsuɴ. 

枯葉を 燃やした 後は 水を かけて きれいに 消す。［DB］ 
84) huːcjibaː  kaɡibusjiQsji Ɂucja   cjukuiɴ. 

よもぎを 陰干しして お茶を つくる。［DB］ 
85) niwanu kiːnu ʼjuda  cjijuɴ. 

庭の  木の 枝を 切る。［DB］ 
 

【主体動作動詞】 
86) hoːcjaːnu kakisaːni     naːbinuhwiɴɡu kacjuɴ. 

包丁の 欠けたもので 鍋墨を     こそげおとす。［DB］ 
87) soːkitu     deːkuni  ʼjahwaQteːɴ  nijuɴ.  

あばら肉と 大根を やわらかく 煮る。［DB］ 
88) nizjirimeː   cjicjimuɴcji,   basaːnu  hwaː  Ɂaɴzjuɴ. 

おにぎりを 包むといって，芭蕉の 葉を あぶる。［DB］ 
89) sjiːzjakara saɴsuː  narajuɴ. 

先輩から 算数を 習う。［DB］ 
90) cjikarasuːbu suɴdi      tuːkumadi  boːru      kijuɴ. 

力勝負を しようと， 遠くまで ボールを ける。［DB］ 
 
【主体変化動詞】 
91) cjuːja  cjurazjiɴ     cjijuɴ. 

今日は いい着物を 着る。［DB］ 
92) naːɡati      Ɂaɡajuɴdoː naːcjucjibaija       hamarana.  

もうすぐ 仕事が あがるよ。もうひと踏ん張り がんばろう。［DB］ 
93) Ɂamihuinu Ɂatunu ʼjuɡurimizjiQsji Ɂasjibiːneː, kazjoːraː     kakajuɴdoː. 

雨降りの 後の 汚れた 水で 遊ぶと，じんましんに かかるよ。［DB］ 
94) naːɡati  ʼjuːnu  Ɂakijuɴ. 

やがて  夜が 明ける。［DB］ 
95) kamiusjiːmiːneː    ʼjudacjinucjaːɴ      kaːmakara  cjuːɴ. 

門中の清明祭には 分家筋の人たちも 遠方から 来る。［DB］ 
 

また，過去から未来にくりかえされる反復的な出来事や，習慣的な出来事もあらわす。 
96) ʼuːzjeː        naɡaːkara      maːminaː  Ɂiɴcjaːkara     Ɂirabuɴ. 

さとうきびは 長いものから もやしは 短いものから 選ぶ。［DB］ 
97) cjinahwicjinu cjinaː  kariːnamuɴdi Ɂicji    ʼjudazjina cjijuɴ. 

綱引きの    綱は 縁起物だと いって 枝綱を 切る。［DB］ 
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人間や動物，物にそなわっている恒常的な特性や一般的な法則もあらわすことができる。 
98) kaːmiːja nuː  kwaːcjiɴ     cjikanariːsjiɡa, mimizje   ʼjuː  kwajuɴ. 

亀は  何を 食わせても 飼えるが，  ミミズは よく 食う。［DB］ 
99) naːkudaːmaːnu kuːisjeː      ʼjamuɴ. 

やんまが   噛みつくのは 痛い。［DB］ 
 

状態動詞が直説法・断定・非過去の形をとると，おもに主体の現在の状態をあらわす。ま

た，過去から未来にくりかえされる反復的な出来事や，習慣的な出来事もあらわす。 
100) Ɂanu niːsjeːja tanumasaɴ.  kakaideːnu     Ɂaɴ． 

あの  若者は 頼もしい。 ねばり強さが ある。［DB］ 
101) hwiːraːja   haːjanu Ɂaːkinakaiɴ   ʼuɴ. 

ごきぶりは 柱の 割れ目にも いる。 
102) ʼjuː  kazjoːraː       Ɂucjiːru  Qcjunu ʼuɴ. 

よく じんましんの うつる 人が  いる。［DB］ 
 
3.4.1.1.2. 第一過去形 

第一過去形は第二中止形を構成要素にもっており，音便語幹になっている。第一過去形を

述語にした文は，話し手自身の過去の動作や変化，話し手が直接知覚していない出来事，歴

史的な事実についてあらわす。人称制限はない。動作動詞や変化動詞が直説法・断定・過去

（第一過去）の形をとると，すでにおわった出来事をあらわす。このとき，直接知覚は問題

にしない。 
【主体動作客体変化動詞】 
103) tiːmutaːɴ Qsji，ʼwarabinu tucjiː   ʼjaɴtaɴ. 

いたずらして， 子供が 時計を こわした。［DB］ 
104) doːɡunu   kakisaːni  Ɂiːbinu hana cjiQcjaɴ. 

道具の   かけらで 指の   先を 切った。［DB］ 
 
【主体動作動詞】 
105) ʼwatanu haQcjiriːruka munu kadaɴ. 

腹が はち切れるほど 食べた。［DB］ 
106) cjineːkazji cjoːnaikwaihi Ɂacjimiti ɁaQcjaɴ. 

家ごとに町内会費をあつめて歩いた。［DB］ 
 
【主体変化動詞】 
107) naːcjirizjiri natoːtaru     doːkjuːsjiːɡa sjizjuːniɴburini suritaɴ. 

散り散りに なっていた 同級生が ４０年ぶりに 集まった。［DB］ 
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3.4.1.1.3. 第二過去形 
第二過去形は基本語幹に-taɴ がくっついた形であらわれる。話し手（一人称）が過去にお

いて自分以外の動作を直接知覚したことをつたえる形であり，過去にアクチュアルに進行し

ていた動作や変化をあらわす。出来事の知覚は視覚によるものが多いが，聴覚，触覚，味覚，

嗅覚などでもよい。すなわち，現場に居合わせたという臨場性が必要である。なお，第二過

去形を述語にする文には人称制限があり，一人称を主語にすることができない。 
108) ʼikiɡanu boːniːQsji naːbinakuː naːbinakuːɴdicji Ɂabiti ɁaQcjiːneː Ɂudurucji cjaː hwiɴɡiːsutaɴ. 

男の人が 担ぎ棒を して 鍋釜修理と 言って 大声を だして 歩いていた。［DB］ 
109) hwiːsaɡuturuɴkai sokai soːtaru sjiːtunucjaːja meːnainaiQsji hwibacjiɴkai tiː Ɂaɴzjutaɴ. 

寒いところに 疎開した 生徒たちは 前へ 前へと 火鉢に 手を あぶった。［DB］ 
110) Ɂakaɴɡwanu naːzjikiːneː majunu ʼweːzaɴkai muɴnukimuɴnu naːbinu hiɴɡu cjikiːtaɴ. 

赤ん坊の 命名式には 眉の 間に まよけの 鍋墨を つけた。［DB］ 
 
3.4.1.2. 強調形 
 強調形は，連体修飾語以外の文の部分，主語，補語，状況語，述語に焦点化助辞=ru が後

接した強調文の文末の述語にあらわれる。強調形にも，テンスによって非過去形と過去形と

がある。 
111) Ɂanu ʼjaːja ʼjuɡadi   toːriQsjiɡataː nati  cjikasjisaːniru  mutacjeːru. 

あの  家は ゆがんで 倒れそうなのを  つっかい棒で もたせている。［DB］ 
112) Ɂakaɴɡwaː kakoːnu ʼɴditoːiniru       nacjuru. 

赤ん坊は おむつが 濡れているときに 泣く。［DB］ 
113) Ɂariɡa ʼinaɡu kakujuɴ naQkweː soːsjiɡa，   keːteː ʼinaɡuɴkai kacjimiraQtiru 'uru. 

あいつが 女を 囲うなんて いっているが，かえって 女に つかまっている。［DB］ 
114) kaːɡarimoːnu hwisaː cjaː natoːɡajaː.     mizjinu Ɂwiː sjiɴditiru ɁaQcjuru. 

あめんぼの 足は どうなっているのかな。水の 上を 滑って  あるいている。［DB］ 
115) mukasjeː karazjiareːʼɴcjasaːniru karazjeː Ɂaraitaru. 

昔は 髪洗い土でこそ 髪は 洗ったものだ。［DB］ 
 

3.4.2. 質問法 
質問法は，話題になっていることがらを聞き手に対してどのようにたずねるか，また，ど

のようなこたえを求めるかによって，肯否質問と疑問詞質問のふたつにわけられる。肯否質

問形は，肯定か否定かのこたえを求める文の中で使われる形であり，疑問詞質問形は疑問詞

を使って疑問詞のさすことがらをたずねる文の中で使われる形である。 
 
3.4.2.1. 肯否質問形 

肯否質問の形は，話題になっていることがらについて，話し手が聞き手に肯定あるいは否

定のこたえを求めるときや，聞き手の意志をたずねるときにもちいられる形である。聞き手
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の意志をたずねる場合，動作の主体は聞き手（二人称）である。 
首里方言の肯否質問形は，非過去形と，過去の第二過去のばあいは，直説法・断定の形に

naːを接続してあらわす。また，過去形の第一過去のばあいは，直説法・中止形の形に naːを
接続してあらわす。 
 
非過去形 
116) Ɂaːhjaː   ɁuQsa  Ɂicjiɴ    naraɴnaː. 

あれまあ，こんなに 言っても できないのか。［DB］ 
117) Ɂjaːɴ      kanuɴnaː. 

あなたも 食べるか。［DB］ 
118) Ɂasjibumi.  

遊ぶか？［DB］ 
119) saɴminoː   Ɂaːtoːmi. 

計算は   合っているか。［沖］ 
120) Ɂunu hujaː  Ɂjaː  hwisatu Ɂaːjumi. 

この 靴は おまえの 足に  合うか。［沖］ 
121) naː  sjikoːtoːmi,    naːdai. 

もう 準備しているか，まだか。［DB］ 
122) kazjiwaːrauti hwiː   hwiːru Qcjunu ʼumi.  kazjisjimoː Ɂiːcjimadiːsjimitinaː. 

風上で  おならを する 奴が あるか。風下は  窒息させるつもりか。［DB］ 
123) Ɂariɡaː sjiːtuzjumijusaɴdi Ɂumuisjiɡa, kaːkiː sumi. 

あいつが仕事をやり終え切れないと思うが，賭けをするか。［DB］ 
 
3.4.2.2. 疑問詞質問形 

疑問詞質問形は，話題になっていることがらについて，疑問詞を使って疑問詞のさすこと

がらをたずねる文の中で使われる形である。首里方言の疑問詞質問の形は，直説法・断定形

の語尾の-ɴ をとって-ɡa にとりかえてつくられる。 
非過去形 
124) naːkaː nuːnu  ɁiQcjoːɡa. 

中は 何が 入っているか。［DB］ 
125) miːkuhwajaːja nuː kanuɡa. 

おめざは 何を 食べるか。［DB］ 
126) Ɂjaːja   cjikaɡuroː maː   ɁaQcjoːɡa.   ʼwaːɡa Ɂicjuru kaːzji  ʼuraɴsjiɡa. 

おまえは 近頃  どこに 行っているか。 私が 行く たびに いないが。［DB］ 
 
3.4.2.3. うたがい形 
 うたがい形は，直説法・断定形の語尾-ɴ を-ɡajaːに取り替えてつくる。聞き手は存在しても
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しなくてもよい。話し手は，疑問を投げ出している。 
非過去形 
127) kaːɡarimoːnu hwisaː cjaː natoːɡajaː。    mizjinu Ɂwiː sjiɴditiru ɁaQcjuru. 

あめんぼの 足は どうなっているのかな。水の 上を 滑って あるいている。［DB］ 
128) ɡarasaːnu  ɡaːɡaː   nacjoːsjiɡa,    Ɂamaɴkai  nuːɡana Ɂairu suɡajaː. 

からすが ガーガー 鳴いているが，あっちに 何か   あるのかな。［DB］ 
 
3.4.3. 命令形 

命令形は，聞き手に対して，動詞のあらわしている動作を実現するように話し手がはたら

きかける形である。このとき，動作の主体は聞き手（二人称）であり，主語はふつう省略さ

れる。また，語末に終助詞-joːがあらわれたり，-iwa を接続してあらわすものもある。 
 
-i でおわるもの 
129) cjikaː   cjiku  tukuruni  sitiri. 

聞いたら 聞いた ところに 捨てろ。（諺）［DB］ 
 

終助詞【-joː】を伴う 
130) Ɂacjaː  soːɡwacji ʼjakutu，duteːɴ karazjiɴ cjuraːku Ɂararijoː. 

明日は 正月だから，   体も 髪も 綺麗に 洗いなさいよ。［DB］ 
131) cjawaɴnu  kakeː   Ɂukaːsanu,  cjuraːku  suzjumirijoː. 

湯飲みの かけらは 危ないから，きれいに 片付けなさいよ。［DB］ 
 
-eːでおわるもの 
132) Ɂureː  Ɂaːkasjeː. 

これを はがせ。［DB］ 
133) hasjiru Ɂakireː. 

戸を 開けなさい｡［DB］ 
134) naː ʼjukurana  kamanu hwiːɴ  Ɂaratamikara  raɴpuɴ   cjaːsjeː. 

もう 休もう，かまの 火を 確かめてから ランプも 消しなさい。［DB］ 
135) naːbinu hutaɴ  kwatakwata Qsji mucjiaɡijurumuɴ    hwiː  hwikeː. 

鍋の  ふたも カタカタと  持ち上げているから  火を ひけ。［DB］ 
136) cjikataru Ɂujanu ʼjaːɴkai Ɂikeː. 

遣わした 親の 家へ 行け。（諺）［DB］ 
 
-iwa がつくもの 
137) marukeːti ʼiːtiːdanu titoːrumuɴ kaɴzjimuɴkara    cjiɴcjirukaːkara    muru  husji  

久しぶり いい 太陽が  照っているんだから，夜具から衣類から みんな 干して 
kaːrakasjiwa. 
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乾燥させなさい。［DB］ 
 
3.4.4. 禁止形 
 禁止形の語尾には una と ɴna がある。強変化動詞のうち，語幹末が m，b，n，k，ɡ，c，s，
t の動詞は基本語幹に una をくっつける。また，強変化動詞のなかで，語幹末が j，w の動詞，

混合変化動詞は連用語幹に ɴna をくっつける。特殊変化は，suna（するな）のようにあらわ

れる。終助詞 joːがくっつくことがある。 
138) kunu sjimucjeː  ʼwaɴneː Ɂjaːcjuiɴkairu kwiteːkutu hokano  

この 本は   私は  あなた一人に あげたので 他の 
Qcjuɴkai kwiɴnajoː.  
人に  あげるなよ。［辞典］ 

139) munoː ʼjumunaɴdinaː.            Ɂeːhjaː ʼwarabi,     
物は 読むなって？（言いふらすなって？） ねえ 私の 子供よ，   
ʼwaɴneː Ɂikucji  naiɡutu  kwaɴkai Ɂɴzjasari ʼjabitaɴdi Ɂicji   sjikiɴkara   
私は  いくつに なって 子供=に  追い出されましたと いって 世間から  
munujuri   ɁaQcjuɡa.  
いいふらして 歩くのか。［五］ 

140) kuriduɴ  ʼwasiɴna. 
これを  忘れるな。［辞典］ 

141) paQtariɡeːjaː  sjuna. 
ばたばたは  するな。［辞典］ 

142) miːnuɡaɴmareː Qsjiɴ     tiːnuɡaɴmareː    suna.  
大切なものはみるだけで 手をふれていたずら するな。［辞典］ 

 
3.4.5. 勧誘形 

一緒に動作をするように，話し手が聞き手にはたらきかけるときに使う形である。このと

き，動作の主体は話し手と聞き手（一・二人称）であり，ふつう主語は省略されている。 
143) Ɂisjiɡacjiɡwiː Qsji kaːbucjiː  muiɡa  Ɂikajaː. 

石垣をこえて  みかんを もぎに いこうよ。［DB］ 
 
-na でおわる 
144) kaːra Ɂɴzji  mizjihwirasjeː Qsji  tanaɡeː tuti kuːna. 

川に 行って 水遊びを  して 蝦を とって 来ようよ。［DB］ 
145) naː  ʼjukurana kamanu  hwiːɴ  Ɂaratamikara   raɴpuɴ   cjaːsjeː. 

もう 休もう，かまの  火を  確かめてから ランプも 消しなさい。［DB］ 
146) zjuːzji  nairumuɴ, naː  niɴdana. 

十時に なるから，もう 寝よう。［DB］ 
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動詞のさししめしている動作の実現にむけて，「これからその動作をおこなう」という話し

手の意志（決意）もあらわせる。このとき，動作の主体は話し手（一人称）である。 
147) Ɂaminu hutaɴ  maːdu  koːimuɴ Qsji kuːiː. 

雨が 降らない 間に  買い物を してこようね。［DB］ 
 
3.5. 連体形 

動詞の連体形は，文の中で名詞にかかって連体修飾語としてはたらくときの形である。連

体形は，テンスという形態論的カテゴリーをもっているが，ムードという形態論的カテゴリ

ーはもっていない。連体形のテンスも，いいおわる形と同様に〈すぎさらず〉と〈すぎさり〉

の二項対立で，〈すぎさり〉は第一過去と第二過去にわかれる。 
非過去形 
148) ʼjuː  kazjoːraː    Ɂucjiːru Qcjunu ʼuɴ. 

よく じんましんの うつる 人が いる。［DB］ 
149) Ɂikusameːja Ɂamihueː  kasjiɡaː  kaɴti cjuːru  sjiɴkanuru Ɂuhusataru.  

戦前は  雨降りには 粗布を かぶってくる 連中が 多かった。［DB］ 
150) kazjiwaːrauti hwiː   hwiːru Qcjunu ʼumi.   kazjisjimoː Ɂiːcjimadiː sjimitinaː. 

風上で  おならを する 奴が あるか。 風下は  窒息させるつもりか。［DB］ 
151) kasji  kakiːru  sjiɡutoː  ɁiQpeː   sjiɴkeːtu  miː cjikairu huːzji  

かせを かける 仕事は ほんとうに 神経と 目を 使うようだ。［DB］ 
152) kaɡaɴhweːsaː ʼjudi  hweːsjimiːru Qcjoː cjaːru  cjineːɡa ʼjatarajaː. 

鏡磨きを よんで 磨かせた 人は どんな 家だったのだろうか。［DB］ 
153) Ɂariɡa   sjimaː  kakaideːnu   Ɂati,  cjuːbaːɴ  toːsuru huːzjideː. 

あの人の 相撲は ねばり強さが あって，強者も 倒すようだよ。［DB］ 
 
第一過去形 
154) naːcjirizjiri  natoːtaru  doːkjuːsjiːɡa sjizjuːniɴburini  suritaɴ. 

散り散りに なっていた 同級生が ４０年ぶりに 集まった。［DB］ 
155) ʼɴkasjeː kaɡuisjiuzjoːɴzji tucji  tujaːni,  teːku  ɁuQcji  tucji   sjirasutaru ɡutoːɴ. 

昔は カグイシ御門で 時を 取って，太鼓を 打って 時間を 知らせた ようだ。

［DB］ 
156) karibaː  meːcjinu  Ɂatoː  mizji   kakiti   cjuraːku   cjaːsuɴ. 

枯葉を 燃やした 後は 水を かけて きれいに 消す。［DB］ 
157) cjikataru  Ɂujanu ʼjaːɴkai Ɂikeː. 

遣わした 親の 家へ  行け。（諺）［DB］ 
 
3.6. 準名詞形 
 準名詞形は，動詞の直説法・断定形の語尾-ɴ を接辞 sji（si）にとりかえてつくる。特殊変
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化動詞の場合は，susji（するの）や Ɂisji（言うの）になる。この形のあとに，さらに格のく

っつきやとりたて助辞を後接させると，名詞相当の形と同じように主語や対象語として機能

する。ただし，名詞とは異なり，ヴォイスやアスペクトなど文法的なカテゴリーをあらわす

ことができる。 
158) taruːja  kakuɴkai ɁiQcjoːkutu,    mucjinoːsusjeː  mucjikasaɴ. 

太郎は 癌に  かかっているから，持ちなおすのは 難しい。［DB］ 
159) marukeːtinaːja ʼutuni suɡurariːsjeː  tanosjimi ʼjaru. 

久しぶりに  夫に  叩かれるのは，楽しみだ。［ぬれぎぬ］ 
160) Ɂareː  Ɂaːraɴkaː ʼjakutu  Ɂariɡa  Ɂisjeː    maQtoːba ʼjaɴ. 

あれは 正直者だから，  彼が  いうことは 正直だ。［DB］ 
 
 準名詞形は，述語，あるいは述語を含むいくつかの文の部分を主語のようにしてあらわす，

ひっくり返しの文を作るためにも用いられる。 
161) ʼjuru  cijuni  Ɂutariːseː    duku ʼjaɴtisa.  

夜，  露に  打たれるのは 毒だとさ。［辞典］ 
162) kumauteː  micikara Ɂuta  sjuseː  haQtudoː. 

ここでは  道で 歌を 歌うのは 禁止だぞ。［辞典］ 
163) naːkudaːmaːnu kuːisjeː      ʼjamuɴ. 

やんまが   噛みつくのは 痛い。［DB］ 
164) Ɂariga Ɂuja  tanuːkasuseː  nidu  saɴdoː  Ɂaraɴ. 

彼が 親を だますのは 二度 三度では ない。［辞典］ 
 
3.7. 連用形 

単文において，二つの動詞があらわれて二つの動作の時間的な前後関係（先行・後続，あ

るいは，同時）をあらわすとき，前におかれる動詞は連用形になる。連用形と終止形とのあ

いだに先行後続，あるいは同時などの時間的な関係をあらわす。首里方言の連用形には，中

止形，同時形，並存形がある。連用形はテンス，ムードをあらわさない。述語が代表して，

それをあらわす。 
連用形には，第一中止形と，第一中止形に助辞-te がついた第二中止形，そして，第一中止

形に存在動詞「アリ」（有り）が接続した形をとる第三中止形がある。第三中止形は先行を

あらわす。また，同時形は，-ɡacjiːを接続した形があらわす。 
第一中止形は標準語の第一中止形（「読み」「書き」など）に対応する形であるが，単独

で使われることはほとんどなく，単語つくりの要素として用いられるようである。 
 
3.7.1. 中止形（第二中止形） 

第二中止形は，単独で文の中にあらわれて 2 つの動作の時間的な関係をあらわす。 
165) kaːra  Ɂɴzji  mizjihwirasjeː Qsji tanaɡeː tuti   kuːna. 
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川に 行って 水遊びを  して 蝦を とって 来ようよ。［DB］ 
166) Ɂasakara hwirumanu Ɂeːdaː kaːcjiːbeːnu hucji  sjidasaɴ. 

朝から 昼間の  間は 南風が  吹いて 涼しい。［DB］ 
167) Ɂɴmaɡa tiː  hwicji  ɁaQkasuɴ. 

孫の 手を 引いて 歩かせる。［DB］ 
168) ɡasji suru kuniɴ Ɂai， kamimuɴ  sjitihoːriːsuru kuniɴ Ɂai， Ɂihuːna zjidai ʼjaQsaːjaː. 

餓死する 国もあり，食べ物を 捨てる   国も あり，妙な 時代だね。［DB］ 
169) ʼɴkasjeː kaɡuisjiuzjoːɴzji tucji  tujaːni, teːku  ɁuQcji  tucji   sjirasutaru  ɡutoːɴ. 

昔は カグイシ御門で 時を 取って，太鼓を 打って 時間を 知らせた ようだ。 
［DB］ 

170) huːcjibaː  kaɡibusji Qsji  Ɂucja  cjukuiɴ. 
よもぎを 陰干し して お茶を つくる。［DB］ 

171) kaɡaɴhweːsaː  ʼjudi  hweːsjimiːru Qcjoː  cjaːru  cjineːɡa ʼjatarajaː. 
鏡磨きを  よんで 磨かせた  人は どんな 家だったのだろうか。［DB］ 

172) Ɂicjanu kariti Ɂaːkijuɴ.  
板が  枯れて 割れる。［沖］ 

173) kunu kumuiɡwaːja ɁaQsaɴ  Ɂɴma  Ɂamisjiti ʼwakajuɴ. 
この 池は   浅いよ， 馬を 浴びせて わかる。［DB］ 

174) maːniɴ   niɴti ʼjukutoːɴ. 
どこでも 寝て 休んでいる。［DB］ 

175) tucjiːnu ʼjaɴditi   ɁaQkaɴ   natoːɴ. 
時計が こわれて 動かなく なった。［DB］ 

176) maɡiana   huti,  kiː  Ɂwiːkeː suɴ. 
大きな穴を 掘って，木を 植え替える。［DB］ 

177) Ɂariɡa   sjimaː  kakaideːnu   Ɂati,   cjuːbaːɴ  toːsuru huːzjideː. 
あの人の 相撲は ねばり強さが あって， 強者も 倒すようだよ。［DB］ 

178) musjiru  susuti  kaɡibusji  sjeːtakutu,  Ɂunu Ɂwiːuti  Ɂuhurumeɴtaː soːɴdeː. 
むしろを ふいて 陰干し していたら， その 上で ままごと遊びをしているよ。

［DB］ 
 

従属節の動作と主節の動作の時間関係が同時である場合もある。この時，従属節であらわ

される動作は，主節の動作や状態の様子をくわしくする修飾節のようなはたらきをしている。 
179) ʼwarabiɴcjaː hwinaɡa hwiQcjiː Ɂaːkeːzjuː  tuti   Ɂasjidoːɴ. 

子供達は ひがな     とんぼを とって 遊んでいる。［DB］ 
180) karibaː  meːcjinu  Ɂatoː mizji  kakiti  cjuraːku  cjaːsuɴ. 

枯葉を 燃やした 後は 水を かけて きれいに 消す。［DB］ 
181) cjineːkazji  cjoːnaikwaihi Ɂacjimiti  ɁaQcjaɴ. 
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家ごとに  町内会費を あつめて 歩いた。［DB］ 
182) tunainu  Ɂaɴmaːja   mucjizjeːkunu tiɡaneː Qsji,   kaːra    kamiti  

となりの おばさんは 漆喰職人の 手伝いをして，瓦を（頭に）のせて 
Ɂicjimudujaː soːɴ. 
行ったり来たりしている。［DB］ 

 
3.7.2. 並列形 
 並列する二つの動作をあらわす。 
183) Ɂuɴzjunu Ɂumiɴɡwatu ʼwaɴtu kudi  ʼudui hani sabitaɡutu,  

貴方の  娘と   私と 組んで  踊り 跳ね しましたが， 
Ɂunu ʼuduinu Ɂamariniɴ dikiti 
その 踊りが 余りにも よく出来て，［春］ 

184) nubui kudai sjuɴ. 
登り 下り する。［辞典］ 

 
3.7.3. 並存形 
 並列する二つの動作をあらわす。 
185) niɴtai  Ɂukitai.  

寝たり 起きたり。［辞典］ 
186) hacjai   hwiQcjai  sjuɴ. 

吐いたり 下したり  する。［辞典］ 
187) Ɂaɴ  Ɂumutai  kaɴ  Ɂumutai. 

ああ 思ったり こう 思ったり。［辞典］ 
 
3.7.4. 先行形 
 先行形は，ふたまた述語文の従属節にあらわれ，続いて起こる二つの動作のうち，先行す

る動作をあらわす。 
188) kamadoːɡwaːja  tusjiɡuru natoːsa.   karazjiɡwaː ʼjuːjaːni Ɂaːsjikaɡaɴ soːsa. 

カマドは   年頃に なっているね。髪を   結って 合わせ鏡を している。［DB］ 
189) mumuɴkai niːbutaːnu  Ɂizjijaːni Ɂaːtabai soːɴ.  

内股に おできが  できて，がに股歩きになっている。［DB］ 
190) Ɂusazjiɡwaː kurusaːni kaː  hazjuɴ. 

ウサギを 殺して 皮を はぐ。［DB］ 
191) ʼɴkasjeː kaɡuisjiuzjoːɴzji tucji  tujaːni,  teːku  ɁuQcji  tucji   sjirasutaru ɡutoːɴ. 

昔は カグイシ御門で 時を 取って，太鼓を 打って 時間を 知らせた ようだ。

［DB］ 
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3.7.5. 同時形 
同時形は，並べあわせ文の従属節の述語になって，並列する二つの動作をあらわす。接辞

-ɡacjiːと-ɡanaːの接続した二つの形がある。 
192) ɁaQcaɡacjiː ʼjumuɴ.  

歩きながら 読む。 
193) ciː  numaɡanaː  niɴtaɴ.  

乳を 飲みながら 寝た。   
 
3.8. 条件形 

条件形は，従属複文のなかの条件的な従属文の述語としてもちいられる動詞の形である。

条件的な文の従属文は，主文のあらわすことがらがなりたつための条件をあらわしている。

原因理由的従属文の述語形式，仮定条件的従属文の述語形式，条件的従属文の述語形式，前

提的従属文の述語形式，契機的従属文の述語形式，譲歩的従属文の述語形式，うらめ的従属

文の述語形式がある。 
 
3.8.1. 原因形 

主文にさしだされる出来事をひきおこした原因や理由を従属文によってさしだすとき，従

属文の述語に kutu 条件形があらわれる。この形式は，話し手の話すモメントをまたいで継続

している動作や，変化・動作の後の結果的な状態をいいおわり文であらわされるできごとが

実現する原因的な条件としてさしだしている。過去・現在・未来に実現した，あるいは実現

している，レアルなできごとをえがきだすため，テンス・アスペクト形式がとられる。 
意味・機能的には，現代日本語のノデ条件形，カラ条件形に対応する。ただし，現代日本

語のばあい，「するので」のかたちがせまい意味での原因をあらわし，「するから」のかたち

が理由をいいあらわすという点でことなっているが，首里方言のばあいにはそれらを区別し

てあらわす形式は分化していないようである。 
194) naː  miɴzjibusakutu ɁiQtaːjaː   keːtikwireː. 

もう 眠いので， おまえらは 帰ってくれ。［DB］ 
195) taruːja  kakuɴkai ɁiQcjoːkutu,    mucjinoːsusjeː  mucjikasaɴ. 

太郎は 癌に  かかっているから，持ちなおすのは 難しい。［DB］ 
196) Ɂahwinanu tiːzjikuɴsji  suɡuikutu,  daː,  ɡaːnaː  ʼicji  neːraɴsjeː.  

あんな  げんこつで 殴るから，ほら，こぶが できて しまったじゃないか。［DB］ 
197) miːnu kaːkaɴzjaː sjicjoːkutu   ɡaɴcjoː   kakiriwaru ʼjaru    hazji ʼjaQsaː. 

目が かすんできているから，めがねを かけなければならない はずだ。［DB］ 
198) Ɂaɴmucji koːticjakutu,    tuibaːkeːnu  hazjimati,   kaːnu  nuːsji  nasaQtaɴ. 

餡餅を 買ってきたから， 取り合いが はじまって，自分の 分が なくなってしま

った。［DB］ 
199) musjiru  susuti  kaɡibusji sjeːtakutu,  Ɂunu Ɂwiːuti Ɂuhurumeɴtaː    soːɴdeː. 
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むしろを ふいて 陰干ししていたら， その 上で ままごと遊びを しているよ。［DB］ 
 
-muɴ 条件形 
200) zjuːzji  nairumuɴ,  naː  niɴdana. 

十時に なるから，もう 寝よう。［DB］ 
201) marukeːti  ʼiːtiːdanu  titoːrumuɴ           kaɴzjimuɴkara cjiɴcjirukaːkara 

久しぶり いい太陽が 照っているんだから，夜具から    衣類から 
muru   husji   kaːrakasjiwa. 
みんな 干して 乾燥させなさい。［DB］ 

 
3.8.2. 仮定条件形 
202) cjikaː   cjiku  tukuruni  sitiri. 

聞いたら 聞いた ところに 捨てろ。（諺）［DB］ 
203) ɁuhuQcju naraː   Ɂuraɴdakai Ɂicjuɴ. 

おとなに なったら 西洋へ  行く。［辞典］ 
204) Ɂuciraː        ʼwaɴni   kwirijoː.  

あいたら（その容器を）わたしに くれよ。［辞典］ 
 
3.8.3. 条件形 
 条件形は，動詞の基本語幹に語尾-eːを後接させてつくる。強変化動詞は子音語幹に，混合

変化動詞は強変化になった子音語幹に-eːをつける。 
205) Ɂisuzjoːsjiɡa      maːnaːdi Ɂikeː   cjikasaː. 

急いでいるのだが どこから 行ったら 近いかね。［DB］ 
206) kakisjiɴ  cjukutoːkeː,     Ɂatuatoː tami   naeːsani. 

掛け金を つくっておいたら，後々  ために なるのではないか。［DB］ 
207) ʼwinaɡunu  hatireː   zjaː  najuɴ. 

女が    果てたら 蛇に なる。（諺）［辞典］ 
208) Ɂaɴsji     Ɂawarisuɴdi Ɂumureː,  kuɡatoː   boribiamadeː     kuːɴtarumuɴ. 

あんなに 苦労すると 思ったら， こんな ボリビアまでは 来なかったものを。［DB］ 
 
3.8.4. 前提形 
209) tiːnu  Ɂɴzjiraː  Ɂizji  hwiki.  

手が 出るなら 意地を ひけ（諺）［辞典］ 
 
3.8.5. 譲歩形 

譲歩形式は，iɴ を接続して，ゆずり状況的な関係をあらわす従属文の述語になる。ゆずり

状況的な複文のばあい，通常は「起こしたら起きる」「（雨が）降ったら（戸を）閉める」と
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いう仮定や前提が話し手のもとにあるのだが，「起こす」「降る」という出来事・状況の変更

が発生したにもかかわらず，「起きない」「開ける」という状況・出来事が依然として成立す

ることをあらわしている。従属文にさしだされる出来事は仮定されたものには限定されず，

主文にさしだされる出来事がレアルに存在しているばあいには，従属文にさしだされる出来

事も事実的な条件をあらわすことになるようである。 
210) Ɂaːhjaː  ɁuQsa   Ɂicjiɴ    naraɴnaː. 

あれまあ，こんなに 言っても できないのか。［DB］ 
211) naːsjirumabui tatitiɴ    kuraːɡwaː    nuːɴ Ɂudurakaɴ. 

かかしを  立てても 雀が    おどろかない。［DB］ 
212) macjuɡanaːsji maQcjiɴ  kuːɴtaɴ. 

待てるだけ 待っても 来なかった。［DB］ 
213) kunuɡuroː naɡaːQcjisjiɴ   ʼutaraɴsaː. 

最近は  長く 歩いても 疲れないよ。［DB］ 
214) hatacji  suɡitiɴ    taɴzjoːbineː  kineɴ    naisji       kwijuɴ. 

二十歳 過ぎても 誕生日には 記念に なるものを あげる。［DB］ 
215) kaːmiːja nuː  kwaːcjiɴ   cjikanariːsjiɡa, mimizjeː ʼjuː  kwajuɴ. 

亀は   何を 食わせても 飼えるが，  ミミズは よく 食う。［DB］ 
216) Ɂikusaːtoː cjaQcjinu ʼɴmaritiɴ    kaːuriː   saɴ          natoːɴ. 

戦後は    嫡子が  生まれても 川降りも しないように なった。［DB］ 
217) tusuinu  kaːɡaːsjibai ʼɴːcjiɴ  cjimuiɴ ʼwakaraɴ. 

年寄りが 映画を    見ても，意味が わからない。［DB］ 
 
3.8.6. 契機形 

neː条件形が従属文の述語になっているとき，従属文のあらわすできごとが主文のあらわす

できごとのきっかけ（契機）であることをあらわす。 
218) Ɂariɡa sjiːkata  ʼɴcjoːcjineː,  Ɂabunasaɴjaː. 

彼の やり方を  見ると    危ないね。［DB］ 
219) kanaɡusjiku Ɂicjiːneː,  nama  kaːraisjiɡacjinu ʼɴːdariːsa.  

金城町に 行ったら，いま 瓦石垣が    見られるよ。［DB］ 
220) Ɂaritu   kuritu   kunabiːneː，duQtu sjinanu Ɂutijuɴ. 

あれと これと 比べると，大分 品が 違う。［DB］ 
221) zjuːbaku kasabiːneː, ʼɴbusanu  mucjiɡurisaɴ. 

重箱を  重ねると，重たくて 持ちにくい。［DB］ 
222) ɡazjimarunu cjiː   niːbutaːɴkai cjikiːneː,  niːbutaːja Ɂatoː   cjaːti   neːɴ  najuɴ. 

ガジマルの 樹液は おできに つけると，おできは 後には 消えて なくなる。［DB］ 
223) Ɂamihuinu Ɂatunu ʼjuɡurimizjiＱsji Ɂasjibiːneː, kazjoːraː      kakajuɴdoː. 

雨降りの  後の  汚れた水で    遊ぶと， じんましんに かかるよ。［DB］ 
224) ʼjusaɴdi ʼjaːsjeːɴkai mizji kakiːneː,      tiːhwisaɴkai ɡazjaɴ buːbuː     Qsji naraɴ. 
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夕方     野菜に   水を  かけるとき ,   手足に    蚊が   ぶんぶんと しかたがない。

［DB］ 
225) kazji hucji Ɂaːkeːzjuːnu  buɴnai   Ɂuhwoːku  tubiːneː,  cjimusawazji suQsaː. 

風が 吹いて 赤とんぼが ブンブン たくさん 飛ぶと  胸騒ぎが   するよ。［DB］ 
226) kasjizjeːeːʼeː     nama kaɴɡeːineː, keɴkoːsjokuhiɴdu ʼjateːsa. 

酒粕の和え物は，今  考えると，健康食品だった。［DB］ 
227) kasaɡiːneː,   ʼɴkasjeː Ɂusui  kwaQkwasjiru sutasjiɡa,   namaː zjoːja  Ɂaneː   saɴ. 

妊娠したら， 昔は   服で 覆って      隠したが， 今は けっして あれは しない。

［DB］ 
228) kakusjiɴɡwanu ʼuineː ʼjaːmuɴdoː Qsji  huːzjeː   neːraɴ. 

隠し子が  いると，内輪喧嘩して， みっとも ない。［DB］ 
 
3.8.7. うらめ条件形 

非過去形 
229) kazji hucji  Ɂaːkeːzjuːnu  muritoːsjiɡa,     kuɴdoː Ɂuːkazjinu ʼɴkatoːɴteː. 

風が 吹いて 赤とんぼが  群れているが，  今度は  暴風が  向かっているよ。［DB］ 
230) kunu ʼwarabeː turubajaː soːsjiɡa，   kakaimunoː Ɂarani． 

この  子は  ぼんやりしているが，もののけが 憑いているのではないか。［DB］ 
231) Ɂariɡaː   sjiːtuzjumijusaɴdi           Ɂumuisjiɡa, kaːkiː  sumi. 

あいつが 仕事を やり終え切れないと 思うが， 賭けを するか。［DB］ 
232) ɡarasaːnu  ɡaːɡaː   nacjoːsjiɡa,    Ɂamaɴkai  nuːɡana Ɂairu suɡajaː. 

からすが ガーガー 鳴いているが，あっちに 何か   あるのかな。［DB］ 
233) kaːmiːja nuː  kwaːcjiɴ    cjikanariːsjiɡa, mimizjeː  ʼjuː  kwajuɴ. 

亀は   何を 食わせても 飼えるが，  ミミズは よく 食う。［DB］ 
234) naːbeː Ɂiruiru Ɂucjikawatoːsjiɡa,ʼɴkasjinu haɡamasaːni Ɂubuɴ    nicjimiːbusaɴ. 

鍋は いろいろ 変わったが,   昔の  羽釜で   ごはんを 炊いてみたい。［DB］ 
 

第一過去形 
235) kakaisjiɡai sakutu,           zjiɴ  karacjasjiɡa, muQtu   keːsjimicjeː  sjiraɴ  

うるさくつきまとわれたので，金を 貸したが，ぜんぜん 返すことも 知らない， 
ʼjaQkeː        natoːsa. 
面倒なことに なっているよ。［DB］ 

 
第二過去形 

236) kasaɡiːneː,   ʼɴkasjeː Ɂusui kwaQkwasjiru sutasjiɡa, namaː zjoːja     Ɂaneː  saɴ. 
妊娠したら，昔は        覆って隠したが，    今は  けっして そうは しない。［DB］  
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3.8.8. 目的形 
 目的形は，述語の移動動詞の前におかれて，動作の実現を移動動作の目的としてあらわす。

他の条件形と同じくテンス，アスペクト，ムードなどのカテゴリーをもたないが，他の条件

形と異なり，極性の対立がなく，否定動詞の目的がない。格支配と語彙的な意味に動作性を

保持している。 
237) macjikai ʼjuːbaɴɡatimuɴ     koːiɡa   Ɂicjuɴ. 

市場に 夕飯の おかずを 買いに 行く。［DB］ 
238) ʼwarabinu Ɂoːeːɴkai  Ɂujanu kakieː sjiːɡa cjoːɴ. 

子どもの けんかに 親が  談判しに   来ている。［DB］ 
 
3.9. アスペクト 

 
3.9.1. 完成相 
非過去形（シオル相当形式） 

Ɂakiːɴ（開ける），numuɴ（飲む）のような完成相非過去形は，連用語幹35に ̕uɴ（居る）が

くみあわさり，音韻的に融合した形である。形式的には西日本方言のシオル形式に相当する。 
完成相非過去形は，未来に実現する変化をひとまとまりにあらわす。また，過去から現在

までのある一定の期間に繰り返しおこなわれた反復・習慣的なできごとをあらわしたり，脱

時間的なできごとをあらわすこともある。 
 

●主体動作客体変化 ▲主体動作 ◆主体変化 

〈未来に実現する変化〉 〈未来に実現する変化〉  

〈反復・習慣〉   

〈脱時間用法〉 〈脱時間用法〉 〈脱時間用法〉 

（〈現在の動作の進行〉）   

 
未来に実現する変化  
 未来に実現する変化は，発話時より未来に実現する運動のはじめから，その運動がおわる

までをひとまとまりにあらわす。 
239) madu Ɂakiːɴ.（窓を 開ける。）●主体動作客体変化 

                                                   
35 連用語幹とは，基本語幹についた語尾 i が語幹末の子音に影響をあたえて逆行同化し，さ

まざまな音韻変化が起きた結果新たに派生した語幹である。 

 
非過去 

過去 

第一過去 第二過去 

完成相 ʼjumuɴ（読む） ʼjudaɴ（読んだ） ʼjumutaɴ（読んだ） 

継続相 ʼjudoːɴ（読んでいる） ʼjudoːtaɴ（読んでいた）  
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現在の動作の進行  
240) madu Ɂakitoːɴ./ Ɂakiːɴ.（窓を 開けつつある。）●主体動作客体変化 
 
反復・習慣  

過去から現在までのある一定期間にくりかえしおこなわれた反復・習慣的な出来事をあら

わす。 
241) taroːɡa meːnicji rokuzjini madu Ɂakitoːɴ./ Ɂakiːɴ. ●主体動作客体変化 

太郎は 毎日  ６時に  窓を 開けている。 
 
脱時間用法  
242) ?juːja kunu hoːcjoːsaːni cjiːɴ.（魚は この 包丁で 切る。）●主体動作客体変化 
243) taːriːja saki numuɴ.（お父さんは 酒を 飲む。[父親について述べる時]）▲主体動作 
244) Qcjoː sjinuɴ.（人は 死ぬ。）◆主体変化 
 
過去形 （シタ相当形式） 
 
 
 
 
 
 
過去に実現した変化  
 過去に実現した変化は，発話時より過去において，ひとまとまりの変化が実現したことを

あらわす。 
245) Ɂajaːja kiQsa Ɂiːbi cjiQcjaɴ.（お母さんが さっき 指を 切った。）●主体動作客体

変化 
246) ʼwaɴneː kiQsa Ɂiːbi cjiQcjaɴ.（私は さっき 指を 切った。）●主体動作客体変化 
247) taːriːja cjinuː saki nudaɴ.（お父さんは 昨日 酒を 飲んだ。）▲主体動作 
248) cjinuː ʼwaQtaː majaːɡa sjizjaɴ.（昨日 うちの 猫が 死んだ。）◆主体変化 
 
過去の反復・習慣  
249) taːriːja  ʼwakasaru tucjineː meːjuru saki nudaɴ. ▲主体動作 

お父さんは 若い   頃は  毎晩  酒を 飲んだ。 
 
パーフェクト  
250) Ɂjaːja kwaɴtuɁui naː cjiQcjiː.    Ɂɴː. cjiQcjaɴ./＊cjiQcjeːɴ. ●主体動作客体変化 

●主体動作客体変化 ▲主体動作 ◆主体変化 

〈過去に実現した変化〉 〈過去に実現した動作〉 〈過去に実現した変化〉 

 〈過去の反復・習慣〉  

〈パーフェクト〉 〈パーフェクト〉  
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「あなたは スイカ もう 切った？」  「うん，切った。」 
251) kusueː naː nudiː.         ?ɴː  naː nudaɴ./nudoːɴ. ▲主体動作 
「薬は  もう 飲んだか？」      「うん，もう 飲んだ。」 
 
第二過去（シオッタ相当形式） 
 
 
 
 
直接確認（目撃）  
252) naː madu Ɂakitiː.  ɴː taroːɡa Ɂakiːtaɴ. ●主体動作客体変化 

「もう 窓 開けた？」 「うん，太郎が開けた。」 
253) taːriːja cjinuː saki numutaɴ.（お父さんは 昨日 酒を 飲んだ。）▲主体動作 
 
直前＝非実現  
254) ʼwaɴneː ʼjaɡati   madu Ɂakiːtaɴ. ●主体動作客体変化 

わたしは もう少しで 窓を 開けるところだった。[窓を開けかけたが結局開けなかったのを

話題にして] 

255) hiːzjaːɡa ʼjaɡati sjinutaɴ. ◆主体変化 
やぎが もう少しで 死ぬところだった。[死にかけたが実際は死ななかったのを話題にして]  

 
3.9.2. 継続相 
非過去形（シテオル相当形式） 
 
 
 
 
 
 
動作過程継続  
256) taroːɡa madu Ɂakitoːɴ./akiːɴ.（太郎が 窓を 開けつつある。）●主体動作客体変化 
257) Ɂajaːjareː   sjimuɴzji kwaɴtuɁui cjiQcjoːɴdoː.●主体動作客体変化 

お母さんなら 台所で  スイカを 切っているよ。[お母さんは何をしているかを質問されて] 
258) ʼwaɴneː kwaɴtuɁui cjiQcjoːɴ./＊cjijuɴ ●主体動作客体変化 

私は  スイカを  切っている。[何をしているのかを質問されて] 

 
主体の動作の継続  

●主体動作客体変化 ▲主体動作 ◆主体変化 

〈直接確認〉 〈直接確認〉  

〈直前＝非実現〉  〈直前＝非実現〉 

●主体動作客体変化 ▲主体動作 ◆主体変化 

〈動作の過程継続〉 〈主体の動作の継続〉 〈主体の変化結果の継続〉 

 〈現在パーフェクト〉 〈現在パーフェクト〉 

〈反復・習慣〉 〈反復・習慣〉 〈反復・習慣〉 
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259) Ɂari taːriːɡa saki nudoːɴ. ▲主体動作 
おや，お父さんが 酒を 飲んでいる。 

260) nama Ɂjaːja nuːsoːɡa.     saki nudoːɴ./*numuɴ.▲主体動作 
「今，お前は 何してるのか？」 「酒を 飲んでいる。」 

261) taːriːjareː  tunainu hejaɴzji saki nudoːɴjoː. ▲主体動作 
お父さんなら，隣の  部屋で 酒を 飲んでいるよ。 

262) taːriːɡa saki nudoːɴ.（お父さんが 酒を 飲んでいる。）▲主体動作 
 
主体の変化結果の継続  
263) hwiːraːɡa sjizjoːɴ./＊sjizjeːɴ.（ごきぶりが 死んでいる。）◆主体変化 
264) mata koːcjuːzjikosji sjizjoːɴ./sjizjeːɴ.（また 交通事故で 死んでいる。）◆主体変化 
 
反復・習慣  
265) taroːɡa cuɡicuɡini madu Ɂakitoːɴ. ●主体動作客体変化 

太郎が  次々に   窓を 開けている。 
266) taroːɡa meːnicji rokuzjini madu Ɂakitoːɴ./ Ɂakiːɴ. ●主体動作客体変化 

太郎は  毎日  ６時に   窓を 開けている。  
267) Ɂajaːja  kunoɡuroː meːnicji kwaɴtuɁui cjiQcjoːɴ. ●主体動作客体変化 

お母さんは この 頃 毎日  スイカを 切っている。 
268) taːriːja meːnicji saki nudoːɴ.（お父さんは 毎日 酒を 飲んでいる。）▲主体動作 
269) kunuɡuroː koːcuːzjikoQsji meːnicji Qcjunu keːmaːsoːɴ./sjizjoːɴ. ◆主体変化 

この頃は  交通事故で  毎日  人が  死んでいる。 
 
パーフェクト  

ある設定された時点（RT）において，それよりも前に実現した運動がひきつづき関わり，

効力を持っていることをパーフェクトという。シテオル相当形式は，現在パーフェクト，経

験・記録をあらわすことができる。現在パーフェクトとは，過去に実現した変化の結果が現

在（＝発話時点）までかかわり，効力をもっていることをいう。 
270) taːriːja ʼjuːbaɴnu tucjini saki nudoːɴ. ▲主体動作 

お父さんは 夕食の 時に 酒を 飲んでいる。 
271) kusueː naː nudiː.（    ɴː naː nudaɴ./nudoːɴ. ▲主体動作 

薬は もう 飲んだか？   うん，もう 飲んだ。 
272) taɴmeːja   haruɴkai Ɂɴzjoːɴ. ◆主体変化 

おじいちゃんは 畑に  出ている。 
273) taɴmeːja    saɴniɴmeːni toːkjoːɴkai Ɂɴzjoːɴ. ◆主体変化 

おじいちゃんは ３年前に   東京に  行っている。 
274) Ɂanu Qcjunu Ɂajaːja   ɡuniɴmeːni keːmaːsoːɴ. ◆主体変化 
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あの 人の お母さんは ５年前に 死んでいる。 
 
過去形（シテオッタ相当形式） 
 

●主体動作客体変化 ▲主体動作 ◆主体変化 

〈過去の動作進行〉 〈過去の動作進行〉 〈過去の主体変化結果〉 

 
過去の動作進行  
275) taroːɡa madu Ɂakitoːtaɴ.（太郎が 窓を 開けていた。）●主体動作客体変化 
276) kiQsa taːɡaraɡa madu Ɂakitoːtaɴ.（さっき 誰かが 窓を 開けていた。）●主体動作

客体変化 
277) Ɂanu tucji Ɂjaːja   nuː cjiQcjoːtaɡa.     kwaɴtuɁui cjiQcjoːtaɴ. ●主体動作

客体変化 
「あの とき あなたは 何を 切っていたの？」 「スイカを切っていた。」 

278) Ɂajaːja   sjimuɴzji kwaɴtuɁui cjiQcjoːtaɴ. ●主体動作客体変化 
お母さんは 台所で  スイカを 切っていた。 

279) taːriːɡa saki nudoːtaɴ.（お父さんが 酒を 飲んでいた。）▲主体動作 
280) Ɂanutucji taːriːja   tunainu hejaɴzji saki nudoːtaɴ. ▲主体動作 

あのとき お父さんは 隣の  部屋で  酒を 飲んでいた。 
281) taːriːja mata saki nudoːtaɴ.（お父さんは また 酒を 飲んでいた。）▲主体動作 
 
過去の主体変化結果  
282) hwiːraːɡa sjizjoːtaɴ.（ごきぶりが 死んでいた。）◆主体変化 
 
過去の反復・習慣  
283) taːriːja ʼwakasaru tucjineː meːjuru saki nudoːtaɴ./nudaɴ. ▲主体動作 

お父さんは 若い 頃は   毎晩  酒を 飲んでいた。 
284) Ɂanu kuroː meːnicji Qcjunu sjizjoːtaɴ. ◆主体変化 

あの 頃は 毎日   人が 死んでいた。 
 
局面動詞，アクチオンスアルトの形式 
ʼjun-aɡijuɴ（読みつつある），ʼjud-oːcjuɴ（読んで おく），ʼjudi ɁaQcjuɴ（読んで ばかりい

る），ʼjudi tuːjuɴ（読んで とおる（読破する）），ʼjudi ̕uɴ（読んで いるのだ），ʼjudi Ɂaɴ
（読んで あるのだ），ʼjudeː ̕ɴːzjuɴ（読んだ ことがある） 

 
４. 形容詞 
4.1. 第一形容詞 
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 形容詞語幹に連用形接辞 sa を後接させ，さらに無情物存在動詞 Ɂaɴ を融合させた形容詞を

第一形容詞と呼ぶ。 
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 Ɂakasaɴ（赤い） 
      テンス 

ムード 

非過去形 過去形 

直説法 非強調形 Ɂakasaɴ（赤い）  Ɂakasataɴ（赤かった）  

強調形 Ɂakasaru（赤いのだ）  Ɂakasataru（赤かったのだ） 

質問法 肯否質問 Ɂakasami（赤いか）  Ɂakasatiː（赤かったか）  

疑問詞質問 Ɂakasaɡa（赤いか） Ɂakasataɡa（赤かったか） 

疑い   

連体形 Ɂakasaru（赤い）  Ɂakasataru（赤かった）  

準名詞形 Ɂakasasji（赤いの） Ɂakasatasji（赤かったの） 

連用形 中止形 Ɂakasai（赤く）  

条件形 原因形 Ɂakasakutu，Ɂakasanu（赤いから） Ɂakasatakutu（赤かったので） 

条件形 Ɂakasareː，Ɂakasaraː 

うらめ条件 Ɂakasatiɴ，Ɂakasarawaɴ，Ɂakasarumuɴ，Ɂakasarumuɴnu 

逆接形  

 
述語 
285) manacjinu Ɂasjibaɴnu Ɂaːsanu   Ɂusjiroː maːsaɴ. 

真夏の  昼飯の  あおさの 汁は おいしい。［DB］ 
286) kunu kumuiɡwaːja ɁaQsaɴ  Ɂɴma Ɂamisjiti  ʼwakajuɴ. 

この 池は   浅いよ， 馬を 浴びせて わかる。［DB］ 
287) kuɴdunu maɴɡoːnu    naeː   hwirumasa   maɡisataɴ. 

今度の マンゴーの 実は めずらしく 大きかった。［DB］ 
規定語 
288) Ɂasamasjiː  niɴzjiɴ. 

あさましい 人間。［DB］ 
289) Ɂatarasjiː nasjimuɴnu Qkwa. 

大事な  生みの  子。［DB］ 

 
4.2. 第二形容詞 
述語 
290) Ɂareː  Ɂaːraɴkaː ʼjakutu  Ɂariɡa  Ɂisjeː    maQtoːba 'jaɴ. 

あれは 正直者だから，  彼が  いうことは 正直だ。［DB］ 
291) Ɂanu sakanajaːnu duruwakasjiːja Ɂazjikuːtaː ʼjaɴdisa. 

あの 店の ドゥルワカシーは 味が良い そうだ。［DB］ 
規定語 
292) kucjiaQsaru Qcjutoː kaɴnuːna kutoː soːdaɴnoː naraɴdoː. 
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口が軽い 人とは 肝要な ことは 相談は できないよ。［辞典］ 
293) Ɂicjideːzjina kutu 

一大事な こと ［辞典］ 
294) husoːuːna  cjiɴ   cjicjoːɴ.  

不相応な 着物を 着ている。［辞典］ 
295) makutuna muɴ.  

律儀な  者。［辞典］ 
 
4.3. 形容詞の否定の形式 
第一形容詞 Ɂakasaɴ（赤い） 

      テンス 

ムード 

非過去形 過去形 

直説法 非強調形 Ɂakakoː neːɴ（赤くない） Ɂakakoː neːɴtaɴ（赤くなかった） 

強調形 Ɂakakoː neːɴru 

（赤くないのだ） 

Ɂakakoː neːɴtaru 

（赤くなかったのだ） 

質問法 肯否質問 Ɂakakoː neːni（赤くないか） Ɂakakoː neːɴtiː 

（赤くなかったか） 

疑問詞質問 Ɂakakoː neːɡa（赤くないか） Ɂakakoː neːɴtaɡa 

（赤くなかったか） 

疑い   

連体形 Ɂakakoː neːɴ（赤くない） Ɂakakoː neːɴtaru（赤くなかった） 

準名詞形   

連用形 中止形 Ɂakakoː neːɴ（赤くなく） 

条件形 原因形 Ɂakakoː neːɴkutu 

（赤くないから） 

 

条件形 Ɂakakoː neːɴreː，Ɂakakoː neːɴraː 

うらめ条件 Ɂakakoː neːɴtiɴ，Ɂakakoː neːɴmuɴ，Ɂakakoː neːɴmuɴnu 

逆接形  

 
５. 副詞 
 副詞は述語の動詞をかざって，動作や状態の様子，程度をくわしく説明する。また，述語

の形容詞をかざって，性質や状態の程度を説明する。副詞には，程度副詞，量副詞，時間副

詞，様態副詞がある。様態副詞には，擬声擬態語によるものと形容詞や名詞派生の副詞によ

るものとがある。 
5.1. 程度，量副詞 
程度副詞 
296) Ɂaːhjaː   ɁuQsa  Ɂicjiɴ    naraɴnaː. 
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あれまあ，こんなに 言っても できないのか。［DB］ 
297) Ɂasasaɴcji  Ɂanu  kumui'uti Ɂasjideː naraɴdoː. ɁaQtani hukaQtu nairu tukurunu  Ɂaɴdoː. 

浅いといって，あの 池で 遊んではいけないよ。急に 深く なっているところが あ

るよ。［DB］ 
298) kureː      Ɂihweː Ɂahwasaɴdeː. 

この（おかずは） 少々  味が薄いよ。［DB］ 
299) duku Ɂaɴdazjuːsanu sjisjiburiː sutaɴjaː. 

とても 脂っぽくて 寒気が したね。［DB］ 
300) zjiruːja tiːbeːsanu  duku taɴcjinamuɴ nati naraɴsaː. 

次郎は 手が早くて，とても 短気者に なって だめだよ。［DB］ 
301) naɴdeːsjinu nai kamaːni kucjinuhata ɁiQpeː murasacji natoːɴ. 

桑の 実を 食べて 口の端が すごく 紫に なっている。［DB］ 
302) Ɂunu ʼwarabeː Ɂaɴsji kuːsuːraːsanu. 

この 子は こんなに かわいい。［DB］ 
303) dateːɴ  tideːjuɴ. 

うんと ごちそうする。［辞典］ 
304) muQtoː miːraɴsjiɡa   ʼjaːdu  ʼuɡajaː.  

全然 見えないけど， 病気で 寝ているのかな。［辞典］  
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量副詞 
305) hwirumasaɴjaː, ʼjamaɴmunu Ɂaɴsji dikitoːru. 

不思議だね，  山芋が そんなに たくさん実っている。［DB］ 
306) cjaQsaɴ    koːjuɴ. 

いくらでも 買う。［辞典］ 
307) hananu Ɂirukazi  sacjoːibiːɴ． 

花が  種々  咲いています。［辞典］ 
 
時間副詞 
308) naːɡati juːnu Ɂakijuɴ. 

やがて 夜が 明ける。［DB］ 
309) maneː   Ɂuɴna  kutuɴ  Ɂaɴ． 

たまには そんな ことも ある。［辞典］ 
310) cjaː   ʼjahwaraɡeːra sjoːɴ. 

いつも  病気ばかりしている。［辞典］ 
 
5.2. 様態副詞（擬声擬態語を含む） 
311) Ɂaːbaːsaːbaː munu ʼjunuɴ. 

ぺちゃくちゃ（とりとめもなく） しゃべる。［辞典］ 
312) baːbaː   meːjuɴ.  

ぼうぼう 燃える。［辞典］ 
313) hukubukuːtu kweːti Ɂakazakurairu soːɴjaː. 

ふくふくと 肥えて 赤桜色を していますね。［DB］ 
 
形容詞派生 
314) kuɴdunu maɴɡoːnu naeː hwirumasa maɡisataɴ. 

今度の マンゴーの 実は めずらしく 大きかった。［DB］ 
315) soːkitu deːkuni ʼjahwaQteːɴ nijuɴ.  

あばら肉と 大根を やわらかく 煮る。［DB］ 
316) tiː  ʼjahwaQteːɴɡwaː  kacimiti.  

手を やさしく   つかまえて。［辞典］ 
317) naːcjirizjiri natoːtaru doːkjuːsjiːɡa sjizjuːniɴburini suritaɴ. 

散り散りに なっていた 同級生が ４０年ぶりに 集まった。［DB］ 
318) cjuːzjuːku    musubuN. 

たいそう強く 結ぶ。［辞典］ 
319) cjuraːku  susureː. 
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きれいに 拭け。［辞典］ 
 
漢語由来の名詞に ni 格をくっつけている 
320) ʼwakasainikara Ɂaɴrakuni kurasjiːneː,tusji Ɂɴzjikara Ɂaɴmasa suɴdoː. 

若いときから 楽に 暮らすと，年を とってから 難儀するよ。［DB］ 
 

漢語つくりの要素のくり返し 
321) naːbeː Ɂiruiru Ɂucjikawatoːsjiɡa, ʼɴkasjinu haɡamasaːni Ɂubuɴ nicjimiːbusaɴ. 

鍋は いろいろ 変わったが, 昔の 羽釜で ごはんを 炊いてみたい。［DB］ 
 
陳述副詞 

陳述副詞は，一般の副詞とことなり，述語の陳述的な意味をおぎなったり強調したりする。

独立語としてはたらくものである。次の陳述副詞は，文にあらわされた内容に対する話し手

のなんらかの態度をあらわしている。 
322) Ɂaɴsjuka  cjurakoː  neːɴ. 

それほど 美しくは ない。［辞典］ 
323) Ɂikira   ɁuQsjaɡajaː.  

どんなに うれしいだろうね。［辞典］ 
324) Ɂikanasiɴ  Ɂikaɴ. 

どうしても 行かない。［辞典］ 
325) zoːi   Ɂujubaɴ.  

とても およばない。［辞典］ 
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第３章 自他動詞と他動性 

 
第１節 はじめに 
 

角田（1991）は，他動性を「自動詞文・自動詞節との関係も含めて，他動詞文・他動詞節

に関する言語現象一般を指す」と定義している。伝統的な文法理論においては，「目的語」を

有し，受動文をつくれるものが他動詞で，そうでないものは自動詞というように単一の指標

で二分されてきた。しかし，Hopper&Thonmpson（1980）が他動性について「連続的なもの」，

「他動詞文と自動詞文は峻別できない」と規定した研究以来，自動詞と他動詞を二分するカ

テゴリー観は見直されてきた。現在では，他動性とは，度合・程度の問題であるという理解

が主流になってきている。本研究においても，Hopper&Thonmpson や角田にならって他動性

を連続体としてとらえている。 
Haspelmath（1993）は，31 対の自他対応の調査票を用いて，日本語を含めた 21 の言語の

対照研究を行っている。この研究を皮切りにして，現在言語類型論の分野では語彙的な対を

なす自他動詞の類型化とその背景に関する議論が盛んに行われているようである 36。

Haspelmath の調査票は，対象となる動詞の数こそ少ないが，この調査票で一定の傾向をみる

ことができることがのちの多くの研究から示されており，個別言語を概観する時や，対照言

語学でよく用いられている37。 
第２節では，この Haspelmath（1993）調査票を用いて調査をおこなった。Nichols et al.（2004）

は。世界中の言語の自他対応を調査し，地域ごとにその傾向がまとまってあらわれることを

発見している。日本語は他動化が優位の言語であり，この傾向は北米と北アジアに顕著であ

ると指摘している。一方で，ナロック（2007）は，日本語はかつて他動化の方向がより生産

的だったが，二段活用の喪失が一つの要因となって他動化のタイプが増えたことを考察して

いる。 
 首里方言も Nichols 他から予想できるように他動化が優位の言語であることがわかった。

ただし，日本語よりもその傾向が強くあらわれている。なぜ首里方言では日本語以上に他動

詞化の派生が顕著にみられるのかについては，佐々木・當山（2014）で考察したが，動詞の

活用形の変化だけにその理由を求めることはできない。 
第３節では，日本語以上に他動化が発達している首里方言の背景には使役が発達している

ことがあると仮定して，使役と他動性に関する考察を行った。 
佐々木・當山（2014）でも述べたが，日本語諸語のなかでも他動化の度合いには幅がみら

れる。自動化が発達している北海道の方言，他動化が発達している首里方言，その中間にあ

るものとして現代日本語がある。琉球方言内にも他動化の程度に幅がある可能性がある。そ

                                                   
36 国立国語研究所の〈共同研究プロジェクト〉「述語構造の意味範疇の普遍性と多様性」（代

表：プラシャント・パルデシ）など。 
37 上の同プロジェクトや，西光義弘，プラシャント・パルデシ編（2010） 
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れは，例えば，奄美以北の方言は第二使役をもっておらず，南琉球方言にはもつ方言が存在

しているといったような方言ごとの第二使役の有無および用法と関連しているのかもしれな

い。 
琉球方言の観点からみた場合，Haspelmath の調査票は，動詞の数が少ないことに加えて，

有対自他動詞のみの分類で，無対自他動詞は項目にはいっていない。動詞も "freeze"や " 

improve”，” develop”のような，琉球方言には対応する動詞がないものがあるという問題点がある。

その際には，Haspelmath の調査票をもとに調査，分析した本報告をもとに，琉球方言内のバ

リエーションが観察できる動詞を選び，無対自他動詞も項目に含めるといったようなアレン

ジが必要になるだろう。 
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第２節 自他動詞の派生関係と他動性 
 
０. はじめに 
 本節では，首里方言の他動性の表現について，使役構文の特徴や自他動詞の形態論的な派

生の観点からその特徴の記述を試みる。まず，語彙的にペアをなす自他動詞（有対自他動詞）

とペアをなさない自他動詞（無対自他動詞）をとりあげて，形態論的な形つくりや派生の特

徴から首里方言の他動性についてみていき，当該方言において，形態論的な手段による他動

詞化が生産的に行われていることを指摘する。 
 
１. 有対自他動詞と無対自他動詞の派生関係 
 首里方言において，自動詞と他動詞は異なる形式をとる。両者には形式を異にしながらも，

語幹の内部に共通の部分をもち，対をなしているものがある（以下，有対自動詞，有対他動

詞38）。ただし，音韻変化の結果，形式的にわかりにくくなっている場合がある39。 
326) ʼjuː=nu ʼwacjuɴ.〈有対自動詞〉  ʼjuː ʼwak-asuɴ.〈有対他動詞〉 

湯=が  沸く。    湯を 沸かす。  
 

有対自動詞と有対他動詞のなかにも，他動詞派生のもの，自動詞派生のもの，どちらから

の派生かわからないものがある。他動詞から自動詞を派生させる場合，他動詞の語根に接尾

辞-ajuɴ を付けて派生させる(2)。自動詞から他動詞を派生させる場合，自動詞の語根に接尾

辞-asuɴ を付けて派生させる(3)。それ以外は双方向的な対応関係と見なすことにする(4)。 
327) ʔiːcjuː cjinazjuɴ. ʔiːcjuː=nu cjinaɡ-ajuɴ40. 〈他動詞派生のもの〉 

糸を つなぐ。  糸=が   つながる。 
328) ʼjuː=nu ʼwacjuɴ. ʼjuː ʼwak-asuɴ41. 〈自動詞派生のもの〉 

湯=が 沸く。 湯を 沸かす。 
329) miː=nu Ɂutijuɴ. miː Ɂutusuɴ.    〈双方向的な対応関係〉 

 実=が 落ちる。 実を 落とす。 
 
また，対をもたない自動詞と他動詞（以下，無対自動詞，無対他動詞）も存在する。 

                                                   
38 有対他動詞，無対他動詞の用語は，早津恵美子（1986）「有対他動詞と無対他動詞の違い

について－意味的な特徴を中心に」による。有対他動詞は「語彙的使役動詞」ともよばれる

が，本研究では，「語彙的使役動詞」という用語は用いない。 
39 waki ’uɴ＞wakjuɴ＞waʧuɴ（沸く）。首里方言において，終止形の非過去形は第一中止形に

存在動詞’uɴ（居る）が音韻的に融合したものである。よって，この例では wak-を語幹内部

の共通部分とみなす。 
40 首里方言において，ʧinaɡi ’uɴ（つなぐ），ʧinaɡ-ari ’uɴ（つながる）にさかのぼることがで

きる。よって，この例では-ajuɴ を自動詞派生の接尾辞とみなす。 
41 この例では-asuɴ を他動詞派生の接尾辞とみなしている。 
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330) tui=nu sjidijuɴ. 鳥=が 孵化する。 〈無対自動詞〉 
331) cjaː numuɴ. お茶を 飲む。 〈無対他動詞〉 
 
２. 有対自他動詞の派生のタイプ 

有対自動詞と有対他動詞の形態論的な派生関係は，Haspelmath（1993）にしたがって類型

論的な観点から分析すると，使役化（Causative），逆使役化（Anticausative），両極形（Equipollent），
補充形（Suppletive），および，自他同形（Labile）の 5 つのパターンが存在する。 

例えば，日本語の自動詞と他動詞の形態論的な派生関係をこの観点から見た場合，自動詞

をもとにして他動詞が派生したもの（susum-eru「すすめる」―susumu「すすむ」）である使

役化（以降，“C”），逆に他動詞をもとにして自動詞を派生したもの（kudaku「くだく」－

kudak-eru「くだける」）である逆使役化（以降，“A”），どちらがもとになったかわからず，

双方向的な派生とみなせるもの（noko-ru「のこる」－noko-su「のこす」）である両極形（以

降，“E”），意味的に対になる自動詞と他動詞の語根において異なる形式が用いられている

（sjinu「死ぬ」－korosu「殺す」）補充形（以降，“S”），また，他動詞と自動詞が同じ形であ

るもの（扉をとじる―扉がとじる）である自他同形（以降，“L”）が存在している。Nichols et 
al. (2004)は，日本語においては使役化の派生が最も強い傾向にあり，このような他動化の傾

向は北米と北アジアに顕著であると指摘している。 
 
３. 動詞の形つくりの特徴と派生との関係 

首里方言の動詞の活用のタイプは，語幹(基本語幹，連用語幹，音便語幹)と語尾のつくり

方から規則変化動詞と特殊変化動詞にわけることができる。規則変化動詞は，強変化動詞と，

強変化と弱変化が混合した混合変化動詞にわかれている。混合変化は現代日本語の弱変化動

詞に対応しており，強変化と違って音便語幹をもたない。しかし，現代日本語の弱変化動詞

の基本語幹が母音で終わっているのに対して，首里方言の混合変化動詞の基本語幹は r 語幹

化のために子音になっている。このように，首里方言の混合変化動詞には音便語幹がないこ

とと，基本語幹末が子音であることから，弱変化動詞と強変化動詞の混合の活用をするよう

になっており，混合変化動詞とよばれるゆえんとなっている。 
語幹には，標準語とはちがい連用語幹がある。連用語幹は第一中止形（「連用形」）に存在

動詞ʼuɴ (居る)が文法化してくみあわさり音韻的に融合し，その過程でいろいろな音韻変化が

おきて新たに派生したものである。 
例えば，「読む」という動詞について，命令形，終止形，過去形をそれぞれあげると次のよ

うになる。 
 
ʼjumi（読め／基本語幹ʼjum），̓ junuɴ（読む／連用語幹ʼjun），̓ judaɴ（読んだ／音便語幹ʼjud） 
 
この 3 つの形に含まれているʼjum，ʼjun，ʼjud がそれぞれ基本語幹，連用語幹，音便語幹で

ある。語幹とは，「文法的な形のちがいにかかわりのない部分であって，原則的には，その単



83 
 
 
 
 
 

語に共通する意味や性格のしるしになる部分*42」であり，語尾をともなうことでさまざまな

文法的な形をつくる。そのため，動詞の文法的な形はこの 3 つの語幹の形から推測できる。 
動詞の派生関係を考える上で，首里方言の終止の非過去形は第一中止形に存在動詞が音韻

的に融合した形であらわれているため，この形のみで考察するのはわかりづらい。これに対

して，命令形，勧誘形などは基本語幹を構成要素にもつ。基本語幹を構成要素にもつ活用形

は，その動詞本来の姿を保存している場合があって，動詞のなりたちを知る上で重要である。

連用語幹も基本語幹から派生しており，なりたちを説明できることから，基本語幹の活用形

の動詞は無視することはできない。しかし，一方で，このような動詞は，弱変化動詞の語幹

末や一部の強変化動詞の語幹末が r であらわれるという「r 語幹化」の現象が起こる。r 語幹

化は，「すべての活用形，派生形式に一様におこったのではなく，活用形によって，あるいは，

派生動詞によって差がみられ*43」る。すなわち，派生関係を分析するためには，連用語幹だ

けではなく，基本語幹や基本語幹からつくられる活用形をふまえた上での考察を行う必要が

ある。 
なお，さしだす例において，語根（単語つくり，形つくりの意味上の最小単位。動詞を派

生させるもとになる要素）と接尾辞の境界にはʼwak-asuɴ のように「-」を挿入する。また，

強変化動詞はⅠ，混合変化動詞はⅡ，特殊変化動詞はⅢとそれぞれ示すことにする。 
 
４. 自動詞から他動詞を派生させるタイプ（Causative） 

自動詞の語根に接尾辞-asuɴ をつけて，他動詞を派生させるタイプであり，首里方言の自他

動詞の派生のタイプとしては，比較的よくあらわれる。なお，派生もとの形がわかるように

基本語幹や連用語幹をふまえて，それぞれの動詞の語根を示した。 
自動詞（語根）   他動詞  語根-接尾辞 
Ⅰʼwacjuɴ（ʼwak-）「沸く」 Ⅰʼwakasuɴ ʼwak-as 
Ⅰkaːracjuɴ（kaːrak-）「乾く」 Ⅰkaːrakasuɴ kaːrak-as 
Ⅰmicjuɴ（mit-）「みちる」 Ⅰmitasuɴ mit-as 
Ⅰkurubuɴ（kurub-）「転ぶ」 Ⅰkurubasuɴ kurub-as 
Ⅰkuhaiɴ（kuhar-）「凍る」 Ⅰkuharasuɴ kuhar-as 
Ⅰʔuwajuɴ（ʔuwar-）「終わる」 Ⅰʔuwarasuɴ ʔuwar-as 
Ⅰmiɡuiɴ（miɡur-）「まわる」 Ⅰmiɡurasuɴ miɡur-as 
Ⅱʔɴzjiːɴ（ʔɴz-）「出る」  Ⅰʔɴzjasuɴ ʔɴzj-as 
Ⅱtukiːɴ（tuk-）「とける」 Ⅰtukasuɴ tuk-as 
Ⅱʼjuriːɴ（ʼjur-）「ゆれる」 Ⅰʼjurasuɴ ʼjur-as 
 

他動詞と使役動詞の派生の仕方の制限や，派生の制限に伴う使役文があらわす意味構造の

相違をふまえて，本稿では次のような s 語幹末動詞の有対他動詞は，対になる自動詞の語根

                                                   
42 鈴木（1972）pp.150. 
43 かりまた（2006）pp.7. 
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から suɴ をつけて派生したものであるとみなしている。（第３節も参照。） 
自動詞（語根）   他動詞   語根-接尾辞 

maːiɴ（maː-）「まわる」  maːsuɴ44「まわす」 maː-s 
kuːriːɴ（kuː-）「こわれる」 kuːsuɴ「こわす」 kuː-s 
ukiːɴ（ukir-）「起きる」  ukusuɴ「起こす」 uku-s 
 
５. 他動詞から自動詞を派生させるタイプ（Anticausative） 

他動詞から自動詞を派生させる場合，他動詞の語根に自動詞派生接尾辞-aiɴ（-ajuɴ）をく

っつける。また，ʼwakariːɴ「わかれる」のように受動動詞の形と同音形式である接尾辞-ariːɴ
をくっつけてつくるものもある。 
他動詞（語根）    自動詞  語根-接尾辞 
Ⅰcjiruzjuɴ（cjiruɡ-）「つなぐ」  Ⅰcjiruɡaiɴ cjiruɡ-ar 
Ⅰcjinazjuɴ（cjinaɡ-）「つなぐ」  Ⅰcjinaɡaiɴ cjinaɡ-ar 
Ⅱtumiːɴ（tum-）「止める」  Ⅰtumaiɴ tum-ar 
Ⅱhazjimiːɴ（hazjim-）「始める」  Ⅰhazjimaiɴ hazjim-ar 
Ⅱhiruɡiːɴ（hiruɡ-）「広げる」  Ⅰhiruɡaiɴ hiruɡ-ar 
Ⅱkeːjuɴ（keː-）「変える」  Ⅰkawaiɴ kaw-ar 
Ⅱʔacjimiːɴ（ʔacjim-）「集める」  Ⅰʔacjimaiɴ ʔacjim-ar  
Ⅱʼwakiːɴ（ʼwak-）「わける」  Ⅱʼwakariːɴ ʼwak-ariː 
 
６. どちらがもとになったかわからないタイプ（Equipollent） 
自動詞   語幹  他動詞   語幹 
Ⅰsjizjimuɴ「沈む」 sjizjim-  Ⅱsjizjimiːɴ「沈める」 sjizjimi- 
Ⅰtacjuɴ「あがる」 tat-  Ⅱtatijuɴ「あげる」 tati- 
Ⅰʔakiːɴ「開く」 ʔaki-  Ⅱʔacjuɴ「開ける」 ʔak- 
Ⅰsjimaiɴ「閉まる」 sjima-  Ⅱsjimiːɴ「閉める」 sjimi- 
Ⅰhazjuɴ「はぐ」 haɡi-  Ⅱhaɡiːɴ「はがれる」 haɡ- 
Ⅱʼwariːɴ「割れる」 ʼwari-  Ⅰʼwajuɴ「割る」 ʼwar- 
Ⅱʼjakiːɴ「焼ける」 ʼjaki-  Ⅰʼjacjuɴ「焼く」 ʼjak- 
Ⅱʼjaɴdijuɴ「こわれる」 ʼjaɴdi-  Ⅰʼjaɴzjuɴ「こわす」 ʼjaɴd- 
 
７. 補充形によるタイプ（Suppletive） 
自動詞    他動詞 
Ⅱmaːsuɴ「死ぬ」  Ⅰkurusuɴ「殺す」 
Ⅲsjinuɴ「死ぬ」   Ⅰkurusuɴ「殺す」 

                                                   
44 ma:suɴ「まわす」は，ma:suɴ「死ぬ」と同音なので，忌んで miɡurasuɴ を多く用いる。（『沖

縄語辞典』） 
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ⅢhaQteɴ suɴ「発展する」 ⅡhaQteɴ sjimiːɴ「発展させる」 
 
８. 無対他動詞 
Ⅰnumuɴ（飲む），Ⅰkwajuɴ45（食べる），Ⅰkajuɴ（刈る），Ⅰcjicjinuɴ（包む），Ⅰdacjuɴ（抱

く），Ⅰtujuɴ（取る），Ⅰʔujuɴ（売る），Ⅰcjukujuɴ（作る），Ⅰkamuɴ（食べる），Ⅰʔarajuɴ（洗

う），Ⅰmucjuɴ（持つ），Ⅰʼjunuɴ（読む），Ⅰkacjuɴ（書く），Ⅰkurusuɴ（殺す），Ⅰhusuɴ（干

す） 
 
９. 無対自動詞 
9.1. 意志動詞 
ⅠʔaQcjuɴ（歩く），Ⅰhataracjuɴ（はたらく），Ⅰtacjuɴ（立つ），Ⅰmoːjuɴ（舞う），Ⅰʔutajuɴ
（歌う），Ⅰʔasubuɴ（遊ぶ），Ⅰʔudujuɴ（踊る），Ⅱnuɡijuɴ（逃がれる），Ⅲʔicjuɴ（行く），

Ⅲnaːhwakeɴbucju suɴ（那覇見物する），Ⅲɡakumoɴ suɴ（学問する），Ⅲharusjiɡutu suɴ（畑

仕事する），Ⅲsoːzji suɴ（掃除する），Ⅲsjiɡutu suɴ（仕事する），Ⅲbaɴ suɴ（番する），

Ⅲʔɴzjiʔiri suɴ（出入りする），Ⅲʔawari suɴ（哀れな暮らしをする），ⅢdiQsjiɴ suɴ（立身

する），Ⅲʼjudaɴ suɴ（油断する），Ⅲcjuːɴ（来る） 
 
9.2. 無意志動作 
Ⅰnacjuɴ（泣く），Ⅰʔudurucjuɴ（驚く），Ⅰʼwarajuɴ（笑う），Ⅰniɴzjuɴ（寝る），Ⅰʔuticjicjuɴ
（落ち着く），Ⅰkusamicjuɴ（おこる），Ⅰʼjurukubuɴ（よろこぶ），Ⅰsjiwasuɴ（心配する），

Ⅰʔureːsuɴ（羨ましがる），Ⅰʔisoːhasuɴ（楽しがる），Ⅰʔicjunahasuɴ（忙しがる） 
 
１０. まとめ 
 首里方言の有対自他動詞には，自他の派生のタイプとして，自動詞をもとにして他動詞が

派生したもの（C），他動詞をもとにして自動詞が派生したもの（A），どちらがもとになった

かわからず双方向的な派生とみなせるもの（E），補充法によるもの（S）のよっつのタイプ

が存在する。このうち，もっとも多いものが自動詞をもとにして他動詞が派生したタイプで

あった。本報告では，使役動詞の派生の仕方の制限の観点により，s 語幹末子音の他動詞は，

自動詞がもとになっているタイプ（C）であるとみなした。このような派生関係に対して，

受動構文，使役構文のようなヴォイスに関わる構文がどのようになっているかを具体的に示

すことが今後の課題としてあげられる。なお，かりまた（2011）では，石垣方言の有対自他

動詞，無対自動詞，無対他動詞の派生関係について述べられているが，琉球諸語の中でもバ

リエーションがある可能性を示唆している。このような他動性に関する多様性のなかで当該

方言がどのように位置づけられるのかを検討していくことも必要である。  

                                                   
45 動物について，また，卑しめていう場合。 
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第３節 使役動詞と他動性－他動詞派生接尾辞と使役動詞派生接尾辞－ 
 
０. はじめに 

首里方言では，自動詞から他動詞を派生させる有対自他動詞の場合，自動詞の語根に他動

詞を派生させる他動詞派生接尾辞-asuɴ を後接させる【naɡariːɴ（流れる・有対自動詞）－

naɡ-asuɴ（流す・有対他動詞）】。一方，使役動詞は，原動詞（接尾辞がついていない動詞の

形式）の語根に接尾辞-(a)suɴ を後接させてつくる第一使役動詞（以下，第一使役）と，接尾

辞-(a)sjimiːɴ を後接させてつくる第二使役動詞（以下，第二使役）がある【numuɴ（飲む・無

対他動詞）－num-asuɴ（飲ませる・第一使役）－num-asjimiːɴ（飲ませる・第二使役）】。他動

詞派生接尾辞-asuɴ と第一使役派生接尾辞-asuɴ は同音形式であり，後接する動詞のタイプに

よって，あるときは他動詞に，あるときは使役動詞になる。本節では，このような自他動詞

および使役動詞の派生の制限と使役文が実現する意味，他の琉球語諸語の先行研究も根拠に

しながら，同音形式の二つの接尾辞-asuɴ は同じものである可能性についても述べる。 
 
１. 第一使役の派生の制限 

首里方言では，第一使役の派生に制限があり，原動詞によっては第一使役がつくれないタ

イプが存在する。語幹末子音が-s である他動詞からは，有対自動詞から派生させた有対他動

詞 (1)，どちらからの派生かわからない有対他動詞(2)，無対他動詞(3)のいずれの場合も第一

使役を派生させることができない。一方，無対自動詞(4)や語幹末子音が-s 以外の有対他動詞

(5)からは第一使役を派生することができる。首里方言において第一使役を派生することがで

きない理由として，接尾辞-asuɴ がついた他動詞に対して同起源の接尾辞-asuɴ を重ねて後接

させることはできないからと考える。 
  自動詞      他動詞     第一使役    第二使役  
1) ʼwacjuɴ（沸く）→ ʼwak-asuɴ（沸かす）   × → ʼwak-asjimiːɴ 
2) Ɂutijuɴ（落ちる）／ Ɂutusuɴ（落とす）  × → Ɂutu-sjimiːɴ 
3)           kurusuɴ（殺す）   × →  kuru-sjimiːɴ 
4) ɁaQcjuɴ（歩く）     →ɁaQk-asuɴ   ɁaQk-asjimiːɴ 
5) sum=ajuɴ（そまる）←sumijuɴ（そめる） →sumir-asuɴ   sumir-asjimiːɴ 
 
２. 使役動詞の派生と使役文があらわす意味構造 

第一使役を派生できるタイプとできないタイプとでは，使役動詞を述語にした時に使役文

の実現する意味が異なる。第一使役を派生できるタイプの原動詞からそれぞれの使役動詞を

派生させた場合，第一使役を述語にすえた時，動作の生じるきっかけ46が主語の使役主体に

                                                   
46 動作のきっかけが使役主体と動作主体のどちらにあるかの分類の判断の基準は，佐藤里美

(1986)に依拠する。佐藤は，「動作の源泉」が使役主体にある場合，「使役主体のなんらかの

うごき（はたらきかけ）がなければ，動作主体の動作そのものが生じえない。」と述べ，「動
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あることをあらわし，使役文は〈指令〉あるいは〈強制〉の意味を実現する傾向にある。第

二使役を述語にすえた時，動作の生じるきっかけが補語の動作主体にあることをあらわし，

使役文は〈許可〉あるいは〈放任〉の意味を実現する傾向にある。一方，第一使役を派生す

ることができないタイプの原動詞から第二使役を派生させた場合，本来なら第一使役が実現

する〈指令〉を第二使役を述語にもつ文があらわすことができる。このように，使役動詞の

派生の制限は，使役文の実現する意味にも違いをもたらすのである。以下，表や文において，

〈指令〉は〈強制・指令〉，〈許可〉は〈許可・放任〉をあらわすことを示している。 
 

［表１］使役動詞の派生の制限と使役文が実現する意味 

原動詞 第一使役 第二使役 

ʼwarijuɴ 
（割れる） 

ʼwajuɴ 
（割る） 

ʼwar-asuɴ 
〈指令〉 

ʼwar-asjimiːɴ 
〈許可〉 

Ɂutijuɴ 
（落ちる） 

Ɂutusuɴ 
（落とす) 

 
 

Ɂutu-sjimiːɴ 
〈指令〉〈許可〉 

 
 
第一使役を派生するタイプ 
332) taɴmeː=ja  taroː=ɴkai tamuɴ   ʼwaracjaɴ. 〈指令〉 

祖父=は   太郎=に  薪を   割らせた。   
333) ʼwarabi=nu saQkwiː soːtakutu,  kusui  numasuɴ.〈指令〉 

子ども=が 咳を  していたので，薬を 飲ませる。 
334) ʼwarabi=ɡa tamuɴ ʼwatimibusaɴ=di   Ɂjuːkara Ɂukaːsaɴ=di Ɂumutasjiɡa   

子ども=が 薪を  割ってみたい=と 言うので，危ない=と 思ったが  
  taːriː=ja ʼwarabi=ɴkai tamuɴ ʼwarasjimitaɴ.〈許可〉 
  父=は  子ども=に  薪を 割らせた。 
335) ʼjaQcjiː=ɡa saki numibusasoːtakutu,     Ɂuhwoːku numasjimiːɴ.〈許可〉 

兄=が   酒を 飲みたそうにしているから，たくさん 飲ませる。 
 
第一使役を派生しないタイプ 
336) ʼjaQcjiː=ɡa ɁuQtu=ɴkai  kiː=nu  nai  Ɂutusjimitaɴ.〈指令〉 

兄=が  弟=に     木=の  実を 落とさせた。 
337) baɴsjiruː=ɡa kamibusa=ɴcji  Ɂjuːɡutu, Ɂajaː=ja  ʼwarabiː=ɴkai  

グァバ=が 食べたい=と 言うので，母=は  子ども=に 

                                                                                                                                                                    
作の源泉」が動作主体にある場合，「動作主体の主体的な意志，欲求のなかに動作が生じるも

と（源泉）があるのだが，使役文をもちいて，使役主体がひきおこしたかのように表現する

ことができる。」と述べる。佐藤の「動作の源泉」を本稿では早津(2007)にならい「動作の生

じるきっかけ」と呼んでいる。 
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miː  Ɂutusjimitaɴ.〈許可〉 
  実を 落とさせた。 
 

なお，主体の意志性のある動きをあらわす無対自動詞 ɁaQcjuɴ（歩く）からも第一使役

ɁaQkasuɴ と，第二使役 ɁaQkasjimiːɴ をそれぞれ派生させることができる。この自動詞使役文

は，補語に位置する客体（人）に働きかけて，位置変化を惹き起こすことをあらわす。第一

使役が述語になると〈強制〉や〈指令〉の意味を実現し，第二使役が述語になると〈許可〉

や〈放任〉の意味を実現する。 
     第一使役   第二使役  
ɁaQcjuɴ（歩く）   →ɁaQk-asuɴ  ɁaQk-asjimiːɴ 
     〈指令〉  〈許可〉 
 
338) hanakoː ʼwarabi  kuruma=ɴkai nusjiraɴɡutu  ʼjaː=madi ɁaQkacjaɴ.  

花子は 子供を 車=に   のせないで， 家=まで 歩かせた。〈指令〉 
339) taroː=ɡa duːcjui=sji  Ɂacjibusaɴ=cji Ɂicjakutu   taroː duːcjui  ɁaQkasjimitaɴ.  

太郎=は 一人=で   歩きたい=と 言ったので，太郎を 一人で 歩かせた。〈許可〉 
 
３. 他動詞と使役動詞 

有対自動詞 Ɂɴzjiːɴ（出る）を述語にすえた自動詞文は，物が主体になることも，人が主体

になることもできる。接尾辞-asuɴ を後接させた他動詞 Ɂɴzj-asuɴ が述語になると，対格の物

名詞を補語にすえた場合，客体（物）にはたらきかけて，位置変化させることをあらわす他

動詞文になる。一方，対格の人名詞を補語にすえた場合，補語にあらわれる人は，主体から

のはたらきかけを受ける客体であると同時に位置変化をおこす主体でもあり，使役動詞とお

なじ二重性をもっていて，使役性をもつとみなせる。ただし，客体が与格ではなく対格であ

る点が他動詞的であり，人を補語にすえる Ɂɴzjasuɴ は他動使役的な動詞といえる。他動性と

使役性はとけあっており，深い関係をもっていることがわかる。 
340)       kuruma=ɡa  cjuːsjazjoː=kara  Ɂɴzjiːɴ. 

車=が    駐車場=から  出る。 （自動詞文） 
341) hanako=ɡa  kuruma          Ɂɴzjasuɴ. 

花子=が   車を            出す。 （他動詞文） 
342)           sjiːtu=ɡa  roːka=ɴkai  Ɂɴzjiːɴ. 

生徒=が  廊下=に    出る。  （自動詞文） 
343) sjiɴsjiː=ɡa    sjiːtu   roːka=ɴkai  Ɂɴzjasuɴ. 

先生=が   生徒を    廊下=に    出す。  （他動使役文） 
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◇人が直接対象   第一使役    第二使役  
Ɂɴzjiːɴ（出る・自） 
 ↓ 
Ɂɴzj-asuɴ（出す・他動使役） →×    Ɂɴzj-asjimiːɴ 
 
◇物が直接対象   第一使役    第二使役  
Ɂɴzjiːɴ（出る・自） 
 ↓ 
Ɂɴzj-asuɴ（出す・他）    →×    Ɂɴzj-asjimiːɴ 
           〈指令〉〈許可〉 
 
述語に第二使役があらわれ，人が直接対象として補語にあらわれるもの 
〇〈間接※指令〉の文 
344) hanako=ɡa sjiɴsjiː=ni Ɂijaːni  taroː  roːka=ɴkai  Ɂɴzjasjimitaɴ. 
  花子=が  先生=に 言って 太郎を ろうか=に  出させた。 
〇〈間接※許可〉の文 
345) Ɂajaː=ja ɁuQtu=ɴkai Ɂijaːni  taroː huka=ɴkai   Ɂɴzjasjimitaɴ.  

母=は 妹=に      言って 太郎を 外=に   出させた。 
[悪いことをした太郎が倉に閉じ込められていて，かわいそうに思った妹が母に太郎を出してあげ

てもいいか聞いたとき] 

 
有対自動詞 Ɂukijuɴ（起きる）を述語にすえた自動詞文は，人間の無意志的な心理的，生理

的な現象をさししめす。有対他動詞 Ɂukusuɴ（起こす）を述語にすえた他動詞文の場合，主

語にあらわれる人間が補語にあらわれる人間に働きかけて，心理的，生理的な現象（変化）

を惹き起こさせることをあらわし，使役性をもつ。つまり，他動詞 Ɂukusuɴ は他動使役的な

動詞である。Ɂukijuɴ と Ɂukusuɴ はどちらから派生したのか不明な自他動詞であるが，Ɂukusuɴ
から*Ɂukasuɴ や*Ɂukusasuɴ のような第一使役を派生させることはない。これは，使役性をも

つ他動詞 Ɂukusuɴ が使役動詞としての役割も担っているため，第一使役を派生させる必要が

なかったと考えることができる。また，第二使役 Ɂukusjimiːɴ を述語にすえた時，出来事の参

加者が増加することを示す。したがって，第一使役を派生させることができない s 語幹末動

詞の他動詞における suɴ は，第一使役の派生接尾辞 asuɴ と同じものであるとみなせる。 
 

     第一使役   第二使役  
Ɂukusuɴ （起こす・他動使役）  ×  →Ɂuku-sjimiːɴ 
 ↑↓ 
Ɂukijuɴ（起きる・自） 
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346)              ɁuQtu=ɡa   Ɂukijuɴ. 
弟=が     起きる。   （自動詞文） 

347)      ʼjaQcjiː=ɡa  ɁuQtu     Ɂukusuɴ./ *Ɂukusjimiːɴ 
兄=が    弟を      起こす。     （他動使役文） 

348) Ɂajaː=ɡa  taroː=ɴkai    ɁuQtu     Ɂukusjimiːɴ. 
母=が   太郎=に   弟を      起こさせる。 （第二使役） 

 
４. 自動詞使役文と他動詞文（主体動作客体変化動詞） 
 有対自動詞の中には，自動詞使役文が派生できるタイプがある。主体動作客体変化動詞に

分類される他動詞と対をなす有対他動詞 sumijuɴ（染める）からは，有対自動詞 sum-ajuɴ（染

まる）を派生させることができる。また，sumajuɴ を述語にした自動詞文を内に含んで派生

した自動詞使役文が存在し，この自動詞使役文の述語には，自動詞の第一使役 sumar-asuɴ が

あらわれる。sumarasuɴ を述語にすえた使役文は，主語に位置する使役主体が補語に位置す

る客体の変化をさまたげず，なすがままにすることをあらわす〈放任〉の文である(22)。こ

の時，他動詞文と自動詞使役文は，主体の客体に対する働きかけに焦点がおかれるか，客体

の変化に焦点がおかれるかで異なる。 
 

第一使役     第二使役  
sumijuɴ（そめる・他） →sumir-asuɴ〈指令〉    →sumir-asjimiːɴ〈許可〉 
 ↓          
sum-ajuɴ（そまる・自） →sumar-asuɴ〈放任〉 
           
349)       Ɂiːcjuː=nu sumajuɴ. 

糸=が   染まる。 （自動詞文） 
350) Ɂɴmeː=ɡa  Ɂiːcjuː   sumarasuɴ. 

祖母=が  糸を   染まらせる。 （自動詞使役文） 
［祖母が，染料の中に糸をしばらくの間入れて染めた時］ 

 

351)      Ɂajaː=ɡa        Ɂiːcjuː  sumijuɴ. 
母=が        糸を  染める。 （他動詞文） 

352) Ɂɴmeː=ɡa Ɂajaː=ɴkai  naraːcji Ɂiːcjuː sumirasuɴ. 他・第一使役・〈指令〉  
  祖母=が  母=に     教えて， 糸を 染めさせる。 
353) Ɂɴmeː=ɡa Ɂajaː=ni   naraːcji  Ɂiːcjuː sumirasjimitaɴ.他・第二使役・〈許可〉  
  祖母=が  母=に     教えて， 糸を 染めさせた。 
［おかあさんが教えてほしいとたのんで，糸を染めたとき］  

 
有対他動詞の場合に第一使役が派生できないタイプの例もあげておく。次の有対自動詞
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naɡeːriːɴ（流れる）からは状況が許せば第一使役も第二使役も派生させることができる。自

動詞使役文は，事態をなすがままにさせる〈放任〉の文を含みこんでおり，使役主体や間接

的な使役主体はその事態に関与する存在としてあらわれている。 
           第一使役    第二使役  
naɡ-asuɴ（流す・他）    ×     →naɡ-asjimiːɴ 
  ↑                     〈指令〉〈許可〉 
naɡeːriːɴ（流れる・自）  →naɡeːr-asuɴ  →naɡeːr-asjimiːɴ 
               〈放任〉    〈指令〉〈許可〉 
〇他動詞文 
354) hanakoː=ɡa  mizji naɡasuɴ. 

花子=が    水を  流す。 
〇他動詞使役文・第二使役が述語・〈指令〉の文 
355) Ɂajaː=ɡa hanakoː=ɴkai  mizji naɡasjimiːɴ.  

母=が 花子=に    水を  流させる。 
〇他動詞使役文・第二使役が述語・〈許可〉の文 
356) hanakoː=ɡa Ɂajaː=ɴkai mizji naɡeːracji sjimumi=ɴdi cjicjakutu  

花子=が  母=に  水を   流していいか=と   聞いてきたので，  
Ɂajaː=ja hanakoː=ɴkai mizji naɡasjimitaɴ.  
母=は  花子=に   水を  流させた。 

 
〇自動詞文 
357) mizji=nu naɡeːriːɴ.  

水=が  流れる。 
〇自動詞使役文・第一使役が述語・〈放任〉の文 
358) ɴːzju=nu kiː=nu hwaː tuti  mizji   naɡeːrasuɴ.   

溝=の  木=の 葉を とって 水を    流れさせる。 
〇自動詞使役文・第二使役が述語・〈指令→放任〉の文 
359) Ɂajaː=ɡa hanakoː=ɴkai  Ɂijaːni  Ɂɴːzju=nu hwaː  tujaːni  

母=が  花子=に    いって，溝=の  葉を とって  
mizji naɡeːrasjimitaɴ. 
水を 流れさせた。 

〇自動詞使役文・第二使役が述語・〈許可→放任〉の文     
360) kokudokoːcuːsjoː=nu ʼjurusaːni koːzjiɴ Qcju=ɴkai kaːra=nu  

国土交通省=が   許して， 工事の  人=に  川=の 
mizji naɡeːrasjimitaɴ. 
水を  流れさせた。 
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人が主体になる有対自動詞 Ɂukijuɴ からも，自動詞の第一使役 Ɂukir-asuɴ を派生することが

できる。Ɂukirasuɴ を述語にすえた自動詞使役文は，客体にあらわれる動作主体に動作の発端

があり，その事態をなすがままにすることによって使役主体が出来事に関与する〈放任〉の

文である(27)。このように，主体変化動詞の有対自動詞から派生させた第一使役が，自動詞

使役文において〈放任〉の意味を実現し，それに対して，有対他動詞を述語にすえた他動使

役文が動作の発端が使役主体にある〈強制〉の意味を実現する。 
     第一使役  第二使役  
Ɂukusuɴ（起こす・他動使役） →  ×  →Ɂuku-sjimiːɴ 
 ↑↓  
Ɂukijuɴ（起きる・自）  →Ɂukirasuɴ 
      〈放任〉 
361)       ɁuQtu=ɡa  Ɂukijuɴ. 

弟=が   起きる。  （自動詞文） 
362) ʼjaQcjiː=ɡa  ɁuQtu  Ɂukusuɴ. 

兄=が    弟を   起こす。  （他動使役文，第一使役） 
363) Ɂajaː=ja     taroː   duːkuru   Ɂukiracjaɴ. 

母=は      太郎を  自分で   起きさせた。 （自動詞使役文） 
364) Ɂajaː=ɡa  taroː=ɴkai  ʼjaQcjiː    Ɂukusjimitaɴ. 
  母=が      太郎=に    お兄ちゃんを 起こさせた。（他・第二使役） 
 
５. 間接的な使役文 

また，首里方言には，第二使役動詞派生接尾辞-(a)sjimiːɴ に第一使役動詞派生接尾辞-(a)suɴ
を後接させた-(a)sjimirasuɴ 形式が存在する。この形式は使役文を内に含んで派生した間接的

な使役文の述語に用いられる。 
 
365)      taruː=ɡa  hanakoː=ɴkai      kusui  numasuɴ.〈指令〉 
       （使役主体）（使役あい手） 

太郎=が   花子=に     薬を  飲ませる。 
366) zjiruː=ɡa  taruː=ni  hanakoː=ɴkai      kusui  numasjimirasuɴ.        
 （使役主体）（使役あい手）（動作客体＝動作主体）  〈指令→強制・指令〉 
   （使役主体） （使役あい手） 

次郎=が  太郎=に（言って）花子=に     薬を 飲ま（さ）せる。 
 
 上述したように，他動詞派生接尾辞-asuɴ を後接させた他動詞に同音形式の使役派生接尾辞

-asuɴ を重ねることはできない。同音形式の形態素を続けることを避ける傾向にある。このこ

とと関わって，第一使役動詞に asjimiːɴ 使役動詞を後接させた形式や第一使役や第二使役動

詞をそれぞれ重ねた形式などは存在しない。 
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６. 先行研究に見る他の琉球方言の他動詞と使役動詞 
琉球方言における他動詞や使役動詞についての詳しい研究は少ないが，首里方言と同じ北

琉球方言群に属する沖縄島北部の今帰仁方言（島袋幸子 2009），そして，南琉球語群に属す

る石垣方言（かりまたしげひさ・島袋幸子 2011）の報告がある。これら首里方言以外の他の

琉球方言においても，他動詞と使役動詞の派生接尾辞は同じものであることを示す指摘とデ

ータを提示することができる。以下，簡単にではあるが述べる。 
今帰仁方言は首里方言と同じ沖縄島方言に属する。島袋(2009)によると，今帰仁謝名方言

の使役動詞派生接尾辞には-a(ː)suɴ，-a(ː)sjimiruɴ，-sjimiruɴ，-sjimirasuɴ が存在する。このう

ち-sjimiruɴ，-sjimirasuɴ が後接する使役動詞は「suɴ（する）および，基本語幹末の子音が s
の動詞にかぎられ」ており，その制限は首里方言の第二使役派生接尾辞-sjimiːɴ と共通する。

また，有対他動詞 Ɂutusuɴ（落とす）や無対他動詞 tubaːsuɴ（飛ばす）のような s 語幹末動詞

に第一使役相当の-a(ː)suɴ が後接できないことについて，第一使役相当の-a(ː)suɴ と s 語幹末

動詞の Ɂutusuɴ（落とす）や tubaːsuɴ（飛ばす）の-aːsuɴ は「起源的に同じものであり」，動詞

「suɴ（する）に起源をもつものである可能性があ」って，このことと関連している可能性が

あると指摘している。同じ沖縄島の方言に属する首里方言でも，有対他動詞 Ɂutusuɴ（落とす）

から第一使役を派生することができない理由として，有対他動詞 Ɂutusuɴ の-suɴ は第一使役

を派生させる接尾辞-asuɴ と同じものであるからと説明できる。 
かりまた・島袋(2011)によると，石垣方言の使役動詞派生接尾辞には，-asïɴ，-(as)ïmi(ru)ɴ

がある。前者が首里方言の第一使役派生接尾辞に相当し，後者が第二使役派生接尾辞に相当

する。ここでも，自動詞から他動詞を派生させる接尾辞は第一使役と同形式の-asïɴ であり，

他動詞派生接尾辞-asïɴ が後接した他動詞は，第一使役をもたないとされる*47。このことにつ

いて，かりまた（2011）は「自動詞語根から他動詞を派生させる接尾辞-asïɴ と第一使役動詞

を派生させる接尾辞-asïɴ とは，同じものであるからではないだろうか」と指摘し，「そのこ

とが Ɂuɡasïɴ（動かす），mudusïɴ（戻す）のような，他動詞としての用法と使役動詞としての

用法をもつ多義的な形式の存在の説明を可能にする」と述べる。 
 
７. まとめ 

前節では，使役構文の特徴や自他動詞の形態論的な派生の観点からその特徴の記述を試み，

首里方言では形態論的な方法による他動詞化がよく行われていることを述べた。この他動詞

化の傾向は，Nichols の述べるように現代日本語とも共通している。ただし，本節で指摘して

いるように首里方言には使役動詞派生接尾辞が 2 つ存在しており，また，使役文を内にふく

んで派生させた間接的な使役文の述語にあらわれる専用形式が存在する。この点で現代日本

語とは大きく異なる。首里方言が現代日本語以上に他動詞化が発展している言語だとすれば，

                                                   
*47 石垣方言の場合，-asïɴ を後接させて派生した他動詞以外にも，第Ⅱ変化動詞（長語尾と

短語尾の二つの形式をもつ動詞）からは有対，無対，自動詞，他動詞にかかわらず第一使役

をつくることができない。この理由は明らかにされておらず，派生の制限にともなう使役文

の実現する意味についても述べられていない。 
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自他動詞の形態論的な派生関係や使役・受動・可能文のようなヴォイス構文のなかでその実

態を捉えていく必要がある。今回は，大ざっぱな概要を示すことしかできなかった。 
また，ここでは，使役文の特徴を述べながら，使役動詞の派生の制限とそれに伴う使役文

の実現する意味の違いから，他動詞派生接尾辞と使役動詞派生接尾辞が同じものであると主

張した。他動詞と使役動詞の派生には制限が存在し，-asuɴ を後接させて派生した有対他動詞

からは，-asuɴ をさらに後接させて第一使役を派生させることができない。また，第一使役を

述語にすえた使役文は〈強制・指令〉の意味を実現し，第二使役派生接尾辞-asjimiːɴ を述語

にすえた使役文は〈許可・放任〉の意味を実現する。しかし，上記の派生の制限に伴って，

第一使役が派生できない場合は第二使役を述語にすえた使役文が〈許可・放任〉の他に，本

来第一使役が実現する〈強制・指令〉の意味も担う。 
さらに，Ɂɴzjasuɴ（出す）のように他動詞と使役動詞の両方で用いられる動詞があること

を述べ，首里方言における他動詞と使役動詞の連続性についてみた。そして，他動詞と対を

なす自動詞から使役動詞を派生させた場合，〈放任〉の意味を実現することがあるが，これは，

対をなす他動詞文と関連していることを説明した。さらに，他の琉球語諸語についての先行

研究もみながら，首里方言の他動詞派生接尾辞と第一使役動詞派生接尾辞は同じものである

と結論づけた。それは，首里方言の現象からも，島袋（2009）が指摘するように動詞「する」

に起源するものである可能性がある。 
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第４章 使役構文－基本的な使役構文と派生的な使役構文－ 

 

０. はじめに 
沖縄県首里方言（以下，首里方言）の使役動詞は現代日本語と比べて形式が多く，意味構

造においても他のヴォイス形式と関連しながら複雑に発達しており多様な表現をあらわしわ

ける。本稿では首里方言の使役文をとりあげ，使役文のあらわす意味構造の相違を見ていく。

そして，受益・受動を表現する文と意味構造上類似している派生的な使役文があることを述

べる。また，使役文の受益的・受動的な役割と関わって，当該方言には欠如している「～シ

テモラウ」に相当する形式や第三者主語の受動文が表現する意味領域の一部をこのような使

役文が補うように存在している事を述べる。 
 
１. 自他動詞と使役動詞の派生 

首里方言の使役動詞には語根に接尾辞-(a)suɴ が後接する第一使役動詞（以下，第一使役），

-(a)sjimiːɴ が後接する第二使役動詞（以下，第二使役）， 
-(a) sjimirasuɴ が後接する第三使役動詞48（以下，第三使役）の 3 つが存在する。有対他動詞，

無対他動詞，無対自動詞から使役動詞をそれぞれ派生させると次の［表 1］～［表 3］のよう

になる。表を見ると，首里方言では第一使役の派生に制限があり，原動詞（接尾辞を後接さ

せていない動詞の派生もとの形）によっては第一使役が作れないタイプが（［表 3］の無対自

動詞を除いて）存在することに気付く。有対他動詞では，対をなす自動詞の語根に第一使役

派生接尾辞-asuɴ と同音形式である他動詞派生接尾辞-asuɴ を後接させて派生させたʼwak-asuɴ
（沸かす），naɡ-asuɴ（流す）のような他動詞からは第一使役を作ることができない。また，

ʔutusuɴ（落とす）のように，語幹末子音が-s である他動詞からも，ʔutasuɴ やʔutusasuɴ のよ

うな第一使役は派生できない。語幹末子音が-s である他動詞から第一使役を派生できないの

は，無対他動詞においても同様である。なお，第一使役が作れるタイプか作れないタイプか

によって，第二使役や第三使役を述語にした使役文の実現する意味にタイプごとに違いが生

じるのだが，それについての詳しい記述は稿を改めたい。本稿では，第一使役を作ることが

できるタイプのみを扱うことにする。 
［表 1］有対他動詞から使役動詞を派生させた場合 
自動詞 他動詞 語根 第一使役 第二使役 第三使役 

ʼjakiːɴ（焼ける）  ʼjacjuɴ（焼く）  ʼjak49 ʼjak-asuɴ ʼjak-asjimiːɴ ʼjak-asjimirasuɴ 

cjinaɡaiɴ（繋がる） cjinazjuɴ（繋ぐ）  cjinaɡ cjinaɡ-asuɴ cjinaɡ-asjimiːɴ cjinaɡ-asjimirasuɴ

                                                   
48 第三使役は，形式上，第二使役の中止形に第一使役が後接したものと考える。他動詞派生

接尾辞-asuɴ を後接させた他動詞に，同音形式の第一使役派生接尾辞を重ねることはできない。

このこともあって，第一使役に第二使役を後接させた使役動詞の形式や，第一使役，第二使

役をそれぞれ続けた形式などは存在しない。 
49 首里方言において，終止形の非過去形は jaki uɴ＞jakjuɴ＞jacjuɴ のように，第一中止形に

存在動詞’uɴ（居る）が音韻的に融合したものである。よって，この例では jak-を語根とみな

す。 
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ʼwariːɴ（割れる） ʼwaiɴ（割る）  ʼwar ʼwar-asuɴ ʼwar-asjimiːɴ ʼwar-asjimirasuɴ 

ʼjariːɴ（破れる） ʼjaiɴ（破る）  ʼjar ʼjar-asuɴ ʼjar-asjimiːɴ ʼjar-asjimirasuɴ 

ʔacjuɴ（開く）  ʔakiːɴ（開ける）  ʔakir50 ʔakir-asuɴ ʔakir-asjimiːɴ ʔakir-asjimirasuɴ 

sumaiɴ（染まる）  sumiːɴ（染める）  sumir51 sumir-asuɴ sumir-asjimiːɴ sumir-asjimirasuɴ 

ʼwacjuɴ（沸く）  ʼwakasuɴ（沸かす） ʼwak  ʼwak-asjimiːɴ ʼwak-asjimirasuɴ 

naɡeːriːɴ（流れる） naɡasuɴ（流す）  naɡ  naɡ-asjimiːɴ naɡ-asjimirasuɴ 

ʔɴzjiːɴ（出る） ʔɴzjasuɴ（出す）  ʔɴz  ʔɴzj-asjimiːɴ ʔɴzj-asjimirasuɴ 

keːiɴ（返る）  keːsuɴ（返す）  keː  keː-sjimiːɴ keː-sjimirasuɴ 

ʔutiːɴ（落ちる）  ʔutusuɴ（落とす）  ʔutu  ʔutu-sjimiːɴ ʔutu-sjimirasuɴ 

 
［表 2］無対他動詞から使役動詞を派生させた場合 
他動詞 語根 第一使役 第二使役 第三使役 

numuɴ（飲む） num num-asuɴ num-asjimiːɴ num-asjimirasuɴ 

tuiɴ（取る）  tur tur-asuɴ tur-asjimiːɴ tur-asjimirasuɴ 

cjukuiɴ（作る） cjukur cjukur-asuɴ cjukur-asjimiːɴ cjukur-asjimirasuɴ 

husuɴ（干す）  hu  hu-sjimiːɴ hu-sjimirasuɴ 

 
［表 3］無対自動詞から使役動詞を派生させた場合 
自動詞 語根 第一使役 第二使役 第三使役 

ʔaQcjuɴ（歩く） ʔaQk ʔaQk-asuɴ ʔaQk-asjimiːɴ ʔaQk-asjimirasuɴ 

tacjuɴ（立つ）  tat tat-asuɴ tat-asjimiːɴ tat-asjimirasuɴ 

moːiɴ（舞う）  moːr moːr-asuɴ moːr-asjimiːɴ moːr-asjimirasuɴ 

cjuːɴ（来る）  kuːr kuːr-asuɴ kuːr-asjimiːɴ kuːr-asjimirasuɴ 

 
２. 先行研究と本研究の関わり 
 琉球語における使役文についての詳しい研究はほとんどないが，首里方言と同じ北琉球語

群に属する沖縄島北部の今帰仁方言（島袋 2009）の報告がある。島袋（2009）によると，今

帰仁謝名方言の使役動詞派生接辞には，-a(ː)suɴ，-a(ː)sjimiruɴ／-sjimiruɴ，-sjimirasuɴ が存在

しており，それぞれ，首里方言の第一使役，第二使役，第三使役の形式に相当する。そして，

動作が生じるきっかけのありかによって使役動詞が使い分けられることや，間接使役文の述

語に第三使役が用いられることが指摘されている（間接使役文については，5 節を参照）。津

波古（1992）は首里方言の使役文をとりあげているが，第一使役と第二使役の形式のみ触れ

ており，両者の使い分けに関しては述べていない。 

                                                   
50 *akeri uɴ ＞ akerjuɴ ＞ akirjuɴ ＞ akijuɴ＞ aki:ɴ（開ける） 
51 *someri uɴ ＞ somerjuɴ ＞ sumirjuɴ ＞ sumijuɴ＞ sumi:ɴ（染める） 
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受動や受益表現との関係について，島袋は謝名方言において第三者主語の受動文に制限が

あることを示している。また，「～シテモラウ」にあたる形式がないことを指摘しているが，

欠如した受動やシテモラウをどう表現するかについてまでは述べられていない。津波古は，

首里方言には「～シテモラウ」にあたる形式がないことを述べながらも，「使役の意味の移行

によって補われている52」という言及に留めている。 
 現代日本語においてはこれまで多くの研究のなかで受動文と使役文がシテモラウ文を介し

ながら連続性をなしていること53，また，受動文と使役文の接近について分析が提案されて

きた54。 
首里方言において使役動詞は複数の形式をもつ。それぞれの形式を述語にすえた使役文に

ついて細かく分析することによって受動，あるいは受益に接近していく有様や意味構造上の

条件のより詳しい記述が可能になると思われる。本稿の分析は，現代日本語の使役文につい

て特に細かい分析・記述をしている佐藤（1986）55，早津（2007）56に倣って行っている。 
 
３. 第一使役と第二使役があらわす基本的な意味構造 
 使役文は，基本的に二つの出来事を含みこむ。使役主体と使役動作とで構成される先行的

な出来事と，動作主体と動作とで構成される後続的な出来事である。第一使役と第二使役は，

動作が生じるきっかけが使役主体にあるか動作主体にあるかによって，基本的な用法が対立

する。第一使役を述語に据えた時，動作が生じるきっかけが主語に位置する使役主体にある

ことをあらわし，使役文は〈指令〉あるいは〈強制〉の意味を実現する傾向にある。第一使

役を述語にもつ使役文は最もよくあらわれ，使役主体からの働きかけに意図があり，動作主

体に指図して動作をさせることをあらわす基本的な使役文である。一方，第二使役を述語に

すえた時，動作が生じるきっかけが補語に位置する動作主体にあることをあらわし，使役文

は〈許可〉あるいは〈放任〉の意味を実現する傾向にある。第一使役，第二使役に関わらず，

                                                   
52 津波古（1992）pp.841 
53 村上（1986），佐藤（1986），山田（2004），早津（2007）など。 
54 野田（1991），早津（1992）。また，日本語以外では，鷲尾（1997）が指摘しているように，

英語の have＋過去分詞構文は，文脈によって使役と受動のどちらの解釈も可能である。 
55 佐藤（1987）では，(1)主語，補語になる名詞のカテゴリカルな意味(2)もとになる動詞の

意志＝無意志(3)みとめとうちけし(4)動作の源泉のありか(5)利害の授受(6)使役主体からのは

たらきにおける意図の有無の 6 つの条件から使役文を分類している。本稿では佐藤が用いる

用語「動作の源泉のありか」を「動作のきっかけ」と呼ぶ。また，動作のきっかけが使役主

体と動作主体のどちらにあるかの分類の判断の基準は佐藤に依拠している。なお，佐藤は〈強

制〉と〈指令〉，〈許可〉と〈放任〉のそれぞれがあらわす意味の違いについても細かく分類

しているが，本稿ではふれない。 
56 早津（2007）は従来行なわれている「先行・原因面」の分類と，「結果・後続面」の分類

との双方からの考察の重要さを述べている。補語の動作主体が惹き起こす出来事の結果が主

語の人間にどのような影響を与えるのかという本稿における「結果・後続面」の観点からの

分析は早津から学んだものである。 
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補語に位置する動作主体は他動詞使役文の場合 ɴkai 格で表し57，自動詞使役文の場合はハダ

カ格で表す58。 
〈強制〉〈指令〉の文／第一使役 
1) Ɂasjidoːtaru Ɂɴmaɡa=ɴkai Ɂijaːni taɴmeː=ja  tamuɴ ʼwaracjaɴ. 

遊んでいる 孫=に   言って，祖父=は  薪を 割らせた。 
2) sjiɴsjiː=ja ʼwarabiɴcjaː=ɴkai ’iː kakacjaɴ. 

先生=は 子供たち=に  絵を 書かせた。 
3) ʼwarabi=nu saQkwiː soːtakutu,  kusui numasuɴ.  

子ども=が 咳を していたので，薬を 飲ませる。 
4) sjiɴsjiː=ɡa ʼjaɡamasaru sjiːtu roːka=ɴkai zjippuɴkaɴ tatacjaɴ. 

先生=が うるさい 生徒を 廊下=に 10 分間 立たせた。 
 

〈許可〉〈放任〉の文／第二使役 
5) taːriː=ja kurumanu meɴkjoː tuibusaɴ=di Ɂjuru Qkwa=ɴkai  

父=は  車の   免許を 取りたい=と いう  子=に 
meɴkjo turasjimitaɴ. 
免許を 取らせた。 

6) ʼjaQcjiː=ɡa saki numibusasoːtakutu,    Ɂuhwoːku numasjimiːɴ. 
兄=が 酒を 飲みたそうにしていたから，たくさん 飲ませる。 

7) Ɂɴmaɡa=ɡa naɡeː  ’icjoːkutu    hwisa=nu hwirakudoɴ=di 
孫=が  「ずっと 座っているから 足=が  しびれる」=と  
Ɂjuːtakutu  taɴmeː=ja Ɂɴmaɡa tatasjimitaɴ. 
言ったので，祖父=は  孫を  立たせた。 

 
動作主体の主体的な意志，欲求のなかに動作が生じるきっかけがある時，第二使役を述語

にもつ〈許可〉〈放任〉の文になる（例 8）。このような使役文では，動作主体が望む動作を

許容することによって，使役主体が意図的に動作主体に利益をもたらすことをあらわすこと

ができる。このような事態を文法的に表現したい場合，現代日本語では使役動詞と補助動詞

との組み合わせを用いた「～させて やる／あげる」のような分析的な形が存在する。しか

し，現代日本語の～やる／あげるに相当するベネファクティブ形式（ turasuɴ）を用いて，

ʼjumacji turacjaɴ（読ませて あげた）を述語にした文（例 9）を作って話者に提示した時，

話者は（9）のような文は使わないと述べた。「読ませて あげる」を首里方言に訳するなら

ば，（8）のほうがよいとのことだった。例の【】内の文は調査票で話者に提示した文である。 
8) taroː=ja hanakoː=ɴkai sumucji ʼjumasjimitaɴ. 
                                                   
57 少ないが ni 格であらわすこともある。しかし，ɴkai 格に交替することが可能である上に

使役文において動作主体が ni 格であらわれる条件も見出せない。当該方言において，現在の

使役文は，補語の ɴkai 格と ni 格は区別されていないとみなす。 
58 必ずハダカ格の対格で表れ，ɴkai 格など他の格であらわすことはできない。 
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太郎=は 花子=に   本を 読ませた。 
9) *taroː=ja hanakoː=ɴkai sumucji ʼjumacji turacjaɴ. 

太郎は 花子に    本を 読ませて あげた。 
【花子が太郎の本を読みたいと言って，太郎がいいよと言った時。】 
 
第二使役を述語にもつ〈許可・放任〉の使役文においては，動作の発端は動作主体にあり，

使役主体が許可の与え手として関与しているのだが，このような意味構造に支えられて，望

む動作を許す使役主体と，望む動作を許される動作主体との間に利益のやりとりが生じると

いう解釈が可能な場合があると考える。動作主体によって望ましい動作を許可することによ

って，主語の使役主体が許可の与え手であると同時に利益の与え手となり，補語の動作主体

が利益の受け手になるのである。 
 
４. 第三使役を述語にすえた場合の意味構造 
 他動詞を原動詞にもつ使役文は他動詞文と派生的な関係にある。使役文（11）は，他動詞

文（10）を内に含みながら他動詞文に存在しなかった使役主体（taruː）を主語にする。首里

方言には使役文（11）を内に含んで派生した間接使役文（12）が存在する。間接使役文（12）
では新たな使役主体（zjiruː）が主語になり，元の使役文の主語（taruː）に指令をだし，動作

主体（hanakoː）に動作を実現するよう働きかける。間接使役文の使役相手（taruː）は使役主

体（zjiruː）からの指令を受け取って動作主体に働きかける使役主体でもある。間接使役文に

おいて，補語の使役主体も，動作主体も ɴkai 格で表す59。このような第三使役が述語になっ

てあらわす意味を以下，例（12）のように，〈指令→強制・指令〉と示す。 
10) 他動詞構文     hanakoː=ɡa kusui  numuɴ.  
                （動作主体）（直接対象） 
                 花子-が   薬を  飲む。 
11) 使役文   taruː=ɡa  hanakoː=ɴkai  kusui  numasuɴ.〈指令〉 
           （使役主体）（使役あい手） 

太郎=が   花子=に  薬を  飲ませる。 
12) zjiruː=ɡa  taruː=ni  hanakoː=ɴkai kusui  numasjimirasuɴ.        
 （使役主体）（使役あい手）（動作客体＝動作主体）〈指令→強制・指令〉 
    （使役主体）（使役あい手） 

次郎=が  太郎=に（言って）花子=に 薬を 飲ま（さ）せる。 
 
 沖縄芝居で，第三使役が述語にあらわれている例（13）をあげる。間接使役文は実際の使

用のなかでは間接的な使役主体を明示することはほとんどない。また，筆者の観察の限りだ

                                                   
59 補語の 使役主体と動作主体をどちらも明示する場合，同じ格を続けて使用するのを避け

てどちらかを ni 格であらわす傾向にある。しかし，脚注 12 でも述べたように本稿では，間

接使役文においても補語の ɴkai 格と ni 格は区別されていないとみなしている。 
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が，使役主体や動作主体の両方を明示することも稀である60。第三使役を述語にすえること

によって，話し手は，間接的な使役主体の存在を聞き手に伝えることができる。すなわち，

第三使役は，間接使役文であることを示す働きをもっている。そして，間接的な使役主体，

使役主体，動作主体のような参与者の特定は，語順や格標示ではなく文脈の中にのみ求める

ことができる。 
13) nama, makatuː=tuɴ Ɂunu hanasji=du  soːsjiɡa,     ʼjuː saɴduɴ areː  
  今，真加戸=とも その 話を していたのだが，もしかすると 

 ʼjaQcjiː=ja Ɂuɡusjiku=nu Ɂujakuniɴ=nu Ɂumi=ni  kanati,  Ɂuɡusjiku=nu 
兄さん=は お城=の お役人=の お目=に かなって，お城=の 

  Ɂucjitumi  sjimirasuɴ=di Ɂicjeː    Ɂaraɴɡajaː.61 
  お務めを させよう=と いうのでは ないかね。［仇情］ 
14) taɴmeː=ja Ɂɴmaɡa=nu  saQkwiː soːsji   ’ɴzjaːni Ɂɴmeː=ɴkai Ɂijaːni 

祖父=は 孫=が   咳をしているのを 見て，祖母=に 言って，  
Ɂɴmaɡa=ɴkai kusui numasjimiracjaɴ.  
孫=に    薬を 飲まさせた。 

15) taɴmeː=ɡa Ɂajaː=ni    hanakoː=ɴkai zjoː Ɂakirasjimiracjaɴ. 
  祖父=が  母=に（言って） 花子=に  門を 開けさせた。 
16) taːriː=ɡa  Ɂajaː=ɴkai tanumaːni Qcju=ɴkai Ɂjuː ʼjakasjimiracjaɴ. 
  父=が   母=に   たのんで 人=に  魚を 焼かせた。 
 
 以上，使役動詞の形式を 3 つもつ当該方言において，使役文の意味構造上の違いを述べた。

第一使役と第二使役は動作が生じるきっかけが使役主体であるのか，動作主体であるのかに

よって使い分けられる。前者であれば第一使役が用いられ〈強制〉や〈指令〉をあらわし，

後者であれば第二使役が用いられ〈許可〉や〈放任〉をあらわす。第三使役は間接使役文の

専用形式として述語にあらわれ，間接的な使役主体の存在を示す。次に使役動詞が述語にな

って実現する意味を簡易的にではあるが，いくつかを取り上げてまとめる。表において，〈指

令〉は〈強制・指令〉，〈許可〉は〈許可・放任〉，〈間※指〉は間接使役文で〈指令→強制・

指令〉の意味をあらわすことをそれぞれ意味する62。 

                                                   
60 例の（14），（16）～（18）は，全ての参加者を話者にあえていってもらって得たもので

ある。話者にとっては不自然な例である。 
61 前後の文脈から，間接的な使役主体（明示されていない）が誰かに命令して，動作主体の

「ʼjaQcji:（兄さん）」にお城のお務めをさせるようにするという文と解釈できる。 
62 〈許可〉の意味を実現する自動詞使役文から，間接使役文を派生させた例もみられた。第

三使役が述語に据えられており，補語の使役主体は ɴkai 格，補語の動作主体はハダカ格で表

す。ここでも，やはり動作主体を ɴkai 格で表すことはできない。【】内は話者に説明した発

話の状況である。 
 taɴme:=ɡa Ɂaja:=ɴkai    Ɂɴmaɡa   ʼja:madi  ɁaQkasjimiracjaɴ. 

祖父=が  母=に（言って） 孫を   家まで  歩かせた。 
【3 人で一緒に車で帰る予定だったが，孫が一人で歩いて帰りたいと言ってきた。しかし，
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［表 4］使役文の基本的な用法 
 原動詞 第一使役 第二使役 第三使役 

有 

対 

 

 

sumajuɴ 
（染まる） 

sumijuɴ   
（染める） 

sumir-asuɴ 
〈指令〉 

sumir-asjimiːɴ 
〈許可〉 

sumir-asjimirasuɴ 
〈間※指〉 

ʼjakijuɴ 
（焼ける） 

ʼjacjuɴ 
（焼く） 

ʼjak-asuɴ 
〈指令〉 

ʼjak-asjimiːɴ 
〈許可〉 

ʼjak-asjimirasuɴ 
〈間※指〉 

無

対 

 
 

numuɴ 
（飲む） 

num-asuɴ 
〈指令〉 

num-asjimiːɴ 
〈許可〉 

num-asjimirasuɴ 
〈間※指〉 

ɁaQcjuɴ 
（歩く） 

 ɁaQk-asuɴ 
〈指令〉 

ɁaQk-asjimiːɴ 
〈許可〉 

ɁaQk-asjimirasuɴ 
〈間※指〉 

 
５. 第二使役があらわす派生的な意味構造 
 上述したように，基本的には第一使役が述語になると動作の生じるきっかけが使役主体に

あることを示し，〈強制〉や〈指令〉の意味をあらわす(17)。第二使役が述語になると動作の

生じるきっかけが動作主体にあることを示し，〈許可〉や〈放任〉の意味をあらわす(18)。動

作の生じるきっかけが動作主体にある場合，動作主体の動作は使役主体からの働きかけの結

果惹き起こされたものではなく，動作主体自身から発したものである。 
17) Ɂjaː nimutsoː sacji mutacjeːɡutoː heːku Ɂɴzjiti Ɂikijoː.〈指令〉 
  お前の 荷物は さきに もたせたから 早く 出て いけ。［人生の春］ 
18) Ɂuja=nu katacjijaibiːɡutu, ʼwaɴ=ni Ɂutasjimiti kwimisjeːbiri.〈許可〉 
  親=の  仇ですから， 私=に 討たせて ください。［口なしの花］ 
 
 しかし，次のように，第二使役が述語になっているにも関わらず，動作の生じるきっかけ

が動作主体ではなく使役主体にあるとみなせる例もある。そのような構文では，主語や補語

になる参加者の事態への関与のあり方が基本的な使役文とは異なる。意味構造においても，

実現する意味においても使役からずれていき，類似する他の表現領域に接近する。 
19) ɁuQsakiːnaːnu Qkwa meːnacji,  nuːɴdicji Ɂawari suɡa,  

たくさんの 子供を 作って， なぜ  苦労しているのか。  
cjui cjui Qcju=nu sjicja=ɴkai  Ɂutucji hatarakasjimireː. 

   一人 一人 他人=の 下=に おとして 働いて もらえ。［五人の母］ 
20) taɴmeː=ja Ɂajaː=ni zjoː Ɂakirasjimitaɴ. 

祖父=は  母=に  門を 開けて もらった。 
 
                                                                                                                                                                    
母はそれを許さない。二人のやりとりを見ていた祖父が母に対して，本人の自由にやらせな

さいと言った時】 
 状況が複雑であるため，〈許可・放任〉をあらわす他動詞使役文から派生した間接使役文は

面接調査で得ることができなかった。しかし，第三使役は第二使役の形式に第一使役の形式

を接続した形式であることを考えれば，可能だと思われる。 
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第二使役を述語に据える派生的な意味構造では，上の例（19）のように，まず，動作の生

じるきっかけが主語の人間にある。それは第一使役を述語にした〈強制〉，〈指令〉の使役文

と共通しているが，第一使役を用いている場合とは文の中に描かれる出来事は当然異なると

考えられる。(19)では，主語の使役主体（親）が自身にとって必要なものを得るために補語

の動作主体（子）に何らかの働きかけを行い，動作主体の動作を惹き起こす事をあらわす。

主語の人間が望む出来事を補語の人間に命じて実現させるのである。この時，主語の人間は

補語の動作主体に何らかの働きかけ（依頼や命令）を行う主体であるが，動作主体が実現す

る出来事の影響を享受する〈利益享受者〉としての関与のあり方が前面化する。 
第二使役を述語にした文がこのような派生的な意味構造にずれた時，〈主語の人間が補語の

人間に依頼して，その補語の人間が動作を行った結果，利益を受け取る〉事を表現する。こ

の種の構文では，述語は第二使役の形式になっているものの，構文の意味が「人が人に働き

かけて動作をさせる」という基本的な使役の意味から「主語の人間と出来事の結果との関わ

り方」を表す方にずれている。このような特徴から，第二使役を述語にした派生的な使役文

は，現代日本語の依頼的なシテモラウ受益文63と意味構造上対応していると解釈した方がよ

いと考える。 
 ［表 5］第二使役を述語にした文の意味構造とシテモラウ文 

 基本的な意味構造 派生的な意味構

造 

依頼的シテモラウ受益

文 

動作のきっかけ 補語＝動作主体 主語＝使役主体 主語＝利益享受者 

主語＝人の働きかけ

方 

許可的，放任的 依頼的 依頼的 

利益の受け手 ― 主語 主語 

利益の方向性 ― 補語から主語へ 補語から主語へ 

 
 第二使役を述語に用いた派生的な構文では補語の人間（動作主体）が主語の人間の代わり

に実現する出来事の結果，主語に位置する人間が利益を享受することを前面化して表現する。

「頼んで」や「お願いして」のような動作主体への具体的な働きかけ方が文脈に存在する時，

第二使役がよりあらわれやすい。第二使役の派生的な意味構造は，目的の実現によって使役

主体が利益を受け取るような文脈の中で実現される。【】内は話者に提示した文である。 
21) hanakoː=ja Ɂibi  sjikaɴtakutu  taroː=ɴkai tanudi  

花子=は えびが きらいなので，太郎=に 頼んで 
Ɂibi  kamasjimitaɴ.  

  えびを 食べて もらった。 
22) Ɂweːkiɴcju=nu taroːsanu=ɴkai Ɂuniɡeːsji Ɂwaː koːrasjimitaɴ.  

                                                   
63 山田（2004）の「依頼的テモラウ受益文」に対応する。山田は，現代日本語のシテモラウ

文の働きかけ方について，事態に対して作用を及ぼす意図と実際の（積極的）作用という観

点から，依頼的，許容的，単純受影的なシテモラウ文の 3 つを区別する。 
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  お金持ち=の 太郎さん=に お願いして 豚を 買って もらった。 
23) cjinuː=ja zjiroː=ɴkai tanudi Ɂwaː Ɂicjiba=ɴzji Ɂurasjimitaɴ. 
  昨日=は 二郎=に 頼んで， 豚を 市場=で 売って もらった。 

【私は 用事が あったから， 昨日は 二郎に 頼んで， 二郎に 豚を 市場で 売

ってきて もらった。】 
 
 上に示した使役文の述語を第一使役に置き換えると，出来事が実現したことによる使役主

体への影響については何ら含意を持たなくなる。そして，単に使役主体が動作主体に働きか

けて動作が引き起こされたことを描くだけになる。動作のきっかけが主語にあって第二使役

が述語にある時，主語にあらわれる人間が出来事の影響を享受する〈利益享受者〉であるこ

とをあらわし，利益性が発現する。（次の(24)と(25)の対を参照。） 
24) taɴmeː=ja Ɂɴmaɡa=ɴkai kusa karacjaɴ. 

祖父=は  孫=に    草を 刈らせた。 
25) taɴmeː=ja Ɂɴmaɡa=ɴkai kusa karasjimitaɴ. 

祖父=は  孫=に    草を 刈って もらった。 
【祖父は 孫に 草を 刈って もらった】 

 
６. 第三使役があらわす派生的な意味構造 

上述したように，第三使役は間接的な使役主体の存在を示し，間接使役文の述語になる。

しかし，次のように，間接使役文ではなくても第三使役が述語にあらわれている構文が存在

する。【】内は話者に説明した発話の状況を示している。 
26) ʼwaQtaː  ’ikiɡaɴɡwa=ɡa Ɂuraɴkutu   ʼjoːsji=ni  Ɂuɡwaɴsu 

私達は 男の子=が   いないので 養子=に  家を 
cjiɡasjimiracjaɴ.／??cjiɡaraQtaɴ. 

  継がれた。 
【「私」は養子なんかに家を継がせたくないと思っている】 

27) taɴmeː=ja hanakoː=ɴkai Ɂosjeːbo Ɂakirasjimiracjaɴ.／?? ɁakiraQtaɴ. 
  祖父=は 花子=に  お歳暮を 開けられた。 

【小さい花子は包装紙を散らかすから開けさせたくないと思っている】 
 
主語の使役主体に動作のきっかけがないという点も第三使役の基本的な意味構造とは異な

っている。これと関連して，このような使役文では惹き起こされる動作のきっかけが主語の

人間にあるか補語の人間にあるかという事以上に，主語の人間と出来事の結果との関わり方

が問題になるようである。出来事の結果，主語の使役主体が不利益を被ることを前面化した

い時に第三使役が用いられる傾向にある。 
ところで，第三使役の-asjimirasuɴ という形式は，第二使役-asjimiːɴ の中止形に他動詞派生

接尾辞と同音形式である第一使役-asuɴ が後接した形式である。上のような意味構造の派生は，
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第三使役において第二使役が形式的上含みこまれている事に関わると考える。使役主体が不

遇な状況におかれる文脈のなかで，第二使役が担う〈放任〉の意味が前面化してあらわれて

くる。そして，本来の第三使役の意味構造では，使役主体は，間接的な使役主体から何らか

の指図を受けて動作主体に働きかけを起こすのだが，間接的な使役主体が存在しない派生的

な意味構造においては，主語の使役主体はそうせざるを得ない状況のもと，自身にとって不

本意な事態を許容することで関与している。このような文は，使役主体の望みや利益に反す

るにも関わらず，不本意ながら動作主体の行動を放任したり，放任した結果，使役主体が不

利益を被ることをあらわす〈意図的放任〉あるいは〈放任＝不本意〉の使役文64と共通して

いる。 
また，このような不本意の意味を前面化した使役文の中には，現代日本語ならば，述語を

受動の形に取り換えて，働きかける主体としてよりも，不利益の被り手としての主語を据え

る第三者主語の受動文にしても不自然ではないものもある。 
首里方言では，第三者主語の受動文を話者に訳してもらった場合や，主語の人間にとって

不本意であるという事を強調した時，第三使役が述語にあらわれやすい。述語を cjiɡaraQtaɴ
（継がれた），ɁakiraQtaɴ（開けられた）のような受動の形に置き換えると話者にとって違和

感のある文になる。 
 
［表 6］ 第三使役を述語にした文の意味構造と第三者主語の受動文 
 基本的な意味構造 派生的な意味構造 第三者主語の受動

文 

動作のきっかけ 主語＝間接的な使役主体 補語＝動作主体 補語＝動作主体 

主語＝人の働きかけ方 指令的・強制的 放任的 なし 

不利益の受け手 ― 主語 主語 

不利益の方向性 ― 補語から主語へ 補語から主語へ 

 
７. まとめ 

これまでに述べた使役文の実現する意味をまとめると次の表のようになる。〈利益〉は〈動

作主体の惹き起こす出来事の結果，使役主体が利益をうけとる文〉を，〈不利益〉は〈使役主

体が不本意ながら放任し，動作主体の動作の結果，使役主体が不利益をうけとる文〉をそれ

ぞれあらわす。 
 

［表 7］ 使役文の実現する意味 

原動詞 第一使役 第二使役 第三使役 

有

対 

Ɂacjuɴ 

（開く） 

Ɂakiːɴ 

（開ける） 

Ɂakir-asuɴ 

〈指令〉 

Ɂakir-asjimiːɴ 

〈許可〉 

〈利益〉 

Ɂakir-asjimirasuɴ 

〈間※指〉 

〈不利益〉 

                                                   
64 佐藤（1986）pp.131  



105 
 
 
 
 
 

無

対 

 cjizjuɴ 

（継ぐ） 

cjiɡ-asuɴ 

〈指令〉 

cjiɡ-asjimiːɴ 

〈許可〉 

〈利益〉 

cjiɡ-asjimirasuɴ 

〈間※指〉 

〈不利益〉 

 
〈指令〉や〈許可〉は動作の生じるきっかけが使役主体にあるか動作主体にあるかという

使役文の先行面に注目した区別である。一方，〈利益〉や〈不利益〉は動作主体が実行した出

来事に使役主体がどのように関わっているかという使役文の後続面に注目した区別である 。 
首里方言では，現代日本語の「シテモラウ」に相当する形式が存在しない。また，第三者

主語の受動文は作られないか，いいにくい。動作の生じるきっかけが動作主体にあることを

示す第二使役が述語にあらわれているにも関わらず，主語にさしだされた人間に動作の生じ

るきっかけがある出来事をあらわすと，主語の人間が動作主体の動作の結果生じた利益を受

け取ることを表現する「シテモラウ文」と意味構造上類似する。そして，間接使役文の述語

になり，動作の生じるきっかけが使役主体にあることを示す第三使役が述語にあらわれてい

るにも関わらず，間接的な使役主体が存在せず，使役主体に動作の生じるきっかけがない出

来事をあらわすと，主語の使役主体＝人が動作主体の動作の結果生じた不利益を被ることを

表現することができ，それは「第三者主語の受動文」と類似する。 
このような使役文の派生的な意味構造は，首里方言に欠如した「シテモラウ文」相当形式

や首里方言の受動文では表現できない意味構造を補うように存在している。次の例文は現代

日本語を話者に訳してもらったものだが，全て使役文であらわれ，さらに，それぞれの使役

動詞は別の形式が用いられる。首里方言においては，使役動詞が発達していて，複数の形式

をもっていることが使役文が受動的・受益的な役割を担っていくことと関連していると考え

る。 
28) Ɂɴmeː=ɡa   Ɂɴmaɡa=ɴkai kata mumasuɴ.（第一使役） 

おばあさん=が 孫=に    肩を  揉ませる。 
29) Ɂɴmeː=ɡa   Ɂɴmaɡa=ɴkai kata mumasjimiːɴ.（第二使役） 

おばあさん=が 孫=に    肩を  揉んで もらう。 
30) Ɂɴmeː=ɡa   Ɂɴmaɡa=ɴkai kata mumasjimirasuɴ65.（第三使役） 

おばあさん=が 孫=に    肩を  揉まれる。 
 
 最後に，現在の首里方言話者の状況について述べておくと，使役文の微細な違いを使い分

けられる話者は非常に少ない。70 代以下の話者になると，第三使役を使用しなかったり，本

来，首里方言を含む沖縄島方言では許されないはずの第三者主語の受動文も「タルーガ ア

ミニ フラッタン（太郎が雨に降られた）」というように訳するケースもよくみられる。現代

日本語との圧倒的な接触によっても方言は急速に変容しており，詳細な調査，研究が急がれ

                                                   
65 使役主体の「おばあさん」が肩を揉まれることをとても迷惑に思っている場合，この形式

が許される。迷惑性に関してニュートラルである場合は，述語を mumari:ɴ（もまれる）に

して受動文でいわなければならない。 
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る。 
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第５章 受動構文－受動文の意味構造と利益性－ 
 
０. はじめに 

首里方言では，「太郎は雨に降られた」のような第三者主語の受動文を作ることができない

か，非常に作りにくいという特徴をもつ。この特徴は，北部方言に属する今帰仁村謝名方言

も同様であり，「先に行かれる」のような自動詞の受動文は作れない（島袋 2009）。これは，

沖縄島諸方言において広く共通する特徴である可能性がある。また，第４章では，このよう

な第三者主語の受動文や，同じく首里方言には欠如した「シテモラウ」に相当する形式が表

現する意味領域の一部を使役文が担っていると述べた。 
ここでは首里方言において，受動動詞の形式を述語にもつ文を対象に受動文の意味構造を

みていく。そのなかで，「サレル」形式に相当する首里方言の「サリーン（サリユン）」とい

う文法的な形式は，不利益性という文法的な意味をもたないこと，そして，意味構造上にお

いても，受動文が利益性について中立であることを示すことを目的とする。分析・記述の観

点として，使役や授受表現のようなヴォイスのカテゴリーのなかで受動文と隣接している他

の表現領域との関わりついて，特にそれぞれの意味構造と利益性から類似点や相違点を分析

することによって，当該方言の受動文の特徴を取り出した。 
分析は，語根に接尾辞-arijuɴ（-ariːɴ）を後接させた受動動詞の形式を述語にもつ文を対象

に行う。用例は，談話資料として沖縄芝居の脚本から収集したものを中心に，首里方言話者

（1933 年生，首里出身，男性）との調査票を使った面接調査，また一部，琉球語音声データ

ベースの例文を使用している。なお，同 DB の例文の提供者は上記の話者である。受動文に

ついてここでは，文の主語となっているものが能動文のあらわす動作にとってどのような構

文意味的な性質のものかという観点から，（A）直接対象主語の受動文，（B）あい手対象の受

動文，（C）所有者の受動文，（D）第三者主語の受動文の 4 つに分類する。また，それぞれの

タイプの文のなかでも，動作の働きかけをうける客体が物であるか，人であるか，物や人の

部分や側面であるか，動きや状態や特性や関係であるかという名詞のカテゴリカルな意味，

そして，主体から客体に対する働きかけ方の違いによって用例を分類する。 
用例は簡略的な音声表記で表記し，疑似訳をあてる。主語は下線  ，述語は下線   ，

補語（動作主体）は下線  でそれぞれ示す。また，文脈がわかりづらい例には【】内に状

況の説明をする。用例の出典は［］内に記す。 
 
１. 先行研究 

島袋（2009）は，謝名方言の受動文についてアスペクト形式も含めた広く詳しい分析を行

っている。利益性についても触れており，シテモラウ，シテアゲル相当形式がないことを述

べ，この形式が担う表現を部分的に受動文が担っているとし，「Ɂuttʼuja miːmiːra biɴʧoː 
naraːsattʼaɴ.（弟は 兄から 勉強を 教えられた。）」のような「あい手対象の受身文」をと

りあげている。この種の受動文のなかには，主語の人間は行為のうけとり手であると同時に，

利益のうけとり手であることを含意させているものがあると島袋はみなしている。しかし，
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一方で，「利益のうけとり手であることを明示することができない66」とも述べている。すな

わち，ここでの利益性は「あい手対象の受身文」のもつ構造や「naraːsattʼaɴ」という文法的

な形式のなかで発現されるのではなく，動詞の語い的な意味やコンテクストのなかで与えら

れるものであることを意味していると思われるが，言及はなされていない。 
 現代日本語では，村上（1986）などがシテモラウ文と受動文の接近について分析している。

村上は，sareru という形式がもつ迷惑性について次のように述べている。「本来，利益性に無

関心であった sareru のかたちが sjite-morau 構造の文と同じ構造をとり，それに対立させられ

ていくなかで，反対の意味での利益性（めいわく）をあらたに獲得し，その文法的なかたち

にうちつけられてくると考えられるのではないか67」。シテモラウ形式をもたない首里方言に

おいては，受動文は主語や補語，動作主体や動作客体を問題にするヴォイスのカテゴリーの

なかで能動文と対立して存在しているが，利益性については無関心であると考える。また，

第４章では，首里方言で自動詞の受動文や，第三者を主語にした受動文が作られないのは，

発達した使役文がその領域を部分的に補っているからであると述べたが，受動文の観点から

もう一度検討する必要がある。 
 
２. 分析 
2.1. （A）直接対象主語の受動文 

動作客体（直接対象）を主語にすえ，動作主体を補語にすえた直接対象主語の受動文は，

客体に対する働きかけ方の違いから，具体動作の直接の対象と感覚・知覚の対象，感情・心

理・態度の対象とにわけることができる。 
 
2.1.1. 具体動作の直接の対象 

「kurusuɴ（殺す）」や「Ɂɴzjasuɴ（追い出す）」のような主体動作客体変化動詞が受動文の

述語に据えられた場合，主語に位置する動作客体の変化の結果をあらわす。動作主体は ni
格，ɴkai 格であらわれる68。 
 
2.1.1.1. 生理的な変化 
367) Ɂazjizjanasjiː=ja koːcjinuɁazji=ɴkai kurusaQtaɴdinaː.  

按司加奈志=は， 幸地按司=に  殺されただと？［春］ 
368) tusjeː tuti ｂʼjatiɴ Ɂjaː  Ɂatainu muɴ=kai  nareːjasjiku kurusariɴdi 

年を 取っても， お前の ような 者=に   簡単に  殺されると 
Ɂumujumi. 
思うか。［春］ 

 
                                                   
66 ［島袋 2009：pp.165］ 
67 ［村上 1986：pp.7］ 
68 受動文の動作主体は与格である ni 格であらわれるはずだが，首里方言では方向格の ɴkai
格との区別がなくなっている。受動文の補語（動作主体）において，両者は交替可能である。 
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この種の受動文では，人間が，他の人間によって空間的な移動をさせられることで，位置

的・配置的な関係に変化が生じる事を客体である人間の立場からの出来事として述べる。移

動が同伴的なものであるとき，動作主体である人間の明示は義務的となる。このことは，客

体に位置変化を生じさせることをあらわす動詞（Ɂɴzjasuɴ「追い出す」，soːti Ɂicjuɴ「連れて 

行く」）であっても，それぞれを「位置変化型」と「随伴型」とで両者をわける理由になりう

る。動作主体は ni 格，ɴkai 格であらわれる。 
 

2.1.1.2. 位置変化 
 次の受動文は，人間が，他の人間によって空間的な移動をさせられたり，人間と人間との

位置関係に変化を生じることをあらわす。 
369) munoː ʼjumunaɴdinaː.  Ɂeːhjaː ʼwarabi,    ʼwaɴneː Ɂikucji  naiɡutu 

言いふらすなって？  ねえ 私の 子供よ，  私は いくつと 思って， 
kwa=ɴkai Ɂɴzjasari ʼjabitaɴdi Ɂicji  sjikiɴkara munujuri   ɁaQcjuɡa.  
子供=に 追い出されましたと いって 世間から いいふらして 歩くのか。［五］ 

370) ʼwaQtaː=ni      ɁɴzjasaQtaɴdi  Ɂicji  munujuri    ɁaQcjiːneː 
俺たち-に （家から）追い出されたと 言って おしゃべりして 歩いたら，  
ɡaQtinoː saɴdoːjaː. 
許さないからな。［五］ 
 

2.1.1.3. 同伴的移動 
 客体が他の人間からの働きかけによって，空間的に移動するとき，他の人間との同伴的な

移動のばあいがある。このとき，動作主体は同伴者であるだろう。また，空間的な配置をあ

らわす場所名詞の存在が義務的である。 
371) Ɂudaɴnaː maːɴkai Ɂmeɴsjeːbitaɡajaː. 

「旦那様は どちらに 行かれましたかね」 
kunu muranu Qcjunu cjaː=ɴkai soːraQti,   hamabataɴkai Ɂicjutaɴ. 
「この 村の  人達-に    連れられて， 浜辺へ    行きましたよ。」［多］ 

372) ʼikiɡa, ʼinaɡu koːcjinu ɡusjikuɴkai soːti ɁikaQti   Ɂusjiɴmanuɡutu   
 男，女，    幸地の 御城に  連れて 行かれて， 牛馬のように  
 kuɴcjikaːriːʼjabiːɡutu   heːku kumakara nuɡimisjeːbire. 
 こき使われますので， 早く ここから お逃げ下さい。［春］ 
 
 hirazju（平所）のように，場所名詞が組織を示す名詞が差し出される時，空間的な位置変

化を示すものから，社会的な状態変化を示すものになってくる。このようなことは，奥田

（1968-72）も，「組織を示すものであるとみなすなら，社会的な状態変化をあらわす連語に

なるだろう」と述べている。ただし，この例では，まだ，空間を示すものとみなせる。 
373) ɁiQtaː  suːja    Ɂunu sjititu Qsji hirazjuɴkai hikaQti   Ɂamauti  
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お前の おとうさんは，その 犯人として 平所に ひかれて，  そこで 
daɴdaɴnu sjime  sjiQkaɴ Ɂukiti kunuju Ɂuwataɴdoː. 
色々な  責めを 折檻を 受けて 死んだんだ。［ぬれぎぬ］ 

374) hwirazjuɴkai kumirarijuɴ. 
平等所に  こめられる。［辞典］ 

 
2.1.1.4. 動作客体が心理的変化をこうむるもの 
 主語にたつ客体が，動作主体のために心理的に変化をこうむることをあらわす。動作主体

は ɴkai 格であらわれた。 
375) Ɂjaː Ɂatainu hjakusjoː Ɂaɡainu Ɂazji=ɴkai damasaQti nacjizjiɴnu Ɂicjizokuɡa  

お前のような 百姓 あがりの 按司=に  騙されて， 今帰仁の 一族が 
kunujuːna  naːɴ sjiraɴ   ʼjamaʼuti sjizji Ɂicjuɴdi  sjiɡuku zaɴniɴ.  
このような 名も 知らない 山で  死んで いくとは，とても 無念だ。［春］ 

 
2.1.1.5. 動作客体が社会的状態変化をこうむるもの 
 主語にたつ客体が，動作主体の社会的権力の行使により，社会的な立場（職業，人間関係

など）に変化をこうむることをあらわしている。動作主体は ni 格であらわている。 
376) Ɂuja=ni hwicjaɡiraQti   riQsjiɴsjoːɴ.  
  親=に 引き上げられて  立身している。［辞典］ 
 

「suɡujuɴ（殴る）」のような主体動作動詞の例もあげる。動作主体は ni 格，ɴkai 格であら

われる。(12)の例を見ると，動作客体である話し手は不利益をうけておらず，「sarijuɴ（され

る）」という文法的な形式に不利益という文法的な意味は含まれていないことがわかる。 
377) zjiruː=ɡa taruː=ɴkai suɡurarijuɴ. 

次郎=が  太郎=に  殴られる。［調査］ 
378) Ɂjaː=ja  cjaːɴ neːni. 「お前=は 何とも なってないか。」 

marukeːtinaːja ʼutu=ni suɡurariːsjeː  tanosjimijaru. 
「久しぶりに 夫=に  叩かれるのは，楽しみだ。」［ぬれぎぬ］ 

 
次の例は，ni 格の人名詞と，受動動詞の形「sarijuɴ（される）」の組み合わせの例である。

これらの例について，ni 格の名詞でさしだされるのは，動作の主体である人間である。動詞

「suɴ（する）」や受動動詞の形「sarijuɴ（される）」は，それ自身に「やられる」とか「殺さ

れる」の意味をもっているわけではない。このような受動文が不利益を感じさせるのは，前

の文脈をうけて，動作の客体がなんらかの具体的な働きかけを動作の主体からこうむってい

ることをあらわしているからである。 
379) Ɂeːhjaː, hweːreː=ni   saQtaɴdi  Ɂisjiɡa, ʼwaː miːkara ʼɴːzjineː,  

おい， 追い剥ぎ=に  やられたと いうが，俺の 目から 見ると， 
Ɂjaːɡadu   hweːreː nati miːɴdeːhjaː. 
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おまえこそ 追い剥ぎに  見えるぞ。［多］ 
380) 【人殺しの現場を目撃した二人の会話】 

munu ʼjumiːneː  macjaː=ni sariːɴdoː. 
「何か  言ったら， 松=に  やられるよ。」 
Ɂariɡaː suɴdeːjaː. 
「あいつならやりかねん。」［ぬれぎぬ］ 

 
2.1.2. 感覚・知覚の対象，感情・接近・表現の態度の対象 

具体的な動作ではなく，知覚や心理活動をあらわす動詞が受動動詞の形式になり，述語に

すえられた場合，主語の動作客体は知覚や活動，あるいは態度の直接の対象であることをあ

らわす。動作主体は ni 格，ɴkai 格，kara 格であらわれる。 
心理的なかかわりの客体となる人間が，受動文の主語にすえられるばあい，その客体とな

る人間は，認識の対象，態度の対象として，他の人間からの知覚活動のむけられるあい手，

あるいは感情的な態度や表現的な態度などをむけられるあい手として存在する。また，この

種の受動文の主語にある人間は，具体的な変化をうける客体としての存在ではなく，他の人

間の心理活動の客体であるという関係のなかで存在しているという点で「具体動作の直接の

対象」とは異なる。また，動作主体は ni 格，ɴkai 格，kara 格であらわれる。 
 
2.1.2.1. 感覚・知覚の対象 
381) Ɂanu Ɂakuazji=ɴkai miːrariːneː ʼikiɡa, ʼinaɡu koːcji=nu ɡusjiku=ɴkai  

あの 悪按司=に  見られたら，男も   女も，幸地=の 御城=に    
soːti  ɁikaQti  Ɂusjiɴmanuɡutu kuɴcjikaːriːʼjabiːkutu heːku kuma=kara  
連れて 行かれて，牛馬のように こき使われますので，早く ここ=から   
nuɡimisjeːbire. 
逃げ下さい。［春］ 

 
2.1.2.2. 感情的な態度の対象，接近的態度の対象，表現的態度の対象 
382) daːhjaː,  Ɂjaːtaminakai   Ɂajaːmeː=ni kaɴcjiɡeːsaQti.  ʼwaɴmadiɴ  

そらみろ，おまえの せいで 奥さま=に 勘違いされて， 俺まで  
Ɂuɴdeː  saQtasjeː.  
お叱りを 受けて しまったではないか。［口］ 

383) hidekicjisaɴ=ja koːhukujaː,  Ɂozjoːsaɴ=ni  ɁumuraQti.  
 秀吉さん=は  幸せね，  お嬢さん=に 思われて。［児］ 
 
384) Ɂaɴmaː, muranu Qcju=ni ɁuːraQtoːɡutu,       kakumati  kwiɴsoːri. 

おばさん，村人=に    追いかけられているので， かくまって ください。［口］ 
 

385) heːku Ɂikaɴdeː,  Ɂaɴmaːja macjikaɴtiː soːɴdoː. 
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「早く 行かないと， お母さんが 待ちかねて いるわよ。」 
cjuːsji cjuː Ɂukuriti,      mata Ɂaɴmaː=ɴkai ɁabiraQtoːsa. 
「今日と いう 日に 遅れて， また お母さん=に 怒られるね。」［多］ 

386) suː,   nuːɴdi Ɂicji naːja  kunu muɴnucjaː=ɴkai ʼjanaɡucjisariːɡa. 
お父さん， どうして  あなたは この 人達=に  ひどいことを 言われているの

か。［多］ 
387) ʼwaɴniɴ dusjinucjaː=ni cjaɴɡutu      ɁuhumunuwareːsaQtaɡa.  

私も  友達=に  そのことで どんなに 大笑いされたか。［報い］ 
388) Ɂuja=ni kanasa sarijuɴ. 

親=に かわいがられる。［辞典］ 
389) taruː =ja sjiɴsjiː=kara humiraQtaɴ.   
 太郎=は 先生-から ほめられた。［調査］ 
390) Ɂunutucji, zjicjiɴdanu ʼunazjaranumeː Ɂuɴzjunu Ɂumiɴɡwatu ʼwaɴtu kudi  

その時， じちん田の 女按司様，  貴方の  娘と   私と 組んで 
ʼudui hani sabitaɡutu,     Ɂunu ʼuduinu Ɂamariniɴ dikiti 
踊ったり 跳ねたり しましたが，その 踊りが 余りにも よく出来て， 

 sjiɴkanucjaː=kara humiraQti sabitaɡutu, zjicjiɴdanu Ɂazjeː  Ɂuri  
 臣下達=から  褒められましたので，じちん田の 按司は それを 

ɁuraɡoːsaQsji,       
ねたましく 思い・・・［春］ 

391) Ɂotoːsaɴ   Ɂaɴsji Ɂawatiːneː  ʼwaraːriɴdoː. 
お父さん， そんなに 慌てたら 笑われますよ。［人］ 

 
2.1.2.3. 評価的な態度 

「Ɂjuɴ（言う）」の受動動詞の形式が用いられる際，引用句におぎなわれて，表現的なむす

びつきをつくる。引用句には判断や評価が表現される。この場合，動作主体は kara 格であら

われる。 
392) hweːreːjaː.   ʼɴkasji,  Ɂjaː   Ɂuja=karaɴ  hweːreː =ɴdi   ɁjaQtaɴ.  

追い剥ぎね。 昔  お前の  親=からも  追い剥ぎ=と  言われた。［多］ 
393) ʼwaɴne Ɂuɴzjunu Ɂumiɴɡwanu katacjidu ɁuQcji turacjoːru. 

私は 貴方の   娘の    敵を  討ち取ったのです。 
 nakizjiɴnu Ɂazjiɡanasji=kara katacjiɴdi Ɂicji 
 今帰仁の  按司=から   敵と  いって 

ʼjubariːru  kutu saru Ɂubiːnu neː ʼjabiraɴsjiɡa. 
呼ばれる ことを した 覚えは ありませんが。［春］ 

394) mazjiru, ʼwaɴniɴ Ɂuɴɡutoːru kutoː Ɂiːbusjikou neːraɴsjiɡa   Ɂjaːja 
真鶴， 私だって こんな  事は いいたくないのだけどね， お前は  
ʼutu Ɂusjinati   namaː ʼjaɡusamimuɴdu ʼjaɴdoː.  
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夫を 亡くして  今は  一人者なんだよ。 
Ɂikana nuːjarawaɴ, kuɴɡutoːru ʼikiɡa ɁɴzjiɁiri sjimitaɴdi    Ɂineː 

 理由は どうであれ，このような 男を 出入り させているって いえば 
 sjikiɴ=kara nuːɴdi Ɂumaːriɡa. 

世間=から 何と 思われることか。［花］ 
 

以上のような直接対象主語の受動文において感じられる不利益は，受動動詞の形式ではな

く，その語い的な意味のためとみなせる。客体に対する働きかけ方には，具体的・実質的な

ものから心理的な態度や関わり方まで違いがある。これらは，述語の動詞と，主語の名詞（動

作客体）とのむすびつきのなかで決まる。しかし，この受動文は意味構造上，不利益を発現

させない。現実の出来事において主体と客体との関係を問題にするのである。 
 
2.2. （B）あい手対象の受動文 

直接対象とあい手対象のふたつを要求する授与動詞を述語にもつ能動文から，あいて対象

を主語にした受動文をつくることができる。この受動文を「あい手主語の受動文」とよぶ。

能動文であい手対象をあらわす kara 格，ɴkai 格の名詞が，受動文では主語の位置にくる。動

作主体は kara 格であらわれる。 
 
2.2.1. 動作の直接対象を主語にする 
395) Ɂeːtai.  Ɂuɴzju=ɴ cjicji ʼɴːdeː,   hawai=kara maicuki zjiɴ=nu ɁukuraQti  
「ねえ，あなた=も 聞いて みて。 ハワイ=から 毎月  お金=が 送られて  

cjoːsjiɡa.    ʼwaQtaː miːtuɴda=sji cjikatoːɴritai. 
きているけど， 私たち 夫婦=で  使ってるってよ。」［五］ 

 
2.2.2. あい手対象である人間を主語にする 
396) ɁuQtu=ɡa ʼjaQcjiː=kara beɴkjoː naraːsaQtaɴ. 

弟=が  兄=から  勉強を 教えられた。［調査］ 
397) taroː=ja sjiːzja=kara Ɂasabaɴ tideːraQtaɴ.  

太郎=は 先輩=から ご飯を ごちそうされた。［調査］ 
398) ʼikiɡa=nu Ɂuja=nu katami=ɴdi Ɂicji,  kunu taɴtoː sudati=nu Ɂuja, 

父親=の      形見=と 言って， この 短刀を 育て=の 親，   
Ɂajaː=kara ʼwatasarijabitaɴ. 
母=から  渡されました。［口］ 

 
上の受動文はやりとりの対象物が二人の人間の間で移動することをあらわしており，意味

構造上，利益や不利益については無関心であると考えることができる。一方で，現代日本語

では，特に 2.2.2.に属する受動文は不利益が感じられ不自然になるため，述語をシテモラウ
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形式に置き換えなければならない。村上（1986）によれば，現代日本語では，この種の受動

文の述語をシテモラウに置き換えた場合，主語にすえられた動作あい手は，やりとりのあい

手であると同時に，出来事の結果，利益を受け取る人間として存在する。現代日本語のこの

種の受動文では，サレルという形式はシテモラウ形式を述語にもつ文と類似した構造のなか

で，不利益という対立的な意味を担わされるようになったと考えることができる。 
首里方言の場合，この種の受動文は利益性に関して中立的である。それは，シテモラウ形

式が欠如していることが関係している。首里方言は，能動－受動が意味構造上，よく対立し

ており，現実の出来事をどちらのたちばから述べるのかというヴォイスのカテゴリーの体系

をなしている。このようなタイプの受動文では，不利益は受動動詞の形式や意味構造ではな

く，動詞の語い的な意味や文脈によって与えられるものであると考える。 
 
2.3. （C）所有者の受動文 

所有者の受動文には，体の部分や側面の受動文と，所有物・もちものの受動文が存在する。

体の部分や側面の受動文は，人間がその動作に対して間接的に関わっているのに対して，所

有物・もちものの受動文は，動作に対して直接的にも間接的にも対象的な関係をもたない点

で異なる。それぞれ，直接対象（体の部分・側面，所有物）を主語にするか，全体としての

人間や所有物のもち主としての人間を主語にするかで意味構造的に区別される。首里方言の

場合，能動文では直接対象であらわれる体の部分や所有物を主語にする構造の受動文は作ら

れにくい。 
 
2.3.1. 体の部分や側面の受動文 
 この種の受動文で動作の働きかけを直接に受け取るのは，ハダカ格でしめされる体の部分

や所有物であって，主語の位置にある名詞はこの部分に対して，全体あるいはもち主として

の関係をもち，動作に対して間接的に関わっている。 
399) hasjirutu hasjirunu Ɂeːzani Ɂiːbi hasamaQtaɴ. 

雨戸と 雨戸の    間に  指を はさまれた。［辞典］ 
400)  tatui nucji tasjikiraQti ʼjatiɴ,  Ɂurameː kaɴnazji keːsudoːjaː.  

たとえ 命を 助けられても， 恨みは 必ず  返すからな。［春］ 
 

次の例は，所有格であらわれた二人称代名詞が動作の直接対象である体の部分「cjiburu（頭）」

をかざって主語になっている例である。話者にとって，体の部分を主語に据えて明示する文

はいいにくいようである。 
401) macjaːhiː, nuːɡa     naː   cjiburoː. 

「松兄貴， どうしたのか，あなたの 頭は。」 
soː   Ɂira=ɴdi  Ɂijaːni,  ɁusjiɁusjini  cjimiraQtarumuɴ.  

「根性を 入れる=と いって， 無理やりに 切られてしまったよ。」［花］ 
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2.3.2. 所有物・もちものの受動文 
所有物・もちものの受動文において，主語のもち主＝人間は，他の人間からの働きかけに

は直接的にも間接的にも対象的な関係をもたず，動作の結果としての影響をうけとる存在と

して主語の位置に据えられる。 
402) ?eː ʼjamaː,    nuːɡa  Ɂjaːja  deːɡuniɡwaː tiːcji turariduɴsjeː    
「ちょいと，ヤマー。 えぇ，あんたは 大根   一つ 取られたぐらいで，  

Ɂaɴsuka  deːzji  naimi.   Ɂanu niːsjeː ʼjatiɴ, tabinu Ɂiːja ʼjaːsaː 
そんなに 大変なのか。    あの 若者だって， 旅の  上は ひもじさが 
 naraɴ.        Ɂjaː   deːkuni tuti  kadaruhazji.  
どうしようもなくて  あんたの 大根， 取って 食ったんだろうよ。」［口］ 

403) zjicjeːjoː. kamadaː, kunusacji kamijamapeːcjiɴɡa kurusarimisoːcji zjiɴkani  
  実はな， カマダー，この前 神山親雲上が    殺されて，   金を 
 nusumaQtaɴ. 

盗まれた・・・。［ぬれぎぬ］ 
404) namaɴcjoɴ kurasjikaɴtiːru soːrumuɴnu, naːhwiɴ zjoːnoːmuɴ turariːneː,  

「今で さえ 暮らし かねて いるのに，さらに 上納物を 取られたら，  
hjakusjoːnucjaːja nuː kamuɡa. 
百姓達は   何を 食べるのか。」［首］ 

 
次のような例は，主語の位置にさしだされている所有者としての人間は，所有者としての

関係を直接対象とのあいだにもちながらも，結果的に，心理的な，あるいは実質的な影響を

うけとることをあらわしている。 
405) Ɂeː  Ɂunu cjiɴ, mijoko=ɴkai miːrariːneː mata kucjiɡutudoː.  

「おい，この 着物，美代子=に 見られたら，また 口論に なるぞ。」［五］ 
406) Ɂikana nuː ʼjarawaɴ, duː=nu Ɂatarasjiː miːQkwa zjuriɁui  

「いくら 何でも   自分=の 大切な 姪っ子を 女郎に 
su=ɴdi Ɂicjiɴ    Ɂami. 
する=と いうことが あるか。」 

407) Ɂoː.  Ɂuridakeː Ɂaraɴ.      ʼjaːjasjicji=madiɴ ʼjacjiharaːQti,      
はい。それだけでは ありません。家=までも 焼き払われて， 
Ɂajaːtu ʼwaɴtoː suiutinu tacjizjukunu naraɴ.  kuɴzjaɴnakai ɁinakaɁuri 
母と 私は   首里では 生活が  できない。国頭に   田舎降り 
soːtasjiɡa, 

  していたんですが，［口］ 
 
 また，所有物が主語になっている例が次の 1 例のみ見つかっている。動作主体は ni 格で示

される。 
408) Ɂaniɴ kaniɴ saɴdeː, kunu ʼjaːjasjicjeː Qcju=ni turariːɴdoːjaː. 



116 
 
 
 
 
 

「ああも こうも しないと， この 屋敷は 人=に 取られるんだぞ。」［児］ 
 

「私の夫」，「私の妻」などのように，自分の周囲，または自分に関わりがある人も，自分

の部分，所有物とおなじとりあつかいをしながら受動文を作ることができる。この場合も，

動作そのものにとって，主語にあらわれる人間は直接的な客体でも間接的な客体でもない。

その動作や活動が自分にとって関わりのある人間にもたらすできごとに対して，結果的に心

理的な影響をうけとることを表現している。この種の受動文のなかで，直接対象である人間

は，基本的には，働きかけをうける対象をあらわすハダカ格の名詞でさしだされる。 
409) Ɂjaː  ʼutoː tukuru soːru,   ʼwaː tuzji kusui Qsji.   

お前の 旦那は 得 してるんだ，わしの かみさんで 養生しやがって。  
Ɂaieː, hjakusjoːinaɡu kusui suɴdi   ʼjaːnu takara kusui saQti.  
ああ， 百姓女で 養生すると いって， 家の 宝を 養生 されて。 
nuːkara nuːmadi suɴ natasjeː ʼwaɴdujaru.  

 何から 何まで 損をしたのは， わしじゃないか！［浮］ 
 

話者から，受動文(44)の他に，別々の使役動詞を述語にした使役文(45)(46)(47)を提供して

もらったので，以下にあげ，利益性の観点からそれぞれを比較することにする。 
410) hanakoː=ja dusji=ɴkai   Ɂakaɴɡwaː  dakariːɴ. （所有者の受動文） 

花子=は  友達=に  赤ちゃんを 抱かれる。［調査］ 
411) hanakoː=ja  dusji=ɴkai   Ɂakaɴɡwaː   dakasuɴ. （使役文・第一使役動詞） 

花子=は  友達=に  赤ちゃんを 抱かせる。［調査］ 
412) hanakoː=ja  dusji=ɴkai   Ɂakaɴɡwaː  dakasjimiːɴ. （使役文・第二使役動詞） 

花子=は  友達=に  赤ちゃんを 抱いて もらう。［調査］ 
413) hanakoː=ja  dusji=ɴkai   Ɂakaɴɡwaː   dakasjimirasuɴ. （使役文・第三使役動詞） 

花子=は  友達=に  赤ちゃんを 抱かれる。［調査］ 
 
 第４章では，(46)のシミーン形（以下，第二使役）を述語にもつ文と(47)のシミラスン形（以

下，第三使役）を述語にもつ文は，特定の状況の下で，出来事の結果，主語に据えられた人

間が利益，不利益を受け取ることを表現する文にずれていくことを示した69。その場合，第

                                                   
69 當山（2013）より再掲。〈〉内はそれぞれの使役動詞が実現する意味を示している。〈指令〉

は〈強制・指令〉，〈許可〉は〈許可・放任〉の意味を実現することをあらわす。〈間※指〉は，

述語に据えられると，間接使役文（二重使役文）になることをあらわしている。 

原動詞 第一使役 第二使役 第三使役 

有対 ?aʧuɴ 

（開く） 
?aki:ɴ 

（開け

る） 

?akir-asuɴ 

〈指令〉 
?akir-asimi:ɴ 
〈許可〉 
〈利益〉 

?akir-asimirasuɴ 

〈間※指〉 
〈不利益〉 
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二使役を述語にもつ文は利益の受け取りを表現するシテモラウ文と類似し，第三使役を述語

にもつ文は不利益の受け取りを表現する迷惑の受動文と類似するさまを述べた。 
 首里方言では，(44)のような所有者の受動文は意味構造上，不利益の意味をあらわさない。

(45)の第一使役を述語にもつ使役文も不利益を表現しない。(44)と(45)の受動文と使役文は，

動作あるいは出来事に対して，主語にさしだされた人間の関わり方の違い，すなわちヴォイ

スの違いそのものである。 
(46)の第二使役，(47)の第三使役を述語に用いた使役文は，基本的な使役文の意味構造から

特定の条件下でずれた派生的な使役文である。(46)は主語にさしだされた使役主体が出来事

の結果利益を享受することを，(47)は主語にさしだされた使役主体が出来事の結果不利益を

被ることを表現している。首里方言において，利益性は使役文が表現することができるもの

の，派生的な意味構造でしか利益性を実現することができない。 
 
2.4. （D）第三者主語の受動文 

もとの文の動作メンバーでないもの（第三者）が主語となり，その第三者がなんらかの影

響をうけることをあらわす第三者主語の受動文は，対応するもとになる文と比べて，関係者

が一項加わり，複合的な出来事をあらわす点において，使役文の構造と似ている。沖縄芝居

では，次の一例だけみられた。(48)では，話し手が，事態に対して何らかの不利益を被るこ

とを第三者主語の受動文を使って表現している。ただし，調査で確認すると，下のような第

三者主語の受動文は話者にとってかなり違和感がある文とのことであった。このタイプの受

動文は，首里方言では，ふつうの構文ではないと考える。 
414) hjakusjoːʼinaɡu=nu nacjeːru Qkwa==ɴkai Ɂatusariːsjijaka,   sjinusjidu  

 百姓女=が    生んだ 子=に  跡をつがれるより， 死んだ方が 
 masjijaru. 

ましです。［首］ 
（能動文ː「その子が 跡をつぐ。」／受動文ː「私達は その子に 跡をつがれる。」） 

 
(49)は，同芝居の同場面における，同登場人物による発話の例である。(50)は，調査で話者

に確認した際に得られた例である。(49)と(50)はどちらも使役文であるが，使役動詞が第二使

役形と第三使役形とで異なっている。 
415) kunu ʼjuisjo Ɂaru Ɂicjiɡusjiku=nu Ɂiːɡara hjakusjoːʼinaɡu=nu nacjeːru  

この 由緒ある  池城=の   家柄を 百姓女=が    産んだ 
Qkwa=ɴkai sjimiːru kutoː ʼikanasjiɴ naraɴ. 

  子=に  つがせる ことは 絶対に いけません。［首］ 
416) 【「私」は養子なんかに家を継がせたくないと思っている。】 
                                                                                                                                                                    

無対   ʧizjuɴ 

（継ぐ） 
ʧiɡ-asuɴ 

〈指令〉 
ʧiɡ-asimi:ɴ 
〈許可〉 
〈利益〉 

ʧiɡ-asimirasuɴ 

〈間※指〉 
〈不利益〉 
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ʼwaQtaː   ʼikiɡaɴɡwa=ɡa ʼuraɴkutu  ʼjoːsji=ni  Ɂuɡwaɴsu cjiɡasjimiracjaɴ. 
私達は  男の子=が  いないので 養子=に  家を   つがせた。［調査］ 

 
(49)の第二使役を述語にもつ使役文は，補語の動作主体に動作のきっかけがあり，使役主

体ののぞみや利益に反するにもかかわらず，あい手＝動作主体のなすがままにすることをあ

らわす〈非意図的放任〉，あるいは〈放任＝不本意〉の使役文70である。消極的ではあるが，

使役主体の動作主体に対する働きかけ方に焦点が当たっており，出来事の結果として使役主

体が受け取る不利益には構造上，無関心である。一方，(50)の第三使役を述語にもつ使役文

は，主語の人間と出来事の結果との関わり方に焦点が置かれ，補語の位置に据えられた動作

主対が惹き起こす出来事の結果，主語に据えられる使役主体が不利益を受け取ることをあら

わす71。すなわち，(50)のような第三使役形式を述語にもつ使役文は「何らかの動作の結果，

主語にさしだされる使役主体が不利益を被る」という意味構造上の不利益をもっており，そ

れは，第三者主語の受動文と類似している。 
したがって，第三者主語の受動文が表現する不利益性に関わる意味領域を(49)のような第

一使役の使役文が補っているようにみえるが，意味構造的に不利益が打ち付けられているの

は(50)のような第三使役を述語にもつ使役文のみである。 
 
３. まとめ 

本節では，首里方言の受動文は，利益・不利益に関して意味構造上，中立的であることを

シテモラウ相当形式の欠如から説明した。利益性や不利益性を意味構造上もつのは，それぞ

れ第二使役や第三使役を述語にした使役文であると考える。受動文における利益・不利益は

プラグマチカルな意味や語い的な意味のなかで付与されうるのである。それは，サレルとい

う文法的な形式が部分的に不利益の意味を獲得しながら，ヴォイスが利益性のカテゴリーに

もふみこんでくる現代日本語とは異なる。 
現代日本語には存在する第三者主語の受動文が首里方言にみとめられないのは，おそらく，

首里方言の受動文が利益性を担わされなかったことと関わっている。現代日本語の場合，受

動文がシテモラウ文との張りあい関係のなかで利益性を発達させることによって，第三者主

語の受動文のようなタイプの受動文を作ることができるようになったのだろう。 
シテモラウ相当形式が存在することと関わって，授受動詞の発達は現代日本語の利益性の

発達に欠かせない条件であった。授受動詞が本動詞だけでなく，補助動詞用法も発達させ，

さらにそのことが使役文や受動文にも影響を与えた。首里方言の授受動詞も補助動詞用法を

もつが，現代日本語ほど発達していないことが予想される。次章より，シテヤル，シテクレ

ルに相当する形式の分析を加え，詳しくみていくことにする。  

                                                   
70 ［佐藤 1986：pp.131］ 
71 第三使役（シミラスン）形は，基本的には間接使役文（二重使役文）の専用形式であるが，

単純使役文の述語になった時，出来事の結果，主語の使役主体が不利益を被ることをあらわ

すことができる。（第４章参照） 
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第６章 授受動詞と授受構文 

 
第１節 はじめに 
 
 首里方言の授受動詞について述べる前に，現在の日本語研究で主流となっている授受動詞

の考え方についてまとめておきたい。 
現代日本語において，物のやりとりをあらわす基本的な動詞には，「やる」，「あげる」，「く

れる」，「もらう」の 4 つがあげられる。これらの動詞は，まず，主語に「与え手」があらわ

れるか，「受け手」があらわれるかという「ヴォイス的対立72」によって区別される。 
  a)     私が    次郎に  本を  やる。／*くれる。 
人称方向   【話し手（寄り）】 【他者】   
ヴォイス [与え手]     [受け手]  [やりとりの対象] 
構文意味 動作主体   動作あい手  動作客体 動作 
 

c)  私が   太郎に／から  本を   もらう。 
       【話し手（寄り）】【他者】 

 [受け手]  [与え手] 
動作主体 動作あい手 動作客体 

 
ただし，この場合のヴォイス的対立というのは，能動－受動における主語と補語，動作主

体と動作客体の関係と同じではない。授受動詞において，「やる」と「もらう」の対立は，能

動－受動と異なり，意味構造における主語と補語，動作主体と動作客体は変わらない。主語

と補語，「与え手」と「受け手」の構文的な関係が，能動－受動のヴォイス対立と対応してい

るのである。この点で，この対立は「ヴォイス的対立」とよばれているのである。しかし，

実際には，「与え手」と「受け手」は，授受動詞「やる」「くれる」「もらう」が文のなかで用

いられたときにあらわれる語彙的な意味である。したがって，本章では，「与え手」や「受け

手」という用語についてヴォイスという概念は与えない。 
◇能動文     ◇受動文 
花子が  太郎を  殺した。   太郎が    花子に   殺された。 
主語  補語  述語    主語     補語  述語 
動作主体 動作客体 動作     動作客体   動作主体  動作 
 

また，現代日本語の授受動詞は，主語に「話し手（寄り）の人間」があらわれるか，「他者」

があらわれるかという観点も重要になる。このような話し手を基準にした授受の方向性の違

いにより，次のような人称制限をもつ（*は不適格な表現であることを示している。）。主語の

                                                   
72 日高（2007）pp.3. 
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位置にあらわれる人間＝動作主体が「与え手」である場合，話し手（寄り）の人間から他者

への授与の時には述語に「やる」があらわれ，他者の人間から話し手（寄り）の人間への授

与の時には述語に「くれる」があらわれる。 
  a)    私が      次郎に 本を  やる。／*くれる。  
人称方向 【話し手（寄り）】【他者】   
構文意味 動作主体  動作あい手 動作客体 動作 
 

c)  私が   太郎に／から  本を   もらう。 
       【話し手（寄り）】 【他者】 

動作主体 動作あい手 動作客体 
 

b)  太郎が  私に  本を   くれる。／*やる。 
       【他者】    【話し手（寄り）】 

動作主体 動作あい手 動作客体 
 

こうした話し手を基準にした行為の方向性を日高水穂（2007）は，「人称的方向性」とよぶ。

日高は，人称的方向性を「話し手を中心に据えた動きの方向性73」と定義している。「動き」

とは，「物理的・空間的な「物」や「人」の移動のみならず，言語伝達による「情報」の移動

や相手に及ぶ「行為」の影響をも含74」んでいる。話し手から離れていく「動き」の方向を

「遠心的方向」，向かってくる方向を「求心的方向」とする。そして，a や c のように，話し

手から他者への授与を「遠心的方向の授与」，他者から話し手への授与を「求心的方向の授与」

と呼ぶ（ここでの「話し手」とは，話し手自身，あるいは話し手にとって「話し手寄り」と

とらえている人物をさすものとする）。「人称的方向性」の観点から上の例をみると，「やる」

と「くれる」は次のように対立している。（*は不適格な表現であることを示している。） 
  d)  私が  太郎に  本を  やった／*くれた。遠心的方向 

e)  太郎が 私に   本を  *やった／くれた。求心的方向 
 
 すなわち，やる・くれるの違いを，話し手に近づくか，遠ざかるかという方向性の違いに

よって区別することが「人称的方向性」である。 
 日高が設定する人称的方向性における「やる」と「くれる」のちがいについては，次のよ

うにもいえる。「やる」は，「動作あい手に一人称（側）をすえることができないという人称

制限が存在する」。そして，「くれる」は，「主語に一人称（側）をすえることができないとい

う人称制限が存在する」。 
 以上，（１）ヴォイス的対立（２）人称的方向性による対立というふたつの要素によって，

日本語の授受動詞は次の表のように体系的にとらえられている。（表は日高 2007 を参考に作

                                                   
73 日高（2007）pp.19。 
74 同上。 



121 
 
 
 
 
 

成。） 
【表ː現代日本語の授受動詞】 

 

ヴォイス的対立 

方向性（人称性）による対立 

遠心的方向 

（受け手に一人称制限） 

求心的方向 

（与え手に一人称制限） 

主語が与え手 やる・あげる くれる 

主語が受け手  もらう 

 
 このようにまとめると，現代日本語の授受動詞は，「やる・あげる」，「くれる」「もらう」

の 3 項対立と捉えることができそうである。実際に，日高（2007）や山田敏広（2006）など

は現代日本語の授受動詞は 3 項対立であるとみなし，それを現代日本語の特徴と捉えている。  
上の表をみるとわかるように，「やる・あげる」と「もらう」はヴォイス的対立，人称的方

向性の対立によって区別されている。しかし，「やる・あげる」と「くれる」，それから，「く

れる」と「もらう」は，それぞれ人称的方向性，ヴォイス的な対立によって区別されるとい

えるが，この 3 つが同じ条件で区別されているわけではない。また，「太郎は私から本をもら

った」のような「主語に受け手があらわれ」，「遠心的方向の授与」である表現形式が欠けて

おり（表では斜線にあたる形式），いびつである。 
 そもそも，授受動詞とはなにか。日高は仁田（1986）の授受動詞語群「所有の位置変え」

として示した動詞（「売る，買う，貸す，借りるなど」）は，「やりとり」の内容に実質的な意

味のちがいがあるとし，これらを「提供動詞」としている。そして，「やる」「くれる」「もら

う」を狭義の授受動詞としている。それは，これらの授受動詞が所有権の譲渡を語彙的な意

味としてもっていると同時に，補助動詞「～してくれる」「～してやる」「～してもらう」の

用法をもっていることも根拠になっている。 
 しかし，補助動詞用法をもつ授受動詞が，本動詞においても必ず所有権の移動まであらわ

す授受動詞として用いられるわけではない。実際に，首里方言の補助動詞用法をもつ授受動

詞「トゥラスン」は，本動詞では二者間のもののやりとりをあらわすが，所有権の譲渡まで

含んでいない。その上，本動詞イーン（もらう）は，補助動詞としては用いられない。この

ような授受動詞のあり方は言語類型論的にみれば珍しくない。山田敏弘（2006）は，英語の

「give」と「receive」のような主語にさしだされた人間から対象が離れていくか，近づいて

いくかという二項対立型の授受をもつ言語は，言語系統に偏らず広く見いだせると述べてい

る。日本語に似た構造をもつといわれる韓国語もこの系統である。すなわち，「くれる」と「や

る」のような話し手の視点＝人称制限による使い分けをする言語のほうが極めて珍しい。首

里方言も，「クィーン（give）」と「イーン（receive）」の二項対立型に入る。 
さらに，日高によれば，首里方言のようにクレルとヤルが人称制限によって対立している

のは，日本語諸方言においても珍しくない。九州の西半分と新潟・富山県堺から長野・岐阜

県境を通って静岡・愛知県境にいたる境界線よりも東側では，どちらもクレルかクレル相当

形式が表現する。クレル相当形式が用いられるという点も含めて，首里方言と同じである。 
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 したがって，首里方言や日本語の多くの方言において授受を分析する時に，日高他が用い

ているような「人称的方向性」の概念を導入するのは問題点があると思われる。このことを

ふまえて，授受動詞を動詞のカテゴリカルな意味のグループの体系から整理したのが本章第

２節である。 
逆にいえば，現代日本語の分析も同様で，「人称的方向性」という概念を用いることによっ

て授受動詞の本質を見誤っている可能性もある。前にあげた表のように，「人称的方向性」と

いう考え方は，現代日本語を分析する上でも，日本語教育上でもよく用いられている。だが，

「提供動詞」とみなした授受動詞という動詞のカテゴリカルな意味のグループのなかで「や

る」「くれる」「もらう」を捉えたとき，もっとも重要な分類は，主語にさしだされた人間か

ら対象が離れていく give 型の動詞か，主語にさしだされた人間に対象が近づいてくる recive
型の動詞かということがわかる。むしろ，方向性という概念はここで用いられるべきであろ

う。このことは奥田（1972）によって示唆されている。よって，本章では，「やる」「くれる」

を「遠心的方向の授受動詞」，「もらう」を「求心的方向の授受動詞」とみなした。このよう

に考えたときに，遠心的方向の授受動詞のなかで，「くれる」は特殊な動詞だということがわ

かる。この動詞だけが主語に 1 人称をさしだすことができないからである。 
もともと，古代日本語の「くれる」は，人称制限をもたなかった。現在の首里方言や他の

日本語の方言と同じ状況だったのである。だとすれば，人称制限が発生したことは，現代日

本語の受益表現の体系とどのように関連しているのだろうか。人称制限が発生しなかった首

里方言の受益表現をみていくことは，首里方言の利益性の体系そのものの検討とともに，現

代日本語の利益性の発達の要因を解明することができるという可能性もある。このことにつ

いては，第３節から終章にかけて述べる。 
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第２節 動詞の語彙体系のなかの授受動詞 

 
０. はじめに  

首里方言の授受動詞には，動詞の第二中止形に補助動詞 turasuɴ，kwiːɴ をつけて作られる

分析的な文法的な形式がある。この文法的な形式を述語にもつ授受構文は，人間が動作や出

来事に対して，利益性や不利益性の面からどのように関わっているのか，その関わり方を表

現する文である。現代日本語の「してくれる」「してやる」「してもらう」という文法的な形

式は，本動詞「くれる」「やる」「もらう」と人称制限や動詞の語彙的な意味（主語の動作主

体に近づくのか，遠ざかるのかという方向性）の観点からみて同様にあらわれるといわれる。

しかし，首里方言の場合は次のように本動詞と補助動詞とは対応しない。 
 

【表 1】首里方言と現代日本語の授受動詞における本動詞と補助動詞の対応 

 本動詞 補助動詞 

首里方言 kwiːɴ（やる・くれる） 
ʼiːrasuɴ（やる） 
ʼiːɴ（もらう） 
turasuɴ（わたす） 

kwiːɴ（して やる・して くれる） 
 
 
turasuɴ（して やる・して くれる） 

現代日本語 やる，あげる 
くれる 
もらう 

して やる，して あげる 
して くれる 
して もらう 

 
動詞のカテゴリー体系のなかで，授受構文の意味，構造，機能については，これから記述

的に調べていかなければならないが，本稿では，まず，本動詞のほうについて，すなわち，

授受動詞の語彙的な意味の問題についてをとりあげる。 
はじめに，本研究であつかう授受動詞（やりもらい動詞）と授受動詞をめぐる先行研究の

用語について整理しておく。現代日本語の広くやりとりをあらわす動詞を分類しているもの

に，奥田靖雄（1972），仁田義雄（2010）などがある。奥田（1972）では，やりもらいのむす

びつきをあらわす連語は，「対象にたいする所有権あるいは占有権の，売買，譲渡，略奪など

による移動を表現して75」おり，「この種の連語をつくることのできる動詞は，対象が主体の

方へちかづいてくることをあらわすものと，対象が主体からとおざかっていくことをあらわ

すものとの，ふたつのグループにわかれる76」としている（下線は著者による）。そして，仁

田（2010）は，対人的行為としての物のやりとりを広くとらえて示した動詞を「所有の位置

変え」と総称して分類しており，対象の「所有権・所持権の〈ゆく先〉〈出どころ〉のどちら

                                                   
75 奥田（1972）pp.81 
76 同上 



124 
 
 
 
 
 

に焦点を置いて捉えるか77」によって，「授け（〈ゆく先〉に焦点を当てる）」と「受け（〈出

どころ〉に焦点を当てる）」のふたつの動詞のタイプを設定している。 
比較のため，次頁に両者の動詞分類を整理した表をあげる（仁田があげている動詞は，五

十音順であったので，奥田の分類にあわせて並び替えている）。※1 で示されている動詞は仁

田があげていて奥田があげていない動詞，※2 で示されている動詞は奥田があげていて仁田

があげていない動詞である。また，動詞のなかでも，「やる（あげる），くれる，もらう」や

その謙譲語や尊敬語の動詞である「さしあげる，くださる，いただく」は，下線で示してい

る。 
 

【表 2】奥田と仁田の授受動詞の分類対照 

 
※1 と※2 の授受動詞をみてみると，奥田の分類にはあわせ動詞が特に(2)に多い。また，

仁田が（A）でとりあげている動詞「出す」と「回す」について，奥田では，とりはずしや

むすびつきを作る具体的な作用動詞が，やりもらい動詞へ移行しつつある動詞として分類さ

                                                   
77 仁田（2010）pp.284 

「所有の位置変え」動詞・仁田（2010）  

 

A）「授け」  

［ガ／カラ（主ːでどころ），ヲ（対象（変化）），ニ（相方ːゆく

先）］  

売る，貸す，譲る，預ける，遣る，恵む，上げる，贈る，返す，

分ける，渡す，くれる，施す，授ける，与える，配る，寄越す，

払う，※1 出す，※1 残す，※1 弾む，※1 ばらまく，※1 回す，

※1 下さる，※1 もたらす  

 

 

B1）「受け・受け取り」  

［ガ（主ːゆく先），ヲ（対象（変化）），カラ（相方ːでどころ）］ 

買う，受け取る，預かる，取る，巻き上げる，奪う，取り返す，

盗む，得る，集める，※1 剥ぐ，※1 略奪する，※1 掏る  

B2）「所有の位置変え・もらい受け」動詞の格体制と所属語  

［ガ（主ːゆく先），ヲ（対象（変化）），カラ／ニ（相方ː出どこ

ろ）］  

もらう，借りる，戴く，賜る  

やりもらいのむすびつきをあらわす連語をつくる動

詞・奥田（1972）  

1）対象が主体からとおざかっていくことをあらわす  

うる，※2 うりつける，※2 うりわたす，かす，ゆず

る，※2 ゆずりわたす，※2 ひきわたす，あずける，

くれる，やる，めぐむ，あげる，※2 さしあげる，

※2 ささげる，おくる，かえす，※2 もどす，わける，

ほどこす，さずける，あたえる，※2 あてがう，く

ばる，※2 おさめる，よこす，はらう，※2 しはらう，

※2 はらいさげる，※2 たてかえる，※2 おごる，※

2 ふるまう  

2）対象が主体のほうへちかづいてくることをあらわ

す 

かう，※2 かいあげる，※2 かいいれる，※2 しいれ

る，かりる，※2 かりうける，  

※2 ゆずりうける，うけとる，あずかる，  

もらう，いただく，※2 くださる，たまわる，とる， 

※2 とりあげる，まきあげる，うばう，※2 うばいか

えす，※2 うばいとる，※2 とりもどす，※2 とりた

てる，とりかえす，ぬすむ，※2 ぬすみとる，※2 さ

らう，※2 せしめる，※2 うける，える，あつめる  
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れている。すなわち，奥田は授受動詞とみなしていないということである。 
 奥田も仁田も授受動詞を主語の位置にすえられた動作主体に対する対象物の移動に分析の

観点からふたつに大別しており，結果として，それぞれのグループの所属語はほぼ一致して

いるといえる。 
奥田の分類は，二者間での所有権の移動をさししめす動詞が述語になって（のべとしてさ

しだされて），主語（のべられ）としてさしだされた動作主体についてのべる場合，動作主体

に対して，それから発する動作として関わるか，それにむかう動作として関わるかという動

詞の語彙的な意味がもつところの「方向性」のちがいによって区別されていると考える。つ

まり，「対象が主体のほうへちかづいてくることをあらわす授受動詞」は，主語にさしだされ

る動作主体に対して，求心的な方向性をあらわすという語彙的な意味をもっており，「対象が

主体からとおざかっていくことをあらわす授受動詞」は，動作主体に対して，遠心的な方向

性をあらわすという語彙的な意味をもっている。 
奥田（1972）や仁田（2010）に従って，以降，「うる」「かす」「あずける」「くれる」のよ

うに，対象が主体からとおざかっていくことをあらわす授受動詞のことを「遠心的動詞」，「か

う」「かりる」「あずかる」「もらう」のように，対象が主体のほうへちかづいてくることをあ

らわす授受動詞のことを「求心的動詞」と呼ぶことにする。 
前表のなかで，下線で示した動詞は，他の授受動詞と違って人称制限が存在する78。次の

(a)(b)のように，「やる」は間接補語の位置において，「くれる」は主語の位置において 1 人称

が制限される。「もらう」は(c)と(d)のように，間接補語に 1 人称をすえることが基本的には

不可能である。このなかでも，主語にさしだされる名詞に 1 人称がくることができないとい

う人称制限があるという点で，授受動詞「くれる」はもっとも特殊な動詞といえる。 
  a) 私が 次郎に  本を  やる。／*くれる。     

b) 太郎が 私に  本を   くれる。／*やる。 
c) 私が  太郎に／から  本を   もらう。 
*d) 太郎が 私に／から  本を   もらう。 

 
 この観点に人称制限と敬意の有り無しの観点を加えて現代日本語の授受動詞を整理すると，

次の表のようにまとめることができる。 
 
【表 3】現代日本語の授受動詞と人称制限 

動詞のタイプ 敬意 人称制限 

補語に 1 人称制限 主語に 1 人称制限 

                                                   
78 日高（2007）では，「やる」のような話し手から他者への授与を「遠心性動詞」，「くれる」

「もらう」のような他者から話し手への授与を「求心性動詞」のように，話し手を基準にし

た行為の方向性を「人称的方向性」と呼び，特に「くれる」と「やる」の違いを説明してい

る。首里方言をはじめとする琉球語諸語においては，「くれる」と「やる」のような区別をも

つ方言は管見の限りみられず，日高も現象としては，人称制限と捉えているため，本稿では，

人称制限の違いとみなして整理した。 
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遠心的動詞 有 さしあげる くださる 

無   やる・あげる くれる 

求心的動詞 
 

有 いただく  

無 もらう  

 
１. 首里方言の授受動詞の分類 

前項の奥田の分類を参考に，これまでに得られた首里方言の授受動詞を（1）求心的動詞（2）
遠心的動詞にわけてまとめると次のようになる。なお，ここでは，一度，やりとりの対象物

をより抽象的なものまで広く認め，「教える」や「継ぐ」に相当する動詞も含めておいた。 
 

【表 4】首里方言の授受動詞のタイプ 

 （1）求心的動詞 （2）遠心的動詞 

共通する語根を

もち，形態上ペア

をなす授受動詞 

Ɂazjikaiɴ（預かる） 
sazjakaiɴ（授かる） 
naraiɴ（習う） 
kaiɴ（借りる） 
Ɂiraiɴ（借りる） 
tuiɴ（とる） 
ʼiːɴ（もらう） 
koːiɴ（買う） 
cjizjuɴ（継ぐ） 

Ɂazjikiːɴ（預ける） 
sazjakijuɴ（授ける） 
naraːsuɴ（教える） 
karasuɴ（貸す） 
Ɂiraːsuɴ（貸す） 
turasuɴ（とらせる） 
ʼiːrasuɴ（あげる） 
koːrasuɴ（買わせる） 
cjiɡasuɴ（継がせる） 

ペアをもたない

求心的動詞 
nusunuɴ（盗む）  

ペアをもたない

遠心的動詞 
 tideːjuɴ（饗応する） 

Ɂuiɴ（売る） 
Ɂkuiɴ（送る） 
kwiːɴ（やる，くれる） 

 
 授受動詞には，求心的方向の授受動詞と，遠心的方向の授受動詞が共通する語根をもち，

形態上ペアをなしているタイプとなさないタイプが存在している。ペアをなしているタイプ

は，例えば，Ɂazjikaiɴ（預かる）－Ɂazjikiːɴ（預ける）では，共通する語根 Ɂazjik-をもってい

る。このタイプのなかには，求心的方向の授受動詞の語根に派生接尾辞-asuɴ を後接させて遠

心的方向の動詞を派生させたタイプ【例ːtuiɴ（とる）→tur-asuɴ（わたす）】もある。この方

言では，他動詞派生接尾辞と使役動詞派生接尾辞が同音形式である。さらに，ʼiːɴ（もらう）

の語根に派生接尾辞-asuɴ を後接させて作った遠心的動詞ʼiːrasuɴ（あげる）は，授受動詞の

なかでも所有権の移動までともなう動詞として用いられる。koːrasuɴ（買わせる，売る）を述

語にもつ文のなかには，他動詞的な特徴をもつものもみられる。このような動詞を他動詞（授
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受動詞）とみなすのか，使役動詞とみなすのかは，形態上と構文上の観点から，さらに，受

動，使役の観点からみていく必要があるが，今回はここまで分析することができなかった。 
また，本来，このような授受動詞すべてを分析の対象としなければならないが，上の整理

も不完全のため，次項より分析対象とするのは，【表 4】にあげた授受動詞のうち，所有権の

移動までともなう動詞である遠心的動詞クィーン（くれる，やる），イーラスン（やる）と，

求心的動詞イーン（もらう）のみっつと，補助動詞になってはたらくトゥラスン（わたす）

のみである。ウタビミセーン，クィミセーン，ウサギーンなど敬意が関わる授受動詞につい

ても，今回は分析が間に合わなかった。 
 
２. 本論 
 ここから，遠心的動詞クィーン（くれる，やる），イーラスン（やる）と，求心的動詞イー

ン（もらう），そして，遠心的動詞トゥラスン（わたす）について，文の通達的なタイプと動

作主体，動作あい手，客体にさしだされる名詞と動詞の語彙的な意味，動作主体と動作あい

手との間の上下関係，人称制限，動作あい手にあらわれる格形式の観点から用例の分析・記

述を行う。授受動詞それぞれの形式があらわれる条件を細かく記述することを目的とする。 
また，用例において，動作主体は    ，動作あい手は    ，動作客体は    ，

動作は斜体で示し，疑似訳をあてる。わかりづらい例には，【】内で補足する。沖縄芝居から

の例は最後に［］で作品名を記す。 
 まず，次の表に首里方言の授受動詞の人称制限についてまとめながら，概要にあらかじめ

ふれておく。 
 

【表 5】首里方言の授受動詞のタイプと人称制限 

動詞のタイプ 人称制限 

補語（＝動作あい手） 
に 1 人称制限 

主語（＝動作主体） 
に 1 人称制限 

遠心的動詞 クィーン 

   イーラスン  

求心的動詞 イーン  

 
 前項にまとめた【表 3】の現代日本語とくらべるとわかるように，首里方言には，動作主

体に 1 人称制限がある（動作主体に 1 人称がくることのできない）授受動詞は存在しない。

また，授受動詞イーンに他動詞接尾辞-asuɴ を後接させて派生した授受動詞イーラスンが存在

しており，語彙的な意味として遠心的な方向をあらわす動詞になっているが，動作あい手に

1 人称をすえることができないという点ではイーンと共通している。結果的に，授受動詞イ

ーラスンはクィーンと一部領域が重なることになる。 
 全体について，本稿で述べたいことは，おおまかには次のことである。 
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（１）授受動詞は，むすびつく名詞，人称，あるいは文の通達的なタイプと関係して，所有

権の移動から，空間的な移動に語彙的な意味がずれていくことがある。 
（２）イーラスンは，むすびつく名詞が限られており，クィーンやイーンと比較すると，授

受動詞として発達していない。 
（３）それぞれの授受動詞は，授受動詞というカテゴリカルな意味の体系のなかでは語彙的

な体系をなしているが，クィーン，イーラスン，イーンが授受動詞のなかで項対立をなして

いるとはいえない。（語彙的な意味の問題であって，2 項対立，3 項対立のように捉えること

はできない。） 
 
2.1. クィーン 
 授受動詞クィーンは，日本古代語の「クレル」に相当する形式である。クィーンを述語に

した文は，主語の位置にすえられた動作主体が，直接補語にすえられハダカ格であらわされ

る動作客体（＝所有物）を，間接補語の位置にすえられた動作のあい手に授与することをあ

らわす遠心的な動詞である。動作のあい手は ɴkai 格，あるいは ni 格であらわれる。 
クィーンは，主語（＝動作主体）にも間接補語（＝動作あい手）にも人称制限をもたない。

これは，日本古代語のクレルと共通する79。ただし，調査では，補語に 1 人称があらわれる

例を得られるものの，沖縄芝居など談話資料のなかでは，あまりみられなかった。 
基本的に，二者間での「所有権の移動」をあらわす。「対象物の一時的な貸与」や，「対象

物の位置変化」を表現する時には，別の動詞をもちいる。すなわち，動作のあい手が人以外

（動物や植物）をとることができない80。 
 

ʼwaɴneː   ʼikiɡaɴɡwaɴkai  kunu huɴ  kwitaɴ. 
私は   息子に   この 本を  あげた。 

構文＝意味 動作主体    動作あい手    客体  動作 
構文＝機能 のべられ おぎない  おぎない のべ 
 

dusjiɡa  ʼwaɴniɴkai huɴ   kwitaɴ. 
友達が  私に   本を   くれた。 

構文＝意味 動作主体    動作あい手   客体   動作 

                                                   
79 荻野千砂子（2007） 
80 人名詞ではなく，動物や植物などをあらわす名詞がやりとりのあい手としてさしだされた

場合は，クィーンなどの授受動詞ではなく，kaki:ɴ（かける）や kwa:suɴ（くわせる）のよう

な動詞があらわれる。 
1) Ɂinuɴkai munu kwa:ʧaɴ.（犬に えさを くわせた。） 
2) hanaɴkai mizi kakitaɴ.（花に 水を かけた。） 
3) haruɴkai kwe: kakitaɴ.（畑に 水肥を かけた。） 
4) haruɴkai kwe: maʧaɴ.（畑に 堆肥を まいた。） 
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構文＝機能 のべられ おぎない おぎない  のべ 
 
2.1.1. のべたてる文 
 のべたてる文のなかであらわれる授受動詞クィーンは，動作主体や動作あい手に人称の制

限が存在しない。動作主体にも，動作あい手にも，人名詞がさしだされる。客体としてさし

だされるやりとりの対象物には，本，お土産，お菓子，お金のようなモノ名詞，そして，一

部人名詞があらわれる。 
 動作主体（＝主語）に 1 人称があらわれる場合，対象物を授与される動作あい手（＝間接

補語）は，動作主体にさしだされる人間と同じくらいか，低い立場の人間である。しかし，

動作あい手が 1 人称である場合は，逆になり，動作主体にさしだされる人間のほうが低い立

場である。また，動作あい手が 1 人称であらわれる時，あるいは，動作あい手にさしだされ

る人間が話し手にとって身近な人間である時，kwiteːɴ（くれてある）のようなシテアッタ相

当形式があらわれることがある。 
 
2.1.1.1．動作主体は 1 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.1.1.1.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位・同位の立場 
（物） 
417) ʼwaɴɡa Ɂɴmaɡa=ɴkai sjimucji kwitaɴ. 

私が 孫に   本を あげた。 
418) ʼwaɴɡa dusjiɴkai sjimucji kwitaɴ.  

私が 友達に  本を あげた。 
419) ʼwaɴɡa ɁuQtudusjiɴkai sjimucji kwitaɴ. 

私が  後輩に   本を あげた。 
420) kunu sjimucji Ɂɴmaɡaɴkai kwireːjaːɴdi Ɂumutoːɴ. 

この 本を  孫に   あげようと おもっている。 
421) Ɂunu cjitoː  taroːɴkai  kwitaɴ. 

その お土産は 太郎に あげた。 
422) cjinuː Ɂɴmaɡaɴkai kunu sjimucji kwiːru cjimu ʼjatasjiɡa 

昨日， 孫に  この 本を あげる つもり だったけど， 
ʼjuːzjinu Ɂɴzjijaːni  kwijuːsaɴtaɴ.    Ɂaɴsukutu cjuː turasusa. 
用事が  出て，あげることができなかった。だから 今日 わたすよ。 

423) cjinuː ɁuQtuɴkai huɴ kwitaɴ.  
 昨日 妹に  本を あげた。 

（食べ物） 
424) Ɂɴmeːɡa   Ɂɴmaɡaɴkai Ɂukwaːsji kwitaɴ. 

 おばあさんが 孫に  お菓子を あげた。 
425) Ɂunu Ɂukwaːsji  Ɂjaː   ̕unaiɴkaiɴ kwiːru suɴdoː. 
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その お菓子を あなたの 妹にも あげるんだよ。 
（金銭） 
426) ʼwaɴɡa tuzjiɴkai zjiɴ kwitaɴ. 

私が  妻に  お金を あげた。 
 
2.1.1.2. 動作主体は 1 人称であり，動作あい手が 2 人称である場合 
2.1.1.2.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位・同位の立場 
（物） 
427) kunu sjimucjeː  ʼwaɴneː Ɂjaːcjuiɴkairu kwiteːkutu hokano  

この 本は  私は  あなた一人に あげたので 他の 
Qcjuɴkai kwiɴnajoː.  
人に  あげるなよ。 

428) Ɂjaːɴkai kunu huɴ kwiːɴ. 
  お前に この 本を あげる。 
429) kunu sjimicji Ɂjaːɴkai kwiːbusaːsjiɡa ɁatarasaQsaːjaː. 

この 本， お前に あげたいけど，もったいないな。 
430) kunu sjimicji Ɂjaːɴkai kwiːsa. 

この 本， お前に あげるね。 
431) Ɂureː Ɂjaːɴkai kwiraɴ. 

これは お前に あげない。 
432) cjinuː Ɂjaːɴkai Ɂanu sjimucji kwiːru cjimu ʼjatasjiɡa  

昨日，お前に あの 本を あげる つもり だったが， 
naːheː timutuɴkai Ɂucjoːkeːjaːɴdi  Ɂumutoːkutu kwiraɴtaɴ.  
もう少し てもとに  置いておこうと 思っているので あげなかった。 

433) cjinuː Ɂjaːɴkai       kwitaɴdoːjaː.  
昨日，お前に （本を） あげたよね。 

 
（食べ物） 
434) Ɂjaːni   kwiːɴdi   cjimaɡuː  nicjeːɡutu kwadi turasjeː. 

あなたに あげようと チマグーを 煮たから 食べて ください。［てぃんさぐぬ花］ 
 
（人） 
 やりとりの対象物に人名詞がさしだされる場合がある。この時，授受動詞は，所有権の移

動をあらわすのではなく，社会的な状態変化をしめす動詞へ移行しているとみなすことがで

きる。 
435) haruja naɡamijai Ɂacjihatiti Ɂacjinu mumizjibani nariba 

「春は 眺めて 飽き果てて 秋の 紅葉に  なれば 
kwijuɴdi Ɂitasjeː. 
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（お前に女を）     やるって 言ったよ。」 
saː   hakuzjoːja Ɂarani. 

「それは 薄情では  ないか。」［地頭代］ 
436) kunujuːna  huzjirina munuɴkai tiː kakiːneː  tiːnu  cjiɡarijaɡutu 

「このような 不義理な 者に  手を かけたら 手の けがれなので 
Ɂaɴduɴjareː    Ɂjaːni kwiruɡutu taitumu kumakara Ɂɴzjiti Ɂiki. 
それなら （娘は）お前に やるから 二人とも ここから 出て 行け。」 
［薬師堂］ 

437) ʼinaɡuɴɡwajara Ɂjaːni kwijuɴ musji ʼikiɡaɴɡwaduɴjareː soːiɡa cjuːɡutu  
「女の子なら お前に やる。 もし 男の子であれば 連れに くるから 
rippani sudatiti kwiri. 
立派に 育てて くれ。」［首里子ユンタ］ 

 
2.1.1.3. 動作主体は 1 人称であり，動作あい手が不定人称である場合 
2.1.1.3.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より同位・下位の立場 
（物） 
438) kunu hunoː ɁiQtaː cjoːdeːnu Ɂucjinu taːɡanaɴkai kwiːsa.  

この  本は お前達 兄弟の うちの 誰かに あげるね。 
439) kureː taːɴkaiɴ kwiraɴ. 

これは 誰にも あげない。 
 
2.1.1.4．動作主体も動作あい手も 3 人称である場合 
 次の例は，述語がシテアッタ相当形式をとってあらわれた文である。この時，動作主体に

さしだされる人間も動作あい手にさしだされる人間も 3 人称であるが，「私の夫」のように，

話し手に関わりがある人を所有物と同じとりあつかいをしながら動作あい手としてさしだし

ている。 
（物） 
440) taroːQcjiːɡa ʼwaɴnu ̕utuɴkai  cjitu    kwiteːtaɴdisa. 

太郎兄さんが 私の 夫に  お土産を くれてあったんだって。 
 
2.1.1.5．動作主体は 3 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
 動作あい手が 1 人称であらわれ，過去のレアルな出来事を表現する場合，述語にシテアッ

タ相当形式をとってあらわれることがある。得られた例においては，シテアッタ相当形式で

あらわれた場合とシタ相当形式であらわれた場合とでは言い換えが可能であり，客体にさし

だされる名詞や動作主体と動作あい手にさしだされる人間の上下関係においてはその違いは

みられなかった。 
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2.1.1.5.1. 動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より上位の立場 
（物） 
441) ɁuQtunucjaːɡa ʼwaɴniɴkai sjimucji kwiteːtaɴ. 

後輩が   私に   本を くれてあった。 
（食べ物） 
442) Ɂɴmaɡaɡa ʼwaɴniɴkai  Ɂukwaːsji  kwiteːtaɴ.  

孫が    私に   お菓子を くれてあった。 
443) Ɂɴmaɡaɡa ʼwaɴniɴkai  Ɂukwaːsji  kwitaɴ. 

孫が    私に   お菓子を くれた。  
444) cjinuː ɁuQtuɡa ʼwaɴniɴkai Ɂukwaːsji kwitaɴ. 

昨日 妹が  私に   お菓子を くれた。 
（金銭） 
445) tuzjinu ʼwaɴniɴkai zjiɴ  kwiteːtaɴ. 

妻が  私に   お金を くれてあった。 
 
2.1.1.5.2.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より同位・下位の立場 
（物） 
446) dusjinu ʼwaɴniɴkai sjimucji kwiteːtaɴ. 

友達が 私に   本を くれてあった。 
（食べ物） 
447) Ɂaɴsji Ɂureː sjima tuiɡisaːi. 

「それで そいつは 相撲は とれそうか。」 
munu kwireː    nuː jatiɴ suɴdi Ɂisjiɡa sjimaː cjaːɡa ʼjarajaː. 

「食べ物を くれれば 何でも すると いうが 相撲は どうだろうな。」［水は命］ 
 
2.1.1.6. 動作主体は 2 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
（物） 
448) Ɂjaːɡa   ʼwaɴniɴkai sjimucji kwiteːtaɴ. 

あなたが  私に   本を くれてあった。 
 
2.1.2. たずねる文 
 たずねる文は，大きく，「疑問詞たずね文」と「肯否たずね文」にわけられる。 
客体としてさしだされるやりとりの対象物には，モノ名詞，そして，一部人名詞があらわれ

る。 
 
2.1.2.1. 疑問詞たずね 
2.1.2.1.1. 動作あい手が不定人称である場合 
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（物） 
449) Ɂanu sjimucjeː taːɴkai  kwiːɡa. 

あの 本は 誰に あげるの？  
450) Ɂari huɴ taːɴkai kwitaɡa. 

あの 本 誰に あげたの？ 
451) Ɂunu cjitoː   taːɴkai  kwiːɡa. 

その お土産は 誰に あげるの？  
452) kunu sjimucjeː taːɴkai  kwitaraː masjiɡajaː. 

この 本は  誰に  あげたら いいかな。 
453) kunu huɴ   taːɴkai kwiːɡajaː. 
  この  本  誰に あげようかな。 
 
2.1.2.2. 肯否たずね 
2.1.2.2.1. 動作主体は 3 人称であり，動作あい手が 2 人称である場合 
（物） 
454) taroːɡa Ɂjaːɴkai kunu sjimucji kwiteːtiː. 

太郎=が あなた=に この 本を あげてあるの？ 
455) taroːɡa Ɂjaːɴkai kunu sjimucji kwiteːtaɴnaː. 

太郎が あなたに この 本を くれてあったの？ 
456) Ɂjaː ̕utunu Ɂjaːɴkai Ɂunu hana kwiteːtaɴnaː.  

あなたの夫が あなたに その 花を くれてあったの？  
 
2.1.2.2.2. 動作主体は 2 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
（食べ物） 
457) ʼwaQtaː makaruːɡa koː Ɂataiɡaɴcji cjiɡakiti   Ɂizjoːsjiɡa Ɂeː  Ɂeː   

「うちの 真刈が  科に 受かると 張り切って 行ったが おい おい 
Ɂajaː  munuɴ   cjuhwaːra kwiti  ʼjaracjarajaː. 
母さん，ごはんを たくさん やって 行かせたかね。」［王女御獄］ 

 
2.1.2.2.3. 動作主体は 2 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
 次の例では，対象となるのは人名詞であるが，人名詞とむすびついて社会的な状態変化を

あらわしているというよりも，この場合は，さしだされている人（Ɂakaɴɡwaː）を物のように

取り扱って，その所有の権利のやりとりをあらわしている例とみなしたほうがよい。 
（人） 
458) kunu Ɂakaɴɡwaː ʼwaQtaːni kwiɴdinaː. 

この 赤ん坊を 私たちに くれるって？［口なしの花］ 
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2.1.3. はたらきかける文 
2.1.3.1. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.1.3.1.1. 動作あい手（＝間接補語）が話し手より下位・同位の立場 
（食べ物） 
459) Ɂuri Ɂanu ʼwarabaːkaiɴ kwireː.  

それ（お菓子）を あの 子にも やれ。 
 
 対象物が不必要なもので，誰かにぞんざいにおしつけるような場合には，クィーンは使い

にくいようである。この時は，対象の空間的な移動を表現するトゥラスンのほうがよい。 
460) ？？ Ɂuɴɡutoːru muɴ Ɂanihjaːɴkai kwireː. 
     そんな  もの，あいつに やれ。 
 
2.1.3.2. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が不定人称である場合 
2.1.3.2.1. 動作あい手（＝間接補語）が話し手より下位・同位の立場 
（物） 
461) kunu sjimucjeː ʼwaɴneː Ɂjaːcjuiɴkairu kwiteːkutu hokano  

この 本は  私は  あなた一人に あげたので 他の 
Qcjuɴkai kwiɴnajoː.  
人に  あげるなよ。 

（不明）  
462) kumaɴkai Ɂucjeːru muɴ     taːɡanaɴkai  kwireː. 

ここに  おいている ものを  誰かに  やれ。 
 
2.1.3.3．動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
2.1.3.3.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位・同位の立場 
（食べ物） 
463) ʼwaɴniɴkai Ɂukwaːsji kwireː. 
  私に   お菓子を くれ。 
 
2.2. イーン 

授受動詞イーンは，日本古代語の「エル」相当の形式であり，／獲得する／という基本的

な意味をもっている。イーンを述語にした文は，主語の位置にすえられた動作主体が，直接

補語にすえられハダカ格であらわされる動作客体（＝所有物）を，間接補語の位置にすえら

れた動作のあい手から授与されることをあらわす求心的な動詞である。動作のあい手は kara
格でひろげられる。やりとりの対象物としてさしだされる名詞のなかには，花，手紙，着物，

簪，本，お菓子などの具体的なモノ名詞がある。また，人名詞や抽象名詞があらわれている

例もみられた。 
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人名詞や抽象名詞とくみあわさって慣用的なむすびつきをつくったり，文の通達的なタイ

プや人称と絡み合って，語彙的な意味がずれていく例がある。 
 

ʼwaɴneː  ʼjaQcjiːkara  huɴ   ʼiːtaɴ. 
私は    兄から    本を  もらった。 

構文＝意味 動作主体    動作あい手   客体  動作 
構文＝機能 のべられ おぎない おぎない のべ 
 
2.2.1. のべたてる文 
2.2.1.1. 動作主体は 1 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.2.1.1.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位・同位の立場 
（物） 
464) ʼwaɴneː Ɂɴmaɡakara hana ʼiːtaɴ. 

私は  孫から  花を もらった。 
465) ʼwaɴneː dusjikara tiɡami ʼiːtaɴ. 

私は  友達から 手紙を もらった。 
 
2.2.1.1.2. 動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より上位の立場 
（物） 
466) ̕waɴneː sjiːzjakatakara hana ʼiːtaɴ. 

私は 先輩方から 花を もらった。 
467) kunu cjinoː tammeːkara     ʼiːtakutu   ɁuQsataɴ.  
  この 着物は おじいさんから もらったから うれしかった。 
468) ʼwaɡa nacjaru kwatumuti Ɂjaːni kwiraba 

「私が 産んだ 子と思って お前に あげたのであれば， 
Ɂujakara ̕iːtaɴtu  muti Ɂuriju  Ɂukituti turasjeː. 

親から もらったと 思って それを 受け取って ください。」［首里子ユンタ］ 
469) kunu zjiːhwaːja ʼjuɴtaɴzja cjinaːuti Ɂaru Ɂaɴmaːkara ̕iːjabitaɴ. 

この 簪は   読谷の 喜名で ある おばさんから もらいました。 
［首里子ユンタ］ 

 
 次のように，譲渡や売買の対象になりえない抽象名詞とくみあわさっているものがある。

これは，慣用的なくみあわせとみなすことができる。 
470) Ɂaɴjasa, toː,  cjuːkara  taːriː  ʼjurusjiɴ  ̕iːtoːɡutu    

「そうだ。 よし，今日から 父さんの 許しも もらっているから  
haribariːtu Ɂasjibariɴdoː. 
晴れ晴れと 遊べるぞ。」［元の若さ］ 
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2.2.1.2. 動作主体は 1 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.2.1.2.1. 動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より上位の立場 
（物） 
471) taroːja ̕jaQcjiːkara    ʼiːrimuɴ   ʼiːtaɴ. 

  太郎は お兄ちゃんから おもちゃを もらった。 
 
2.2.1.3. 動作主体が 3 人称 

次のように，身分を示す抽象的な人名詞とむすびついて，社会的な状態変化をあらわすこ

とができる。この場合，カラ格の名詞は義務的に必要とされず，／結婚する／という慣用的

なくみあわせになる。 
（人） 
472) cjakusjinu taroːɡa ʼjumi ʼiːjaːni Ɂuɡwaɴsucjizji kwireː   Ɂaɴsjiɴ ʼjasa. 
  長男の 太郎が 嫁を もらって，家を ついで くれれば， 安心だ。  
473) ʼwaQtaː taroːɡa maːnu ʼinaɡuɴɡwaː  ʼjatiɴ ʼjumi ʼiːti turasjeː  

うちの 太郎が どこかの 女の子でも 嫁を もらって くれたら 
sjiwaɴ neːɴkutu ʼjasjiɡa. 
心配ないのだが。 

 
2.2.1.4. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
2.2.1.4.1. 動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より上位の立場 
（物） 
474) Ɂjaːɡa  ʼiːbusaraː       taːɴkai   kwiːɴdoː. 

お前が もらいたくないなら， 誰かに （本を）あげるよ。 
 
2.2.2. たずねる文 
2.2.2.1. 肯否たずね文 
2.2.2.1.1. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.2.2.1.1.1. 動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より上位の立場 
（物） 
475) Ɂunu ʼiːrimunoː tunainu Ɂozjisaɴkararu ʼiːtiː. 

その おもちゃは 隣の おじさんから もらったの？ 
 
2.2.2.1.2. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
 次の例は，肯否たずねの文で，動作あい手に 1 人称があらわれているものである。この文

には，動作あい手は構造上欠けており，イーンがもつ／獲得する／という意味をあらわしな

がらも，所有権のやりとりまで含んでいるようにはみえない。やりとりのあい手がいないの

であれば，空間的な移動をあらわしているわけでもない。 
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（食べ物） 
476) hanakoː Ɂjaːja naː Ɂukwaːsji ʼiːtaɴnaː. 
（子供達にお菓子を配っていて）花子，お前は もう お菓子を もらったか？ 
 
2.2.2.2. 疑問詞たずね文 
2.2.2.2.1. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が不定人称であるもの 
2.2.2.2.1.1. 動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より上位の立場 
（物） 
477) Ɂunu boːroː taːkara ʼiːtaɡa．      －Ɂujakara ʼiːtaɴ. 

 この ボールは 誰から もらったの？  －親から もらった。 
 
2.2.3. はたらきかける文 
2.2.3.1. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.2.3.1.1. 動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より上位の立場 
（物） 
478) Ɂjaːja  taroːkara sjimucji ̕iːti kuːwa. 

お前は 太郎から 本を もらって こい。 
 
2.3. イーラスン 

授受動詞イーラスンは，求心的な授受動詞イーンの語根に派生接尾辞-asuɴ を後接させた形

式である。イーラスンを述語にした文は，主語の位置にすえられた動作主体が，直接補語に

すえられハダカ格であらわされる動作客体（＝所有物）を，間接補語の位置にすえられた動

作のあい手に授与することをあらわす遠心的な動詞である。動作のあい手は ɴkai 格であらわ

れる。やりとりの対象物としてさしだされるモノ名詞として，本，お土産が確認できている。

また，話者によると，動作主体にとって不必要なものなどを動作あい手にぞんざいにおしつ

けるような場合には，クィーンよりもイーラスンのほうがよいとのことである。 
イーラスンの人称制限について，のべたてる文で，動作あい手が 1 人称であらわれる例が

1 例のみみられ，動詞はシテアッタ相当形式であらわれている。また，基本的に，動作主体

は動作あい手より同位以上の立場の人間である。人名詞とむすびつく例は確認できなかった。

すなわち，むすびつく名詞には制限がある。 
 

ʼwaɴɡa    Ɂɴmaɡaɴkai sjimucji    ̕iːracjaɴ. 

私が    孫に  本を    あげた。 
構文＝意味 動作主体 動作あい手   客体  動作 
構文＝機能 のべられ おぎない おぎない のべ 
 
2.3.1. のべたてる文 
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2.3.1.1. 動作主体が 1 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.3.1.1.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位・同位の立場 
（物） 
479) ʼwaɴɡa  Ɂɴmaɡaɴkai sjimucji  ̕iːracjaɴ. 

私が  孫に    本を  あげた。 
480) ʼwaɴɡa ɁuQtudusjiɴkai sjimucji ̕iːracjaɴ. 

私が  後輩に   本を  あげた。 
481) kunu sjimucji Ɂɴmaɡaɴkai ̕iːrasjeːjaːɴdi Ɂumutoːɴ. 

この 本を  孫に   あげようと 思っている。 
482) ʼwaɴɡa dusjiɴkai sjimucji ̕iːracjaɴ.  

私が  友達に  本を あげた。 
（金銭） 
483) ʼwaɴɡa tuzjiɴkai zjiɴ  ̕iːracjaɴ.  

私が  妻に  お金を あげた。 
 
2.3.1.2. 動作主体が 1 人称であり，動作あい手が 2 人称である場合 
2.3.1.2.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位・同位の立場 
（物） 
484) cjinuː Ɂjaːɴkai      ̕iːracjaɴdoːjaː. 

昨日， お前に （本を） あげたよね。 
485) cjinuː Ɂjaːɴkai Ɂanu sjimucji ̕iːrasuru cjimu ̕jatasjiɡa naːheː  

昨日，お前=に あの 本を  あげる つもり だったが もう少し 
timutuɴkai Ɂucjoːkeːjaːɴdi  Ɂumutoːkutu   kwiraɴtaɴ.  
手元に  おいておこうと 思っているので あげなかった。 

 
2.3.1.3. 動作主体が 1 人称であり，動作あい手が不定人称である場合 
486) kureː taːɴkaiɴ ʼiːrasaɴ. 

これは 誰にも あげない。 
 
2.3.1.4. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が不定人称である場合 
（物） 
487) kunu sjimucjeː ʼwaɴneː Ɂjaːcjuiɴkairu kwiteːkutu  hokano  

この 本は  私は  あなた一人に あげたので 他の 
Qcjuɴkai  ̕iːracjeː naraɴdoː.  
人に  あげては いけないよ。 

 
2.3.1.5.  動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
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 動作あい手が 1 人称であらわれたのは，次の 1 例のみである。この場合も，述語はシテア

ッタ相当形式であらわれた。 
（物） 
488) Ɂjaːɡa   ʼwaɴniɴkai sjimucji ʼiːracjeːtaɴ. 

あなたが 私に   本を  あげてあった。 
 
2.3.2. たずねる文 
2.3.2.1. 肯否たずね文 
2.3.2.1.1. 動作主体が 1 人称であり，動作あい手が 2 人称である場合 
2.3.2.1.1.1.動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位・同位の立場 
（物） 
489) Ɂjaːɴkai ʼiːracjaru munoː naː ʼjudiː? 

お前に あげた 本は もう 読んだか。  
490) cjinuː Ɂjaːɴkai ʼiːracjaru  munoː naː ʼjumi Ɂuwatiː 

昨日， お前に あげた  本は  もう 読み おわったか？ 
 
2.3.2.2. 疑問詞たずね文 
2.3.2.2.1. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が不定人称である場合 
（物） 
491) Ɂanu sjimucjeː taːɴkai ʼiːrasuɡa. 

あの 本は  誰に あげるの？  
 
2.3.2.2.2.  動作主体が 1 人称であり，動作あい手が不定人称である場合 
（物） 
492) kunu sjimucjeː  taːɴkai  ̕iːracjaraː masjiɡajaː. 

この 本は   誰に   あげたら いいかな。  
493) Ɂunu  cjitoː  taːɴkai ̕iːracjaraː masjiɡajaː.  

その お土産は 誰に  あげたら いいかな？  
 
2.3.2.3. はたらきかける文 
2.3.2.3.1. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.3.2.3.1.1. 動作あい手（＝間接補語）が話し手より下位の立場 
（物） 
494) Ɂaɴsji  ʼjakuni tataɴ  sjimucjeː Ɂanuhjaːɴkai  ʼiːrasjeː. 

こんな 役に たたない 本は  あいつに  やれ。 
 
2.4. トゥラスン 
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授受動詞トゥラスンは，求心的な授受動詞「tuiɴ（とる）」の語根に派生接尾辞-asuɴ を後

接させた形式である。トゥラスンを述語にした文は，主語の位置にすえられた動作主体が，

直接補語にすえられハダカ格であらわされる動作客体（＝所有物）を，間接補語の位置にす

えられた動作のあい手にわたすことをあらわす遠心的な動詞である。動作のあい手は ɴkai 格
であらわれる。やりとりの対象物としてさしだされるモノ名詞として，本，お金，提灯，お

土産が確認できている。 
人称制限について，のべたてる文で，動作あい手が 1 人称であらわれる例が 1 例のみみら

れ，動詞はシテアル形式であらわれている。直接補語の位置に人名詞がさしだされる例は確

認できなかった。 
     ʼwaɴɡa  tuzjiɴkai  zjiɴ   turacjaɴ.  

私が   妻に   お金を  わたした。 
構文＝意味  動作主体 動作あい手 客体  動作 
構文＝機能  のべられ おぎない   おぎない のべ 

tuzjinu  ʼwaɴniɴkai  zjiɴ    turacjeːtaɴ. 
妻が   私に   お金を  わたしてあった。 

構文＝意味 動作主体 動作あい手   客体  動作 
構文＝機能 のべられ おぎない おぎない のべ 
 
 また，トゥラスンは受動動詞の形式をとって用いられることがある。 
495) zjiɴ turasarijaːni   keːti   ʼwaɴɡa kumataɴ. 

お金を わたされて かえって 私が  困った。 
 
       私は   （人から）  お金を  わたされた。 
構文＝意味 動作あい手 動作主体   客体  動作 
構文＝機能 のべられ おぎない おぎない のべ 
 
 授受動詞トゥラスンは，対象の空間的な移動を表現しているが，所有権の移動まではとも

なわない。例えば，次のような，「一時的な貸与」をあらわす場合，トゥラスンを用いること

はできるが，イーラスンなど上述した動詞を用いることはできない。 
496) namaː Ɂunu cjoːcjiɴ taroːɴkai turacji kwaː/mutasjeː.（*ʼiːracji kwaː） 

今は その 提灯を 太郎に わたして こい。 
 
2.4.1. のべたてる文 
 トゥラスンは，／引き渡す／という基本的な意味をもつが，むすびつく名詞が「金銭」で

ある時，語彙的な意味に抽象化を起こし，人間関係を反映しながら，空間的な移動に，所有

権の移動を含みとして伴わせている場合がある。 
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2.4.1.1. 動作主体が 1 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
2.4.1.1.1.  動作あい手（＝間接補語）が動作主体（＝主語）より下位の立場 
（物） 
497) cjinuː Ɂɴmaɡaɴkai kunu sjimucji kwiːru cjimu  ʼjatasjiɡa      

昨日， 孫に   この 本を  やる つもり だったんだけど， 
ʼjuːzjinu Ɂɴzjijaːni  kwijuːsaɴtaɴ.  Ɂaɴsukutu cjuː turasusa. 
用事が 出て，    やれなかった。だから 今日 わたすよ。 

498) Ɂunu cjitoː   taroːɴkai turacjaɴ. 
その お土産は 太郎に わたした。 

（金銭） 
499) ʼwaɴɡa tuzjiɴkai zjiɴ  turacjaɴ. 

私が  妻に  お金を わたした。 
 
2.4.1.2. 動作主体が 1 人称であり，動作あい手が 2 人称である場合 
（金銭） 
500) Ɂanuː hweːreːsai，   muQcjoːru  zjinoː muru turasuɡutu  

「あの おいはぎさん， 持っている 金は すべて わたすから 
kunu katanadakeː keːcji kwiɴsoːri. 
この 刀だけは かえして ください。」［多幸山］ 

 
2.4.1.3.  動作主体が 3 人称であり，動作あい手が 1 人称である場合 
（金銭） 
501) taroːɡa ʼwaɴniɴkai zjiɴ turasaːni  keːti   kumataɴ.  

太郎が 私=に   お金を わたして かえって 困った。 
502) tuzjinu ʼjureː  tujaːni ʼwaɴniɴkai zjiɴ  turacjeːtaɴ. 

妻が もあいを とって 私に  お金を わたしてあった。 
 
2.4.2. たずねる文 
2.4.2.1. 動作主体が 2 人称であり，動作あい手が不定人称である場合 
（物） 
503) Ɂunu cjitoː   taːɴkai  turasuɡa. 

その お土産は 誰=に  わたすの？ 
504) Ɂanu sjimucjeː  taːɴkai  turasuɡa. 

あの 本は   誰=に  わたすの？  
 
2.4.3. はたらきかける文 
2.4.3.1.  動作主体が 2 人称であり，動作あい手が 3 人称である場合 
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（物） 
505) Ɂaɴsji ʼjakuni tataɴ sjimucjeː Ɂanuhjaːɴkai turasjeː. 

そんな 役に たたない 本は あいつに わたしてしまえ。 
506) Ɂuri     Ɂanu  ʼwarabaːkaiɴ turasjeː. 

これ（本）を あの 子供にも  わたせ。 
507) namaː Ɂunu cjoːcjiɴ taroːɴkai turacji kwaː.  

今は その 提灯を 太郎に わたして こい。 
 
３. まとめ 
 首里方言の授受動詞「クィーン」，「イーラスン」，「イーン」，そして「トゥラスン」を述語

にすえた文についてこれまでみてきた。ここでは，それぞれの授受動詞がもつ語彙的な意味

のちがいを整理する。 
クィーン，イーラスン，トゥラスンは遠心的動詞であり，求心的動詞イーンと区別するこ

とができる。 
遠心的動詞のなかでトゥラスンは，語彙的な意味として所有権の移動を有しておらず，空

間的なものの移動を表現する。トゥラスンに対して，クィーンとイーラスンはどちらも所有

権の移動を語彙的な意味としてもつという特徴でまとめあげることができる。 
クィーンとイーラスンを比べると，クィーンが人称制限をもたないのに対して，イーラス

ンは間接補語（＝動作あい手）の位置に 1 人称をすえることが基本的にはできない。得られ

た用例数においても，クィーンより少ない。また，やりとりの対象物として，人名詞とむす

びつくことができず，モノ名詞のなかでも金銭や食べ物などをあらわす名詞をさしだすと話

者が違和感を抱く。この時，イーラスンは，所有権の移動ではなく物のやりとりのほうに語

彙的な意味がずれていくからであると考える。このことから，イーラスンは，授受動詞とし

て発達の過程にあるということができる。具体的なやりとりの対象物，動作主体，動作あい

手の構造のなかにはいりこむことによって，所有権の移動というイーラスンの語彙的な意味

は保証されるのである。 
イーラスンが授受動詞として発達しなかったのは，当該方言では，発達した授受動詞クィ

ーンが存在していたためである81。 
求心的動詞イーンは，のべたてる文においては，間接補語（＝動作あい手）に 1 人称をす

えることができないが，たずねる文では，1 人称があらわれた例がみられた。この中には，

所有権の移動までをあらわさず，物のやりとりのほうへ語彙的な意味がずれているものがあ

る。また，「ʼjumi  ʼiːɴ（嫁をもらう）」のように，抽象的な名詞とむすびついて慣用的なむ

すびつきを作ることができる。このようなむすびつきは，クィーンにはみられなかった。 
これらの授受動詞は，同じ条件下で区別されているのではなく，それぞれの動詞内部にお

                                                   
81 報告者の調査によれば，沖縄島のなかでも中部方言ではクィーンよりイーラスンのほうが

優勢的であり，クィーンはほとんど使用されない。このような方言においては，イーラスン

の授受動詞としての語彙的な意味は，首里方言よりも発達していると予想される。 
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ける語彙体系が異なっているのである。したがって，2 項対立や 3 項対立のように捉えるこ

とはできない。 
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第３節 授受動詞の補助動詞用法 
 
０. はじめに 

首里方言の授受動詞には，動詞の第二中止形に補助動詞トゥラスン，クィーンをつけて作

られる分析的な文法的な形式がある。この文法的な形式を述語にもつ授受構文は，人間が動

作や出来事に対して，利益性（利益／不利益）の面からどのように関わっているのか，その

関わり方を表現する文である。現代日本語の「してくれる」「してやる」「してもらう」とい

う文法的な形式は，本動詞「くれる」「やる」「もらう」と人称制限や動詞の語彙的な意味（主

語の動作主体に近づくのか，遠ざかるのかという方向性）の観点からみて同様にあらわれる

といわれる。しかし，首里方言の場合は次のように，本動詞の「イーラスン」「イーン」は補

助動詞としては用いられず，したがって，本動詞と補助動詞とが対応しない。 
 

【表 1】首里方言と現代日本語の授受動詞における本動詞と補助動詞の対応 

 本動詞 補助動詞 

首里方言 クィーン（やる・くれる）

イーラスン（やる） 
イーン（もらう） 
トゥラスン（わたす） 

ッシ クィーン（して やる・して くれる） 
 
 
ッシ トゥラスン（して やる・して くれる） 

現代日本語 やる・あげる 
くれる 
もらう 

して やる・して あげる 
して くれる 
して もらう 

 
 首里方言において，授受動詞の補助動詞用法というのは，実際には，ほとんど用いられな

い。ただし，「ッシ トゥラシェー」や「ッシ クィリ」のような命令形が述語になって，相

手に動作の実行を頼む・お願いする821，というモーダルな意味を表現する文はよくみられる。  
このような依頼文は，話し手，あるいは相手にとって利益や不利益であることを根拠にし

ていても，利益性自体を表現してはいない。この種の文の構造，意味，機能については，別

の稿で述べたい。 
1) mazjiru, saki      cjizji   turasjeː. 
   真鶴，  酒を （客人に）注いで  やれ。［てぃんさぐぬ花］ 
2) Ɂjaːni kwiːɴdi cjimaɡuː nicjeːɡutu kwadi turasjeː. 
  お前に あげようと チマグーを 煮たから 食べて くれ。［てぃんさぐぬ花］ 
3) Ɂjaːja zjihwi kunu ʼɴzjatunu Ɂatu cjizji kwiri.［口なしの花］ 

お前は ぜひ この 美里家の 後を 継いで くれ。 
 

                                                   
82 佐藤里美（1992） 
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 本節では，授受動詞の補助動詞用法について，首里方言話者の男性 2 名（1925 年生，1933
年生）に，現代日本語を方言に訳していただく面接調査によって得た例83と，沖縄芝居84の台

詞で，現代日本語ならシテヤル，シテクレルがあらわれないと不自然な文を取り出した例を

用いて，それぞれがどのような形を採用しているのか分析し，考察を行った。２.では，本動

詞としての授受動詞について整理する。３.では，授受動詞の補助動詞が述語にあらわれる形

式についてまとめる。また，受動や使役のようなヴォイスが表現する利益性についても４.
と５.でふれる。 

沖縄芝居からの例は最後に［］で作品名を記す。また，用例において，動作は下線   で

示し，疑似訳をあてる。わかりづらい例には，【】内で補足する。 
 
１. 授受動詞 
 ここでは，当該方言の授受動詞について，第２節で述べたことを再度整理しておく。首里

方言において，対象に対する所有権あるいは占有権の，譲渡による移動を表現する授受動詞

には，「クィーン」「イーラスン」「イーン」がある。 
現代日本語や他の多くの言語と同様に，首里方言の授受動詞は，動作主体に対して，それ

から発する動作として関わるか，それにむかう動作として関わるかという動詞の語彙的な意

味がもつ「方向性」の違いによって区別される。つまり，「対象が主体からとおざかっていく

ことをあらわす授受動詞（例 A）」は，動作主体に対して，遠心的な方向性をあらわすという

語彙的な意味をもっており，「対象が主体のほうへちかづいてくることをあらわす授受動詞

（例 B）」は，主語にさしだされる動作主体に対して，求心的な方向性をあらわすという語彙

的な意味をもっている。 
（A1）ʼwaɴneː ʼikiɡaɴɡwa=ɴkai huɴ  kwitaɴ. 

私は   息子=に    本を  あげた。 
動作主体 動作あい手   客体 動作 

（A2）ʼwaɴ=ɡa Ɂɴmaɡa=ɴkai  sjimucji ʼiːracjaɴ. 
私=が  孫=に     本を   あげた。 
動作主体 動作あい手  客体  動作 

（B）ʼwaɴneː  ʼjaQcjiː=kara  huɴ  ʼiːtaɴ. 
私は   兄=から   本を もらった。 
動作主体 動作あい手  客体 動作 

 

                                                   
83 調査票は，真田信治編（2001）『方言文法調査項目リスト・天草編』の「授受」の項目を

本調査と本方言にふさわしいように一部修正した上で使用した。 
84 沖縄芝居の方言は沖縄島の広い地域で理解される首里方言が用いられている。 
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A の授受動詞（クィーン，イーラスン）を遠心的動詞とよび，B の授受動詞（イーン）を

求心的動詞とよんで区別することにする85。ここに人称制限の観点を加味して整理すると次

の表のようになる。  
 

【表 2】首里方言の授受動詞のタイプと人称制限 

 
動詞のタイプ 

人称制限 

補語（＝動作あい手） 
に 1 人称制限 

主語（＝動作主体） 
に 1 人称制限 

遠心的動詞 クィーン 

   イーラスン  

求心的動詞 イーン  

 
「クレル」に相当する首里方言の遠心的動詞「クィーン」には，主語や間接補語に人称制

限がない。一方で，現代日本語の遠心的動詞「くれる」は，主語にさしだされる名詞に 1 人

称がくることができないという人称制限があるという点で，日本語の授受動詞のなかでも特

殊といえる。 
4) dusjiɡa  ʼwaɴni=ɴkai   huɴ   kwitaɴ. 

友達が   私=に     本を  くれた。 
5) taroː   ʼikiɡaɴɡwa=ɴkai  huɴ  kwitaɴ. 

太郎は   息子=に     本を  あげた/くれた。 
 

首里方言には，動作主体に 1 人称制限がある（主語に据えられた動作主体に 1 人称がくる

ことのできない）授受動詞は存在しない。また，「得る」に相当する形式である授受動詞イー

ンに他動詞接尾辞-asuɴ を後接させて派生した授受動詞イーラスンが存在しており，語彙的な

意味として遠心的な方向をあらわす動詞になっているが，動作あい手に 1 人称をすえること

ができないという点ではイーンと共通している。結果的に，授受動詞イーラスンはクィーン

と一部領域が重なることになる。 
クィーンとイーラスンを比べると，クィーンが人称制限をもたないのに対して，イーラス

ンは間接補語（＝動作あい手）の位置に 1 人称をすえることが基本的にはできない。得られ

た用例数においても，クィーンより少ない。  

                                                   
85  日高（2007）では，「やる」のような話し手から他者への授与を「遠心性動詞」，「くれ

る」「もらう」のような他者から話し手への授与を「求心性動詞」のように，話し手を基準に

した行為の方向性を「人称的方向性」と呼び，特に「くれる」と「やる」の違いを説明して

いる。首里方言をはじめとする琉球語諸語においては，「くれる」と「やる」のような区別を

もつ方言は管見の限りみられず，日高も現象としては，人称制限と捉えているため，本稿で

は，人称制限の違いとみなして整理した。 
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また，イーラスンはクィーンとは異なり，やりとりの対象物として人名詞とむすびつくこ

とができずモノ名詞のなかでも金銭や食べ物などをあらわす名詞をさしだすと話者が違和感

を抱く。むすびつく名詞に制限があるのである。 
6) Ɂɴmeː=ɡa Ɂɴmaɡa=ɴkai Ɂukwaːsji kwitaɴ./ ??ʼiːracjaɴ. 

祖母=が  孫=に   お菓子を あげた／くれた。 
7) ʼwaɴ=ɡa dusji=ɴkai  sjimucji  ʼiːracjaɴ.  

私が   友達に   本を  あげた。 
 

この時，イーラスンは，所有権の移動ではなく物のやりとりを表現するほうに語彙的な意

味がずれていくと考える。このことから，イーラスンは，授受動詞として発達の過程にある

ということができる。具体的なやりとりの対象物，動作主体，動作あい手の構造のなかには

いりこむことによって，所有権の移動というイーラスンの語彙的な意味は保証されるのであ

る。 
イーラスンが授受動詞として発達しなかったのは，当該方言では，発達した授受動詞クィ

ーンが存在していたためであろう。 
 このように，授受動詞は，むすびつく名詞，人称，あるいは文の通達的なタイプと関係し

て，語彙的な意味にずれが生じ所有権の移動をあらわさなくなることがある。例えば，「エル」

相当形式である求心的動詞イーンは，叙述文においては，間接補語（＝動作あい手）に 1 人

称をすえることができないが，疑問文では，間接補語に 1 人称があらわれた例がみられた。 
8) hanakoː Ɂjaːja  naː  Ɂukwaːsji ʼiːtaɴna. 

花子， お前は もう お菓子を もらったか？【子供達にお菓子を配っていて】 
 

上の例は，肯否疑問文であり，動作あい手は構造上欠けている（明示する必要がない）。そ

して，イーン（「得る」）がもつ／獲得する／という意味をあらわしながらも，所有権のやり

とりまで含んでいるわけではない。 
また，イーンは，「ʼjumi  ʼiːɴ（嫁をもらう）」のように，身分を示す抽象的な名詞とむす

びついて社会的な状態変化をあらわすことができる。この場合，動作あい手は必要とされず，

／結婚する／という慣用的なくみあわせになる。このようなむすびつきは，クィーンにはみ

られなかった。 
 なお，「tuiɴ（とる）」の語根に派生接尾辞-asuɴ を後接させた形式である授受動詞トゥラス

ンは，利益性をあらわす補助動詞になることができる。しかし，トゥラスンは，本動詞の場

合，所有権の移動を語彙的な意味として有しておらず，物の空間的な移動を表現する。例え

ば，次のような，「一時的な貸与」をあらわす場合，トゥラスンを用いることはできるが，イ

ーラスンなど上述した動詞を用いることはできない。 
9) namaː Ɂunu cjoːcjiɴ taroːɴkai turacji kwaː.（*ʼiːracji kwaː） 

今は  その 提灯を 太郎に わたして こい。 
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 以上，主に 3 つ＋トゥラスンの授受動詞について簡単にみてきた。遠心的動詞クィーンに

は人称制限がない。求心的動詞イーンや，イーンを派生させて作った遠心的動詞イーラスン

は，基本的に間接補語に 1 人称を据えることはできないが，イーラスンの場合もいえないこ

とはない。次のように，シテアッタ相当形式であらわれたものが 1 例のみある。 
10) Ɂjaːɡa  ʼwaɴniɴkai sjimucji ʼiːracjeːtaɴ. 

あなたが 私に   本を   あげてあった。 
 
 しかし，沖縄島中部方言のようなクィーンをもたない方言では，イーラスンの人称制限は

ない86。イーンも，疑問文という文の通達的なタイプに限定して間接補語に 1 人称があらわ

れる。ただし，遠心的動詞は，日常会話や談話資料の中で間接補語に 1 人称を用いること自

体が（報告者の観察の限りにおいては）稀である。 
 
２. 授受動詞の補助動詞用法 
 首里方言には，「シテモラウ」のような主語に据えられた動作主体が利益享受者になる文法

的な形式は存在しない。「シテヤル」「シテクレル」のような補語に据えられた動作あい手が

利益享受者になる文法的な形式として「動詞の第二中止形＋トゥラスン」「動詞の第二中止形

＋クィーン」があるが，本動詞の場合と同様に，どちらも「シテヤル」「シテクレル」のよう

な人称制限（あるいは，視点の問題）はない。補助動詞「クィーン」も「トゥラスン」のど

ちらも，主語（＝動作主体），間接補語（＝動作あい手）が 1 人称であってよい。（よって，

話し手に近づくのか，遠ざかるのかといういわゆる人称的方向性による区別「シテヤル」「シ

テクレル」は当該方言にないので，以降，補助動詞トゥラスン，クィーンを用いて利益性を

表現する用例を訳する際には，「本動詞＋（利益付与）」のようにあらわすことにする。） 
 
主語（＝動作主体）が 1 人称 
11) ʼwaɴɡa koːjaːni Ɂukuti kwitaru cukue maːda cjikatoːmi. 

私が 買って， 送った＋（利益付与）机は まだ つかっているか？ 
12) ʼwaɴɡa Ɂjaː  sjikucji  tiɡaneːQsji  turasumi.  

私が お前の 仕事を 手伝うか？＋（利益付与）。  
 
間接補語（＝動作あい手）が 1 人称 
13) taroːja cjaː cjituːɴkai Ɂukwaːsji  muQcji cji kwiːɴ. 

太郎は よく お土産に お菓子を もって くる＋（利益付与）。 
14) miɡutu miɡutu subarasjiː Ɂoduriwo misjiti turacji   kahuːsjiː. 

                                                   
86  報告者の調査によれば，沖縄島のなかでも中部方言ではクィーンよりイーラスンのほう

が優勢的であり，クィーンはほとんど使用されない。このような方言においては，イーラス

ンは人称制限をもたない。イーラスンの授受動詞としての語彙的な意味は，首里方言よりも

発達していると予想される。 
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見事 見事，   素晴らしい 踊りを 見せて＋（利益付与）ありがとう。  
［首里子ユンタ］ 

 
 沖縄芝居を見てみると，依頼文を除いて，授受動詞が補助動詞としてあらわれている例は

かなり少ない。次の例は，授受動詞の補助動詞トゥラスンが用いられている数少ない例であ

る。しかし，授受動詞が採用されているのは 3 つの文のうちのはじめの文のみで，続く 2 つ

の文には用いられていない。この 2 つの文は，述語を「シテヤル」で訳さないと違和感があ

る文になる。このように，首里方言では，授受動詞の補助動詞用法はあまりみられない。 
15)   zjitudeːjoː  Ɂjaːɡa kunu ʼinaɡu ʼwaː subaʼinaɡu nacji  turasusajaː. 

地頭「地頭代，  お前が この 女を  私の 妾に  するだろ＋（利益付与）。 
  Ɂjaː kutoː nuː 'jatiɴ suɴdoː. 

お前の 事は なんでも するよ。 
mata Ɂjaːja Ɂicjimadiɴ  kunu  muranu zjitudeː nasuɴdoː. 
また，お前は いつまでも この  村の  地頭代に するよ。」 
【「地頭」は「地頭代」より身分が高い】［水は命］ 

 
 構造上の特徴として，補助動詞トゥラスンとクィーンは，直接構造にも間接構造にもあら

われる。直接構造と間接構造について説明しながら用例を確認する。直接構造では，本動詞

における動作主体の動作が動作あい手に直接及ぶ。例えば（16）を見ると，tideːjuɴ（おごる）

という動作は，動作あい手（＝taroː（太郎））が必要であり，動作あい手は同時に利益享受者

でもある。一方，間接構造では，本動詞における動作主体の動作は間接補語にさしだされた

人間に直接及んではいない。例えば，（18）を見ると，利益享受者は話し手であるが，「Ɂuɡaɴsu 
cjizjuɴ（家を継ぐ）」という動作主体が遂行する動作自体には直接の関係をもたない。 
 
直接構造 
16) sjiːzjaː taroːɴkai Ɂasabaɴ tideːti  kwitaɴ. 

先輩は 太郎に  ご飯を おごった＋（利益付与）。 
17) taruːɡa Ɂjaːɴkai saɴsjiɴ naraːcji turacjeːtaɴna. 
   太郎が お前に  三線を 教えたの？＋（利益付与） 
間接構造 
18) cjakusjinu taroːɡa ʼjumi ʼiːjaːni Ɂuɡwaɴsu cjizji kwireː    Ɂaɴsjiɴ ʼjasa. 

長男の   太郎が 嫁を もらって，家を つげば＋（利益付与） 安心だ。  
19) kunutabeː ʼwaː tuzjino Ɂicjideːzji naru basu  tasjikiti turacji. 

この度は  私の 妻の  一大事に なる ところを 助けて＋（利益付与）。【話し

手が恩人（＝聞き手）にお礼を言う場面】［てぃんさぐぬ花］ 
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 出来事の結果，動作あい手に利益をもたらすのではなく，むしろ不利益を与える表現も補

助動詞トゥラスンにのみみられた。この時，補助動詞は，終助詞 sa，sajaːを伴っている。本

動詞は特に「Ɂucjikutucji（うち殺して）」という複合動詞の使用がもっとも多く，喧嘩の場面

で動作あい手を脅したり，忠告を与える場合に限ってあらわれる。しかし，ここで不利益性

を表現しているのは，(20)であれば，本動詞の語彙的な意味であり，(21)では喧嘩という場面

状況や「ɁudizukuQsji（腕尽くで）」のような忠告の意味を語彙的に表現し，補う表現手段で

ある。補助動詞トゥラスンという文法的な形式が動作あい手に不利益を与えることを表現し

ているとは考えにくく87，動作主体の意志を前面におしだしているようにみえる。なお，間

接構造のタイプは確認できなかった。 
20) Ɂjaː  ɡutoːru muɴ.  ʼinu  ɡutu Ɂucjikurucji turasa. 

お前の ような 奴は  同じように  殺して やる。［多幸山］ 
21) Ɂjaː ɡutoːru  muɴ，cjuːja ʼwaːɡa sjiːzja ʼjaɴdiQtukuroː ɁudizukuQsji  

お前の ような 奴，今日は，俺が 兄だというところを  腕づくで 
misjiti turasajaː. ［多幸山］ 

  みせて やろう。 
 
2.1 授受動詞の限定性と非体系性 

芝居の台詞で補助動詞トゥラスン，クィーンがあらわれにくいことは上述したが，面接調

査においても同様である。例えば，「シテヤル」「シテクレル」を用いた日本語の例を話者に

方言に訳してもらった時，次のように，授受動詞を採用しない述語形式がまずあらわれる。 
22) cjinuː taɴmeːɡa ʼwaɴniɴkai saɴsjiɴ naraːcjaɴ. 

昨日  祖父が  私に    三線を 教えた。【「昨日，祖父が私に三線を教えてく

れた」を訳してもらって】 
23) taruːɡa Ɂjaːɴkai saɴsjiɴ   naraːcjaɴ.  

太郎が  きみに サンシンを 教えたの？ 【「太郎がきみに三線を教えてくれた

の？」を訳してもらって】 
24) Ɂɴmeːsai  Ɂunu nimucji ʼwaɴɡa mucjusa. 

                                                   
87 荻野（2008）では，現代語のテヤルの利益性について，不利益の表現が日本近代前期か

ら例外的な用法ではなかったことを示し，「テヤル文の本質は意志を表」し，「恩恵か非恩恵

かは，結果として出てくるにすぎないため，「恩恵の授与」とはテヤル文の二次的な用法の一

部を切り取って述べていることになろう」と指摘している。首里の例をみてみると，確かに，

動作主体の意志が前面化された表現にみえる。ただし，首里方言では，「今日は好きなだけ酒

を飲んでやろう」のような，動作あい手が構造上欠如している用法は確認できていない。例

えば，「今日はこの豆腐を全部売ってやる」を話者に訳してもらうと，「ʧu:ja kunu to:hu 
muru Ɂuti simaisa.（今日はこの豆腐を全部売ってしまうぞ。）」になる。 
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おばあさん， この 荷物  私が もつよ。【「おばあさん，この荷物，私がもってあ

げるよ」を訳してもらって】 
 
 上の例も，「このように言わないか」と話者に確認した場合は，授受動詞を用いた形があら

われる。使用場面を説明すれば，話者にとって違和感がある表現ではない。 
25) cjinuː taɴmeːɡa ʼwaɴniɴkai saɴsjiɴ  naraːcji kwitaɴ. 

昨日  祖父が   私に   三線を  教えた＋（利益付与）。 
26) taruːɡa Ɂjaːɴkai saɴsjiɴ   naraːcji kwiteːtaɴna. 

太郎が  きみに サンシンを  教えたの？＋（利益付与） 
27) Ɂɴmeːsai  Ɂunu nimucji ʼwaɴɡa  muQcji  kwiːsa. 

おばあさん， この 荷物  私が  もつよ＋（利益付与）。 
 
 売買による所有権の移動をあらわす授受動詞「koːiɴ（買う）」「Ɂuiɴ（売る）」が述語の場合，

補助動詞クィーンを用いることはできない。仮にクィーンがあらわれると，主語ひとつに対

して述語がふたつである〈ふたまた述語文〉になって複合的な動作を表現する。そして，ふ

たまた述語文であるなら，所有権の移動をあらわさない授受動詞トゥラスンを使うことはで

きない。 
28) miːQkwaɴkai cjurazjiɴ koːti kwiːɴ. /*koːti turacjaɴ 

姪っ子に   きれいな 着物を 買って，（姪っ子に） あげる。【「姪っ子にきれいな

着物を買ってあげる」を訳してもらって】 
29) cjinuː Ɂozjisaɴɡa ʼwaɴniɴkai kunu tui Ɂuti     kwitaɴ./ *Ɂuti turacjaɴ 

昨日 おじさんが 私に    この 鶏を 売って，（私に）くれた。【「昨日，おじさ

んが私にこの鶏を売ってくれた」を訳してもらって】 
 
 現代日本語であれば，「シテヤル」「シテクレル」があらわれるような文でも，首里方言で

はほとんどみられない。ただし，かわりに次のようなふたまた述語文の例が散見された。 
30) cjinuː meːnu ɡaQkoːnu sjiːtuɴkai Ɂicjakutu Ɂasabaɴ  tideːti  kamacjaɴ. 

昨日， 前の  学校の  生徒に あったから，お昼を  おごって 食べさせた。

【「昨日，前の学校の生徒に会ったから，お昼をおごってあげた」を訳してもらって】 
 

この例では，動詞「tideːjuɴ（おごる）」の第二中止形と，使役動詞「kamasuɴ（食べさせる）」

が定形動詞としてさしだされ，二つの動作がまとまって複合的な動作をあらわしている。さ

らに，定形動詞に使役動詞があらわれることで，「生徒がお昼を食べた」という出来事と「（話

し手）が生徒に動作を遂行するようにはたらきかける」という出来事の二つの出来事を含み

こむ構造となっている。「生徒」は，「食べる」動作の主体であると同時に，話し手からその

動作をさしむけられる動作あい手であり，「おごる」動作のあい手でもある。 
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 このような，第二中止形＋使役動詞の組み合わせをなすふたまた述語文は，調査において

も資料においても確認している。述語にさしだされる第二中止形の動詞と定形動詞の種類は

限定されている。これまでに，「ʼjudi cjikasuɴ（読んで 聞かせる）」，「Ɂutati cjikasuɴ（歌

って 聞かせる）」「mutacji ʼjarasuɴ（持たせて 行かせる）」が見られた。主語や間接補語

の人称性は関係ない。 
31) miːɡaɴcjoː neːɴnasaːni kumatoːtasjiɡa Ɂɴmaɡaɡa ʼwaɴniɴkai sjiɴbuɴ  

眼鏡が   ないので  困っていたが  孫が    私に    新聞を 
ʼjudi  cjikacjeːtaɴ. 

  読んで 聞かせてあった。【「眼鏡がないので困っていたが，孫が私に新聞を読んでくれ

た」を訳してもらって】 
32) ʼwakariti Ɂicjuru cjiwani kunu zjiɴ mutacji  ʼjarasuɡutu 

別れて  行く 間際に この お金を もたせて 行かせるから 
Ɂukituti turasji. 
うけとって くれ。［口なしの花］ 

 
言語学研究会・構文論グループ（1989）は，動詞の第二中止形と定形動詞をくみあわせた

文について，次のように述べている。長くなるが引用する。 
 

第二なかどめの形のなかにさしだされる動作は，主要な動作に先行する，副次的な動作

としてあらわれながら，ふたつの動作のひとまとまり性が生じてくる。つまり，第二なか

どめの動詞がふくみとしてさしだす《状態》のなかでのみ，定形動詞によってさしだされ

る動作は進行することができる。 
 
 「ʼjumuɴ（読む）」や「tideːjuɴ（おごる）」のように第二中止形でさしだされた動作は，定

形動詞にさしだされた主要な動作の側面を特徴づける副次的な動作であるが，定形動詞より

先行していなければならない。第二中止形の動作が起こることは，定形動詞の動作が実現す

るための条件としてはたらいている。 
 本動詞があらわす動作や出来事の結果，利益を授与することをあらわす授受動詞の補助動

詞用法と比べると，複合的な動作のなかで第二中止形にさしだされた動作について，そのパ

ーフェクト性をふくみとしてしか表現できないこのようなふたまた述語文は文の構造上，類

似しているとはいえない。そして，「tideːjuɴ（おごる）」のような動詞の語彙的な意味の中で

利益性を表現することはできるが，このような文が構造として利益性をもつわけではない。

しかし，この種のふたまた述語文の定形動詞に使役動詞をさしだすことで，間接補語の（動

作主体＝動作あい手）に対するはたらきかけ性が前面化され，動作の複合性によって現実の

出来事がより明確に表現されている。 
ふたまた述語文の存在が授受動詞の補助動詞が発達しなかったことと関わるとは今のとこ

ろはいえないが，よく用いられる。 
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３. 受動文と利益性 
首里方言の受動動詞の形式は，動詞語根に接尾辞-arijuɴ（-ariːɴ）を後接させてつくる。そ

して，「太郎は雨に降られた」のような第三者主語の受動文を作ることができないか，非常に

作りにくいという特徴をもつ。この特徴は，北部方言に属する今帰仁村謝名方言も同様であ

り，「先に行かれる」のような自動詞の受動文は作れない（島袋 2009）。これは，沖縄島諸方

言において広く共通する特徴である可能性がある。自動詞は受動動詞の形式をもたず，話者

にたずねると次のように文を能動形に直して答える。ここで，それが話し手にとって不利益

を被るような出来事であることの表現手段は，「kumataɴ（困った）」のような言いまわしや，

どのような被害を被ったのかを述べることである。 
33) Ɂaminu huti kumataɴ. 

雨が 降って 困った。【「雨に降られた」を訳してもらって】 
34) maɡisaru Qcjunu meːɴkai taQcjakutu  budaija ʼjuː miːraɴtaɴ. 

大きい  人が  前に 立ったので， 舞台が よく 見えなかった。【「大きい人

に前に立たれて，舞台がよく見えなかった」を訳してもらって】 
 

そもそも，「サリーン（サリユン）」という受動動詞の文法的な形が，当該方言では不利益

という文法的な意味をもたない。次の例は，動作客体（直接対象）を主語にすえ，動作主体

を補語にすえた直接対象主語の受動文である。動作客体である話し手は不利益をうけていな

いことがわかる。 
35)  Ɂjaːja  cjaːɴ neːni.  
徳 「お前は 何とも なってないか。」 

marukeːtinaːja ʼutuni suɡurariːsjeː tanosjimi ʼjaru. 
ウサー「久しぶりに   夫に  叩かれるのは，楽しみだ。」［ぬれぎぬ］ 
 

次の受動文はやりとりの対象物が二人の人間の間で移動することをあらわしている。意味

構造上，利益や不利益については無関心である。一方で，現代日本語では，特にこのような

受動文は不利益が含まれ不自然になるため，述語をシテモラウ形式に置き換えなければなら

ない。 
36) ɁuQtu=ɡa ʼjaQcjiː=kara beɴkjoː naraːsaQtaɴ. 

弟=が   兄=から   勉強を 教えられた。［調査］ 
37) taroː=ja sjiːzja=kara Ɂasabaɴ tideːraQtaɴ.  

太郎=は 先輩=から ご飯を ごちそうされた。［調査］ 
 

受動文において感じられる不利益は，受動動詞の形式ではなく，その動詞の語い的な意味，

あるいはプラグマチカルな意味のためとみなせる。客体に対する働きかけ方には，具体的・

実質的なものから心理的な態度や関わり方まで違いがある。これらは，述語の動詞と，主語

の名詞（動作客体）とのむすびつきのなかで決まる。しかし，この受動文は意味構造上，不
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利益を発現させない。能動と受動は，現実の出来事における主体と客体との関係のみを問題

にするのである。それは，サレルという文法的な形式が部分的に不利益を獲得しながら，ヴ

ォイスが利益性のカテゴリーにもふみこんでくる現代日本語とは異なる。 
38) Ɂazjizjanasjiː=ja koːcjinuɁazji=ɴkai kurusaQtaɴdinaː.  

按司加奈志=は， 幸地按司=に  殺されただと？［春］ 
39) Ɂeːhjaː, hweːreː=ni   saQtaɴdi  Ɂisjiɡa, ʼwaː miːkara ʼɴːzjineː,  

おい， 追い剥ぎ=に やられたと いうが，俺の 目から 見ると， 
Ɂjaːɡadu   hweːreː nati miːɴdeːhjaː. 
おまえこそ 追い剥ぎに  見えるぞ。［多］ 

 
首里方言の受動文が利益／不利益に関して意味構造上，中立的であるのは，シテモラウ相

当形式の欠如が関係していると考える。授受動詞が人称制限をもつことなく，利益性を表現

するほうへ発達しなかったことは，シテモラウ形式が発生しなかったことの要因になってい

る。そして，受動文が利益性をもたなかったことは，現代日本語のような第三者主語の受動

文が発達しなかったことと繋がっているのだろう。 
 
４. 使役文と利益性 

首里方言の使役動詞には，語根に接尾辞-(a)suɴが後接する第一使役動詞（以下，第一使役），

-(a)sjimiːɴ が後接する第二使役動詞（以下，第二使役），-(a) sjimirasuɴ が後接する第三使役動

詞88（以下，第三使役）の 3 つが存在する。 
第一使役と第二使役は，動作が生じるきっかけが使役主体にあるか動作主体にあるかによ

って，基本的な用法が対立する。第一使役を述語に据えた時，動作が生じるきっかけが主語

に位置する使役主体にあることをあらわし，使役文は〈指令〉あるいは〈強制〉の意味を実

現する傾向にある。 
 
第一使役が述語になり，〈強制・指令〉の意味をあらわす 
40) Ɂasjidoːtaru Ɂɴmaɡa=ɴkai Ɂijaːni  taɴmeː=ja tamuɴ ʼwaracjaɴ. 

遊んでいる 孫=に     言って，祖父=は 薪を  割らせた。 
41) sjiɴsjiː=ja ʼwarabiɴcjaː=ɴkai ’iː kakacjaɴ. 

先生=は  子供たち=に  絵を 書かせた。 
 
第二使役が述語になり，〈許可・放任〉の意味をあらわす 
42) ʼjaQcjiː=ɡa saki numibusasoːtakutu,     Ɂuhwoːku numasjimiːɴ. 

                                                   
88 第三使役は，形式上，第二使役の中止形に第一使役が後接したものと考える。他動詞派生

接尾辞-asuɴ を後接させた他動詞に，同音形式の第一使役派生接尾辞を重ねることはできな

い。このこともあって，第一使役に第二使役を後接させた使役動詞の形式や，第一使役，第

二使役をそれぞれ続けた形式などは存在しない。 
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兄=が  酒を 飲みたそうにしていたから，  たくさん 飲ませる。 
 

第三使役は，使役文を内に含んで派生した間接使役文（二重使役文）の述語に用いられる。

次の例は，「花子」が薬を飲む行為の動作主体である。「太郎」は「花子」が薬を飲むという

出来事の使役主体であると同時に，「次郎」からそのことを差しむけられる使役あい手でもあ

る。 
43) zjiruː=ɡa  taruː=ni  hanakoː=ɴkai kusui  numasjimirasuɴ.        
  （使役主体）（使役あい手）（動作客体＝動作主体）〈指令→強制・指令〉 
     （使役主体） （使役あい手） 

次郎=が  太郎=に（言って）花子=に  薬を 飲ま（さ）せる。 
 

以上の用法を，次の表のように簡単にまとめる。〈〉内はそれぞれの使役動詞が実現する意

味を示している。〈指令〉は〈強制・指令〉，〈許可〉は〈許可・放任〉の意味を実現すること

をあらわす。〈間※指〉は間接使役文で〈指令→強制・指令〉，〈間※許〉は間接使役文で〈許

可→許可・放任〉の意味をあらわすことをそれぞれ意味する。 
 

【表 3】3 つの使役動詞が実現する意味 

 もとになる自他動詞 第一使役 第二使役 第三使役 

有 
対 
 
 

sum=aj-uɴ 
(そめる) 

sumij-uɴ  
(そまる) 

sumir=as-uɴ
〈指令〉 

sumir=asjimij-uɴ 
〈許可〉〈間※指〉 

sumir=asjimiras-uɴ 
〈間※指〉 

ʼjacjij-uɴ 
(焼ける) 

ʼjacj-uɴ 
(焼く) 

ʼjak=as-uɴ 
〈指令〉 

ʼjak=asjimij-uɴ 
〈許可〉89 

ʼjak=asjimiras-uɴ 
〈間※指〉 

無

対 
 
 

num-uɴ 
(飲む) 

num=asuɴ 
〈指令〉 

num=asjimijuɴ  
〈許可〉〈間※指〉 

num=asjimirasuɴ 
〈間※指〉 

ɁaQcj-uɴ 
(歩く) 

 ɁaQk=as-uɴ 
〈指令〉 

ɁaQk=asjimij-uɴ 
〈許可〉〈間※指〉 

ɁaQk=asjimiras-uɴ 
〈間※指〉〈間※許〉 

 
 第二使役と第三使役は，特定の文脈のなかで意味構造においても，実現する意味において

も使役からずれていき，類似する他の表現領域にふみこんでいくことがある。 
44) ɁuQsakiːnaːnu Qkwa meːnacji,  nuːɴdicji Ɂawari suɡa,  

たくさんの 子供を 作って， なぜ  苦労しているのか。  
cjui cjui   Qcju=nu sjicja=ɴkai  Ɂutucji hatarakasjimireː. 

    一人 一人 他人=の 下=に   おとして 働いて もらえ。［五人の母］ 
45) ʼwaQtaː  ’ikiɡaɴɡwa=ɡa ʼuraɴkutu   ʼjoːsji=ni  Ɂuɡwaɴsu 

                                                   
89 《間※指》の意味もあらわすことができると予想できるが，本報告までに確認することが

できなかった。 
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私達は 男の子=が   いないので   養子=に  家を 
cjiɡasjimiracjaɴ.／??cjiɡaraQtaɴ. 

   継がれた。【「私」は養子なんかに家を継がせたくないと思っている】 
 

動作の生じるきっかけが補語にさしだされる人間にあると，第二使役が述語にあらわれる

と上述したが，（44）の例では，第二使役が述語になっているにも関わらず，動作の生じるき

っかけが主語の人間にある。それは第一使役を述語にした〈強制・指令〉の使役文と共通し

ているが，ここでは，主語の人間は補語の動作主体に何らかの働きかけ（依頼や命令）を行

う主体であるが，動作主体が実現する出来事の影響を享受する〈利益享受者〉としての関与

のあり方が前面化している。結果的に，シテモラウ文と類似する意味構造にずれているので

ある。 
（45）の例では，第三使役が述語にあらわれているにも関わらず，二重使役ではない。ま

た，主語の使役主体に動作のきっかけがないという点も第三使役の基本的な意味構造とは異

なっている。出来事の結果，主語の使役主体が不利益を被ることを前面化したい時に第三使

役が用いられる傾向にある。 
つまり，第二使役と第三使役は，特定の条件下において，主語にさしだされた人間が出来

事が実現することによって，利益を享受したり不利益を被るという事態を表現することがで

きる。しかし，このような用法は，日常会話や資料のなかではあまりみられず，使役文の表

現としてもかなり周辺的である。 
 
５. まとめ 

本稿では，首里方言の利益性を表現する形式や文の構造について分析・考察を行った。授

受動詞の補助動詞用法は，実際には，資料においてもあまり用いられず，面接調査において

も基本的には補助動詞を用いない文があらわれる。かわりに補助動詞を用いない形式や，ふ

たまた述語文が採用される傾向があることを述べた。補助動詞クィーン，トゥラスンは人称

性が関与しない。また，数が少なく，売買による所有権の移動をあらわす授受動詞とは用い

られないという限定性がある。首里方言では，利益性を表現する文法的な形式は存在するが，

非体系的であるといえよう。 
また，受動や使役のヴォイスが表現する利益性のシステムについても述べた。受動文は，

利益／不利益に関して意味構造上，中立的であることをシテモラウ相当形式の欠如から説明

した。受動文における利益性／不利益性はプラグマチカルな意味や語い的な意味のなかで付

与されうるのである。利益性や不利益性を意味構造上もつのは，それぞれ第二使役や第三使

役を述語にした使役文である。しかし，使役文が利益性や不利益性を表現している例自体が

少ない。第二使役，第三使役の派生的な用法であり，特定の条件を満たさなければならない。 

また，第三者主語の受動文が存在しないことは，受動文や使役文が不利益の意味を意味構造

上になわされることがなかったことと関連している可能性がある。 
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以上のことから，首里方言の利益性を表現する文法的な形式は未発達であると結論づける。

それは，授受動詞が発達しなかったことに要因があるが，本動詞にも補助動詞の用法にも授

受動詞が人称制限をもたなかったことが根本的な理由として考えられる。荻野（2007）では，

日本古代語の授受動詞には話し手の視点による区別がなかったことを述べ，視点が生じた要

因としてテ形＋補助動詞が特定のモーダルな意味を表現する文で多用される中で人称制限が

生じてきた可能性を指摘している。本稿では，依頼文や意志文などのモーダルな意味の文に

ついてみていくことができなかったが，この点に関しては今後調査を進める必要がある。併

せて補助動詞トゥラスンとクィーンの使用条件の取り出しを行わなければならない。 
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終章 
 

第１節 各章のまとめ 
 
 全体的なまとめと今後の課題を提示しておく。 

第１章では，本研究が対象とするところの「首里方言」がどのような言語であるかを新聞

や研究資料，言語事実から整理した上で定義し直した。首里方言の言語実態を把握するため

には，階層語，あるいはより広義の社会語の概念を導入し，①首里階層方言，②首里地域方

言，③首里那覇社会方言のみっつを取り出すことの有効性を示した。 
琉球方言のなかでも首里方言は，かつての階層による言語区別が今も強く意識されて（一

部の言語的な特徴はなくなったとしても）つかわれており，階層自体がなくなった現在では，

都会エリート対地方出身者という新たな社会階層のなかで生まれたいわゆる「共通語」とよ

ばれるような「首里那覇社会方言」に「首里階層方言」の特徴を加味した規範意識をもつ方

言が形成されつつある。もし，「首里地域方言」は「首里方言」ではない，「首里方言」は「士

族語」のことだと主張をするのであれば，このような「首里方言」は他の琉球方言とは異な

り，地域方言ではなく社会方言，あるいは階層方言ということになるだろう。 
士族や貴族に用いられる首里階層方言こそが「首里方言」であると現在に至るまでみなさ

れ続けたのは，これまで首里地域方言をとりあげることがなかった首里方言の諸研究からみ

ても明らかである。首里地域方言がほとんど記録されることなく，地域内の言語的バリエー

ションがどのようなものか不明なまま，階層方言の影響も受けて消滅しつつある／消滅した

のであれば，研究者側の責任は大きい。 
また，例えば，宮古方言の威信方言は平良方言であり，石垣方言の威信方言は四箇方言で

あるといったように，下位方言ごとに威信的方言が存在している。そうであるならば，「平良

社会方言」や「四箇社会方言」のような社会方言も存在しているだろう。これは，琉球方言

だけでなく，日本諸方言や他言語でも同じことがいえる。 
社会言語学の専門ではないため，特に用語の使い方については見直さなければならない箇

所が多々あるが，琉球方言のなかでは大言語であるとあると同時に威信言語でもある首里方

言を捉え直すことによって，現状の琉球方言全体の方言継承における問題点も見えやすくな

ったと思われる。首里方言の継承を考えたとき，私たちは継承する言語として社会方言を選

択しようとしている事実に気づいているだろうか。「わったーくとぅば」の「わったー」とは，

果たして誰だったのだろうか。学術的な観点から，評論的な観点から，政治的な観点から，

教育上の観点から，それぞれの立場にとって都合のよいイメージの「わたしたちのことば」

を作り上げてはいないか。復興，継承という用語がもつ意味が十分に吟味されることなくた

だノスタルジックなイメージが先行して消費され続けてはいないか。ことばに対する無頓着

さから起こる過剰な同化と排除の構造が，「だれかのことば」，すなわち首里地域方言をなか

ったことにしてしまったのではないだろうか。特に地域方言を「わたしのことば」「あなたの
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ことば」にもどすためには，何をすべきなのか，という問いをこのみっつの首里方言のあり

ようは投げかけている。 
 
第２章では，琉球大学付属図書館が公開している琉球語音声データベース，『沖縄語辞典』

から得た用例を使って首里方言の形態論的な特徴を概観した。形態論については，かりまた

（2013）や下地（2014）に従って用例の一部を僅かにまとめなおした程度で，考察を深める

ことができず，貧困な内容になってしまったが，判明したことを簡単に述べておく。 
『沖縄語辞典』の動詞の文法的な形のなかには，首里階層方言の話者に確認した時に使用

したことがないといわれる形式がある。例えば，アスペクト形式のシアギーン形式などであ

る。シアギーン形式は，年代差による使用ではなく，首里階層方言ではつかわれなかった形

式であり，Lawrence（2012）が述べるように，首里地域方言に特徴的なアスペクト形式であ

る。『沖縄語辞典』は基本的には首里階層方言の言語が収録されているが，注意してみてみる

と，首里地域方言の単語や文法形式がある。琉球語音声データベースと『沖縄語辞典』の用

例を丁寧に見比べ，整理することによって首里地域方言の特徴を取り出すことができる可能

性がある。 
また，琉球方言でもっとも研究されている首里方言においても，文のタイプでは名詞述語

文の調査，品詞のなかでは副詞や接続詞，コピュラ，複文，ムードやモダリティの研究がほ

とんどない，あるいは，まとめるために不十分であることがわかった。 
  

第３章では，当該方言の他動性について，特に自動詞と他動詞のつくり方と使役動詞の派

生の問題を中心にその特徴を捉えた。語彙的な意味を保証する語幹に共通の部分をもつ自動

詞と他動詞の派生関係は， 
（１）自動詞から他動詞を派生させたもの（Casative,使役化） 
（２）他動詞から自動詞を派生させたもの（Anticausative,逆使役化） 
（３）自動詞と他動詞が双方向的な関係をもつもの（Equipollent,両極形） 
（４）自動詞と他動詞が同じ形であるもの（Labile,自他同形） 
以上のよっつのタイプがあり，そこに， 
（５）意味上は対になる自動詞と他動詞の語根で異なる形式が用いられているもの

（Suppletive,補充形） 
が加わる。 

どの言語もこのよっつのタイプからみていくことができる。（１）から（５）のどのタイプ

が生産的に行われているかは言語によって異なっており，それは数の偏りのなかにあらわれ

る。どのタイプが生産的に行われるかについて，世界中の言語を調査し，地域ごとにその傾

向がまとまってあらわれることを発見したのが Nichols et al.（2004）である。日本語は，（１）

のタイプ，すなわち他動化が優位の言語であり，それは北米と北アジアに顕著であると指摘

している。一方，ナロック（2007）は，日本語はかつて他動化の方向がより生産的だったが，

二段活用の喪失が一つの要因となって（３）のタイプが増えたと述べている。 
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 首里方言も Nichols 他から予想できるように他動化が優位の言語であることがわかった。

ただし，日本語よりもその傾向が強くあらわれている。なぜ首里方言では日本語以上に他動

詞化の派生が顕著にみられるのかについては，佐々木・當山（2014）で考察したが，動詞の

活用形の変化だけにその理由を求めることはできない。 
 実際に，首里方言では，他動詞と使役動詞が深い関係にある。自動詞から他動詞を派生さ

せる接尾辞-asuɴ と，他動詞から使役動詞を派生させる接尾辞-asuɴ は同音形式であり，同じ

ものである可能性がある。このことと関連して起こると考えられる次の現象は，他動詞文と

使役文の連続性を物語っている。 
（１）有対自動詞から派生させた有対他動詞と s 語幹末動詞の有対他動詞／無対他動詞から

は，接辞-asuɴ を後接させて，第一使役動詞を派生させることができないという派生の制限が

存在する。この方言では，使役動詞と他動詞を派生させる接尾辞とが同じものとみなされて

いるため，重ねて後接させることができないからであると考えられる。 
（２）人も物も主体になることができる自動詞から他動詞を派生させた場合，補語にあらわ

れる人は，主体からのはたらきかけを受ける客体であると同時に位置変化をおこす主体でも

あり，使役性をもつが，補語の人名詞が対格であらわれるという点で他動詞的である。この

ような他動使役的な動詞がよくあらわれる。このような構文の述語動詞が使役か他動詞かは

動詞の形だけでは判断がつかない。他動と使役の中間的な構文である。 
このような他動詞と使役動詞の連続性に加え，第二使役動詞に第一使役動詞を後接させた

第三使役動詞が存在しており，この動詞の形式は，間接使役構文の述語になることができる。 
以上のような特徴が，日本語と比べて首里方言がより強い他動化の傾向をみせることとど

のような関わりがあるかについては考察することができなかったが，他動と使役が連続して

いる以上，無関係ではないだろう。 
第６章とも関連するが，受動文も他動性と関わる重要なテーマであるが，自動詞構文と受

動文についてまとめるまでには至らなかった。首里方言の他動性については，使役文と他動

詞文，受動文と自動詞文のそれぞれの連続性をみたうえで改めてまとめたい。 
 
 第４章では，第一使役動詞（アスン形式），第二使役動詞（アシミーン形式），第三使役動

詞（アシミラスン形式）の３つの述語形式をもつ使役動詞の文についてまとめた。第二使役

動詞と第三使役動詞の意味構造について，基本的な意味構造と派生的な意味構造が存在して

いることを明らかにし，派生的な意味構造をあらわす場合の条件とその理由を取りだした。

また，派生的な意味構造になると他の文法的な領域にふみこんでいくことを述べ，それが受

動的な，あるいは授受的な役割を担いながら，形式の欠如によるギャップを埋めていること

を示した。 
古代日本語の使役動詞ス，シムについて首里方言から考えた場合，第一使役動詞，第二使

役動詞とそれぞれ対応し，シムにスを後接させた形式（シミラス）が第三使役動詞に相当す

る。古代日本語のス，シムが動作の源泉が使役主体，動作主体のどちらにあるかによって区

別されて使用されているという報告は管見の限りみられない。シミラスという形もない。首
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里方言の姿は，日本の中央語では実現されなかった可能性のひとつともいえる。類型論的な

観点からいえば，使役形式の使い分けが動作の源泉によって区別されるのは珍しいことでは

ない。 
第５章の受動，第６章の授受とも関連するが，首里方言は，他の多くの琉球方言と同様に

現代日本語の「～シテモラウ」に対応する形式が欠けている。また，受動文について，「生徒

たちが校庭で雨に降られた。」（自動詞受身文＝迷惑の受身文）のような自動詞が受動の形を

とって主語の人間が迷惑を被ることをあらわす文はない。しかし，そもそも「シテモラウ文」

のような文は世界的にみてもまれ
、、

で，シテモラウに相当する表現をもつ言語はカザフ語など

ごく少数である90。また，自動詞で受動文をつくることも多くの言語では不可能であり91，現

代日本語に特徴的な受動文といえる。 
一方で，首里方言の使役動詞は現代日本語より発達しており，３つの形式をもっている。

形式が多い分，現代日本語よりもさまざまな出来事をあらわしわけうることが考えられる。 
 琉球方言を含めたこれまでの日本の方言研究をみてみると，現代日本語にはなく，その方

言にだけ「ある」特徴的な形式のみをとりあげた研究が多かった。しかし，「ない」という情

報も重要である。当該の表現がないというより，他の形式がその役割を担っていると考える

べきであり，どの形式がどのような意味構造のなかで当該の表現を実現するのかを明らかに

することが重要だろう。そうすることによって，形式の中心的な用法だけでなく周辺的な用

法についてもみていくことができ，細かな用法の記述が可能になる。 
 特にこの章では，首里方言がもたない利益／不利益の表現を第二使役動詞と第三使役動詞

の派生的な意味構造の使役文から取り出し，「ない」表現を補うように存在していると主張し

たが，あくまでもそれが使役の周辺的な表現にすぎず，もっとも使用されるのは第一使役動

詞であるという事実について今度は考える必要があった。日本語のシテモラウ形式や迷惑を

被ることを表現する受動文が世界的にみても珍しいのであれば，むしろ，首里方言の利益性

のシステムのほうが言語的には一般的であるといえよう。 
 
 第５章では，受動文について，利益性の観点からまとめた。文の主語となっているものが

能動文のあらわす動作にとってどのような構文意味的な性質のものかという観点から，（A）

直接対象主語の受動文，（B）あい手対象の受動文，（C）所有者の受動文，（D）第三者主語

の受動文の 4 つに分類した時に，首里方言の受動文は，（D）のタイプの受動文が作れないか

あるいはかなり作りにくいという特徴がある。このことは島袋（2009）が今帰仁村の謝名方

言ですでに述べていて，おそらく，琉球方言に広くみられる特徴と予想される。また，所有

者の受動文では，直接対象を主語にすえた受動文がほとんどみられなかった。物が主語の受

動文は作ることができるが，動作主体が不特定の存在である場合に限られている。 

                                                   
90 山田敏弘他（2011） 
91  鷲尾（1997） 
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 首里方言の受動文は意味構造上利益性をもっていないことをシテモラウ文の欠如や第三者

主語の受動文が作れないことから説明した。当該方言で不利益を付与するのは，述語動詞の

語彙的な意味や文脈である。 
 受動文は，動作について主語の人間に向かってくるという方向性があるが，この方向性は

シテモラウが出来事の結果，主語が利益を受け取るということを表現するという点で共通し

ている。現代日本語では，受動文と類似するシテモラウ文との張りあい関係のなかで受動文

が利益性を獲得することになり，受動文が利益性を表現できるようになったために第三者主

語の受動文ができた。 
 首里方言の受動文がシテモラウ文の欠如によって不利益の意味を担うことがなかったのだ

とすれば，シテモラウ文がなぜ発生しなかったのかを考える必要がある。これは，授受動詞

の発達と深く関わっている。このことについては，第６章と第２節でまとめる。 
 
 第６章では，授受表現についてまとめた。二者間でのものの所有権のやりとりをあらわす

動詞を観察した時，首里方言では，求心的方向のイーンと，遠心的方向のクィーンとイーラ

スンとの３つがある。遠心的方向の授与を表現する２つの授受動詞は人称制限による区別の

対立がないという点で，現代日本語の遠心的動詞「くれる」「やる」とは大きく異なっている。 
現代日本語の研究では，「くれる」と「もらう」は話し手にやりとりの対象が近づくという

点で共通していて，話し手からやりとりの対象が遠ざかっていく「やる」と対立していると

いう考え方から「くれる」「もらう」「やる」を 3 項対立的にとらえている。しかし，主語に

さしだされる名詞に 1 人称がくることができない「くれる」という授受動詞はかなり特殊で

ある。主語に 1 人称がすえられ，求心的方向をあらわす「もらう」と一緒にして考えるわけ

にはいかない。奥田（1972）や仁田（2010）で示されているように，授受動詞を分類するの

にもっとも重要なのは主語にさしだされた動作主体にやりとりの対象が近づくか（求心的方

向），遠ざかるか（遠心的方向）である。これは，授受動詞について，日高（2007）のいう「提

供動詞」もふくめたカテゴリカルな意味のなかで見たときに明らかにあらわれる。この分類

にあてはめると，「くれる」という授受動詞がいかに特殊かわかる。 
 首里方言のイーン，クィーン，イーラスンには，現代日本語のような人称制限は基本的に

はない。特に遠心的方向のクィーンは主語にも間接補語にも 1 人称をすえることができる。

遠心的方向のクィーンとイーラスンは人称制限によって対立しているのではない。イーラス

ンは，求心的方向の授受動詞イーンの派生によって作られた。求心的方向の授受動詞は，所

有権の移動をあらわす授受動詞に限らず，実際の使用のなかでも間接補語の位置に 1 人称を

すえにくい（「借りる」，「買う」）。首里方言のイーラスンは，派生元の動詞が語彙的にもって

いる人称の制約にまだしばられているが，授受動詞として発達すればこの制約がなくなると

予測される。実際に，クィーンを形式としてもたない沖縄中部方言では，イーラスンは人称

制限から解放されている。クィーンをもたない方言では，イーラスンが発達しているのだろ

う。 
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 クィーンとトゥラスンは，補助動詞になることができる。所有権の移動をあらわす本動詞

がクィーン，イーラスン，イーンであり，トゥラスンは二者間における物の空間的な移動を

表現することはできるが，所有権までは含まない。本動詞と補助動詞が現代日本語のような

対応をなしていないのである。また，現代日本語の場合，補助動詞のシテヤル，シテクレル，

シテモラウにおいても，本動詞と同じく人称制限が存在している。首里方言では，本動詞と

同じように補助動詞も人称制限をもたない。人称制限と授受動詞の発達はわかちがたい関係

にあり，荻野（2007）のとおり，日本語は，補助動詞用法の人称制限が発生することによっ

て，特定のモーダルな意味をあらわす文だけではなく，叙述文での使用が増え，叙述文にお

いても人称の制約が適用されることによって，それが本動詞の用法にも影響を与えたと思わ

れる。したがって，首里方言の授受表現が利益性を発達させなかったのは，人称制限が発生

するまでには至らなかったことと関係していると考える。 
現代日本語の授受動詞の発達は，利益性において使役や受動の領域にもかなり影響を与え

たと思われる。一方，首里方言の授受動詞が未発達だったことは，使役や受動が利益性につ

いてニュートラルな要因である。次節で受動，使役，授受を含めた利益性について考察する。 
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第２節 ヴォイスと利益性 
 

第４章から第６章にかけて記述したヴォイスと利益性に関わる論考についてここでまとめ

る。本研究では，首里方言の利益性を表現する形式や文の構造について，受動，使役，授受

を対象に分析・考察を行った。 
授受動詞の補助動詞用法は，実際には，資料においてもあまり用いられず，面接調査にお

いても基本的には補助動詞を用いない文があらわれる。そのかわりに補助動詞を用いない形

式や，ふたまた述語文が採用される傾向があることを述べた。しかし，これらの形式や文の

構造は利益性を担わない。頻度だけではなく，補助動詞クィーン，トゥラスンは人称性が関

与しない。さらに，例えば，売買による所有権の移動をあらわす授受動詞とは用いられない

という限定性もある。したがって，首里方言では，利益性を表現する文法的な形式は存在す

るが，そのありようをみるに非体系的であるといえよう。 
受動や使役のヴォイスが表現する利益性のシステムについても述べた。受動文は，利益／

不利益に関して意味構造上，中立的であることをシテモラウ相当形式の欠如や第三者主語の

受動文が存在しないことから説明した。受動文における利益／不利益はプラグマチカルな意

味や語い的な意味のなかで付与されうるのである。 
利益性を意味構造上もつのは，それぞれ第二使役や第三使役を述語にした使役文である。

ただし，第二使役や第三使役は，基本的には，〈許可〉の意味を実現したり，間接使役構文の

述語になる動詞である。第二使役が利益を発現させるためには， 
（１）動作のきっかけが使役主体にあること 
（２）コンテクストのなかに使役主体が動作主体に依頼する表現があること 

という特定の条件を満たす必要がある。 
また，第三使役が不利益を発現させるためには， 
（１）間接使役構文ではなく，使役構文であること（参加者が減る） 
（２）動作のきっかけが動作主体にあること 
（３）コンテクストのなかに使役主体が動作主体の起こす出来事を望んでいないことがわ

かること 
という特定の条件を満たす必要がある。これは，第二使役，第三使役の派生的な用法であり，

数が少ない上に使用場面も限られている。いいかえると，使役表現のなかでは周辺的な表現

である。使役文はこのような意味構造上の利益／不利益を積極的には実現しない。 
したがって，利益性を受動や使役のようなヴォイスに関わる文法的な形式や構造で表現す

ることは，基本的にはできないといえる。 
以上のことから，首里方言の利益性を表現する動詞の文法的な形式は未発達であると結論

づける。そうであるならば，利益性が当該方言で発達しなかったのはなぜかを説明する必要

がある。 
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第一に，これが本質的な要因だと考えるが，授受動詞が本動詞の場合も補助動詞用法にお

いても，基本的に人称制限をもたないことである。荻野（2007）では，日本古代語の授受動

詞には話し手の視点による区別がなかったことを述べ，視点が生じた要因として，テ形＋補

助動詞が特定のモーダルな意味を表現する文で多用される中で人称制限が生じてきた可能性

を指摘している。つまり，補助動詞の初期の用法には，「私が～シテヤロウ」，「私が～シテモ

ライタイ」，「私に～シテクレ」というような意志や願望，依頼のモーダルな意味をあらわす

文のなかで多用されていた。モーダルな意味にしばられた人称制限が，本動詞にも影響を与

えたということである。 
首里方言をみてみると，第二中止形＋補助動詞の分析的な形式が依頼などのモーダルな意

味を表現する文でよくみられるという特徴はある。しかし，求心的動詞イーンは補助動詞に

ならなかった。また，補助動詞トゥラスン，クィーンともに，モーダルな意味を表現する文

においても依頼文，意志文による人称制限による使用形式の偏りははっきりとはみられず，

したがって，人称制限の発生の兆しはみられない。本動詞においても，クィーンは人称制限

をもたない。イーラスンは間接補語に 1 人称をさしだすことが基本的には不可能だが，使え

ないということもなく，人称制限に関しては日本語の「やる・あげる」よりゆるやかである。

イーンも同様で，間接補語に 1 人称をさしだすことは基本的には不可能だが，肯否たずねの

場合など，特定の文のタイプでは使うことができる。やはり，現代日本語とくらべると人称

制限がゆるやかといえよう。 
本動詞クィーン，イーラスン，イーン，トゥラスンについて日本語の授受動詞の発達と対

比させながら，授受動詞としての発展についてひとつずつ確認してみよう。日本語の授受動

詞の発達については，荻野（2007）の考察を参考にする。 
まず，「クレル」に相当する「クィーン」は，もともと古代日本語から人称制限をもたなか

った。現代日本語の本動詞クレルが人称制限をもったのは，次に述べる「ヤル」との関係に

よるものと考える。人称制限がないならば，主語にさしだされた動作主体から対象がとおざ

かることをあらわす遠心的動詞という点でヤルもクレルも同じはずである。 
「取らせる」に相当する「トゥラスン」の補助動詞用法「ッシ トゥラスン」は，「版本狂

言記」に「テトラセウ」の用例が確認されている92。だが，「テヤロウ」に比べるとかなり数

が少ないようである。日本語の「ヤル」は，古代語では「人をヤル」「手紙をヤル」のような

用法でしか用いられず，授与の意味をあらわさなかった93。だが，もとの語彙的な意味を考

えると，主語に１人称がきて話し手の視点をとりやすかったと考える。「ヤル」が補助動詞「～

シテヤロウ」という主語にさしだされた１人称の主体の意志をあらわす表現をとおして人称

制約が固定化されていった。補助動詞「シテクレウ」も，意志と依頼の両方をあらわすこと

ができたが，「シテヤロウ」が一般的な意志表現として定着し，「シテクレウ」は，依頼表現

となった（相手に警告をあたえるような強い意志をあらわす場合に限っては「シテクレウ」

を使うことができる）。依頼文「シテクレウ」は間接補語に 1 人称をとる文である。ここでシ

                                                   
92 荻野 pp10. 1660-1730 年の間に刊行された４冊。 
93 首里方言でも人を遣わすの意味で動詞「jarasuɴ（遣る）」が用いられる。 
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テヤロウとの使いわけが生じることとなった。補助動詞における人称の問題が，本動詞「ク

レル」「ヤル」にも影響を与えた。 
首里方言では，補助動詞トゥラスンもクィーンも依頼文やまちのぞみ文のなかで用いるこ

とができる。強い意志をあらわす場合には補助動詞トゥラスンが用いられるというちがいは

みられるものの，表現の偏りはみられず，したがって人称制限による区別はない。本動詞「ト

ゥラスン」が所有権の譲渡を含む授受動詞として発達しなかったのは，補助動詞の用法が人

称制限をもたなかったことと関連している。「取らせる」は，上位者から下位者に対する物の

移動を動詞の語彙的な意味としてもっており，この点で本動詞「トゥラスン」が「クィーン」

と対立して人称制限が生じる可能性はあった。実際にはそうはならなかった。 
「エル」に相当する求心的動詞「イーン」が補助動詞として発達しなかったのは，動詞「エ

ル」の語彙的な意味の問題と，上で述べたように，他の授受動詞が人称制限をもつことなく

授受動詞として発達しなかったからという理由が考えられる。古代日本語の「モラウ」は，

17 世紀まで「私が乞い求めた結果，相手から授受をうける」という意味があったと荻野によ

って指摘されている。特に，「自分の願いを出発点として相手から授受を得るまでの全行為を

さす94」のもともとの意味が，補助動詞になって「シテモライタイ」というまちのぞみ文を

作ることになったと思われる。 
 遠心的動詞「イーラスン」は，求心的動詞「イーン」から派生した授受動詞である。求心

的動詞はもともと間接補語に 1 人称をとりづらく，イーンから派生したイーラスンも制限が

あったと考えられるが，現代日本語ほど厳密でもなかった。クィーンをもたない方言では，

イーラスンが人称制限から完全に解放されているという，日本語の「クレル」が人称制約を

もたされるのとは逆の現象がみられる。 
 このように，首里方言ではモーダルな意味をあらわす授受動詞の補助動詞用法が人称制限

をもたされることがなかったため，叙述文においても，また，本動詞においても人称制限が

生じることがなかったと考える。依頼文やまちのぞみ文にはみられるが，叙述文にはほとん

どあらわれないという補助動詞用法は，使役構文（サセテヤルとサセル，シテヤルとサセル，

サセテクレルとサセル，シテモラウとサセル）や受動構文（サレルとシテモラウ）とも利益

性について対立させられることがなかった。授受動詞が発達しなかったこと，このことが使

役や受動に利益性が担わされなかったことと関連しているし，授受動詞が発達しなかったこ

との背景には現代日本語のような人称制約が生じなかったということがあると結論づける。 
本研究では，依頼文や意志文などのモーダルな意味の文についてみていくことができなか

ったが，この点に関しては今後調査を進める必要がある。併せて補助動詞トゥラスンとクィ

ーンの使用条件の取り出しを行わなければならない。 
第二に，第一の要因と関連して，シテモラウ相当形式が存在しないことである。すなわち，

主語にすえられた人間が，なんらかの出来事が起こった結果，利益享受者となることを表現

するための文法的な形式が存在していない。首里方言で重要なのは，主語にさしだされた人

間が出来事や動作に対してどのように関わっているのかということである。動作の直接対象

                                                   
94 荻野（2007）pp11. 



167 
 
 
 
 
 

が自分の体の部分だったり，所有物や家族だった時，全体として，あるいは所有者として主

語にさしだされた人間が間接的に関わっていることを受動文のなかで表現する。または，出

来事や動作の実現に関わっている使役主体として使役文のなかで表現する。 
現代日本語では，述語動詞に受動動詞の形式や使役動詞を用いること自体が不利益を感じ

させる。村上（1986）の述べるように，受動動詞の形式を述語にした文の不利益は，シテモ

ラウという文法的な形式が利益性という文法的な意味を担うこととの張りあいのなかで生じ

てきたとすれば，シテモラウ相当形式をもたない首里方言の受動は，不利益を担わされるこ

とがなかった。 
使役にも同じことがいえる。使役主体が動作主体に対して動作を実現するように働きかけ

る使役文では，動作主体にとってのぞましくない，不利益をもたらすような動作を強要する

ことを表現する〈強制〉の使役文がある。動作の源泉が使役主体にある使役文では，どうし

ても相手＝動作主体へのはたらきかけに強制感がつきまとう。現代日本語では，使役文のほ

うが不利益の意味を帯びてきて，逆にシテモラウ形式のほうが利益性に関してニュートラル

な表現になってきているという可能性もある。首里方言にはシテモラウがないため，特に第

一使役（あるいは，第一使役を派生することができないタイプの動詞の第二使役）を述語に

もつ場合は利益性に中立である。例えば，̓waɴneː ʔisjaɴkai ʔuniɡeːsji cjuːsja sjimitaɴ.（私

は医者にお願いして，注射をさせた。）このような使役表現が現代日本語で違和感があるのは

相手＝動作主体（医者）に対する不利益の意味がつきまとうためである。 
現代日本語は，使役や受動が類似した意味構造をもつシテモラウと対立しながら利益性を

めぐってゆれうごいている状況と考える。首里方言では，上述の理由で現代日本語のように

ヴォイスのカテゴリーが利益性のカテゴリーに踏み込むことにはならなかったと考えること

ができる。 
第一と第二が起こることによって，首里方言では，結果として第三者主語の受動文を発生

させなかった。このことは，シテモラウ相当形式の欠如によって首里方言が受動文に文法的

な意味として不利益を担わされることがなかったことを説明した第二の理由が大きい。首里

方言において，受動文に不利益が担わされなかったことと，第三者主語の受動文が作れなか

ったこととは関連している。現代日本語では，受動文で主語にさしだされた人間が不利益を

被ることを表現できるからこそ，間接受動文が発達した。間接受動文が発達することによっ

て，自動詞が受動動詞の形をとった迷惑の受動文をも作れるようになった。 
首里方言では，所有物や体の部分が直接対象である間接受動文においても，直接対象を主

語にすえた受動文はあっても，その所有物あるいは体の部分を主語にすえる受動文はほとん

どみられなかった。シテモラウ相当形式をもたなかった首里方言の受動文は基本的には不利

益をあらわすことがなく，所有物や体の部分が主語になるような間接受動文，ひいては第三

者主語の受動文が発達することもなかった。 
現代日本語では第三者主語の受動文が作られ，不利益の意味が受動動詞の形式にうちつけ

られることによって，類似する構造のシテモラウ相当形式，使役文との間で利益・不利益の
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対立が明確になり，授受（やりもらい）のカテゴリーもまきこみながら，独自の利益性のカ

テゴリーを形成していったと考える。 
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第３節 むすび 
 
 最後に，本研究の成果について（１）他動性（２）使役性（３）利益性の面から述べる。 

他動性に関して，類型論的な観点から首里方言の他動化の傾向を位置づけた。首里方言で

は他動化の傾向が現代日本語や北海道方言とくらべても顕著にあらわれる。首里方言を対象

にした本調査の結果は，国立国語研究所共同プロジェクト「述語構造の意味範疇の普遍性と

多様性」（リーダーPrashant PARDESHI）による成果「使役交替言語地図」 (The World Atlas of 
Transitivity Pairs (WATP)95)としてすでに公開されている。さらに，日本語内でも他動化の傾

向が顕著である背景には使役動詞の発達がある可能性を指摘した。 
なお，琉球方言内においても他動性の傾向は異なっていると予測される。言語バラエティ

の豊富な琉球方言における他動化の地域差と類型化について調査・分析を行っていくことは，

上記のプロジェクトや類型論者たちの議論に貢献することになる。この点で本研究の取り組

みは発展性がある。 
使役性に関して，特に第４章で述べた派生的な意味構造がもたらす利益性の表現について，

他の言語でも（例えば英語のように），使役文が利益や不利益の解釈を許すような文はすでに

報告されている。しかし，3 つの使役動詞が存在し，～シテモラウと～サレルの利益と不利

益の表現が別々の動詞で可能な言語は管見の限りみられない。また，現代日本語の分析にお

いては指令や許可のような用語はよく用いられるが，佐藤（1986）が用いる「動作の源泉（き

っかけ）」という用語はほとんどみられない96。首里方言では「動作のきっかけ」が使役主体

と動作主体のいずれかにあるのかという区別が分類上重要であることを示した。この点で佐

藤の使役分類が妥当であることを示すことになったと思われる。 
間接使役文（二重使役文）の存在は，島袋（2009）の今帰仁謝名方言の報告を受けてのも

のだが，日本語の方言のなかで報告されているのは琉球方言だけであり，言語類型論的にみ

ても珍しい現象である。 
第一使役と第二使役の動詞の形は，古代日本語の使役動詞「ス」と「シム」に対応してい

ると思われるが，古代日本語スとシムが動作のきっかけによって使い分けられているという

報告はなく，どのようにしてこの区別が生じたのかは不明である。琉球方言のなかでも奄美

では第二使役をもたない方言がある。一方で，首里方言のような第一使役の派生の制限（ｓ

語幹末の他動詞からは第一使役を派生できない）がない方言もあり，そのタイプごとに使役

文のちがいがあらわれるかみていく必要がある。間接使役文を作れない方言もあるだろう。 
利益性に関して，首里方言では利益性が発達していない方言であることを述べた。これを

述べるために，受動文，使役文など受益表現と隣接するカテゴリーにおいても徹底的に利益

性について検討した。使役文では周辺的な用法として利益性をあらわすことができるが，か

                                                   
95 http://watp.ninjal.ac.jp/（2014 年 12 月 10 日現在） 
96 佐藤は，この用語と使役の分類方法についてニェダヤルコフ（1971）を参考にしている。

この分類方法に通じる分類は，日本語では山田孝雄によって使令と干与の区別として用いら

れている。（使役主体と動作主体の希望のありなしとして） 
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なり限定的である。文法的な形式としても首里方言では授受構文が発達していないことを述

べた。利益性が未発達であることと授受構文が未発達であることは関連しているが，その本

質的な問題として，首里方言に近い言語であり，利益性が発達していて，研究も進んでいる

現代日本語と比較することによって，授受動詞で人称制限が発生するか，しないかのちがい

が利益性の発達に関わっていると結論づけた。考察の部分は，現代日本語の先行研究の読み

込みも含めてあらっぽいため，詳細な検討が必要であるが，首里方言の授受構文と利益性の

ありようは，現代日本語の授受表現の発達を明らかにする上で重要であることは間違いない

だろう。同時に，他の琉球方言や日本語の諸方言の授受構文をみていくための基盤づくりを

することができたと思う。 
このような首里方言の記述研究は，琉球方言におけるヴォイス体系の初めての詳細な構文

論的研究である。琉球方言の先行研究の多くは，短期間の現地滞在で予め準備した調査リス

トの標準語を方言に翻訳する方法が中心であったが，その調査方法では得られるデータの量

と質に限界があり，形式重視の概括的な研究にならざるを得なかった。本研究では，資料や

辞書が存在する首里方言について，日常の自然談話の観察と調査票をも併用して大量のデー

タを収集して分析し，親戚も含めた身近な話者に確認しながら研究を進められる環境を生か

して首里方言の文法についての記述研究を行ってきた。これにより，文の構造の相関をも捉

えた記述が可能になり，他の琉球方言のヴォイス研究の基盤を作ることができた。 
 

本研究の一部を形成する既出論文（報告書）として，次のものを発表している。 
・當山奈那「首里方言」『文化庁委託事業報告書 危機的な状況にある言語・方言の実態に関

する調査研究』,琉球大学国際沖縄研究所,pp.57-70,2014 年 
・當山奈那「沖縄県首里方言における使役文の意味構造」『日本語文法』,日本語文法学会,第

13 巻 2 号, pp.105-121,2013 年 
・當山奈那「首里方言における受動文の意味構造とベネファクティブ」『国際琉球沖縄論集』,

琉球大学国際沖縄研究所,第 3 号,pp.11-25,2014 年 
・當山奈那「沖縄首里方言の使役動詞と他動性」『琉球アジア社会文化研究会』,琉球アジア

社会文化研究会,第 16 号,pp.113‐130,2013 年 
・當山奈那「沖縄首里方言における授受動詞の意味研究」『琉球アジア社会文化研究会』,琉

球アジア社会文化研究会,第 17 号,2014 年, 投稿済 2014 年 10 月予定  
・當山奈那「2.4 首里方言（沖縄県那覇市首里）」小川晋史編『琉球のことばの書き方』,く

ろしお出版,投稿済 2015 年 7 月予定 
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用例の出典について 
 

本文中で用いた例の出典について以下にまとめる。［］内は本文で省略して用いられている

場合の出典を示している。 
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１）面接調査によるもの 
［調査］面接調査 
 
２）Web サイトからによるもの 
［DB］琉球大学付属図書館琉球語音声データベース 
 
３）資料 
３－１）沖縄語辞典からによるもの 
［辞典］『沖縄語辞典』 
３－２）沖縄芝居からによるもの（真喜志康忠脚本） 
［春］春秋幸地城，［五］五人の母，［首］首里子ユンタ，［児］みなし児，［花］てぃんさぐ

の花，［多］多幸山，［口］口なしの花，［ぬれぎぬ］ぬれぎぬ，［水］水は命 
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